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第 ２ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（６月７日）（金曜日）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．報告（平成２４年度垂水市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　１．議案第４６号・議案第４７号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７

　　　説明、質疑

　　　議案第４６号・議案第４７号　各常任委員会付託

　　１．議案第４８号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

　　　説明、質疑

　　　議案第４８号　総務文教委員会付託

　　１．議案第４９号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　議案第４９号　各常任委員会付託

　　１．議案第５０号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１４

　　　説明、質疑

　　　議案第５０号　産業厚生委員会付託

　　１．陳情第１６号～陳情第１８号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　　総務文教委員会付託

　　１．桜島火山活動対策特別委員会・国道整備促進特別委員会・錦江湾横断道路（鹿児島・桜島

　　　間）調査特別委員会の選任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５

　　１．各特別委員会正・副委員長互選結果報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

第２号（６月１８日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　１．議案第５１号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１８

　　　説明、質疑

　　　議案第５１号　総務文教委員会付託

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２１

　　　川越信男議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２

　　　　防災対策について

　　　　　（１）市の防災対策は
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　　　　　（２）学校等の防災対策は

　　　　　（３）自主防災組織の現在の組織率は、また、自主防災組織の在り方及び役割は

　　　　　（４）災害弱者対策は

　　　　ふるさと納税について

　　　　　（１）ふるさと納税をしたくなるような事業の使い道の考えは

　　　　　（２）寄附金の控除はどの程度か

　　　　　（３）納税、Ｕターン及び定住への思いの見解は

　　　　　（４）５年経過し、現状及び今後の取組への見解は

　　　　有害鳥獣被害対策について

　　　　　（１）新規事業の概要は

　　　　　（２）平成２４年度の被害状況と捕獲数は

　　　　　（３）有害鳥獣駆除員の高齢化対策は

　　　　　（４）狩猟補助金の見直しについて

　　　　公共事業について

　　　　　（１）地域の元気臨時交付金の今後の対応は

　　　　　（２）最低制限価格の事後公表の考えについて

　　　　　（３）舗装工事の指名の考え方は

　　　　　（４）降灰除去事業の指名について

　　　堀内貴志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９

　　　　人口減少対策プログラムについて

　　　　　（１）人口減少対策プログラムの内容について

　　　　　（２）「定住に関するニーズを把握しながら本市の地理的特性や地域資源を生かした

　　　　　　　まちづくり」とは

　　　　　（３）「成果重視のプロジェクトの推進」について

　　　　　（４）職員からの提案制度を創設することについて

　　　　垂水市の温泉事業の活性化について

　　　　　（１）垂水市の温泉事業活性化の取組について

　　　　　（２）「海潟温泉再生会」の活動について、どのように理解しているか。また、行政

　　　　　　　として支援する手立てはないのか。

　　　　　（３）徴収した入湯税について、温泉事業に特化して利用できないか。

　　　　垂水市新型インフルエンザ等対策本部条例について

　　　　　（１）新型インフルエンザ等対策行動計画の作成の時期について

　　　　　（２）新型インフルエンザ等発生時の措置について

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３９

　　　　旧し尿処理場跡地について

　　　　　（１）利用計画は

　　　　新港漁船だまりについて
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　　　　　（１）整備について要望していたが、進捗状況について

　　　　災害時の生活用水について

　　　　　（１）井戸水の活用について

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４６

　　　　水産業振興について

　　　　　（１）養殖事業を主とする援助は

　　　　　（２）起業支援事業について

　　　　中山間地域総合整備事業について

　　　　　（１）垂水市の取組は

　　　　道路整備について

　　　　　（１）鉄道跡地について

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５４

　　　　市政運営について

　　　　　（１）九電の値上げの影響と対策について

　　　　　（２）ウィンドウズＸＰのサポート終了について

　　　　　（３）ふるさと納税について

　　　　　（４）魅力ある観光事業について

　　　　　　　観光振興と６次産業化について

　　　　　（５）図書館の運営について

　　　　　（６）教育長への責任及び権限の一元化について

　　　　学校教育について

　　　　　（１）体力テスト及び学力テストについて

　　　　　（２）週６日制について

　　　　　（３）小学校の英語の正式教科化について

　　　　　（４）学校の防災訓練について

　　　　　（５）給食アレルギーについて

　　　　　（６）学校図書館について

　　　　　（７）就学援助について

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６６

　　　　道の駅たるみずについて

　　　　　（１）道の駅たるみずの来客者数は

　　　　　（２）現在までの経営内容について

　　　　国保税率の改定について

　　　　　（１）国民健康保険税率改定説明会の市民の出席者数は

　　　　　（２）改定率について、市民からの意見は

　　　　農水産業への支援対策は

　　　　　（１）本市における水産業への支援対策は
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　　　　　（２）農業振興のための本市の取組と内容は

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７４

　　　　南萩ケ峯の林地開発について

　　　　　（１）九州電力の高圧線の路線変更により、ソーラーシステム建設が具体化したと

　　　　　　　聞いているが、担当課は、認識しているのか。

　　　　　（２）県の指導は

　　　　自主財源確保の対策は

　　　　　（１）所得の捕捉は、充分行っているのか。

　　　　教育委員会の在り方について

　　　　　（１）橋下徹氏率いる大阪維新の会は、教育における政治主導の明確化として、

　　　　　　　２０１２年３月に大阪府で「大阪府教育基本条例」、２０１２年５月に大阪市で

　　　　　　　「大阪市教育基本条例」を制定した。市長及び教育長の見解は

　　　　　（２）教育長は、平成２４年第４回市議会定例会で、「知」「徳」「体」の教育を

　　　　　　　進めると発言されたが、具体的な中身は

　　　　地籍調査の在り方について

　　　　　（１）調査に入る前の事前準備について

　　　　　（２）赤線、青線の解釈について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８７

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８７

第３号（６月１９日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９０

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９０

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９０

　　　　市長の政治姿勢について

　　　　　（１）憲法アンケートに関して（市民への説明責任上から）

　　　　　　ア　憲法の何が問題と考えているのか。

　　　　　　イ　立憲主義と９６条との関係をどのようにとらえているのか。

　　　　「交付金」の活用（振替）で一般財源を市民のくらしのための施策に。（政治の責任

　　　　として直面する課題をどう克服していくか。）

　　　　　（１）生活保護費を基にしている減免・給付制度の基準変更に伴う支援対策（本市

　　　　　　　独自に対応しなければならない制度への対策）を、「いのちとくらしをまもる」

　　　　　　　立場からどのように考えておられるか。

　　　　　　ア　市独自の対応が必要な減免・給付制度は

　　　　　　イ　３月議会以降どのように議論、検討されたか。

　　　　　（２）教育の機会均等の保障と教育支援のために、就学援助制度（準保護世帯）対策

　　　　　　　（生活保護法の改定に関連して対象から外れる可能性を避けるために）の必要性
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　　　　　　　と制度の充実（子ども貧困対策）について

　　　　　　ア　外れる可能性がある対象者は、どのくらいか。対策はどうなっているのか。

　　　　　　　　（前号の回答で）

　　　　　　イ　「ＰＴＡ会費」「生徒会費」「クラブ活動費」を加え、教育の機会均等の保障と

　　　　　　　　教育支援の充実を

　　　　　（３）急激な円安対策について

　　　　　　ア　水産業の実態の把握は

　　　　　　イ　国の支援策の動向と市独自の支援策の必要性は

　　　　　　ウ　円安に伴う漁価への影響と問題点について

　　　　年少扶養控除の廃止等に伴う財政の増収分について

　　　　　（１）使途について、国の見解はどのように示されているか。

　　　　　（２）本市の考え方は

　　　　　（３）廃止等に伴う増収は、どのくらいか。

　　　　　（４）子ども医療費制度の支援策の充実を

　　　　　　ア　自己負担の県内の動向は

　　　　　　イ　本市でも自己負担額の増減を（限りなくゼロに）

　　　　建設労働者の賃上げにつながる実効のある施策を

　　　　　（１）建設労働者、職人の労務費の算定根拠になる設計労務単価問題について

　　　　　　ア　この間の動向（５年間の推移）と特徴は

　　　　　　イ　本年度の引上げの内容について

　　　　　（２）実効ある施策の必要性について

　　　　　　ア　県の「指導文書」の内容は（要約して）

　　　　　　イ　市としての対応は

　　　　　　ウ　確実に賃金を引上げる仕組みづくりを市としても検討する必要があるが、

　　　　　　　　考えは（労働者の暮らしの保障と地域経済の活性化のためにも）

　　　　　　エ　建設労働者の労働条件の抜本的な改善のために、公共事業に従事する

　　　　　　　　労働者の最低賃金を取り決め、元請けの受注者のその順守を義務付ける

　　　　　　　　ことを内容とした「公契約条例」の制定の必要性を改めて問う。その後の

　　　　　　　　議論・研究、そして方向性及び具体化は

　　　　重度心身障害者医療制度について

　　　　　（１）現物給付問題について

　　　　　　ア　全国の状況、県の動向はどうなっているか。

　　　　　　イ　現物給付制度への課題と可能性について

　　　　　　ウ　実態等を考慮して、県へ要望していく考え及び方針は

　　　　　（２）助成金の申請問題について

　　　　　　ア　申請は、どのような状況か。市の対策は

　　　　　　イ　申請窓口の「改善」の必要性はないか。
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　　　堀添國尚議員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３

　　　　財政調整基金等の推移について

　　　　　（１）市長就任前と就任後どのようになったか。

　　　　牛根麓、海潟間の林道について

　　　　　（１）開通は、何年頃か。

　　　　　（２）雨水対策は

　　　　　（３）今後、周辺山林への支線開設の計画は

　　　　市道、農道、河川及び公園の保守管理について

　　　　　（１）盆前、農繁期、雨期及び夏休みの取組

　　　川達志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１

　　　　行革について

　　　　　（１）出勤簿について

　　　　　（２）参事職について

　　　　土地開発公社について

　　　　　（１）現状と今後の見通しについて

　　　　脇田、市木線の経過について

　　　徳留邦治議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９

　　　　職員の給与減額について

　　　　　（１）職員組合との交渉（他市町村の動向）について

　　　　　（２）何％カットなのか。

　　　　　（３）わたりについて

　　　　振興会の要望状況について

　　　　　（１）昨年度の実績と件数について

　　　　鉄道跡地の転換交付金について

　　　　　（１）今後の活用計画について

　　　　耕作放棄地について

　　　　　（１）現状把握について

　　　　　（２）今後の対策について

　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２５

　　　　産科医の確保に向けて（大隅はひとつ）

　　　　人口減対策の具現化について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２９

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２９

第４号（６月２８日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２

　　１．議案第４６号～議案第５１号、陳情第１６号～陳情第１８号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２
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　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第４６号～議案第５０号（原案可決）

　　　議案第５１号（原案可決）

　　　陳情第１６号（採択）

　　　陳情第１７号（趣旨採択）

　　　陳情第１８号（採択）

　　１．議案第５２号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５

　　　説明、休憩、全協、質疑、討論、表決

　　　議案第５２号（原案可決）

　　１．意見書案第１３号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８

　　　質疑、表決

　　　意見書案第１３号（原案可決）

　　１．意見書案第１４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９

　　　質疑、表決

　　　意見書案第１４号（原案可決）

　　１．議案第５３号・議案第５４号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４０

　　　公営企業決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１
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平 成 ２５ 年 第 ２ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程
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月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

６　・　７ 金 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、

一部表決、一部委員会付託

６ ・ ８ 土 休　会

６ ・ ９ 日 〃

６　・１０ 月 〃 　

６　・１１ 火 〃 （質問通告期限：正午）

６　・１２ 水 〃

６　・１３ 木 〃

６　・１４ 金 〃

６　・１５ 土 〃

６　・１６ 日 〃

６　・１７ 月 〃

６　・１８ 火 本会議 一般質問

６　・１９ 水 本会議 一般質問

６　・２０ 木 休会

６　・２１ 金 〃 委員会 産業厚生委員会　　　　　　　　　　　（現地視察・議案審査）

６　・２２ 土 〃

６　・２３ 日 〃

６　・２４ 月 〃 委員会 総務文教委員会　　　　　　　　　　　（現地視察・議案審査）

６　・２５ 火 〃

６　・２６ 水 〃

６　・２７ 木 〃 委員会 議会運営委員会

６　・２８ 金 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　

　



２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　議案第４６号　垂水市新型インフルエンザ等対策本部条例　案

　議案第４７号　垂水市税条例の一部を改正する条例　案

　議案第４８号　高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入契約について

　議案第４９号　平成２５年度垂水市一般会計補正予算（第１号）　案

　議案第５０号　平成２５年度垂水市水道事業会計補正予算（第１号）　案

　議案第５１号　垂水市職員の給与の臨時特例に関する条例　案

　議案第５２号　平成２５年度垂水市一般会計補正予算（第２号）　案

　議案第５３号　平成２４年度垂水市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

　議案第５４号　平成２４年度垂水市病院事業会計決算の認定について

　意見書案第１３号　少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意

　　　　　　　　　　 見書　案

　意見書案第１４号 国民健康保険に対する国庫負担の見直し・増額を求める意見書　案

　

　陳　情

　陳情第１６号　少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるため、

　　　　　　　　　2014 年度政府予算に係る要請について

　陳情第１７号　年金引き下げに対する陳情について

　陳情第１８号　国民健康保険に対する国庫負担の見直し・増額を求める意見書提出の陳情について
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平 成 ２ ５ 年 第 ２ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２５ 年 ６ 月 ７ 日



本 会 議 第１号（６月７日 ）（ 金 曜 ）

　　出席議員　　１６名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　７番　　田　平　輝　也

　　　　　　　８番　　持　留　良　一

　　　　　　　９番　　北　方　貞　明

　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　松　下　　　正

　　　総 務 課 長　　中　谷　大　潤

　　　企 画 課 長　　前木場　強　也

　　　財 政 課 長　　野　妻　正　美

　　　税 務 課 長　　北　迫　睦　男

　　　市 民 課 長　　白　木　修　文

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　森　下　利　行

　　　保健福祉課長　　篠　原　輝　義

　　　生活環境課長　　村　山　芳　秀

　　　農 林 課 長　　池　松　　　烈

　

　　　水 産 商 工　　

　　　観 光 課 長　　山　口　親　志

　　　土 木 課 長　　宮　迫　章　二

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 長　　塚　田　光　春

　　　監査事務局長　　堀　内　昭　人

　　　消 防 長　　松　山　　　晃

　　　教 育 長　　長　濱　重　光

　　　教育総務課長　　川　畑　千　歳

　　　学校教育課長　　牧　　　浩　寿

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　礒　脇　正　道 　　　書 記　　田之上　　　康

　　　書 記　　有　馬　英　朗
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平成25年６月７日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（森　正勝）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成25年第２回垂水

市議会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（森　正勝）日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において川越信男議員、篠原則議

員を指名いたします。

　　　△会期の決定

〇議長（森　正勝）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る６月３日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から６月28日までの

22日間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ございませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、会期は、本日から６月28日までの22

日間と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（森　正勝）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　地方自治法第243条の３第２項の規定により、

垂水市土地開発公社に係る平成24年度の補正予

算書、事業報告書及び決算諸表並びに平成25年

度の事業計画書及び予算書の提出がありました

ので、お手元に配付しておきましたから御了承

願います。

　次に、監査委員から、平成25年１月分、２月

分、３月分及び４月分の出納検査結果報告並び

に平成24年度指定管理者の監査結果報告があり

ましたので、写しをお手元に配付しておきまし

たから御了承願います。

　去る５月22日、東京都の日比谷公会堂におい

て、第89回全国市議会議長会定期総会が開催さ

れ、本市市議会から池之上誠議員、堀添國尚議

員及び田平輝也議員が在職10年以上の一般表彰

を、徳留邦治議員が在職25年以上の特別表彰を

授与されましたので、ここに御報告し、お喜び

を申し上げます。

　なお、議会閉会後に表彰状の伝達式を行いま

すので、議場にいらっしゃる皆様方はしばらく

お残りください。

　以上で、議長の報告を終わります。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅也）皆さん、おはようござい

ます。

　３月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について、御報告を申し上げます。

　まず、安心・安全な垂水のまちづくりといた

しまして、５月11日に旧牛根中学校を中心とし

た会場で垂水市総合防災訓練を実施いたしまし

た。

　災害対策基本法及び垂水市地域防災計画に基

づき、豪雨・土砂災害発生時に際し、防災関係

機関が相互に緊密な連携を保ちながら、住民の

避難訓練や水防訓練など、また、災害応急対策

等が迅速かつ適切に行われるよう防災体制の実

効性について検証・確認を行うとともに、市民

の防災意識の高揚と知識の向上を図ることを目

的に、陸上及び海上自衛隊、警察、消防団、中

央病院、地区住民等を含め約700名の参加をいた

だき、大規模な訓練を行うことができました。

　過去の災害を教訓としまして早目の避難を心
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がけ、人的災害ゼロが継続できるよう、危機管

理対策室を中心にさらなる防災体制の整備に努

めてまいりたいと考えているところでございま

す。

　観光振興の観点から、４月末からの大型連休

における主な観光事業、観光拠点の集客数など

の報告をいたします。

　まず、高峠のつつじ祭りについては、開花時

期が早く、４月の末には満開が過ぎてしまいま

したが、４月27日から５月６日の間で約9,000人

の来園者があり、大野地区の皆さんと連携しな

がら、茶店の出店や公園内のウオークラリー事

業等を実施いたしました。

　５月３日、４日には、垂水市漁協が開催しま

したカンパチ祭に２日間で約１万人の来場者が

あり、カンパチのつかみ取り、一本釣り、餌や

り体験等にあわせて、加工品の販売等で約500万

円の売り上げもあり、大変にぎわいました。

　次に、道の駅たるみずにおいては、４月27日

から５月６日までの間の来館者数は約６万人、

売り上げにおいても約3,700万円、前年度比106

.7％との報告を受けております。

　また、森の駅たるみずにおいては、宿泊及び

ピザやバームクーヘンづくり、そば打ちなどの

さまざまな日帰り体験を計画し、来館者数は約

3,000人ございました。

　なお、高峠、森の駅たるみず、道の駅たるみ

ずの３カ所においては、各観光施設を結ぶスタ

ンプラリーを期間内に実施いたしました。

　次に、昨年度から開催しております鹿児島実

業高校主催、垂水市共催のジュニオールスーパー

サッカー大会についてですが、５月２日から５

日まで開催をいたしました。

　関西方面及び九州各県からトップレベルの13

チームが参加し、市内の各グラウンドで熱戦が

展開されました。また、市内の宿泊施設は全て

満室の状態で、今回も非常ににぎわいました。

単純な宿泊等の経済効果だけでも約1,000万円程

度、今後、継続的実施のためには、グラウンド

整備等の対策が求められております。

　このように、ゴールデンウイーク期間中は全

般的に天候にも恵まれ、佐多岬やかのやばら園

効果もあり、観光交流人口の増加につながりま

した。

　次に、教育旅行の受け入れ状況でありますが、

垂水市漁協での餌やり漁業体験及び民泊家庭の

受け入れなど、昨年度より多い31件、約4,500人

が見込まれております。

　民泊家庭の皆様におかれましては、御負担を

おかけしていると思いますが、どの学校からも

温かいおもてなしに高い評価を受けており、民

泊家庭の皆様の御協力に感謝しているところで

ございます。

　続きまして、社会教育について御報告申し上

げます。

　５月17日には、垂水市が生んだ行進曲の父と

言われる瀬戸口藤吉翁の業績を顕彰し、音楽文

化の発展に寄与するため、「第15回瀬戸口藤吉

翁を偲ぶ演奏会」が開催されました。

　今回、海上自衛隊佐世保音楽隊の御協力によ

り、鹿児島神社境内の顕彰碑の前で表敬演奏に

より約200名、夜の演奏会には約750名の市民の

皆様の御参加をいただきました。

　また、６月１日に開催されました第15回瀬戸

口藤吉翁記念行進曲コンクールにおきましては、

県内外より20団体に御参加をいただき、すばら

しい熱戦の結果、J.S.B吹奏楽団がグランプリに

輝くなど、盛大に開催されたところでございま

す。

　次に、３月議会後の交通死亡事故発生状況及

び火災発生状況について御報告いたします。

　交通死亡事故発生状況ですが、６月２日、市

木ローソン付近の国道220号上で自動二輪車によ

る単独交通死亡事故が発生しております。こと

しに入りまして、市内での初めての交通死亡事

故であります。

― 5  ―



　次に、火災発生状況ですが、建物火災が３件

発生しております。

　４月６日に田神において住宅１棟が部分焼す

る火災が、５月15日には海潟において住宅・非

住家合わせて４棟が全焼及び部分焼けする火災

が、また、６月５日には市木において住宅１棟

が半焼する火災が発生しております。

　次に、主な出張用務について御報告申し上げ

ます。

　４月11日から12日にかけて、平成24年度にお

ける特別交付税について、特段の御配慮をいた

だいた総務省並びに地方自治研究機構・森山衆

議院議員事務所などの関係先を訪問して、お礼

と今後の御支援をお願いしてまいりました。

　５月16日は、大分県大分市において開催され

ました九州市長会に出席いたしました。九州管

内118市の中、110市の参加があり、総会におき

まして九州管内の多くの市長と面識を交え、意

見交換をさせていただきました。

　５月22日には、東京で開催されました全国治

水砂防協会総会、翌23日には、安全・安心の道

づくりを求める全国大会に参加してまいりまし

た。安全・安心の道づくりを求める全国大会後

は、県の関係者の皆様と地元選出国会議員の先

生方へ要望活動を行ってまいりました。

　５月26日には、関東垂水会に出席してまいり

ました。本市より伺いました９名を含め、総勢

約130名の参加者により、盛大に開催されました。

総会では、昨年度、関西地区で初めて委嘱した

「たるみず大使」を関東垂水会事務局の御協力

により、関東地区のたるみず大使を12名委嘱い

たしました。

　また、県内一の納税件数を誇るふるさと納税

や広報誌の定期購読に関しましてお礼を申し上

げ、今後の御協力につきましても重ねてお願い

してまいりました。

　地元を離れておられる分、できることは協力

したいと話される方が多く、「広報たるみず」

を通じての情報発信を高く評価されると同時に、

楽しみにしておられました。短い滞在時間では

ございましたが、多くの方々と親睦を深めさせ

ていただきました。

　最後になりますが、６月４日から５日にかけ

まして、全国市長会議関連であります理事・評

議員合同会議、市長フォーラム、通常総会に出

席いたしました。また、全国市長会議の日程に

合わせて開催された全国過疎地域自立促進連盟

理事会及び環境自治体会議首長意見交換会、そ

して全国青年市長会意見情報交換会に出席いた

しました。

　２日間の日程の中で多くの市長と意見交換が

でき、非常に有意義なものとなりました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（森　正勝）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△報告（平成24年度垂水市一般会計繰越

　　　　明許費繰越計算書の報告について）

〇議長（森　正勝）日程第４、報告を行いま

す。

　平成24年度垂水市一般会計繰越明許費繰越計

算書について報告を求めます。

〇財政課長（野妻正美）おはようございます。

　平成24年度垂水市一般会計繰越計算書につき

まして、御報告いたします。

　平成24年度の歳出予算の経費のうち、年度内

にその支出を終わらない見込みのものにつきま

して、地方自治法第213条の規定により、平成25

年度に繰り越して使用しますことを３月議会の

平成24年度補正予算第６号と、さきの５月の臨

時議会で補正予算第７号の専決処分の御承認を

いただいておりましたが、同法施行令第146条第

２項の規定に基づき、その繰越明許費に係る繰

越計算書を御報告申し上げるものでございます。

　繰り越された経費は、配付しております平成

24年度垂水市一般会計繰越明許費繰越計算書に

記載しているとおりでございます。
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　繰り越しました理由は、主に国の平成24年度

の１次補正に伴い予算措置したもので、年度内

に工期が十分確保できなかったことにより、や

むを得ず繰り越すものでございました。

　繰り越しの合計額は５億8,217万4,500円で、

経費の内訳は、工事請負費、委託料、事務費等

でございます。これに要する財源は、国庫支出

金が２億5,024万5,000円、地方債が３億2,271万

1,324円、一般財源が921万8,176円でございます。

　以上で報告を終わります。

〇議長（森　正勝）以上で日程第４、平成24

年度垂水市一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いての報告を終わります。

　　　△議案第46号・議案第47号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第５、議案第46号及

び日程第６、議案第47号の議案２件を一括議題

とします。

　件名の朗読を省略いたします。　

議案第46号　垂水市新型インフルエンザ等対策

　　　本部条例　案

議案第47号　垂水市税条例の一部を改正する条

　　　例　案

〇議長（森　正勝）説明を求めます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）おはようござい

ます。

　議案第46号垂水市新型インフルエンザ等対策

本部条例案について、御説明を申し上げます。

　「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が

平成24年５月に公布され、国内で新型インフル

エンザ等が発生し、「新型インフルエンザ等緊

急事態宣言」が発令されたときは、市町村長は

直ちに市町村対策本部を設置することとされる

ことに伴い、同法に定めるもののほか、対策本

部の組織及び運営に関し、必要な事項を定める

ため、今回新たに条例を制定しようとするもの

であります。

　条例案の主な内容ですが、第１条はこの条例

の趣旨を定めたものでございます。

　第２条は、組織として本部長、副本部長のほ

か、対策本部に従事する本部員等について定め

るものでございます。

　第３条は会議のことを、第４条では必要に応

じ対策本部に部を置くことができるなどを定め

るものでございます。

　第５条は委任に関する事項を定めております。

　なお、附則としまして、この条例は公布の日

から施行しようとするものであります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いします。

〇税務課長（北迫睦男）議案第47号垂水市税

条例の一部を改正する条例案について、御説明

申し上げます。

　地方税法の一部を改正する法律が平成25年３

月30日に公布され、平成25年４月１日から施行

されたところでございます。

　平成25年度の地方税制の改正におきましては、

現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の好循環

を実現する等の観点及び社会保障・税一体改革

を着実に実施するため、地方税制の改正がされ

たものでございます。

　改正の主なものを申し上げますと、東日本大

震災に係る復興支援のための税制上の対応、個

人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充、

延滞金、還付加算金の利率の引き下げを行うな

どの納税環境の整備や税負担軽減措置等の整理

合理化等でございます。

　また、平成23年度地方税制改正に伴い、寄附

金税額控除の対象寄附金の指定をしておりまし

たが、その後、鹿児島県税条例が改正され、事

務の簡素化及び迅速化を図る観点から、指定に

関する条文を改正するものでございます。

　以上、申し上げましたことにより、垂水市税

条例の一部を改正するものでございますが、お

手元の新旧対照表にて御説明申し上げます。
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　改正する箇所をアンダーラインでお示しして

おります。

　まず、１ページの第34条の７の寄附金税額控

除の改正は、先ほど申し上げました寄附金控除

の対象寄附金について、10ページの別表に掲げ

ておりますとおり、本市独自に指定しておりま

したが、今回、鹿児島県税条例において、県知

事が指定したものと改正されたために、本市も

県の取り扱いと同様にするため改正するもので

ございます。

　２ページの54条第５項及び３ページの131条第

４項は、土地区画整理事業及び土地改良事業に

関して、独立行政法人森林総合研究所が所有し、

農用地総合整備事業の用に供する固定資産税及

び特別土地保有税については、平成20年度から

平成24年度まで非課税とされておりましたが、

同法人が所有するものがなく、本非課税措置を

廃止するものでございます。

　次に、４ページの附則第３条の２でございま

すが、延滞金及び還付加算金の割合は、近年の

低金利状況を踏まえ、国税において延滞税等の

割合の見直しが行われることにあわせ、同様の

見直しを行うこととされたもので、市条例に規

定する延滞金について、年14.6％の割合は特例

基準割合に7.3％を加算した割合に、年7.3％の

割合は特例基準割合に１％を加算した割合へと

それぞれ引き下げることとしたものでございま

す。

　また、４ページの第３条の２第２項と第４条

は法人市民税の納期限の延長があった場合に課

される延滞金の特例でございます。

　５ページの第７条の３の２につきましては、

消費税引き上げに伴う住宅取得対策として、個

人住民税において住宅ローン控除の対象期間を

平成26年１月１日から平成29年末まで４年間延

長するものでございます。

　６ページの第７条の４につきましては、平成

25年分の所得税から、東日本大震災の復興財源

となる復興特別所得税が創設されたことに伴い、

個人住民税についてふるさと寄附金に係る特例

控除額を見直すこととされたもので、所要の読

みかえ規定を整備したものでございます。

　次に、７ページの第22条の２と９ページの第

23条につきましては、東日本大震災に係る復興

支援のための税制上の対応でございますが、被

災居住用財産の敷地に係る譲渡取得期限の延長

と住宅ローン控除の適用の特例を定めたもので

ございます。

　次に、改正附則でございますが、議案書の附

則をごらんください。

　第１条に施行期日を指定しております。

　改正後の垂水市税条例は、公布の日から施行

することとしておりますが、第34条の７第２項

の改正規定並びに附則第３条の２、第４条、第

４条の２、第７条の４、第17条の２及び第22条

の２の改正規定並びに次条並びに附則第３条の

第１項及び第２項の規定の施行日を平成26年１

月１日とし、附則第７条の３の２及び第23条の

改正規定並びに附則第３条第３項の規定の施行

日を平成27年１月１日とするものでございます。

　第２条に延滞金に関する経過措置を規定して

おります。

　第３条に市民税、第４条に固定資産税に関す

る経過措置として規定しております。

　以上で、議案第47号垂水市税条例の一部を改

正する条例案の説明を終わります。御審議のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（森　正勝）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇堀内貴志議員　新型インフルエンザ等対策本

部の条例、これについて１点だけ確認をしてお

きたいことがありますので、お伺いします。

　この条例については、先ほど課長が説明され

ましたように、昨年の５月10日に新型インフル

エンザ等対策特別措置法が公布されて、本年の
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４月13日に施行されたということで、その法律

第34条の規定によって国から新型インフルエン

ザ等緊急事態宣言が発令された場合は、市町村

長は直ちに対策本部を設置することが義務づけ

られた。それに基づいて、法の37条の規定によ

り、この条例をつくりなさいということで、今

回条例が制定されるということです。

　この新型インフルエンザというのは、皆さん

も御存じのとおり大変なウイルスでありまして、

これが人から仮に人に感染するようになった場

合には、多くの人命が失われるというふうに言

われています。そのためにこの法律の６条から

８条において、国、都道府県、市町村では行動

計画を作成することとされております。

　まず、６条で国は政府行動計画を作成し、公

表すること。法の７条において都道府県知事は

政府行動計画に基づき都道府県行動計画を作成

する。法の８条で市町村長は都道府県行動計画

に基づき市町村の行動計画を作成するというふ

うにされています。

　ここに、鹿児島県新型インフルエンザ対策行

動計画概要版、プリントアウトしてきてありま

す。鹿児島県は既に作成されておりますが、垂

水市のこの行動計画は作成されているのかどう

か、これについて１点だけ確認したいと思いま

す。

〇保健福祉課長（篠原輝義）今の御質問です

が、政府の行動計画につきましては、今、パブ

リックコメントを実施していくという段階でご

ざいます。それに基づきまして、都道府県、そ

して市町村の行動計画を作成するということで

ございますが、この市町村の行動計画の作成に

つきましては、作成基準を国・県の行動計画で

示されるということでございますので、これか

ら行動計画の作成ということに入るということ

になります。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　もう既に県は３月にこうして、24年３月、去

年ですね、ことし25年ですね、去年の３月に行

動計画を作成しております。垂水市、これから

暑くなる季節ですから、新型インフルエンザも

とりあえず発生はないと思われますが、寒くな

るころにはまた新型インフルエンザが発生する

可能性もあります。大体いつごろをめどに作成

する予定であるか、その点だけお願いします。

〇保健福祉課長（篠原輝義）この行動計画に

つきましては、国が今度の25年中にパブリック

コメントを実施していくという段階ですので、

その後、県のほうも作成するということに最終

的になりますので、今年度中にということを考

えております。

〇堀内貴志議員　県は既に作成しております。

　寒くなる前に、そのころを見計らって作成し

ていただくことを要望して、終わります。

〇議長（森　正勝）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案２件については、いずれも所

管の各常任委員会に付託の上、審査したいと思

います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第46号及び議案第47号の議案２

件については、いずれも所管の各常任委員会に

付託することに決定しました。

　　　△議案第48号上程

〇議長（森　正勝）日程第７、議案第48号高

規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入契

約についてを議題とします。

　説明を求めます。

〇消防長（松山　晃）おはようございます。

　議案第48号高規格救急自動車・高度救命処置
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用資機材購入契約について、御説明申し上げま

す。

　今回、更新します総合本部救急車でございま

すが、平成11年11月に購入した車でありますが、

14年間の長きにわたり救急業務に貢献してきま

したが、最近は老朽化のため故障も多く、今後

の救急業務に支障を来さないためにも更新の必

要があり、去る５月17日に入札を実施いたしま

して、現在、仮契約の締結をさせていただいて

いるところであります。

　ただし、契約金額が2,000万円以上につきまし

ては、議会の議決を必要とするため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき、指名競争入札

に係る契約による高規格救急自動車・高度救命

処置用資機材購入について、以下説明しますと

おり、物品購入契約を締結するため、議会の議

決を求めるものでございます。

　契約の目的は、高規格救急自動車・高度救命

処置用資機材購入についてでございます。

　契約の方法は、指名競争入札でございます。

　契約金額は、一金3,097万5,000円、うち消費

税147万5,000円でございます。

　契約の相手方は、鹿児島市西千石町１－28、

鹿児島トヨタ自動車株式会社、代表取締役諏訪

秀治でございます。

　契約日は、議会の議決日となっております。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

お願いいたします。

〇議長（森　正勝）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。よろしいですか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの議案第48号については、総務文教

委員会に付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって議案第48号については、総務文教委員

会に付託することに決定しました。

　　　△議案第49号上程

〇議長（森　正勝）日程第８、議案第49号平

成25年度垂水市一般会計補正予算（第１号）案

を議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（野妻正美）議案第49号平成25年

度垂水市一般会計補正予算（第１号）案を御説

明申し上げます。

　補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんいただきた

いと思います。

　今回の補正でございますが、当初予算編成時

は、平成24年度の国の補正予算が決定しない中

での予算編成をしておりました。その後、国の

予算が確定したため、平成24年度第６号補正と

二重計上しておりました事業につきまして、今

回、整理するものでございます。

　また、ほかに防災営農対策事業費補助金、農

道整備事業の工事請負費、起業支援型地域雇用

創造事業の委託料、水之上小校舎屋根防水工事

費等を追加措置しようとするものでございます。

それにより、今回、歳入歳出とも２億866万4,000

円の減額となり、補正後の予算総額は91億9,933

万6,000円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は２ページか

ら４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲

げてあるとおりでございます。

　地方債にも補正がありましたので、５ページ

をごらんください。

　追加でございますが、消防防災施設整備事業

につきましては、過疎債から変更し、緊急防災・

減災事業債を充当するため、追加するものでご
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ざいます。

　次に、変更でございますが、６ページをごら

んください。

　漁港漁村整備事業から小学校施設整備事業に

つきましては、先ほど御説明いたしました平成

24年度第６号補正と二重計上しておりました繰

り越し事業分の各起債を減額するものでござい

ます。

　なお、現年発生補助災害復旧事業につきまし

ては、協和小学校と松ヶ崎小学校の校庭降灰除

去工事により起債額がふえたものでございます。

　当初予算で御承認いただいておりましたそれ

ぞれの事業の借り入れを右の欄に示す限度額に

変更し、本年度の借り入れ総額から繰り越し分

を除いて追加分と変更分の合計で７億490万円に

しようとするものでございます。

　次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。

　11ページをお開きください。

　総務費の１項総務管理費、10目企画費の工事

請負費ですが、高峠の太陽光発電パネル設置に

係る造成工事分でございます。

　12ページをごらんください。

　３項戸籍住民基本台帳費の１目戸籍住民基本

台帳費ですが、戸籍の副本データの管理システ

ムに係るソフトウェアの導入と導入後の保守委

託料でございます。

　次に、13ページ一番下、衛生費の１項保健衛

生費、４目環境衛生費ですが、尾中野集落水道

組合の施設改良事業への補助金でございます。

　14ページをごらんください。

　農林水産業費の１項農業費、７目防災営農対

策事業費ですが、国の経済対策による追加事業

分や事業計画の拡大による追加の補助金でござ

います。

　次に、15ページにわたりますが、同じく12目

農道整備事業費の工事請負費ですが、地域の元

気臨時交付金事業を活用し、牛根国鉄跡地の農

道の舗装工事等で、工期を確保するため、今回

計上するものでございます。

　次に、３項水産業費、４目漁港建設費ですが、

最初に御説明いたしました平成24年度第６号補

正で計上していた事業を国の補正予算確定に伴

い繰り越し事業としております。そのため、二

重計上しておりました県営事業負担金を当初予

算分から減額するものでございます。

　次に、商工費の１項商工費、２目商工業振興

費の委託料ですが、起業支援型地域雇用創造事

業としまして、県より13の補助事業を採択いた

だいております。これは新規事業でございまし

て、県の100％補助でございます。

　次に、16ページから一部17ページにわたりま

すが、土木費の１項土木管理費から６項住宅費

までの各項の工事請負費と委託料が減額になっ

ております。これは先ほどの漁港建設費と同じ

く平成24年度からの繰り越し事業に係るもので、

二重計上しておりました分につきまして減額す

るものでございます。

　なお、16ページの一番下の土木費の１目住宅

管理費の修繕料ですが、これは市営住宅に係る

分でございます。

　17ページの一番下の表をごらんください。

　教育費の２項小学校費、３目小学校施設整備

費は、平成24年度からの繰り越し事業に係る二

重計上分の委託料や工事請負費等を減額するも

のと水之上小校舎の屋根防水工事に係る経費を

補正しております。

　18ページになりますが、３項中学校費の３目

中学校施設整備費の委託料や工事請負費等の減

額も平成24年度からの繰り越し事業に係る二重

計上分の減額でございます。

　次に、６項保健体育費、１目保健体育総務費

ですが、スポーツ推進計画を策定するための検

討委員会に係る費用や計画書の印刷、研究等へ

の委託料を計上しております。一番下の災害復

旧費の３項文教施設災害復旧費、１目学校施設
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災害復旧費ですが、協和小学校と松ヶ崎小学校

の校庭の降灰除去工事でございます。

　以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして

７ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国庫支出金、県支出

金、繰入金及び市債などの特定財源を充て、一

般財源は前年度繰越金を充てて収支の均衡を図

っているものでございます。

　なお、寄附金につきましては、教育費寄附金

として、株式会社玄海様より瀬戸口藤吉翁記念

行進曲コンクールへいただいております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（森　正勝）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇池之上　誠議員　総務費の中の企画費、工事

請負費が2,400万円です。

　高峠太陽光発電パネル設置箇所の造成工事と

ありますが、私はちょっと委員会が違いますの

で、その内容並びにそういう財源はどこから出

てきたのか、詳細がわかれば教えていただきた

いと思いますが。

〇企画課長（前木場強也）この予算の中身と

いいますか、これにつきましては、高峠に建設

を計画しておりますメガソーラー発電所の建設

に当たり、建設予定地の一部である水路部分の

形状について、発電効率を高めるための造成工

事を行うものでございます。

　本予定地はもともと中央部に水路を形成し、

両サイドが高い土手になっており、太陽光発電

のパネルを設置するには非常に効率の悪い状況

というふうになっておりました。これを業者が

造成しますといろいろ制限があるということで、

これにつきましては、工事の早期着工、早期完

成への支援策として実施するものということで

ございます。

　中身につきましては、大体切り土する量は約

１万9,800立方メートル、盛り土した表面中央に

水路を、また暗渠を整備するものでございます。

　以上です。

〇池之上　誠議員　その財源というか、そう

いう手当はどこから来るのか。

〇企画課長（前木場強也）財源につきまして

は、歳入のほうに計上しておるんですが、立地

企業納付金ということで全額充当するというふ

うにしております。

　以上です。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

〇池之上　誠議員　はい。

〇持留良一議員　２点ほどお聞きをしたいと思

うんですが、１つは、先ほど二重計上の問題で

減額になったいわゆる元気臨時交付金の問題に

ついてお聞きをしたいと思うんですけれども、

３月議会でもこの活用によって一般財源が生み

出されますということを言いました。もう１つ

は補正予算債、これは100％起債できる非常に有

利なものであるということで、今後の財政運営

でも非常にこの活用によって有利な点が生まれ

てくるんじゃないかなと思うんですけれども、

そういう点で、１つは結局、このいわゆる交付

限度額があるかと思うんですが、一般的に計上

の８割ぐらいと言われているんですけれども、

そのどのぐらいの額が交付されたのか、その点

をお聞きしたいということと。

　これは計算されているかどうかわかりません

けれども、この補正予算債を充当することでそ

の分の一般財源を他のソフトとかハード事業に

活用できるわけですけれども、今年度に元利償

還を負担する予定だったことが、一般財源でど

れだけやっぱり生み出されるかということも結

果として出てくるかと思うんですけれども、こ

れはこの時点で調査されているかどうか、そう

いう計算をされているかどうかわかりませんけ
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れども、もし出されていたんだったら出してい

ただきたいということと、もしこの場で不可能

であれば、ぜひ委員会のほうでこの分について

は、その結果を出していただきたいと思います。

　１つだけは先ほど言いましたとおり、元気交

付金、結果としてどのくらいの額が交付される

のか、その点をお聞きしたいと思います。

　それと２点目は、起業支援型地域雇用創造事

業の問題ですけど、13の事業が承認をされたと

いうことが言われていましたけれども、この狙

いは、御存じのとおり雇用の創出と雇用の受け

皿を将来的にも確保していくんだと、そういう

意味で10年未満の企業だとか、ＮＰＯ等に委託

先を決めて決定をしていくということだったで

すけど、これまでもいろいろ企業にかかわる問

題で雇用を創出する事業は幾らかこの間あった

と思うんですよね。そういう点での総括と、な

おかつ、今回この13の事業というのは、こうい

う形でいくと、雇用の創出等含めてその目的は

あるわけですけれども、どのぐらいの雇用とい

うのをこの時点で考えていらっしゃるのかお聞

かせいただきたいと思います。

〇財政課長（野妻正美）最初の御質問の地域

の元気臨時交付金につきましてお答えいたしま

す。

　平成25年５月27日に地域の元気臨時交付金の

第１次分の交付限度額が決定しております。そ

の通知がありまして、本市は２億6,246万8,000

円となっております。ただ、今回盛り込まれな

かった事業分につきましては、農林水産省の関

係の一部もございます。今後、その分につきま

しては、第２次分として追加交付される見込み

でございます。

　それと補正予算を活用しての影響についてで

ございますが、まだ算定はしておりません。

　済みません、あとの支援事業のことについて

は、所管課のほうからお答えいたします。

　以上です。

〇水産商工観光課長（山口親志）起業支援型

雇用創造事業の質問にお答えいたします。

　まず、このような事業で雇用の拡大がという

ことの24年度の総括でありますが、この100％の

事業を持ってくることで垂水市の企業の雇用を

充実をさせているところでありますが、この事

業が終わった後の各事業での定着というところ

については、やはり予算がありますからなかな

か総括的にはそれが全てこの事業を持ってきた

後に定着しているかというと、問題はあります。

　ただ、この事業を持ってくることで雇用のス

タートを始めるための事業であるという認識を

持っておりますので、この事業を24年度まで持

ってきてある中ではきちっと、事業を持ってき

たところで精査していただいて、引き続き雇用

をお願いしたいと思っているところであります。

これは24年度までの総括と思います。

　今回上げております起業支援型雇用創造事業

に関しては、先ほども持留議員が言われました

とおり13のメニューを考えておりまして、この

中で雇用に関しては52名の雇用を考えておりま

す。

　ただ、今回この起業支援型雇用創造事業につ

いては、今回の希望の締め切りが補正前であり

まして、その後、事業を再度募集をする機会が

ありませんでしたので、今回、各課といろいろ

詰めながら、まだきちっと詰めた状態ではない

んですが、手を挙げていただく13事業を絞りま

して、今回予算を上げております。100％事業で

したものでありますから、この13メニューが全

てできればいいんですが、まず各課と全て詰め

ながらしていきたいということで、国への第１

希望の段階での13事業をちょっと広げまして募

集をしたという経緯もありますので、今後は予

算等が通りましたら、そのあたりも詰めながら

雇用に努めてまいりたいと思っているところで

す。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。
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〇持留良一議員　元気交付金の中での補正予算

債のこの後年度の当初の元利償還金ですね、こ

れについてはぜひ、どれぐらい負担する予定だ

ったのか。その補正予算債を使うことによって

どれだけ財源が生み出せるのか。これは、もう

私たちにとっても、今、厳しい財源運用の中で

どんなふうにしていくのかという点では、非常

にこれを使うことによっての本市のハード・ソ

フト事業で充当できる財源を生み出す、ある意

味での非常に有効な対策だと思いますので、ぜ

ひ私たちにもその結果を公表していただきたい

というふうに思います。

　それと元気交付金、現在は、前年度こういう

形でそれを活用した事業がされるわけですけれ

ども、基本は、今後地方単独での建設事業、い

わゆるこれは建設国債という関係があってそう

いう事業しかできないわけですけれども、今後、

そのことでの充当するという、その事業の取り

組みの方向というのはあるのかというのが１点

あるんですけれども。

　というのは、私は３月議会でも、この結果を

生み出される、先ほど２億数千万円の財源が生

み出されると言われましたけれども、ある自治

体によっては住民の要求に適切に応えた形でい

ろんな取り組みをやっていまして、ある自治体

ではもう結果的に財調基金に積んでしまうとい

ろんな問題があるんですけれども、しかしこの

間の議論においても、住民のさまざまな要望等

ある中、やっぱりきちっと、それにこれだけ財

源が生み出せるわけですので、それを活用した

取り組みというのが必要じゃないかなというこ

とで、３月議会でも市長はそのことについては

検討していくということも言われたので、私が

お聞きしたいのは、そのハード事業・ソフト事

業どっちに重きを置いた方向性を今、検討がさ

れているのか、その点をひとつお聞きしたいと

思います。

〇財政課長（野妻正美）今、ハード・ソフト

という御質問だったと思いますが、今、庁内全

部にこの事業の集約をしております。それを受

けまして、今、御質問のありました、ハード面、

ソフト面、何をまずは優先するべきか、そうい

うものの検討に入っていくところです。

　ですので、この事業を早く実施しなければ、

工期の関係、緊急経済対策の目的ということも

ありますので、早急にこれを取りまとめ、方針

を決めたいと考えております。

　以上です。

〇議長（森　正勝）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りいたします。

　本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第49号は、各所管常任委員会に

付託することに決定しました。

　　　△議案第50号上程

〇議長（森　正勝）日程第９、議案第50号平

成25年度垂水市水道事業会計補正予算（第１号）

案を議題とします。

　説明を求めます。

〇水道課長（塚田光春）議案第50号平成25年

度垂水市水道事業会計補正予算（第１号）案に

つきまして、御説明を申し上げます。

　４ページをお開きください。

　１款１項３目総係費の節の手当は、４月の定

期人事異動に伴い職員の手当がふえたため、99

万7,000円増額するものでございます。

　１ページにお返りください。

　したがいまして、第２条の収益的収入及び支

出の支出で、水道事業費用を99万7,000円増額し、
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総額２億6,166万7,000円にするものでございま

す。

　また、第３条の職員給与費も同様に99万7,000

円増額するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（森　正勝）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、産業厚生委員会に付託の上、審査し

たいと思います。

　御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第50号は、産業厚生委員会に付

託することに決定しました。

　　　△陳情第16号～陳情第18号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第10、陳情第16号か

ら日程第12、陳情第18号までの陳情３件を一括

議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

陳情第16号　少人数学級の推進など定数改善、

　　　義務教育費国庫負担制度２分の１復元を

　　　はかるため、2014年度政府予算に係る要

　　　請について

陳情第17号　年金給付引き下げに対する陳情に

　　　ついて

陳情第18号　国民健康保険に対する国庫負担の

　　　見直し・増額を求める意見書提出の陳情

　　　について

〇議長（森　正勝）お諮りします。

　ただいまの陳情３件については、いずれも総

務文教委員会に付託の上、審査したいと思いま

す。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、陳情第16号から陳情第18号までの陳

情３件については、いずれも総務文教委員会に

付託することに決定しました。

　　　△桜島火山活動対策特別委員・国道整備

　　　　促進特別委員・錦江湾横断道路（鹿児

　　　　島・桜島間）調査特別委員の選任

〇議長（森　正勝）日程第13、桜島火山活動対

策特別委員会の委員の選任について、日程第14、

国道整備促進特別委員会の委員の選任について

及び日程第15、錦江湾横断道路（鹿児島・桜島

間）調査特別委員会の委員の選任についてを一

括議題とします。

　お諮りします。

　桜島火山活動対策特別委員会、国道整備促進

特別委員会及び錦江湾横断道路（鹿児島・桜島

間）調査特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、桜島火

山対策特別委員会委員に宮迫泰倫議員、堀内貴

志議員、川畑三郎議員、感王寺耕造議員及び大

薗藤幸議員の５名、

　国道整備促進特別委員会委員に川越信男議員、

池山節夫議員、篠原則議員及び堀添國尚議員

の４名、

　錦江湾横断道路（鹿児島・桜島間）調査特別

委員会委員に堀添國尚議員、池山節夫議員、徳

留邦治議員、田平輝也議員、北方貞明議員及び

持留良一議員の６名をそれぞれ指名したいと思

います。

　これに異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　ただいま選任しました各特別委員会の委員の

方々は、次の休憩時間にそれぞれの委員会を開
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き、正副委員長の互選を行い、その結果を報告

願います。

　ここで、暫時休憩します。

　次は、11時10分から再開します。

　　　　　午前10時57分休憩

　　　　　午前11時10分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　　　△各特別委員会正・副委員長互選結果報

　　　　告

〇議長（森　正勝）桜島火山活動対策特別委員

会、国道整備促進特別委員会及び錦江湾横断道

路（鹿児島・桜島間）調査特別委員会における

正副委員長の互選の結果について報告がありま

したので、お知らせします。

　桜島火山活動対策特別委員会委員長に宮迫泰

倫議員、副委員長に堀内貴志議員、

　国道整備促進特別委員会委員長に川越信男議

員、副委員長に池山節夫議員、

　錦江湾横断道路（鹿児島・桜島間）調査特別

委員会委員長に堀添國尚議員、副委員長に池山

節夫議員、以上でございます。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（森　正勝）明８日から17日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、18日及び19日の９時30分から

開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、11日の正午までに質問事項を具体的に文書

で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（森　正勝）本日は、これをもちまし

て散会します。

　　　　　午前11時12分散会
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平 成 ２ ５ 年 第 ２ 回 定 例 会
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　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造
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　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　松　下　　　正

　　　総 務 課 長　　中　谷　大　潤

　　　企 画 課 長　　前木場　強　也

　　　財 政 課 長　　野　妻　正　美

　　　税 務 課 長　　北　迫　睦　男

　　　市 民 課 長　　白　木　修　文

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　森　下　利　行

　　　保健福祉課長　　篠　原　輝　義

　　　生活環境課長　　村　山　芳　秀

　　　農 林 課 長　　池　松　　　烈

　

　　　水 産 商 工　　

　　　観 光 課 長　　山　口　親　志

　　　土 木 課 長　　宮　迫　章　二

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 長　　塚　田　光　春

　　　監査事務局長　　堀　内　昭　人

　　　消 防 長　　松　山　　　晃

　　　教 育 長　　長　濱　重　光
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　　　事 務 局 長　　礒　脇　正　道 　　　書 記　　田之上　　　康

　　　書 記　　有　馬　英　朗
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平成25年６月18日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）皆様、おはようございま

す。

　定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから休会明けの本日の会議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第51号上程

〇議長（森　正勝）日程第１、議案第51号垂

水市職員の給与の臨時特例に関する条例案を議

題とします。

　説明を求めます。

〇総務課長（中谷大潤）おはようございます。

　議案第51号垂水市職員の給与の臨時特例に関

する条例案について、御説明申し上げます。

　本議案は、平成25年１月24日に閣議決定され

た公務員の給与改定に関する取り扱いについて、

また、１月28日付で総務大臣から通知された地

方公務員等の給与の改定に関する取り扱い等に

ついての要請に基づき、本市特別職及び職員の

給与水準の引き下げを実施しようとするもので

す。

　その要請内容は、東日本大震災を契機として

防災・減災事業に積極的に取り組むとともに、

一層の地域経済の活性化といった課題に迅速か

つ的確に対応していくことを目的に、国家公務

員が給与を削減したことに合わせ、地方公務員

の給与についても、平成25年７月支給分の給与

から、国に準じて必要な措置を講ずるよう要請

されていたものです。

　今回のこの要請は、地方自治の本旨から見て

極めて異例な要請でありますが、東日本大震災

を契機とした防災事業への取り組みを目的とし

たものであることに鑑み、本市としても減額を

実施することにしたものです。

　それでは、条例の内容について、御説明いた

します。

　第１条は、制定の趣旨であり、平成25年７月

１日から平成26年３月31日までの間、給与減額

の特例を定めるものとするものでございます。

　第２条は市長及び副市長の給与減額について、

また、第３条は教育長の給与減額について定め

たものでございます。

　特別職の給与減額ですが、現在、市長は10％、

副市長及び教育長は５％の給与減額を実施して

おりますが、この臨時特例に関する条例により、

それぞれさらに５％を減じ、市長は15％、副市

長及び教育長は10％減額することを定めたもの

でございます。

　次の第４条から第６条までについては、一般

職の給与及び手当等の減額の取り扱いについて、

定めたものでございます。

　まず、第４条第１項は、一般職の給与は、行

政職給料表に定める職務の級ごとに減額率を定

めたものであり、具体的には、２級以下の職員

は４％、３級から６級までは７％、７級は９％

の減額を定めたものです。なお、本市において

は、７級の職員はいません。

　次の第４条第２項は、地域手当及び休職者の

給与の減額について定めたものでございます。

　第４条第３項は、給与の減額の算出について、

その基礎となる勤務１時間当たりの給与額に支

給減額率を反映させることを規定したものです。

　第４条第４項は、55歳以上、６級の職員の給

与減額について定めたものでございます。

　また、次の第５条が部分休業をしている職員

の給与減額について、第６条が介護休暇をして

いる職員の給与減額について定めたものでござ

います。

　最後の第７条は、給与の減額について、端数

の取り扱いについて定めたものでございます。

　次に、附則について、御説明いたします。

　附則第１項は、条例の施行日を平成25年７月
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１日としようとするものでございます。

　次の附則第２項は、垂水市教育委員会教育長

の給与に関する条例附則第30項、垂水市長等の

給与に関する条例附則第32項、及び垂水市長等

の退職手当に関する条例附則第２項において、

特別職の期末・勤勉手当及び退職手当の算定の

基礎となる給料月額には現在実施している独自

カットを適用しないことと規定しておりますが、

今回制定する垂水市職員の給与の臨時特例に関

する条例についても適用しないことをあわせて

読みかえるよう規定するものでございます。

　次の附則第３項については、一般職の時間外

勤務手当、休日給、夜間勤務手当、期末手当、

勤勉手当及び退職手当の算定の基礎となる給与

月額について、減額の適用はしないことを規定

するものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（森　正勝）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　それでは、基本的なことをち

ょっと質疑をしたいと思います。細かい数字は

付託される総務委員会でまた細かに各条項に沿

っていきたいと思うんですけれども、私は改め

て、全国市長会の緊急アピールも読ませていた

だきました。そしてまたその後、４月22日、地

方公務員給与についての要請を６団体が、知事

会、県議会議長会、市長会、市議会議長会、町

村会、それから町村議長会、この６団体が要請

行動を行っています。

　ここでアピールで出されたのは、いわゆる地

方の今回の給与削減における問題点を集約した

形であるかというふうに思いますけれども、１

つは何よりも、各自治体が自主的にこれは本来

決めるものであると、いわゆるこれは法との関

係で、労働組合があるところは労働組合と協議

して決めるというこの原則的なものに対して反

するものであるということも指摘をしています

し、また地方の財政自主権、いわゆるそれぞれ

の自治体がそれぞれ決めていくものが、国から

の要請によって決めていくという問題点を指摘

をしていますし、また３点目には、今、政府は

経済界に対しては賃金の要請をしているのに、

なぜ地方には抑制を図るのかというこの相矛盾

する国策の問題点を指摘して、まさにそのとお

りだなというふうに思うんです。

　そして一方、その財源という形では、今度の

地震における震災の復興・復旧に使うんだとい

うことを言っていますけれども、じゃ、当の福

島の市議会はどんなことを出しているかという

ことを、震災、原子力災害からの着実な復興・

復旧に向け、献身的に公務を遂行している自治

体職員の給与を一方的に下げることは、労働意

欲の低下につながり、復興・復旧の妨げになる

ことも危惧されると、こんなことで意見書を議

会も出しているということで、いかにやっぱり

今度のこの内容が理不尽なものかということが

この中身からも言えるんじゃないかなというふ

うに思います。

　そこで、市長も当然この緊急アピールにも議

論もされ、参加もされてきたというふうに思う

んですが、改めてお聞きしたいと思います。と

いうのは、こういう流れの中でも、国の要請に

対応して給与削減を行わなかった、独自の給与

カットを行った鳥取とか神奈川県とか堺市とか、

全国にもまだあるんですよね、そういう独自の

取り組みをちゃんとやっていると。それはやは

りさっき言った３つの基本的な矛盾点が、問題

点があるからこそ、やはりここは地方主権であ

る自治体が、団体自治をしっかり発揮して、そ

ういう地方自治としての役割を、職員を守るん

だと、地域を守るんだと、そして市民の地域の

経済を支えていく意味での職員のそういう立場

での生活を支えていくんだという、まさに私は

この原則がここにも貫かれているなというふう
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に思うんですが、市長、改めてこの緊急アピー

ルなんかを思い出していただいたり、そして今

回、こういう形で決定をされたわけですけれど

も、この点について矛盾を抱えられないのか、

この点についてお聞きをしたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）おはようございます。

　持留議員のただいまの質問についてお答えを

いたします。

　国が、平成25年度地方財政計画において、平

成25年７月から国家公務員と同様の給与減額支

給措置を実施することを前提とした地方交付税

の削減を決定し、地方公務員の給与を減額する

よう要請している件につきましては、本来の地

方自治の本旨から考えますと異例の要請であり、

私自身も大変遺憾に思っております。

　特に、本市においては、行財政改革を念頭に

置いた給与の独自カットを初め、定員適正化計

画に基づき職員数を削減するなど、努力を重ね

てきている経緯もありまして、今回の給与減額

は私個人としては本意とするところではありま

せんけれども、東日本大震災の復興事業への取

り組みということに鑑み、他市の状況を確認し

ながら、職員へお願いしたところでございます。

　この国からの要請について、議員が先ほど言

われた問題点は重々理解しております。このこ

とにつきましては、今後、二度と今回のような

地方自治の本旨に反する強制的な手法により地

方への要請を行うことがないよう、九州市長会

また全国市長会においてさらに強く求めていく

こととしております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　今、市長が言われたとおり、

今後この問題が再び起きないようにということ

なんですけど、ところが、国会では総務大臣が、

この問題については今後どうするんだと言った

ら、今後も検討したいということを表明してい

るんですよね。そういう意味ではやっぱり、こ

のことが今度で終わるとはどうも私たち自身も

思わないし、今の国の予算のあり方とか含めて、

やはり今後、公務員の、また国家公務員も含め

てですけれども、給与の削減というのはあり得

るだろうというふうに思います。ましてや、こ

ういう形で今後も検討していきたいと、そして

また、いただいた資料の中でも、適正化に今後

努めていくんだということも資料にもありまし

た。そういうことを考えると、どう見てもこれ

はまだ引き続きあるのじゃないかなという危惧

をいたします。

　そういう意味で、今、市長が言われたとおり、

きっちりとそういう立場で、１つはそういう会

を通じて表明して、また運動もしていただきた

いということと、市長自身がやはり今後、独自

にやっぱり、さっきの３つの視点を踏まえて、

今後はもうやらないんだと、そういう決意に立

てるのかどうなのか、そのことをお聞きをした

いと思います。

〇市長（尾脇雅弥）今後につきましては、今、

不透明な部分もございますので、状況を見きわ

めて適切に対応したいというふうに考えており

ます。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。（持留

良一議員「はい」と呼ぶ）

　ほかに質疑はありませんか。

〇池之上　誠議員　今回のこれは、国家公務員

のラスパイレスで比較になっているんですけれ

ども、それについて、100に近づけるというとこ

ろでやられていると思いますけれども、今回削

減をしたところで垂水市のラスパイレス指数は

どれぐらいになるのか、試算がしてあれば教え

てください。

　それとあと、他市の状況を確認してというこ

とで、市長の言葉がありましたけれども、近隣

の市町村、どれぐらいの削減幅をとっているの

か、これに対して我が垂水市は比較してどうな

のか、その辺の見当がわかれば教えていただき

たい。以上。
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〇総務課長（中谷大潤）ラスパイレス指数の

ことについてですので、まず私のほうで説明さ

せていただきます。

　本市の24年７月１日現在のラスパイレス指数

は107.1ポイントで、国を基準とする100ポイン

トを7.1ポイント上回っていることから、この部

分を引き下げるために減額率を定めまして、今

回の同意によりまして、99.9％になる予定でご

ざいます。

　そしてまた、他市の状況でございますが、阿

久根市だけが独自のカットを行ってラスパイレ

ス指数が100を切っておりますので、実施はして

おりませんが、県内19市町村、このラスパイレ

スの100を基準としたやりとりというか、交渉を

行って、妥結したところは今回の議会途中、追

加議案なりとかで、今、交渉中の市につきまし

ては最終日に提案する予定ということで情報を

入れているところでございます。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。（池之

上誠議員「はい」と呼ぶ）

　ほかに質疑はありませんか。

〇堀添國尚議員　今のこの議案のことで、持留

議員の答弁の中で市長もはっきり言えないみた

いなことをおっしゃいましたけど、国のほうで

は来年もやるかもしれないというようなことを、

はっきり来年からはやらないとは言っていない

わけですが、そこらあたりを、この議案から見

ると、７月１日から来年の３月31日まで減額と

いうことですが、もうちょっとはっきりと、職

員の皆さんも不安を持っていると思うんです、

今までずっと減額、減額で来て、さらにまた減

額と。そこで、市長のほうで明確にという答弁

はできないみたいな話なんですが、来年からは

そういう事情があっても、もうやらないならや

らないと、職員の生活を守るんだというような

意思表示をちょっとはっきりした形で答弁して

いただきたい。

〇市長（尾脇雅弥）先ほどお答えしたとおり

なんですけれども、現段階において決まってい

るのはそこまででございますので、これから先

の状況に関しては、基本的にはそういう姿勢で

ありますけれども、そのときの状況を確認して

判断をしていくということになろうかと思いま

す。

〇堀添國尚議員　そのときのその状況はどうな

るかはわからないけど、市長のお気持ちとして

はそういうものには強く反発すると、こういう

ふうに理解してよろしいですか。

〇市長（尾脇雅弥）私の思いとしてはそうい

うことで御理解いただいて結構でございます。

〇議長（森　正勝）よろしいですね。（堀添

國尚議員「はい」と呼ぶ）

　ほかに質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第51号については、総務文教委員会に付

託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案51号については、総務文教委員

会に付託することに決定しました。

　　　△一般質問

〇議長（森　正勝）日程第２、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いします。

　質問回数については４回までとしますが、一

問一答方式を選択した場合は、１回目は一括で

行い、２回目の質問から１項目につき３回目ま

でとします。

　なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。

　また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

― 21  ―



制限しますので御協力をお願いいたします。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、１番川越信男議員の質問を許可しま

す。

　　　［川越信男議員登壇］

〇川越信男議員　おはようございます。

　平成25年の市議会も、森新議長を中心に新た

な体制となり、１年生議員の私にとっても任期

４年の２年が過ぎ、残りの２年間を残すに当た

り、身の引き締まる思いであります。

　残りの２年のスタートのトップバッターとし

て議長の許可をいただきましたことに感謝申し

上げ、通告に従いまして質問をいたしますので、

関係課長の明快な回答をお願いいたします。

　まず、防災対策についてであります。

　５月末に梅雨入りが発表されてから空梅雨の

ような天気が続き、心配しておりました台風３

号の影響もなく、安堵しているところでありま

す。ここ数年、大きな災害も起きておりません

が、大災害を経験しております私としましては、

この時期になりますと非常に心配しております。

執行部としましては、台風・大雨だけでなく、

津波、桜島爆発等さまざまな対策をとっていく

難しさはありますが、市長の一番の安心・安全

なまちづくりの公約のためにも、防災対策はど

うなっているか、また、どのような体制をとっ

ているか、伺います。

　次に、ふるさと納税について伺います。

　６月号の広報たるみずに詳しく記載されてお

りましたが、ことしで５年目を迎え、鹿児島県

内を初め、北海道などから寄附者もあるようで

す。ふるさとを離れ、都会で暮らす方々におい

ては、ふるさとはいつでも郷愁を感じるものだ

と思います。ふるさとに何か貢献したい、少し

でもつながりを持ちたい方々が納税してくださ

るのだと思います。ふるさとを思い、納税した

くなるような事業の使い道を考えておられるか、

伺います。

　次に、有害鳥獣被害対策について伺います。

　過疎化・高齢化が進み、耕作放棄地がふえ、

生産の環境が崩れ、有害鳥獣による被害が増大

している状況の中、平成25年度から農林水産省

の新規事業として鳥獣被害防止総合対策事業が

行われるとのことですが、この事業の概要につ

いて伺います。

　最後に、３月議会でも質問しましたが、緊急

経済対策として防災・安全交付金が創設され、

自治体のインフラ整備などが実施できる地域の

元気臨時交付金の取り組みにより、公共工事の

発注を期待しているところでありますが、取り

組みと今後の計画を伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇総務課長（中谷大潤）川越議員の市の防災

対策と体制についての質問にお答えいたします。

　垂水市は、平成17年・18年・19年と３年連続

で大災害に見舞われたことから、そのときの反

省を踏まえ、さまざまな対策を講じてきました。

まず平成20年４月から危機管理監を配置し、大

雨・台風などの災害のおそれがある場合、さま

ざまな気象情報から垂水市に特化したさらに詳

しい情報を危機管理監が収集して、災害警戒及

び対策本部の設置、避難所開設、避難準備情報

の伝達、避難勧告等の判断材料としています。

また、地域防災計画などの修正、各種防災訓練

なども策定していきます。本年も５月11日に旧

牛根中学校を中心とした会場で開催しましたが、

垂水市総合防災訓練を毎年実施し、関係機関の

参加をいただいて連携の強化を図っています。

さらに、桜島爆発・土砂災害・地震などを想定

した図上訓練についても平成23年から実施し、

災害発生に備えた対応を検討しております。ま

た、各家庭へ土砂災害ハザードマップ・標高マ

ップなどの配布を行ったり、自主防災組織の結

成にも努め、各組織の訓練などを通じて、市民

の防災意識の高揚と知識の向上を図っています。
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　情報伝達の手段としては、防災無線、垂水ほ

っとメール、緊急速報メールなどを活用してい

ます。

　毎年、関係機関、関係課によります防災点検

を実施し、危険箇所の安全点検を実施していま

す。本年は６月10日に市内９カ所で実施し、危

険箇所についての共通認識を深めました。

　住民への安心・安全対策のためには的確な情

報伝達が最重要との認識から、危機管理対策室

において、台風の進路、前線の状況、本城川の

水位、大潮など、危機管理監の豊富な情報収集

能力を生かしての情報発信、地域防災計画に基

づく災害本部体制の確立、活動を行っておりま

す。早目の防災・減災対策により、人災ゼロに

努めてまいります。

　以上でございます。

〇企画課長（前木場強也）それでは、ふるさ

と納税についての御質問で、ふるさと納税をし

たくなるような事業の使い道の考えはについて、

お答えいたします。

　ふるさと納税制度は、平成20年４月より制度

が開始されました。本市では、寄附金を活用し

たふるさと応援基金を創設し、元気なまちづく

りを推進するために、寄附者がみずからの寄附

金を財源として実施する事業をあらかじめ指定

できる制度とし、運営しております。その事業

区分は、第４次垂水市総合計画の基本目標を網

羅したもので、具体的には、自然環境や景観づ

くりに関する事業、地域資源の活用に関する事

業、地域の活性化に関する事業、安全に配慮し

た社会基盤整備に関する事業、将来を担う子供

たちの教育環境整備に関する事業、生きがいが

持てる健康な暮らしに関する事業、その他目的

の達成のために市長が必要と認める事業となっ

ており、寄附申し込み時に寄附者に選択してい

ただいております。

　これら寄附者の希望する事業目的に沿って行

われる実際の充当事業につきましては、地域振

興計画の策定に伴うまちづくり交付金や瀬戸口

藤吉翁記念行進曲コンクール補助金、文化財の

安全対策及び保存のための垂水島津墓地整備事

業、交流人口増加を目的とした漁協誘客環境整

備事業やツーリズム推進協議会補助金、商店街

の活性化を図るための垂水市商店街振興助成事

業など、平成21年度から平成24年度の４年間に

29事業、1,843万4,375円を活用しております。

　寄附金の活用につきましては、現在の制度を

踏襲しながら、より有効な活用法について検討

していきたいと考えております。

　以上です。

〇農林課長（池松　烈）川越議員の有害鳥獣

被害対策について、お答えさせていただきたい

と思います。

　新規事業の概要についてでございますが、国

におきましては、近年の野生鳥獣の個体数増加

によりまして、農作物被害が深刻化、広域化し

ており、集中的かつ効果的な対策を早急に講じ

る必要性から、平成24年度の補正におきまして

予算を計上し、県へ交付いたしました。県にお

きましては、交付金で基金を造成し、鹿児島県

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策協議会を設置し、

市町村へ補助金を交付してくれることになりま

す。

　この補助金を活用します鳥獣被害防止緊急捕

獲対策事業は、平成25年度から27年度の３カ年

の事業でございまして、基本要件としまして、

市町村被害防止計画の作成、緊急捕獲等計画の

作成が必要であり、緊急捕獲等計画に記載する

捕獲目標は、有害鳥獣捕獲実績直近３カ年の平

均を上回り、被害防止計画の捕獲計画を超えな

い範囲とすることになっております。

　本市におきましても、この事業を活用すべく、

現在手続を進めているところでございます。

　以上でございます。

〇財政課長（野妻正美）おはようございます。

　地域の元気臨時交付金の今後の対応は、の御
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質問にお答えします。

　平成25年５月27日、地域の元気臨時交付金の

第１次分の交付限度額が決定し、垂水市は２億

6,246万8,000円となっております。今回盛り込

まれなかった事業分として農林水産省関係の一

部がございますが、今後、第２次分として追加

交付される見込みでございます。

　地域の元気臨時交付金事業として現在予算計

上しておりますものは、平成24年度補正予算第

６号で予算化し、平成25年度に繰り越している

市営住宅の防水工事2,600万円と、今議会に提案

しております水之上小学校屋根補修工事と牛根

農道整備事業の3,930万円でございます。今後さ

らに約２億円の事業化を見込んでおります。

　緊急経済対策という性格上、早目の予算執行

が望まれることから、現在、この元気臨時交付

金実施計画について、各課の要望等を集約中で

あり、準備が整いましたら、今議会開会中に平

成25年度補正予算として追加提案し、審議をお

願いする予定でございます。

　また、できるだけ市内業者への発注を進め、

地域経済の活性化を図るとともに、経済対策が

十分に効果を発揮するよう、公共工事の迅速か

つ円滑な発注に取り組んでまいります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　それでは、一問一答でお願いいたします。

　防災対策についてでありますが、当然のこと、

垂水市地域防災計画に基づき連携をとっておら

れると思いますが、学校の生徒たちへの啓発、

訓練等の防災対策はどのようになっているか、

伺います。

〇学校教育課長（牧　浩寿）川越議員の御質

問にお答えいたします。

　市内の各小・中学校におきましては、台風・

大雨・地震・津波等の自然災害発生時の対応マ

ニュアルを作成し、消防署、警察署と連携を図

った避難訓練を年に２回から３回実施しており

ます。特に津波に対しましては、各学校で、校

舎裏の高台や校舎の屋上に避難場所を確保し、

命を守ることを優先した緊張感のある訓練がな

されているところでございます。また、学校に

よっては、ＰＴＡと連携した避難経路の整備、

ヘルメット・非常食・水などの防災用品の備蓄、

親子防災教室の実施、県防災アドバイザーとの

連携を図るなどの取り組みが評価され、平成24

年度の県学校安全優良学校として表彰されるな

ど、県内外から多数視察を受けている学校もあ

ります。

　今後とも、各学校で自然災害に対する高い危

機意識を持ち、充実した訓練が行えるよう、先

進校の取り組みや実践例を参考にするなど、保

健主任研修会や、また管理職研修会における指

導を充実させてまいります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　昨年度も質問しましたが、実

際に避難等の対策をとっていただく組織としま

しては自主防災組織があると思います。行政の

推進で組織率は充実してまいったと思いますが、

現在の組織率は何％か。また、この組織率は高

くなってきておりますが、活動のあり方などい

ろいろ大変であると思いますが、組織のあり方、

役割についてどのように期待いたしますか、伺

います。

〇総務課長（中谷大潤）川越議員の質問にお

答えいたします。

　自主防災組織の組織率につきましては、平成

17年度で約10％程度でありましたが、人的被害

の災害を受けてから、組織率向上に努めてまい

り、地域の御理解をいただきまして、平成25年

５月現在で世帯数による組織率は91％となって

います。振興会数で申しますと、144振興会中134

振興会で結成していただいております。平成22

年度には垂水市自主防災組織連合会も設立され

ております。

　自主防災組織のあり方、役割につきましては、
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自主防災組織は、自助・共助の考え方のもと、

自分たちの地域は自分たちで守るという視点に

立って自主的に防災活動を行う組織のことであ

ります。災害発生時は、行政の公助ももちろん

大事ですが、まず初動における自助・共助が非

常に大切であります。住民同士協力し合い、災

害を未然に防ぐ活動が重要です。

　垂水市としましても、自主防災組織の未結成

地区に対しましては結成を促し、結成済みの地

区には、訓練や研修、講演会を通じて防災意識

の向上を図っていきたいと思います。

　災害を最小限に抑えるためには、自主防災組

織の充実が必要不可欠であります。東日本大震

災を受けまして、各自主防災組織の活動が活発

になっておりますことから、地域とともに訓練

を行い、危機意識の共有をもって、地域と一緒

に防災対策に取り組んでまいります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　最後に聞きました自主防災組

織の充実が災害弱者対策につながると思います。

災害時に登録をされておられる五十数名の方々

は、保健福祉課等で対応をされると思いますが、

地域及び振興会で生活されている高齢者の方々

も、災害時の避難等、非常に大変だと思います。

自主防災組織は振興会単位での組織であると思

いますので、活動及び役割によっては、地域の

つながり、連携によって災害弱者対策にもつな

がると思いますので、振興会の連絡会議等でも

依頼されたらと思いますが、どうですか、伺い

ます。

〇総務課長（中谷大潤）川越議員の質問にお

答えいたします。

　議員仰せのとおり、災害弱者対策につきまし

ては、要援護者の方は事前に災害時要援護者の

登録をしていただきまして、避難準備情報が発

令されたときには登録者へ情報を提供し、早目

の避難を促しているところでございます。対策

本部等の設置時においては、真っ先に保健福祉

対策部で対応していただきまして、福祉施設等

への避難の対応及び連絡などをとっております。

財政出納対策部では避難者の輸送体制も整えて

おりますので、要請がありましたら対応をいた

します。また、広報紙などで災害弱者対策の周

知にも努めてまいります。

　しかしながら、地域の要援護者への対策は行

政だけでは全てに対応できませんので、自助・

共助・公助の観点から、自主防災組織の活動と

して、また地域のつながりとして対策をとって

いただくことが重要でありますことから、自主

防災組織リーダー研修会や訓練時での依頼のほ

か、議員仰せのとおり、行政連絡会議等におい

て振興会長さんへも協力をお願いしてまいりま

す。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　次に、ふるさと納税についてであります。

　ふるさと納税として、ふるさとを思う大切な

思いを酌み、新たな事業への取り組みをお願い

しますが、寄附金の限度額と寄附金の控除はど

の程度なのか、伺います。

〇企画課長（前木場強也）ふるさと納税につ

いての御質問で、寄附金の控除はどの程度かに

ついてお答えいたします。

　寄附金優遇税制により、ふるさと納税をして

いただいた額のうち、2,000円を超えた額が控除

の対象になります。

　寄附控除対象額のうち、10％が所得税の所得

控除による税額軽減となり、残りが住民税の控

除額となります。

　垂水市では、控除対象外となる2,000円につき

まして、3,000円程度の本市特産品のお礼の品を

お送りしております。

　以上です。

〇川越信男議員　ふるさと納税がきっかけで、

ふるさとへの思い、関心が深まってくると思い

ます。関心が深まることで、ふるさと垂水市に
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足が向くと思います。Ｕターンしたくなるふる

さと垂水市への関心から、定住への関心に深ま

っていくと、人口減対策にもつながると思いま

すが、見解を伺います。

〇企画課長（前木場強也）ふるさと納税につ

いての御質問で、納税・Ｕターン・定住への思

いの見解はについて、お答えいたします。

　ふるさとを離れて暮らしておられる寄附者の

方々の垂水市への思いについては、寄附者から

のメッセージとして心温まる言葉が届けられて

おります。垂水市の活性化を願うものや垂水高

校の存続を願うものなど、多くの励ましやエー

ルをいただき、寄附と同時に勇気や元気をいた

だいた気になります。寄附をいただいた方々の

思いは、ふるさとへの郷土愛であり、ふるさと

に残った我々はその思いを受けとめ、誇りに思

える垂水市を目指して努力していくことである

と考えております。

　以上でございます。

〇川越信男議員　最後に、ふるさと納税制度が

スタートして５年目を迎えましたが、貴重な自

主財源として確保に全力を挙げる自治体がふえ

ていると聞きますが、垂水市の現状と取り組み

について、見解を伺います。

〇企画課長（前木場強也）ふるさと納税につ

いての御質問で、５年目を迎え、現状及び今後

の取り組みへの見解はについて、お答えいたし

ます。

　平成20年４月の制度開始から５年目を迎えた

ふるさと納税でありますが、本市の平成24年度

の実績は、県経由分を含め、延べ280人、総額746

万4,953円の寄附をいただき、件数では県下で１

位となっており、総額も上位の寄附額となって

おります。また、ふるさと納税を活用したふる

さと応援基金の平成24年度末の残高は、4,028万

6,204円となっております。

　今後は、毎年実施しております関西・関東垂

水会でのＰＲの継続、寄附者への納税報告書や

市報の送付、ホームページの活用など、新規開

拓を含めたＰＲを行い、事業の推進を図ってま

いります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　次に、鳥獣被害防止総合対策

事業の概要をお聞きしましたが、そこで伺いま

すが、イノシシは年２回出産し、１回に平均４

頭産むと聞きました。捕獲数よりも生まれる数

が多く、年を追うごとに被害は拡大すると思い

ますが、平成24年度の被害状況と捕獲数の実績

をお聞きします。

〇農林課長（池松　烈）それでは、２回目の

御質問の平成24年度の被害状況と捕獲数につい

て、お答えさせていただきます。

　被害状況につきましては、状況にもよると思

いますが、被害に遭っても被害の状況の報告の

ないことが多いため、被害額として表面的に出

てこないのが多いようでございます。

　それでは、平成24年度被害状況の主なものを

報告させていただきます。

　被害面積、被害量、被害金額の順に挙げさせ

ていただきます。

　イノシシですが、稲が696アール、1,462キロ

グラム、38万円。果樹が583アール、527キログ

ラム、24万1,000円。飼料作物が50アール、300

キログラム、3,000円。芋類が140アール、3,319

キログラム、17万7,000円。工芸作物が50アール、

31キログラム、8,000円。合計で被害面積1,519

アール、被害量5,639キログラム、被害金額80万

7,000円。

　サルでございますが、豆類が50アールの84キ

ログラム、５万2,000円。果樹が542アール、474

キログラムの14万4,000円。野菜が115アール、

5,058キログラム、37万円。芋類が57アール、1

,849キログラム、９万円。合計で被害面積764アー

ル、被害量7,465キログラム、被害金額が65万6

,000円。

　そのほか、カラス、ヒヨドリ、ハト等も上が
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ってきております。

　総合計で被害面積3,341アール、被害量１万7

,289キログラム、被害金額243万5,000円となっ

ているところでございます。

　また、これに対します捕獲数でございますが、

本市におきましては、通常の猟期を除きまして、

有害鳥獣の駆除の指示書を発行しているところ

でありまして、駆除員は猟友会からの推薦のあ

った方々にお願いをしておりまして、平成24年

度の実績でございますが、駆除員の年間の出動

日数は延べ1,918日、886名となっておりますが、

表面に出てこない日数もあるようであります。

　駆除した主な鳥獣類は、銃とわなを合わせま

して、イノシシ338頭、ニホンザル16頭、タヌキ

30頭、アナグマ83頭、ドバト103羽、カラス112

羽、ヒヨドリ１羽となっております。

　以上でございます。

〇川越信男議員　有害鳥獣駆除にかかわってお

られる方々が今後高齢化してまいりますが、ど

のような対策を考えておるか、伺います。

〇農林課長（池松　烈）駆除員が高齢化した

ときの対策について、答えさせていただきます。

　現在の対策の状況につきまして、市の取り組

みと課題等についても含めて報告させていただ

きます。

　年度末に有害鳥獣捕獲対策協議会を開催し、

次年度以降に向けての捕獲体制の確立や、円滑

かつ適正な捕獲の推進と、被害防止対策の推進

を図っているところでございます。また、有害

鳥獣駆除員の方々のハンター保険料の本市のほ

うでの負担や、鳥獣捕獲ごとの補助金、イノシ

シ5,000円、サル１万円、タヌキ4,000円、カラ

ス600円、アナグマ2,000円等の交付等を実施し

ております。

　お話のとおり、課題としましては、駆除員を

やってもらっております猟友会の34名の会員の

方々が全体的に高齢化しておりますことや会員

数の減少で、実態に合った有害鳥獣の駆除の実

施がままならないことでございます。

　今後の対策としましては、駆除員が高齢化し

たときの対策ではなく、現在の状況もあります

ので、近隣市町を初めとして、先行して対策を

実施しているところ等の情報収集を図り、その

情報をもとに、猟友会の方々の御意見等をいた

だきながら、関係課とも協議を重ね、早目に対

応していけるよう努めていきたいと思います。

　以上でございます。

〇川越信男議員　最後に、狩猟補助金の見直し

をして捕獲数をふやす考えはないか、伺います。

〇農林課長（池松　烈）狩猟補助金の見直し

についてでございますが、１回目の御質問で新

規事業の概要について申し上げましたが、県に

おきましては、交付金で基金を造成し、鹿児島

県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策協議会を設置し、

市町村へ補助金を交付してくれることになって

きますが、この補助金を活用する鳥獣被害防止

緊急捕獲等対策事業は、平成25年度から27年度

の３カ年の事業でございまして、本市が先ほど

申し上げました要件をクリアすることによりま

して、今年度、平成25年度から27年度までの捕

獲補助金につきましては、イノシシ5,000円が成

獣で１万3,000円、幼獣、通称で言いますウリボ

ウ、しましまの線のあるものですが、が6,000円、

サル１万円が成獣で１万8,000円、幼獣で１万1

,000円、タヌキ4,000円が5,000円、アナグマ2,

000円が3,000円、カラス600円が800円等になり

ますので、この３カ年度間につきましては、こ

の補助事業を活用した形の金額で対応をしてい

くことになります。

　以上で説明を終了いたします。

〇川越信男議員　次に、公共工事について、地

域の元気臨時交付金の状況で公共事業の発注に

期待しております。

　そこで、入札及び指名等の制度について伺い

ます。

　まず、県では平成25年度から最低制限価格を
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事後公表するようになったと聞きましたが、垂

水市では考えていないか、伺います。

〇副市長（松下　正）最低制限価格の事後公

表の考えについて、指名委員会の委員長として

の立場で御質問にお答えいたします。

　最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第

167条の10第２項の規定に基づき、工事又は製造

その他についての請負の契約の入札において、

契約内容に適合した履行を確保するため、あら

かじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲

内で最低の価格をもって入札した者であっても、

最低制限価格を下回る場合にはこれを落札者と

せず、最低制限価格以上で最低の価格をもって

入札した者を落札者とする制度でございます。

　本市では、垂水市建設工事最低制限価格制度

要領第２条の規定により、予定価格が250万円以

上５億円未満の建設工事について、最低制限価

格を設定しています。入札予定価格につきまし

ては、入札の透明性を確保するため、全ての建

設工事において入札前に事前公表をしておりま

す。しかしながら、最低制限価格につきまして

は、同要領により、算定方法については公表し

ておりますが、最低制限価格の事後公表は実施

してきておりませんでした。県内ではほとんど

の自治体は未実施の状況でしたが、鹿児島県が、

透明性確保や全国的な公表の流れを踏まえて、

本年４月１日から最低制限価格の事後公表を実

施したところでございます。

　本市におきましては、今後、最低制限価格の

事後公表について、課題等の調査を行い、また

県の実施状況等の情報を収集し、調査研究して

まいりたいと考えております。

なお、入札制度については、今後も契約事務の

透明性・競争性の一層の向上が図られるよう努

めてまいります。

　以上でございます。

〇川越信男議員　舗装工事の指名について、県

は別途にランクを設けているが、市も県同様に

できないか、伺います。

　舗装工事は、工事金額が小さいということで、

Ａクラス、Ｂクラスの方々は指名に入らずに舗

装工事の実績もありません。そこで、建築工事

のようにグループ分けして、全業者、指名する

考えはないか、伺います。

〇土木課長（宮迫章二）舗装工事の指名の考

え方について、お答えいたします。

　現在、本市における建設工事の発注は、指名

競争入札により行っているところでございます

が、その入札参加資格等は、垂水市建設工事指

名競争入札の参加資格及び指名基準等に関する

要綱により、運用しているところでございます。

　この要綱の指名基準につきましては、第10条

第１項の中で、建設工事の種類は土木一式工事

だけでございまして、その建設工事の標準金額

の区分に応じまして、それぞれの格付区分に応

じて指名しているところでございます。

　その中で、特に舗装工事についての格付は設

けておりませんので、舗装工事であっても、そ

の土木一式工事の金額による区分に応じた指名

をしているところでございます。

　平成24年度の工事は、舗装だけの発注はして

ございませんが、土木一式工事のそれぞれのク

ラスの発注件数をもとに、今後も指名業者全体

に均衡を図っていけるような指名ができるよう

に心がけていきたいと考えております。

　今後、この舗装工事についての指名の区分の

設定の考え方につきましては、県や他市町村の

例も参考にしながら、公正な指名ができるよう

に指名委員会等でも調査・研究してまいりたい

と考えているところでございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　最後に、舗装工事は工事金額

が小さいということで指名に入らないわけです

が、降灰除去事業、路面清掃作業、貸付車は大

型、小型とも工事金額はまだ小さいわけですが、

大型はＡクラス、小型はＢクラスと全業者指名

― 28  ―



されております。そこで、降灰除去事業の指名

の考えを伺います。

〇土木課長（宮迫章二）降灰除去事業の指名

について、お答えいたします。

　現在、桜島降灰除去事業につきましては、路

面清掃作業の大型車を３工区に分割しておりま

して、これはＡクラスに、小型車３工区をＢク

ラスに、歩道清掃作業の２工区をＢクラスに指

名しているところでございます。宅地内降灰除

去事業の１工区はＢクラスに、２工区はＣクラ

スの指名に、平成25年の１期分から実施してい

るところでございます。

　路面清掃作業の大型車をＡクラスに指名して

おりますのは、大型車は特殊車両であるにもか

かわらず、それを操作できる特殊運転手や管理

をする技術職員も多く、緊急な出動にも対応で

きる機動力があるということから、Ａクラスの

指名にしているところでございます。

　また、路面清掃車の小型車につきましても、

運転は普通免許があればできますが、やはり特

殊な車両でもありますことから、緊急な出動に

も対応できる職員を抱えたＢクラスの指名にし

ているところでございます。

　以上でございます。（川越信男議員「終わり

ます」と呼ぶ）

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時35分から再開いたします。

　　　　　午前10時26分休憩

　　　　　午前10時35分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　２番堀内貴志議員の質問を許可します。

　　　［堀内貴志議員登壇］

〇堀内貴志議員　おはようございます。

　本日２番手で登場しました、たるみずの新し

い風、堀内貴志でございます。

　きょうの質問は、私にとって３年目、９回目

の一般質問になりますが、関係各課の皆様にお

かれましては、御理解の上、明確かつ積極的な

御回答をよろしくお願いいたします。

　さて、７月の参議院選挙、７月４日公示、７

月21日投開票が近づいてまいりました。今回の

参議院選挙からインターネットを利用した選挙

運動が解禁され、ネットを通じた交流サイト「フ

ェイスブック」や、短文投稿サイト「ツイッ

ター」などが全面的に認められます。インター

ネットを選挙に利用する狙いは、政治と有権者

の距離を縮め、政治への参加を促すことにある

といいます。今回の参議院選挙で選挙運動がど

のようにさま変わりするのか、政治に関心が薄

いとされる若者の声を吸い上げ、投票率アップ

につなげられるかどうか、楽しみな選挙でもあ

ります。

　垂水市においてはネットに慣れていない有権

者の方が多いと思いますので、ネット選挙に頼

ることなく、投票率が少しでもアップするよう

に、選挙管理委員会の方々にしっかりと広報し

ていただきたいということをお願いして、質問

に入らせていただきます。

　最初の質問は、人口減少対策プログラムにつ

いてお尋ねします。

　４月８日発行の南日本新聞の第１面に大変シ

ョッキングな記事が掲載されました。国立社会

保障・人口問題研究所が、今から27年後の2040

年（平成52年）には垂水市の人口は、調査時2010

年、１万7,248人から、１万人を割って約9,508

人に減少、人口減少率で44.9％減少すると発表

いたしました。県内の人口減少率で比較しても、

南大隅町、錦江町に次いで垂水市がワースト３

位、14歳以下の年少人口でも、調査時2010年時

の半数以下になると推測しています。

　そんな中で、ことし４月に第４次垂水市総合

計画が見直しされ、本市の最重要課題として人

口減少対策プロジェクトが新設されました。ま

た、５月号の広報たるみずには「人口減少対策
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プロジェクト始動。いつやるか、今でしょ」と

危機感を募る言葉で表紙を飾っています。この

人口減少対策プロジェクトの内容と作業部会の

体制についてお尋ねします。

　私は、人口減少対策は難しい問題だと思いま

すが、結果を出さなければいけない重要な課題

として、私自身、当選して初めての議会の一般

質問の中でこのことを取り上げました。あれか

ら２年経過して、やっと本気を出してもらった

のではないかと期待感を持っています。この２

年間という歳月が早かったのか遅かったのか、

なぜ２年前にすぐに始動しなかったのか。もっ

と早く始動してほしかったと思いますが、いず

れにしても、このたび行動に移ったということ

は大変評価しています。ぜひとも本腰で取り組

んでいただきたいと思います。

　そこで、お聞きしたいのは、この国立社会保

障・人口問題研究所が発表したとおり、今から

27年後の垂水市の推計人口を約9,500人として、

この数値のとおりたどった場合に、本市はどの

ような状況に置かれていると推測されるのか、

お聞かせください。

　また、５月号の市報たるみずのこの特集の中

で、人口減少対策の課題解決の考え方として、

２つの大きな項目で説明がされています。持続

可能な自治体運営、成果重視のプロジェクトの

推進ですが、このことについて、この場で具体

的に説明をお願いします。

　２つ目の質問は、垂水市の温泉事業の活性化

についてお尋ねします。

　昨年の６月に垂水市に海潟温泉再生会という

有志のグループが発足し、ことしの１月19日に

第１回目の再生会議を開催いたしました。会の

目的は、海潟の誇る温泉資源と豊富な海洋資源

を組み合わせて、子や孫の代にまで誇れる海潟

地域をつくることだそうです。現在、会員は約

40名で、１カ月に１回の割合で再生会議を開催

しており、メンバーのうち８名の方が温泉ソム

リエの認定を取られたと聞いています。

市長みずからもこの海潟温泉再生会の会議に幾

度となく出席されて、みずからも温泉ソムリエ

の認定を獲得されたとブログで発信されていま

す。市長みずから温泉ソムリエという資格を有

して、垂水市の温泉について情報発信すること

は、垂水市の温泉事業に対して大きな効果を得

るものとして私は大変評価しています。

　私は、これまでの一般質問の中でも、幾度と

なく垂水市の温泉事業の活性化のことについて

取り上げました。最初が、私自身、当選して初

めての議会である23年第２回、６月６日の一般

質問の中で、垂水市のキャッチフレーズ「花と

渓谷と温泉のまち」を取り上げて、温泉事業の

広告看板等の設置要望について、質問をいたし

ました。当時の商工観光課長は、市内の観光案

内板に温泉の場所がわかるよう工夫していきた

い。市内の温泉めぐりの周遊できるチケットの

販売や、各種温泉施設の成分・効能の表示につ

いては関係業者と協議させていただきたい。ま

た、温泉施設者に対する改修費負担について、

市として助成できないかという質問に対し、個

人への助成はできないが、温泉施設は本市の観

光にとってなくてはならない施設であるので、

他に支援策がないか検討してみると回答されま

した。

　さらに、24年第４回、12月５日の一般質問の

中で、前回の質問後の進展状況を確認するため

に、温泉のまちとわかるような、垂水市の観光

案内板に温泉の表示をするような取り組みはあ

るのかという質問をしましたが、市役所の正面

玄関前に、垂水市の観光案内板をリニューアル

して温泉のマークを入れた。道の駅や宮脇公園

の看板は写真印刷になっているので、体裁が悪

いので避けたと、これといった温泉事業に対し

て効果的な取り組みがなされない状況であると

思われます。また、このときには市長と財政課

長にも、垂水市の観光振興として温泉は１つの
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キーワード、垂水市の温泉をイメージさせる看

板等を設置してほしいと強く要望しています。

私は、垂水市の観光振興を思えばこそ、一般質

問を通じて温泉事業の活性化について強く訴え

ているところですが、行政サイドのほうは一向

に前向きな動きは見られません。

　そこで、再々度、温泉事業のことについて質

問いたします。

　垂水市として、温泉事業の活性化についてど

のように認識され、今後どのように取り組みを

されるのか、お尋ねします。

　さらに民間で、温泉事業の再生に関して取り

組んでいる海潟温泉再生会についてどのように

理解されているのか、行政として支援する手だ

てはないのか、お尋ねします。

　何回も話しますが、私は垂水市の温泉資源を

生かしたまちづくりは、垂水市の観光振興には

なくてはならない重要な事業の１つだと思って

います。そして、垂水市の温泉事業の活性化を

図るために、温泉のまちをイメージさせるよう

な看板やモニュメントの設置、さらには温泉施

設の修復・改善などの目的で予算措置というも

のが必要になってくると思います。

　そこで、予算措置を確保するために提案しま

すが、現在、温泉施設の経営者から徴収してい

る入湯税について、過去３年間にさかのぼって

どれだけの額を徴収しているのか、さらには、

その入湯税を温泉事業に特化して利用できない

か、お尋ねします。

　この質問については、平成24年第２回、６月

12日一般質問の中で質問したことがありますが、

そのときの税務課長は、温泉施設の整備に対す

る助成等に関する制度設計、これをそれぞれの

主管課において行う必要がある。検討・整理の

上、総合的な観点から実施可能かどうか判断す

べきであると答弁されており、明確な回答をさ

れませんでしたので、本日、再質問という形で

させていただきますので、よろしく御回答をお

願いします。

　大きな質問の３つ目は、今議会日程の中で提

案されている垂水市新型インフルエンザ等対策

本部条例に関してお尋ねします。

　この条例制定は、昨年の５月10日に新型イン

フルエンザ等対策特別措置法が公布され、こと

し４月13日に施行されたことに基づいた条例案

だと思います。この条例案のもととなった新型

インフルエンザ等対策特別措置法が制定された

いきさつについて、お尋ねします。

　また、新型インフルエンザについての質問に

ついては、議員の皆様も大変興味を持っている

案件でありまして、平成21年第２回で池山議員

が、同じ年の平成21年第３回では同じく池山議

員と市長みずからも議員という立場で、さらに

は昨年の第４回でも川越議員が安全対策の中で

このことに触れて、それぞれが質問されていま

す。

　この新型インフルエンザが毎年流行を繰り返

す季節性のインフルエンザと異なり、ほとんど

の人がそのウイルスに対する免疫を持っていな

いことから、ウイルスが人から人へ効率よく感

染した場合、世界的大流行、パンデミックにな

るおそれがあると言われています。2009年に発

生したＨ１Ｎ１型新型インフルエンザは、我が

国において死亡率が低い水準にとどまりました

が、鳥インフルエンザの中でもアジア・中東・

アフリカを中心に散発的に発生している、鳥か

ら人へ感染するＨ５Ｎ１型病原性鳥インフルエ

ンザは、人から人に感染するようになった場合、

多くの人命が失われ、極めて深刻な社会混乱が

発生すると言われています。

　実際に、東南アジアを中心にＨ５Ｎ１型新型

インフルエンザに感染した患者は、38度以上の

発熱、下痢・鼻血・歯肉出血・血たん・呼吸困

難など激烈な症状を起こし、約60％の致死率で

死亡しています。専門家の報告によると、この

鳥を中心に流行しているＨ５Ｎ１型病原性鳥イ
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ンフルエンザが、人から人に効率よく感染する

強毒性のＨ５Ｎ１型新型インフルエンザに変異

する危険性が高いと話しています。行政として

は、この新型インフルエンザについてどのよう

に理解しているのか、お尋ねします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇企画課長（前木場強也）人口減少対策プロ

ジェクトの内容及び作業部会の体制についての

御質問にお答えいたします。

　市長を本部長とする垂水市人口減少対策本部

を本年３月に設置し、平成25年度中に垂水市人

口減少対策プログラムを策定することとしてお

ります。

　また、このプログラムの骨子案を作成するた

めに、一般職員で構成する垂水市人口減少対策

作業部会を本年４月に設置いたしました。各課

から８名の職員がこの作業部会メンバーとなっ

ており、週１から２回、半日程度、当業務に従

事することとし、現在、活動を行っております。

この作業部会において、アンケートやデータ分

析をもとに本市の現状分析を行い、施策立案、

プログラムの骨子案をまとめ、本部会議へ提案

する予定としております。

　次に、人口減少が進んだ場合の本市の状況に

ついてでございますが、先ほど議員が言われま

したように、国立社会保障・人口問題研究所が

公表した日本の地域別将来推計人口によります

と、27年後の2040年には、本市の人口は9,508人

にまで減少し、年少人口割合に至っては、県内

で最も低い8.1％にまでなると予測されています。

このまま人口減少が進めば、学校の小規模化の

さらなる進行、集落活動の担い手が減少するこ

とによる集落機能の低下、農水産業等の後継者

不足、商工業の衰退等さまざまな問題が発生す

ると予想されます。

　このような状況を打破するために、平成25年

度からの垂水市第４次総合計画後期基本計画に

おいて、本プロジェクトを重点プロジェクトに

位置づけ、人口減少対策に取り組むこととして

おります。

　問題解決の考え方につきましては、各種デー

タの分析とともに、アンケートやヒアリング調

査により市民の方々の意見も取り入れながら、

本市の現状分析を行い、実態の把握を行い、本

市の課題を明確にし、具体的な対策を講じてい

くこととしております。

　以上です。

〇水産商工観光課長（山口親志）温泉事業の

活性化に関しての堀内議員の質問にお答えいた

します。

　温泉再生会やら看板の設置やら、いろいろ出

ましたので、少し整理をしながらこの部分、回

答させていただきます。

　まず、海潟温泉再生会の件に関してですが、

再生会で活動されておられます代表の方と、温

泉再生によるまちづくり等について意見交換も

させていただいております。温泉再生によるま

ちづくりについて意見交換の中で、温泉ソムリ

エの川原氏の「垂水温泉八策」も見させていた

だきました。議員が指摘の看板設置も、この八

策の１つに、国道220号線に垂水温泉郷看板、各

温泉施設の共通看板の設置として挙げられてお

られることも認識しております。

　ただし、先ほども申し上げましたとおり、再

生会の代表の方とお話をする中で、再生会の方々

も、この活動ですぐに海潟温泉、それから温泉

のまちづくりの復活が行えるとは思っておられ

なくて、この再生会の活動の中から、さまざま

な活動の輪を広げて、模索しながら、垂水市の

まちづくりに尽力していきたいという意見もい

ただいておりまして、活動をもう少し自由にや

りたいということから、行政はちょっとタッチ

しないでくださいというようなことの意見も伺

っておりますので、あえて海潟温泉再生会のほ

うへ行政としての支援は行っておりません。そ

のあたりは御理解いただきたいと思います。
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　それから、看板設置の件について質問をされ

ておりましたが、このことも先ほど、この関係

と一緒で、看板設置をすることはそんな難しい

ことではないと思うんですが、ただ、やはり温

泉によるまちづくり、それから交流人口の増加

を考えると、やはり旅館自体の盛り上がり、そ

れから再生会の温泉に対するまちづくりの盛り

上がり等も含めまして、看板設置も十分検討し

ていくつもりであります。質問から今現在に至

って看板設置がしていないということは、決し

てこのことは看板設置をすることについて否定

的になっているわけではありませんので、盛り

上がり等を十分協議をしながら、そのあたりで

検討してまいりますので、十分な御理解をお願

いしたいと思います。

　以上であります。

〇財政課長（野妻正美）徴収した入湯税の過

去３年間の税額と、入湯税を温泉事業に特化し

て利用できないかの御質問について、お答えい

たします。

　入湯税の過去３年間の税額でございますが、

平成22年度が169万4,000円、平成23年度が210万

6,000円、平成24年度が238万1,000円でございま

す。なお、この徴収した入湯税は目的税であり、

環境衛生施設・消防施設・観光施設等に限定し

て使うことになっております。

　御質問の入湯税を温泉事業へ特化して利用で

きないかについてですが、温泉事業に特化して

利用できるものと考えております。しかしなが

ら、実際は、ほかの税金と同じく、入湯税も一

般財源に算入しており、その一般財源の中から

各事業に予算配分しているところでございます。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）堀内議員の質問

にお答えいたします。

　新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定

経緯でございますが、平成21年に発生しました

新型インフルエンザＨ１Ｎ１は、我が国におい

ては死亡率が低い水準にとどまりましたが、鳥

インフルエンザの中でも、東南アジアを中心に

家禽類の間でＨ５Ｎ１亜型の高病原性鳥インフ

ルエンザが発生しており、このウイルスが家禽

類から人に感染し、死亡する例が報告されまし

た。そこで、この高病原性鳥インフルエンザＨ

５Ｎ１が変異して、人から人に感染するように

なった場合、多くの人命が失われるおそれがあ

り、社会全体の混乱が懸念されました。

　こうした状況の中、平成21年に発生した新型

インフルエンザの教訓を踏まえ、必要な法制度

を整えておく必要から、新型インフルエンザ等

対策特別措置法が平成24年５月11日付で公布さ

れ、本年４月13日に施行されたものであります。

　この法律は、このような病原性の高い新型イ

ンフルエンザや同様の危険性のある新感染症に

対して、国民の生命・健康を保護し、国民生活、

国民経済に及ぼす影響を最小となるようにする

ことを目的としてつくられたものであります。

　次に、この新型インフルエンザ等について、

どのように把握しているかとの御質問ですが、

まず、特別措置法の新型インフルエンザ等とは、

新型インフルエンザ等感染症と新感染症から成

り、新型インフルエンザ等感染症は、新たに人

から人に伝染する能力を有することとなったウ

イルスを病原体とするインフルエンザであり、

新感染症は、人から人に伝染すると認められる

疾病であって、感染力が強く、全国的かつ急速

な蔓延のおそれのあるものに限定されるものと

されております。

　この新型インフルエンザは、国民の大部分が

免疫を獲得していないこと等から、全国的かつ

急速に蔓延し、多くの人命が失われるおそれが

あり、国民の生命及び健康に重大な影響を与え

るおそれがあります。このようなことから、こ

の新型インフルエンザ等は脅威であり、大きな

健康被害と社会的影響をもたらすものであると

認識しているところであります。
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　以上です。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　これから一問一答方式でお願いいたします。

　人口が減少すれば、まちの活力が低下して、

産業が低迷し、学校の少子化も一段と深刻化す

ると、極めて深刻な状況が目に見えている。だ

ったらどうするんだと、対策をいつやるんだ、

今でしょというふうになるわけですよね。さっ

きの市報、広報たるみずみたいにですね。

じゃ、次は何をどうするんだということが最大

の課題です。課題を解決する考え方として、課

長がちょっとお話、これから具体化していくと

いうことでした。で、この広報紙を見てもいろ

いろ書いてあります。人口に関するデータ分析

から構造的な課題の解決を図るとか、ニーズを

把握しながら、地理的特性、地域資産を生かし

た教育、世代間交流とか、民間活力を交え、市

職員や所属課にとらわれず柔軟に連携しとか、

これは論文としては説得力のある言葉だと思う

んです。問題は実行力なんです。言葉どおり行

動を実現してこそ結果が出るものだと、私は思

います。

　市民の要望、いろんな要望があります。私、

３月議会で言いました子育て世代の要望、あと

高校普通科受験の10％枠の撤廃、いろんな要望

があります。それらの要望をしっかりと把握し

て、実現可能なものについては１つ１つ実現し

ていくことが、住みよいまちづくりになってい

くものと思います。

　きょう現在の垂水市の人口、下の１階の掲示

板で１万6,337名ですよ、垂水市。２年前、私が

この人口減少対策について訴えたときには１万

7,021名、もう既に684名少なくなっていると、

こういうような状況です。もうこれ以上、１人

たりとも垂水市から転出させないという心構え

が必要だと思っています。どうか人口減につな

がる要因を調査・検討していただいて、所属課

にとらわれない柔軟な姿勢で１つ１つ問題の解

決をしていただきたいと思います。

　２回目の質問に入ります。

　この６月号の広報たるみずの中で記載があり

ます。垂水市は、平成25年１月より株式会社鹿

児島経済研究所と行政経営コンサルティングに

関する協定を締結しております。当初の企画戦

略部部長代理の藤田聖二さんが、人口減少対策

は、他地域よりも充実した独自性が求められる。

垂水市は、人口規模の小さな自治体であること

から、逆に強みであり、大胆かつ独自の施策を

打ち出しやすい。転入促進とあわせて転出抑制

も大切。市民が満足して生活していないところ

には転入してくる人はいないとコメントされて

います。

　そこで、日本全体の人口が減り、鹿児島県で

も43市町村で人口が減少しているという状況の

中で、垂水市の人口をふやすとしたら、ほかと

同じことをしていては結果は得られないと思い

ます。

　そこで、今回のプロジェクトに取り組むに当

たって、他地域よりも充実した垂水市の独自性

が見つかっているのか。そして、垂水市の環境

を生かして、大胆かつ独自の施策についてアイ

デアがあるのか。あったら聞かせてほしいと思

います。

〇企画課長（前木場強也）人口減少対策プロ

ジェクトについての２回目の御質問にお答えい

たします。

　本市の人口減少対策では、減少率を少しでも

抑制し、人口減少に歯どめをかけることがまず

第一歩であると考えております。しかし、日本

全体が人口減少社会に突入した中で、人口減少

対策に関する自治体間競争はこれから激しくな

ることが予想され、限られた予算の範囲でいか

に有効な対策を講じることができるか、自治体

の知恵が求められております。そのためには、

施策のターゲットを明確にし、大胆かつ独自の

アイデアで、他自治体との差別化を図らなけれ
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ばなりません。

　幸い本市は人口規模が小さいことから、施策

の重点ターゲットをピンポイントで絞り、より

効果的な施策立案が行えるものと考えておりま

す。また、本市は、鹿児島市・鹿屋市・霧島市

に隣接しており、地理的優位性を生かした独自

の施策立案も行うことが可能です。データ分析

や定住に関するニーズ調査などを行い、今後、

施策立案を行うこととしておりますが、地理的

優位性も生かしながら、特化した形で独自の対

策を行うことが本市の人口減少対策の方向性で

あると考えております。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　もっと具体的な、効果的な施策が聞けると思

いましたけれども、人口減少プロジェクトをつ

くりましたので、これからしっかりもんでいた

だいて、垂水市独自のアイデアを検討していた

だければなと思います。

　３回目の質問に入ります。

　人口減少プログラムについて、ことしの３月

１日に、人口減少対策本部設置要綱が設置され

ました。それによりますと、構成員は、本部長

が市長、副本部長が教育長と副市長、委員とし

て、総務・企画・財政・農林・水産商工観光課

長、要綱第６条で、人口減少対策作業部会を置

くことができて、本部長の市長が指名すること

になっています。

　私は、この人口減少対策については、組織を

中心として調査・検討することも大切だと思っ

ていまして、人口減少対策本部を設置すること

は大いに大賛成です。私自身、当選して初めて

の議会の一般質問の中で、所属課にとらわれな

い、市長直轄の人口減少化抑止対策室もしくは

新所属をつくったらどうだと質問したぐらいで

すから、評価したいと思っています。

　しかしながら、ただこれだけではまだまだ足

りないと思っています。この人口減少対策は、

とてつもないほど大きなもの、対策本部のみで

は問題解決は厳しいと思います。このとてつも

ない大きな課題と闘うためには、やはり垂水市

職員の一人一人の力が大切だと思います。全職

員一人一人に垂水市の人口減の問題について危

機感を持ってもらい、互いに真剣に取り組むこ

とも重要だと思っています。だからといって、

全員が作業部会に入るというものではなく、職

員一人一人が通常の業務をしながら、もしくは

業務の中から得た情報をもとにして、人口減対

策について日々考え、知恵を絞り出す方法、そ

の知恵を人口減少対策の提案として、作業部会

に提出するやり方が必要ではないかと思ってい

ます。

　そこで、垂水市の職員全員から人口減対策に

対する知恵またはアイデアを吸収する取り組み

は考えられないのか、お尋ねしたいと思います。

〇企画課長（前木場強也）人口減少対策プロ

ジェクトについての３回目の御質問にお答えい

たします。

　議員御指摘のとおり、全庁横断体制で対策に

取り組む必要があると考えております。人口減

少対策作業部会では、多くの市民の方々の意見

も参考にしながら、自由な発想で議論しながら、

アイデアを出し合うこととしておりますが、全

職員が一丸となって人口減少対策に取り組むこ

とが必要であると考えており、今後、全職員か

らアイデアを募集するなどの取り組みについて

検討したいと考えております。

　本市の最重要課題である人口減少に全職員が

危機感を持ち、同じ意識を持ちながら、将来の

よりよいまちづくりを目指すことが大変重要で

あり、市民の方々の御協力もいただきながら、

この取り組みを進めていきたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　私、この取り組みについて、職員から提案を
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募る制度を創設するということを考えています。

この提案制度とは、職員の研究心と行政参加意

欲を高めて、行政水準の向上を目的とします。

そして、創意性や実現性のほか、効果度や経済

性、努力などで評価して、昇級や昇格などで報

奨する制度です。このことによって、職員に自

治行政に対して常に意欲を持たせるとともに、

郷土愛を育むことにもつながると思います。

　私は、警察で重要事件が発生したときに幹部

が常に言う言葉に、「挙署一体となって」と話

していたことを思い出しました。警察用語の１

つかもしれませんが、挙署一体、警察署を挙げ

て、一体となって取り組む、その署を所とかえ

て、挙所一体、市役所を挙げて、一体となって

取り組む。この人口減対策は、まさしく職員一

人一人が真剣に取り組むこと、そして挙所一体、

市役所一体となって闘うことが大切だと思って

います。ぜひとも、職員から提案制度を創設す

ることについて、要望として上げておきたいと

思いますので、検討していただきたいと思いま

す。

　最後の質問になりますが、市長に対して質問

いたします。

　私は、当選して初めての議会の一般質問の中

で、人口減対策を取り上げて市長に答弁を求め

ました。私なりにも考え方をいろいろと述べま

した。若者対策、高齢化対策、雇用促進のため

の企業対策、空き家バンク対策、そして交流人

口対策、その考え方は今も変わりませんが、こ

のように幅広く対策をとっていくためには、市

長のやる気とリーダーシップが非常に大切だと

思います。また、当時、市長は、私のこの質問

に、人口増対策の中身に関しては非常に大きな

問題であり、ただ、急がなければならない問題

でもございまして云々と答えられています。

　そこで、市長のこの人口減少対策プロジェク

トに取り組む決意と、リーダーシップをどのよ

うに発揮していかれるのか、お考えをお聞かせ

ください。

〇市長（尾脇雅弥）堀内議員の人口減少対策プ

ロジェクトについての御質問にお答えをいたし

ます。

　私自身、人口減少については大変な危機感を

持っており、この課題に対して抜本的な対策が

必要であると考え、本プロジェクトを設置いた

しました。

　先ほど企画課長が申し上げましたが、人口減

少対策に関し、自治体間競争が激しくなる中で、

本市の地の利を生かせば、他の地域が人口減少

対策に取り組む以上の成果につながる可能性が

あると考えております。そのためには、特化し

た特色ある政策が必要であり、市民の方々の意

見も参考にしながら、若い職員が中心となり、

自由な発想で議論を進めているところでござい

ます。これにより出された提案を政策的に形に

するのが私の仕事であると考えております。あ

わせて、人口減少対策には財源が必要であり、

財源を大胆かつ有効に使うことが重要となりま

す。将来の垂水をよりよいものにするための未

来への投資は、積極的に行いたいと考えており

ます。議会の皆様の御理解と御協力もあわせて

お願いをいたします。

　本年度から５年間の総合計画、後期基本計画

において、人口減少対策を重点プロジェクトと

して位置づけました。人口減少対策本部長とし

て先頭を切ってこの対策に取り組む所存でござ

います。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。ぜ

ひ積極的に行動に移してほしいと思います。

　次の質問に入ります。

　まず、海潟温泉再生会についてです。

　これまでの会議において、メンバーの経験を

みんなで共有しながら、現在の海潟の現状に対

する不安、期待などを確認しながら、次のステ

ップを模索していると、そういう状況です。ど
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うかこの再生会の活動に御理解をしていただき、

必要に応じてぜひ御支援をしていただくよう、

そういった体制づくりをお願いしたいと思いま

す。

　入湯税のことについてですが、入湯税は目的

税ということですが、私が前回質問したときに、

その使途の内訳については、環境衛生施設整備、

消防設備整備。環境衛生施設整備というのはど

ういうものがあるかというと、肝属地区一般廃

棄物処理組合負担金、し尿処理施設整備、簡易

水道施設整備。消防設備等の整備については、

消防団消防ポンプ自動車の予算措置に一部充当、

観光施策の整備については、猿ヶ城環境整備事

業、観光振興については県観光協会負担金、白

山祭の補助金、スポーツ団体誘致に関する経費、

このような項目で使われていますけれども、明

確に温泉事業に使われているかというと、項目

が見つかりません。温泉施設の経営者が入湯客

から徴収している税金が、これまで温泉事業の

活性化という明確な目的に使用されていない状

況が続いているという状況です。垂水市の温泉

事業を活性化させるためには、ぜひとも行政の

後押しが必要ではないかと思います。今やれる

ことをやれる範囲で支援することが大切だと思

います。

　そこで、入湯税を支払っている特別徴収者の

方々に対して、温泉事業の普及もしくは活性化

を図る目的で還元するシステムづくりが必要で

はないかというふうに思いまして、前回このこ

とを質問しました。

　先ほど財政課長のほうから、温泉事業の活性

化目的のための予算措置として、温泉事業に特

化できると。できないことはないが、そのかわ

り一般財源の中で運用することが云々という答

弁がありました。入湯税は毎年、23年が210万円

ぐらいですか、24年が238万円ぐらい、毎年200

万円ぐらいの入湯税が徴収されているにもかか

わらず、明確にその目的の１つである温泉事業

に使用されてない状況が見られる、そんな状況

であることから、私は温泉事業の活性化のため

に予算措置が必要ではないかと思っています。

　先ほど１回目の質問の中で、温泉事業の活性

化について、どのように認識され、今後どのよ

うに取り組みがされるかという観光課長の答弁

はございませんでしたが、改めて水産課長に質

問します。キャッチフレーズの中に、垂水市は

「花と渓谷と温泉のまち」と訴えています。垂

水市は国道220号線が縦断していますが、この牛

根地区から南の新城地区まで車で走って見て、

キャッチフレーズにあるように、温泉のまちを

イメージさせるまちづくりがされているか否か、

課長の私見で結構です、お答え願います。１回

目の質問は結構です。このことだけ手短によろ

しくお願いします。

〇水産商工観光課長（山口親志）垂水市の「花

と渓谷と温泉のまち、垂水」ですので、その認

識でしょうけど、確かにそのキャッチフレーズ

をうたっておりますし、花と渓谷と、今言われ

ました温泉のまちについては、果たして温泉の

まちの施策をとっているのかといえば、私も４

月からですが、はっきり言いまして残念なとこ

ろがあります。

　ただ、先ほども申し上げましたとおり、垂水

市の取り組みがこの温泉業界に、まちづくりの

ためにどのようなことをしていけばいいのか、

垂水市だけが、市だけが盛り上がるんじゃなく

て、先ほども申し上げましたとおり、今、海潟

再生会を立ち上げていらっしゃる方々の盛り上

がり、それから旅館温泉を経営されている方々

の盛り上がりと一緒に、垂水市も支援、バック

アップ、そういった形をとっていかないといけ

ないと思っておりますので、キャッチフレーズ

のことに関してはそのような認識ですが、ただ

決して、先ほどから申し上げております、私も

小さいころ海潟のあの温泉のまちは覚えており

ますが、できるだけそのような形になっていく
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というのを、今、再生会が若者の方々でしてお

りますので、そのあたりと意見交換をしながら、

キャッチフレーズに負けない、それから支援が

できる体制は充実したときにとっていくという

つもりでおりますので、先ほども言いましたと

おり、決して看板設置や温泉のまちづくりなん

かに関しては否定的じゃありませんので、御理

解していただきまして、支援をする時期が来ま

したらそのような取り組みをしてまいりたいと

思っております。

　以上です。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　今、積極的な答弁をいただいたと思います。

これは確認の意味でもう１回質問します。この

温泉のまちをイメージさせるような看板、モニ

ュメントの設置、並びに温泉施設の改善・改修

に対する助成金事業、これについて検討してい

ただけるということでよろしいでしょうか。一

言で結構です。

〇水産商工観光課長（山口親志）看板設置に

ついては、また再生会とも協議をしながら、垂

水市の考えとあわせまして、設置をする時期が

いつなのかも検討しまして、それは看板設置が

必要という判断をしましたら、看板設置してま

いりたいと思います。

　それから、先ほどから言われます短めと言わ

れましたけど、店舗の改修なんかも、一般財源

となっております入湯税云々じゃなくて、その

時期には私のほうで財政課と協議をしてまいら

ないといけないんですが、ただ、商工会のほう

でも、店舗の改善・改造、改善等の補助金制度

もあるやには聞いておりますので、そのあたり

と商工会関係者と協議をしながら、議員の指摘

の補助制度の対応、導入についても調査してま

いりたいと思いますので、御理解よろしくお願

いします。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　海潟温泉ですね、皆さん、にぎやかだったこ

ろを覚えている人もおられると思います。いろ

んな地域から多くの人々が温泉街に来ていたわ

けです。民間から声が上がらないから動かない

ということではなくて、現在ある垂水市の温泉

資源をフルに生かすために、ぜひとも行政主導

で施策を打ち出して、民間にやってもらうとい

うことを考えなければいけない時期に来ている

のではないかと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

　３つ目の質問に入ります。

　このＨ５Ｎ１型の新型インフルエンザです。

非常に感染力が強くて、強毒性があるというも

のです。私は、何を言いたいかといいますと、

ぜひ行政の皆様方についても、このウイルスに

対する危機感を持っていただきたいということ

です。仮に、垂水市で１人の感染者が出たとす

ると、すぐに対応をとらないと、多くの人に感

染し、場合によっては、垂水市の存続ができな

いほど多数の死亡者が出る可能性があると言っ

ても過言ではありません。そうすると、ウイル

スの感染者の疑いを認知した時点で一刻も早く

対応をとらなければ、取り返しのつかない状況

になってしまうと思います。新型インフルエン

ザの感染者を把握したときの対応措置について、

お尋ねします。

　また、この新型インフルエンザ等対策特別措

置法によると、この議会開会のときにも言いま

したけれども、法律の６条から８条において、

国、都道府県、市町村では行動計画を作成する

こととされていると。で、６条において国が行

動計画を作成し、７条において都道府県が行動

計画を作成する。８条において、市町村長は、

都道府県行動計画に基づいて市町村行動計画を

作成することとされています。国の行動計画が

いまだ公表されていないということですが、垂

水市の行動計画はいつごろをめどに作成される

のか、わかる範囲で結構です、教えてください。

〇保健福祉課長（篠原輝義）堀内議員の２回
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目の質問にお答えをいたします。

　新型インフルエンザ等発生時の措置について

でございますが、まず、新型インフルエンザ等

が発生した場合、海外発生期で国内未発生時に

おいても、政府対策本部及び都道府県対策本部

が設置されます。次に、新型インフルエンザ等

が国内で発生し、全国的かつ急速な蔓延により

国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすお

それがあるものとして、政令で定める要件に該

当する事態になったとき、政府対策本部長は新

型インフルエンザ等緊急事態宣言を行い、宣言

以降は、各市町村対策本部が設置されることに

なります。市町村は、事業者及び市民への情報

提供や、国からの指示に基づく予防接種を実施

することになります。

　次に、新型インフルエンザ等対策行動計画の

作成時期についてでございますが、政府行動計

画が、パブリックコメントを受け、６月７日に

閣議決定されております。県は、特別措置法第

７条により、この政府行動計画に基づき、現在、

行動計画を作成中であり、その後、関係機関と

の協議を行い、パブリックコメントを実施し、

意見集約、そして関係機関との検討を行い、施

行することとなっております。

　市の行動計画は、特別措置法第８条により、

県の行動計画に基づき作成することとなってお

りますが、この計画の作成に当たっては、県の

行動計画においてその作成基準が示されること

が前提となっております。また、市町村行動計

画については、国のモデル提示を受け、県の行

動計画作成後、整合性を持った形で作成をする

こととなっております。作成時期につきまして

は、県の行動計画作成後、速やかに作成したい

と考えております。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございます。

　この新型インフルエンザですけれども、普通

のインフルエンザというのは寒くなる時期に発

生しますが、この新型インフルエンザ、Ｈ５Ｎ

１型の新型インフルエンザについては、多分海

外から持ち込まれるのではないかなと、季節に

関係なく発生すると思います。県の行動計画、

できた時点で一刻も早く作成することをお願い

しておきます。

　本日、人口減少対策と温泉事業の活性化、そ

して新型インフルエンザ対策について質問いた

しましたが、ぜひとも行政当局の積極的な今後

の行動を期待して、本日の私の質問を終わりま

す。

　ありがとうございました。

〇議長（森　正勝）次に、９番北方貞明議員

の質問を許可します。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　それでは、議長のお許しを得

ましたので、早速質問に入らせていただきます。

　旧し尿処理場跡地の利用計画について、質問

いたします。

　垂水市は、屠畜場を民間に譲渡するに当たり、

平成23年第２回市議会定例会において設置条例

が廃止され、平成23年９月に民間に無償譲渡さ

れました。無償譲渡され、約２年が経過しよう

としています。新たな屠畜場の建設については、

平成28年度に補助事業導入により建設する予定

であると説明がありました。新たな屠畜場は、

旧し尿処理場に予想されますが、利用計画はど

うなっているか、お聞かせください。

　また、現在の環境センターのし尿処理場の稼

働に対して、10年余り経過しております。機械・

設備の耐用年数が７年から15年と聞いています

が、し尿処理場も建てかえ時期に来ているので

はないか、お聞かせください。

　建てかえるとなれば、当然、し尿処理場跡地

と考えられますが、その計画はどのようになっ

ているか、現状と利用計画をお聞かせください。

　垂水新港船だまりについて、質問いたします。

　垂水新港の船だまりは、過去において、台風
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により高波で防波堤が破壊され、西側沖合に一

文字堤防が設置されましたが、冬場の北西の風

での対策がおくれていると私は思っております。

船だまりは三角波が発生し、船同士が衝突し、

また、船が岸壁に衝突し、破壊されたり、破損

されたりしております。静穏度が保たれず、漁

業者の方々は大変苦労されています。平成23年

度の４月に漁業者団体から要望書が提出されて

います。その時点で県のほうでは、海潟漁港改

修、旧垂水港改修後に垂水新港船だまりの改修

を計画しますと聞いておりますが、現在はどの

ようになっているか、お聞かせください。

　災害時の生活用水について、井戸水の活用は

できないかについて、質問いたします。

　本年も梅雨に入り、秋にかけて災害の発生し

やすい季節となりましたが、災害の発生の起こ

らないことを祈っておるところでございます。

今回、災害時の生活用水についてはこれまで２

回質問しております。最初は平成17年12月議会

で、各校区単位に災害用として井戸ポンプの掘

削はできないかと質問しました。その答弁では、

相当な経費がかかるので今後の検討課題にする

と答弁がありました。平成24年の９月議会に再

び質問いたしました。そのときの回答は、現在

まで各校区のボーリング掘削の検討及び予算化

は対応していないが、しかし、個人所有の井戸

水等の利用をしていただこうということを検討

している。ただし、今、検討はとまっていると

答弁がありました。個人所有の井戸を活用する

考えがあるのか。まず、市内に校区ごとの井戸

数をどれだけ把握しているか、お聞かせくださ

い。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇生活環境課長（村山芳秀）北方議員の旧し

尿処理場跡地の現状と利用計画について、お答

えします。

　環境センターに隣接する旧し尿処理場跡地の

土地につきましては、全体面積として6,268平方

メートルございます。現在はこの一部、373平方

メートルを大隅ミート産業株式会社からの行政

財産使用許可申請により、車両駐車場として有

料で使用を許可しております。あと、もう１カ

所、東側の40平方メートルを株式会社垂水巡回

衛生社に貯水タンク敷地として同様に有料で使

用を許可しております。

　次に、今後の利用計画ですが、現時点での都

市計画法上での用途指定を申しますと、し尿処

理場建設予定地となっております。

　現在のし尿処理場ですが、環境センターとし

て稼働以来14年目に入っており、建物に関する

耐用年数といたしましては大分余裕がございま

すが、中の機器・装置に関しましては耐用年数

を超えた装置がほとんどでございます。また、

浄化槽汚泥など年々持ち込み量もふえており、

そのため、一部改修工事や部品の交換を行うな

ど職員が小まめにメンテナンスを行っているこ

とから、これまで大きなトラブルもなく稼働が

続けられているという状況でございます。

　先ほど申し上げましたとおり、建物の鉄筋コ

ンクリートの耐用年数は30年と、まだ16年ほど

ありますが、将来的には建設用地を確保するこ

とも重要でございます。したがいまして、旧し

尿処理場跡地の土地利用計画につきましては、

全ての土地が新たなし尿処理場建設予定地にな

っておりますので、その一部を、お話がありま

した新しい屠畜場の建設用地とするのか、まだ

全体計画がはっきりとしない状況ですので、こ

れらの進捗状況を注視しながら、今後、関係課

とも協議の上、整理をしてまいりたいと考えて

おります。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）垂水新港漁船だまり

について、土木課でお答えいたします。

　御質問の箇所は、垂水新港の北側にあります

本城川に隣接する泊地についての御質問とお伺

いしましたが、この船だまりは、冬場の北西の
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季節風が強いときは、特に南側に係留してござ

います漁船は波にもまれ、岸壁や船同士がぶつ

かり、舳先が当たるなどして船体に損傷を受け

ている現状であるということで、平成23年４月

12日に垂水市漁業協同組合長様より市長に対し

て、防風対策と船揚げ場建設について要望書が

提出されたことから、同年４月20日付で大隅地

域振興局建設部長宛てに進達しているところで

ございます。

　その後、県でも必要性を認識していただいた

ところでございましたが、同じころに海潟漁港

の物揚げ場の陥没が発見され、詳細に調査をし

ましたところ、矢板に穴があき、数カ所の吸い

出し箇所があることが判明いたしました。また、

旧垂水港の長寿命化計画に伴う調査を実施しま

したところ、物揚げ場などの矢板が腐食し、吸

い出しを受け、空洞化になっていることも判明

したため、付近を立入禁止にしてロープを張っ

ているところでございます。

　県としましては、この両箇所についての対策

を優先しなければならなくなってきたとのこと

でございまして、今のところ、この垂水新港の

船だまり防風対策につきましては計画をする段

階にまで至っていないとのことでございますが、

引き続き、要望は継続していきたいと思います。

　以上でございます。

〇総務課長（中谷大潤）北方議員の災害時の

生活用水についての御質問にお答えいたします。

　まず、災害における断水時の対応としまして、

飲料水につきましては、水道対策部を中心に全

庁的に給水対応に取り組んでまいりますが、対

策が不足するようでございましたら、自衛隊な

どへの要請を行ってまいります。

　ただ、議員仰せの生活用水につきましては、

炊事、掃除や風呂水、特に水洗トイレ用など、

飲料水の何倍、何十倍もの量を必要としますの

で、各家庭にあります井戸水の活用は非常に有

効な方策であると思います。

　これまで、断水時におきましては、井戸をお

持ちの家庭が近所の方々へ給水されておられま

したので、地域のつながりを含めて、できまし

たら今後もこれまで同様の対応をお願いできた

らと思います。

　実際、私個人も、平成17年災害の断水時に近

所の方から井戸水の提供を受けましたので、井

戸の重要性、必要性は私なりに十分認識してい

るつもりでございます。

　次に、井戸を整備している家庭の実態把握に

ついての質問でございますが、総務課におきま

しては、整備している家庭の実態については把

握しておりません。ただ、生活環境課において、

飲料水として使用できる井戸を整備している家

庭につきまして、鹿屋保健所からの資料で、平

成18年３月末現在ではございますが、300戸余り

と戸数を把握されているそうです。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　それでは、２回目の質問をさ

せていただきます。

　一問一答でお願いします。

　そうしたら、し尿処理場跡地は、都市計画法

上は用途指定はしてあると、予定地である。そ

の一部を屠畜場にするとかいうのは、現時点で

は白紙の状態という形で理解してよろしいです

ね。

　新たなと場の建設計画が明確にならない以上、

全てが計画が前に進まないことと思っておりま

す。

　市長にお伺いします。市長、行政運営は、や

はり市長が掲げておられる挑戦も必要です。ま

た、継続も必要と私も思っております。まず、

今現在、我が垂水市が何をすべきかと考えたと

き、今現在、懸案になっているこの屠畜場とか、

そういう問題を優先的にやはり実行するのが基

本ではないかと私は思っておるんですけれども、

このところの市長、お考えを聞かせてください。

　無償譲渡した際、幾つかの要件があったと思
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います。市長はこれを十分認識されていると思

いますが、これに関しても市長の考え、また今

後の施策をどのように行っていくか、お聞かせ

ください。お願いします。

〇市長（尾脇雅弥）全く通告外なんですけれ

ども、御質問がありましたのでお答えをいたし

ますと、さっき担当課長が答えたように、関係

課とよく協議して、検討してやっていきたいと

いうふうに思います。

〇北方貞明議員　通告外という言葉でしたか、

今。（「はい」と呼ぶ者あり）ちょっとおかし

いんじゃないですか、市長。私のあれ、市長と

か関係課に通告と書いてないですかね、そこに

資料があればですが、書いてあるでしょう。と

いうことは、通告しておると私は認識しますが。

違うんですかね。

〇市長（尾脇雅弥）済みません。中身が全然、

私に来るという質問がなかったものですから、

訂正いたします。

〇北方貞明議員　通告していると私は認識して

おります。

　先ほども、建物は鉄筋コンクリートで30年ほ

どの耐用年数があるということであります。私

もそれは認識しております。ただし、管理棟の

中の設備、これは耐用年数は、先ほどもありま

したように７年から15年でしたかね、この部品

をかえられるところはそうして延命ができると

思いますけれども、耐用年数が過ぎた、もうど

うにもできないということになれば、運転がで

きないということは、し尿処理ができないとい

うことであります。だから、これは早目の建設

計画をしていただいて、新しい処理施設をつく

り、もって処理をしていかなければいけないと

思うんですが。だから、１日も処理施設は休む

ことはできません。だから、市長、市のほうも

早目の計画をしていただきたいと私は思ってお

ります。

　屠畜場におきましては、民間の企業ですから、

事業計画や社会情勢によっていろいろと問題が

発生すると思います。今、特にＴＰＰの問題も

あり、なかなかその辺のほうは企業としても頭

を悩まされておると思っております。大隅ミー

トさん、屠畜場を今やっていますけれども、大

隅ミートさんは垂水の大企業です。そして、こ

こには多くの人の雇用が生まれております。垂

水の活性化にも大いに貢献されておりますので、

やはり行政としても、この問題はお互い定期的

に情報交換をし、一日も早く屠畜場ができるよ

うに努力していただければと思っております。

その辺のことを市長、お願いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）ただいま北方議員のほう

から話があって、私もそのとおりだと思います

ので、さまざまな社会情勢やらいろいろありま

すけれども、関係者とよく協議して、少しでも

早く進められるように協議をしたいと思います。

〇北方貞明議員　そのように努力していただく

という答弁がありましたけれども、あくまでも、

屠畜場の計画が決まらなきゃ、し尿処理建設場

もできないというようなあれですけれども、新

しいし尿処理場の計画年度はまだはっきりして

いないんですけれども、大体どの辺にめどを置

いておるか、ちょっとその辺をお聞かせいただ

ければありがたいと思っています。

〇議長（森　正勝）市長ですか。

〇北方貞明議員　市長じゃなくても、課長でも

よろしいです。

〇生活環境課長（村山芳秀）北方議員の質問

にお答えいたします。

　先ほど、し尿処理場の新しい建設計画等はど

うなっているかということで、確かに、し尿処

理場が24時間フル稼働しておりまして、衛生処

理施設に関しましては大体15年という耐用年数

がございます。今、問題点としましては、貯水

槽の部分が少しあるわけですけど、これまで大

きなトラブルもなく稼働しております。現在、

平成31年度を目標としましたし尿処理基本計画、
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一般廃棄物の処理計画の中に、ごみ処理とし尿

処理がございますが、この中で、ことし、中間

年度となっておりますので、このし尿処理の新

しい建設計画等につきましても、し尿処理計画

の中でどういうふうにしていけばいいかという

のを関係課と協議をしていきたいと考えており

ます。

　以上です。

〇北方貞明議員　課長、ありがとうございまし

た。

　そうしたら、船だまりについて質問いたしま

す。

　今、課長から答弁がありましたように、海潟

漁港そして旧垂水港の改修が先になって、要望

された新港のことは今、県のほうでは計画がな

いというふうな答弁をいただきましたが、先ほ

ど課長も言われたように、船等の破損があるわ

けですから、これをできるだけ行政が一丸とな

って要望していただけるように、建設へ向けて

いただくように努力していただければありがた

いなと思っていますから、よろしくお願いいた

します。

　ここで、副市長にお尋ねいたしますが、副市

長におかれましては県におられたとき、交通政

策課で鹿児島新港、桜島フェリーが着くあのと

ころと思うんですけど、Ａラインがとまってい

るあのところと思うんですが、奄美海運の。あ

そこの岸壁に、皆様も新聞で読まれたと思うん

ですけれども、東側の風が吹いたとき、あの大

島海運のあそこの船が出入りができない、そう

いうことを皆さんも新聞で読まれた方もおられ

るかもしれませんけど、そういうときのメンバー

であったと私は聞いておりますが、我が船だま

りも現場を見ていただき、ぜひ力をかしていた

だければなと、ありがたいと思っています。

　副市長も検討委員会で尽力され、港湾関係に

は大変精通されていると聞いておりますので、

その取り組みの意気込みがあれば、少し聞かせ

ていただければありがたいなと思っています。

〇副市長（松下　正）反問権を行使いたしま

して、ちょっと確認をいたします。よろしいで

しょうか。

〇議長（森　正勝）反問権を使用したいとい

うことですので、許可いたします。

〇副市長（松下　正）今お聞きしましたのは、

私、企画部にいるときに交通政策課のほうで北

埠頭の問題をしたんですけれども、それと関連

して、この垂水新港の船だまりまであわせて回

答してほしいという趣旨でよろしいでしょうか。

〇北方貞明議員　はい、いいです。

〇副市長（松下　正）それではお答えいたし

ます。

　現在、垂水新港の漁船船だまりの強風時の対

策についてということで、私もこの質問をいた

だいてから何回か現場のほうに行きました。た

だ、風がない状況でありましたので、議員の質

問の状況では把握はできなかったんですけれど

も、私、直接、港湾とか漁港の整備には携わっ

たことはございません。また企画部においたと

きに、交通政策課において、北埠頭の移転問題、

北埠頭から新港の移転問題ですね、あと離島振

興課においては、離島の港湾の関係とか漁港の

関係の検討とか協議に加わることがございまし

たので、今回、質問の趣旨は風の影響とかいう

ことでございましたので、あわせて、事例も含

めさせて、紹介させていただきたいと思います。

　先ほどの北埠頭の問題ですけれども、昭和47

年に港湾計画が改訂されたときに、北埠頭の、

もともと本港区にあった奄美・沖縄航路を鹿児

島新港のほうに移転しました。そのときには、

将来的には本港区に返っていただくということ

で北埠頭のほうを整備したんですけれども、北

埠頭が完成してからしばらくたって、運航事業

者、フェリー会社のほうから、年に数回、東側

からの強風があると、離接岸が非常に難しいと

いうような課題、問題点が指摘されました。こ

― 43  ―



れにつきましては、鹿児島港の在り方検討委員

会という検討委員会で協議をしました結果、結

果的には、港湾施設用地が足らないとか、北埠

頭のほうが、新港のほうに港湾施設用地がもう

移転してしまっているとか、北埠頭の周辺はに

ぎわいのゾーンになっているとそういう問題も

あって、鹿児島新港のほうをもう奄美・沖縄航

路のほうの発着地として整備するということで

今、整備されているところです。

　その点、十島村の離島港湾においても、やっ

ぱり計画のときには船揚げ場を潮流の関係だけ

で設計をしていたんですけれども、実際は、風

向きとかそういう風の方向によって対応しない

と使い勝手が悪くなるんじゃないかということ

で、そういう計画変更をしたケースもございま

す。

　あと、種子島の港湾において、港の静穏度を

高めるために間口ですね、間口に防波堤をもう

ちょっと置いて、狭めたらどうかというふうな

意見もありました。ただ、フェリーが大型化し

ていて、なかなか操船技術、入港するのが難し

くなるというようなこともございまして、こう

いう静穏度と防波堤とかの問題については非常

に微妙なところがございます。

　これらの事例をちょっと今まで何件か感じた

ことというのは、港湾とか漁港の整備には非常

に計画を策定してから膨大な期間と膨大な費用

を要するということ、実際に、そして整備した

後にも、港ごとでそれぞれの風の状況、波の状

況、それぞれ異なってきております。実際、こ

ういう北方議員が指摘されるような北西の風の

状況でそういうことが起きているというのであ

れば、何らかの改良をする必要があるのではな

いかと考えておりますし、これについては当初

は予測できなかった事態じゃなかろうかと思っ

ていますので、この件については、先ほどあり

ましたように、海潟漁港とか旧垂水港の緊急を

要する整備の後には、ぜひこの箇所について速

やかに対応するように、県の大隅地域振興局の

ほうに申し入れをしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

〇北方貞明議員　大変詳しく説明していただき

まして、ありがとうございます。

　ちょっともう１つ言わせていただければ、確

かに副市長が言われたように潮流もありますけ

ど、港というのはどうしても風が左右します。

そこで三角波が発生いたします。それで、我が

垂水は一番懸念される風は北西なんですけど、

北西が地形上、65％北西の風が吹くということ

で、もうそれは県のほうでもデータを集めてお

られる、県のほうの資料で私も言っております

けれども、65％が北西の風ですから、冬場の風

がかなり強いわけです。冬場は急に来るもんで

すから、船がよそにすぐ避難できないんですよ

ね。まして、今の現在の新港の船だまりは升状

になっていますから、船揚げ場がないもんです

から、どうしてもその升の中で波が発生します

から、どこの港より三角波が発生するような条

件がありますので、その辺をよろしく検討して

いただいて、先ほど副市長が言われたように、

次はやっていただけるということでありますの

で、この質問はこれで終わります。

　それでは次に、災害時の生活用水ですけれど

も、井戸を持っておられるのは総務課では把握

しておられないと。ただし、生活環境課でした

かね、それでは300世帯余りが、何か把握してお

られるということでしたけれども、それはそれ

としてありがとうございます。

　これまで幾度も台風とか災害があったわけな

んですけれども、市民にやはり不安や被害をも

たらした災害には、一番水が先に必要であると

私は思っています。それで先ほど、前年の12月

には検討していないということでしたですけれ

ども、ぜひ課長、この戸数を把握していただい

て、把握していただいた後には、災害協定とか

そういうような施策も必要じゃないかと思うん
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ですよね。建設業界あるいは商工会とはそれな

りの災害協定をされておりますけれども、一般

の家庭が、やはり一番先に近所隣で協力するの

は一般家庭の方々と思うんですよ。それで、水

をもらいに行くのも、そういう災害のときは、

その井戸を持っておられる方は、それは気持ち

よく「ああ皆さん、使ってください」とは言わ

れると、当然言われると思います。しかしなが

ら、やっぱりそういう災害協定を結んでおれば、

大変皆さんも行きやすいんじゃないかと思うん

ですよね。

　その中で、飲料水の検査とかということもあ

りましたけれども、飲料水は１日に摂取するの

が大体、今、皆さんもマスコミ等で御存じのと

おり、３リッターあれば十分だというふうな報

道もされております。しかし、先ほども言われ

たように、課長は認識されておると思いますけ

れども、１人当たり垂水市民が生活用水はここ

10年間、200から240リッター、１人、使ってお

るというデータがあります。それで、だから水

道課のほうも250リッターを１日、消費するとい

うことで今、計画を立てておられますので、そ

の辺も十分認識されておられると思いますけれ

ども、いかに生活用水が多いかということです。

だから、ここでそういうことを考えた場合、一

般の方々と、井戸を持っている方々と災害協定

は結べないのか、お聞かせください。

〇総務課長（中谷大潤）各家庭の井戸水使用

につきましては、地域のつながりから、過去の

災害時と同様に今後も使用させていただけると

いうのは、先ほどの北方議員の意見と私も同様

に考えております。ただ、共助の観点から、自

主防災組織の活動の１つとして地域で対応して

いただきたく、行政からの依頼は控えていると

ころでございます。

　ただ、議員提案の協定につきましても、ふだ

んの地域のつながりの中で、給水に協力される

家庭はそれぞれの地域で理解されていらっしゃ

るでしょうから、今後も自主防災組織の活動と

して、地域で対応していただきたいと考えてい

るところでございます。

　ただ、先ほど申し上げましたように、総務課

においては、井戸のまず実態把握が先であろう

かと思いますので、井戸を整備している家庭の

実態把握が断水時に対応する対策において有効

な方策の１つでありますことから、協定の前に、

まずその家庭の調査を検討してまいりたいと思

います。そしてその後に、協定につきましては

調査・研究を行いたいと考えているところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　それでは、実態把握をしてい

ただいて、前向きに取り組んでおられるという

ことで理解してよろしいですね。ありがとうご

ざいました。

　本当に質問してよかったなと思っております。

市長が、今度の施政方針の中で、こうだからで

きない、どうすればできるかということ、それ

に取り組んでおられるということは十分わかり

ましたので、市長、その辺の協定のほうもよろ

しくお願いいたします。

　それでは、最後の質問にさせていただきます。

要望と。

　くどいようですけれども、災害に水がいかに

必要であったかということは、私が資料を調べ

ておったら、昔の新聞記事が出てきまして、こ

んなのが書いてありました。「水をめぐって」、

これは台風が過ぎたときの記事なんですが、新

聞記事ですからね、抜粋して読みます。「おー

い、水が出るか」と夫の声に慌てて蛇口をひね

った。ぷちゅぷちゅぷちゅっという気泡の音に

は、さびた色しか出てこなかった、こういう記

事から始まるわけですけど、それから水のない

生活が１週間ほど続いたと。断水生活に疲れて

いるときに、「水を風呂にためませんか」とい

う各家庭にタンク車で配ってくださったボラン
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ティアの親子、友人。井戸のない、私のところ

なんですけれども、団地では、水をめぐって人々

は助け合ったというふうに書いてあります。そ

して最後に、この１週間、懸命に復旧作業をし

てくださった方々に感謝、感謝、感謝というふ

うに新聞は結ばれておりました。

　以上、参考にしていただければありがたいと

思います。

　これで、質問を終わります。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時10分から再開します。

　　　　　正　　午　　休憩

　　　　　午後１時10分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　16番川畑三郎議員の質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　南九州南部の梅雨入りが５月

27日、いよいよ雨の時期となり、川も水であふ

れるだろうと思いきや、現在では雨量が少なく、

所によっては、田植えシーズンでありますが、

一部水不足が心配されます。大量の雨は災害が

心配されますが、それなりの雨は必要でござい

ます。

　この時期、最も忙しかったモジャコ採捕が減

少した水産業は、ブリの養殖を主とした牛根漁

協とカンパチ養殖にかわった垂水市漁協がござ

います。本県養殖漁業は、魚の生産原価割れが

続く中、生産者は経営存続の危機に直面いたし

ております。昨年４月ごろの浜値は、カンパチ

は１キログラム750円前後で停滞していましたが、

尾数が多く、また出荷業者が各地に分散したこ

とから、浜値はじりじりと下がり、特に秋から

荷動きが極端に悪くなり、年明けに１キログラ

ム600円と過去最低の浜値となり、この１年間、

生産原価を大幅に下回る価格でありましたが、

４月、５月に入り、浜値が回復しつつあります。

　しかし、冷凍餌も国内の水揚げが安定せず、

産地の在庫も少なく、相場も高値で推移してお

ります。円安による国内物は輸出中心となり、

餌向けの供給は減少し、相場も高どまり傾向に

あり、中国からの餌輸入価格の上昇を招いてい

る状況にあります。

　こういった苦しい状況の中、どういった対応

が必要なのか、お尋ねいたします。

　次に、起業支援型地域雇用創造事業について。

商工業振興費として１億4,300万円余りの予算が

計上されております。起業した企業の支援を行

うものであり、垂水市にとってはありがたい事

業であります。話によりますと、水産業を初め

とした13の起業事業が予定されております。事

業の目的と内容についてお知らせください。

　中山間地域総合整備事業について。

　昨年度より始まったこの事業は、大隅西部地

区を主としたＫＡＭ事業が平成21年度で終了し

ましたが、その後、地域の農家の方々を主とし

た要望が多くあり、それに応えるために県主体

のこの事業は導入され、いよいよ本格的実施と

なりました。私も地域の協議会で要望した１人

で、大変うれしく思っているところであります。

垂水市の取り組み状況をお知らせください。

　道路整備について。

　桜島の降灰もこのところ垂水市を避けてくれ、

寂しい限りでございますが、この状態が続くこ

とが垂水市民の希望であります。降灰のため市

道・農道整備にお金が多く必要となりますが、

いろいろな状況の整備についても市はそれなり

に対応されていると考えます。鉄道跡地も整備

されております。牛根地区の鉄道跡地の整備の

予算も計上されているようであります。海潟地

区も鉄道跡地は整備していただき、感謝いたし

ております。

　前にも一般質問でいたしましたガードレール

建設について、設置の方向で再度お願いして、

１回目の質問を終わります。
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〇水産商工観光課長（山口親志）川畑議員の

水産業振興、特に養殖事業を主とする今後の垂

水市の対応について、お答えいたします。

　本市においては、２つの漁協の組合の状況で、

まず垂水市漁協のカンパチについては、指摘の

とおり、昨年度の浜値がキロ約600円でありまし

たが、現在はキロ800円から900円に上がってき

ておりますが、キロ600円の時期に量でカバーし

なければならなかった状況であったことから、

国内で絶対数量の不足が生じたため魚価が上が

ってきておりますが、数量が足らず、依然とし

て経営は厳しい状況であります。

　牛根漁協のブリに関しても、キロ500円台から

始まり、キロ400円で推移し、平均価格で昨年度

に比べ約50円安のキロ537円となり、同じように

経営は厳しい状況であります。

　あわせまして、指摘のとおり、円安の影響で、

燃料費もですが、餌代の高騰が懸念されるとこ

ろであります。両漁協とも、方針を変えること

なく、安心・安全な魚を消費者に届ける最大限

の努力をされておられますし、また多くの若い

後継者が育っておられますことから、両漁協と

現状をしっかり協議し、精査し、組合の存続イ

コール水産業振興のためにも、今議会に提案で

きませんでしたが、議会の皆様にしっかりと理

解していただける対応の提案をしていきたいと

思っております。

　両漁協とも、現状の厳しい状況の中で独自の

あらゆる対策をとり、努力されながら、平成25

年度をスタートされました。また、引き続き、

生産・加工にあわせて販売においても、国内外

の市長等のトップセールスの協力を惜しみなく

行ってまいりたいと思います。

　続きまして、２番目の起業支援について、お

答えいたします。

　起業支援事業は、これまで行われてきた緊急

雇用事業と同じように厚生労働省が行う雇用対

策の事業ですが、今回は約30億円の基金があり、

このうち、半分の15億円が市町村であると聞い

ております。今回の事業は、対象者が民間企業

やＮＰＯに限られていること、対象となる企業

は、創業後10年以内の企業か、10年以内に新た

に新分野に進出した企業であること、市がこれ

らの企業と委託契約を結ぶときに、事前に民間

人から成る審査会の審査を受ける必要がある等

の制限があります。

　国が想定している事業スキームは、農業や漁

業など１次産業を行っている企業が、加工品を

つくったり販売する産業の６次化や、観光振興、

ＩＴや医療分野などの時代のニーズに沿った、

今後、発展が可能な事業です。

　本市は、今回の13事業について県と事前協議

を行いました。事業費にしても、指摘のとおり

１億4,000万円です。これは、県下で一番多い件

数と事業費であります。県内の申請数が67件で、

鹿児島市が12件、隣接の鹿屋市では１件である

ことから見ても、本市の申請件数は非常に高い

ものと思われます。

　以上です。

〇農林課長（池松　烈）川畑議員の中山間地

域総合整備事業について、お答えさせていただ

きたいと思います。

　まず、確認の意味も込めまして、中山間地域

総合整備事業の概略につきまして触れてみたい

と思います。

　この事業は、中山間地域は傾斜地や狭い農地

が多いなど農業の生産条件が不利で、また、集

落内の道路が狭いなど生活環境の整備もおくれ

ていることから、農業生産基盤と生活環境基盤

を統合的に整備し、農業・農村の活性化を図り、

定住の促進、都市との共通社会基盤の形成及び

国土・環境の保全等に資することを目的として

います。

　また、対象地域としましては、特定農山村・

山村振興・過疎・離島・半島等の５法指定を受

けた市町村、又は準ずる市町村で、林野率が50
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％以上の地域、主傾斜100分の１以上の農用地面

積が全農地の50％を占める地域であることが条

件であります。また、本市の事業体系につきま

しては、集落型のうちの生産基盤と生活環境の

一体的な整備を図る一般型に類します。

　事業主体は県でございまして、生産基盤では

国が55％、県が30％、市が15％の負担、生活環

境では国が55％、県が25％、市が20％の負担と

なります。

　先ほども御質問の中にありましたが、本市に

おきましては、平成14年度から21年度まで、Ｋ

ＡＭ大隅西部地区としまして事業を導入してい

た経緯もございました。また、その後の各地の

農家の皆さんや各集落、各振興会の数多くの要

望に応えていくには、この事業の再度の導入は

必然的なものであったと考えます。本市のよう

な財政基盤の弱い市にあっては本当に必要な事

業であると確信しているところでございます。

　そこで、今回の県営中山間地域総合整備事業、

一般型垂水地区の事業内容でございますが、期

間は平成24年度着手の平成29年度完成予定でご

ざいますが、状況に応じた形で期間は延長にな

る場合もあるようでございます。

　農業生産基盤整備としまして、農業用用排水

施設整備が23路線、農道整備が14路線、圃場整

備が１団地、農村生活環境基盤整備としまして、

農業集落道が９路線、集落排水路が３路線、農

業集落防災安全施設整備が11カ所、情報基盤施

設整備が１集落を計画しているところでござい

まして、計画の時点での総事業費は９億4,573万

円でございます。

　重複した答弁になるのかもしれませんが、こ

の中山間地域総合整備事業は、振興会また農家

を初めとします市民の方々からの要望のありま

す事業を県主体でやっていただけますし、また、

本市単独ではなかなか事業実施のできない大規

模な事業も実施していただけます。本市は、事

業実施に当たっての現地での調査・調整や用地

交渉等の環境整備及び負担金拠出を行うだけで

ございまして、非常にいい影響及び効果を期待

できますもので大変重宝しているところでござ

います。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）鉄道跡地の道路整備

計画について、お答えいたします。

　この道路は、一部区間は農道整備で舗装され

た路線でございますが、御質問の箇所について

は、県において、通常砂防事業海潟谷として県

に整備していただいた砂防施設であります。道

路としての取り扱いでなかったためにガードレー

ルは設置されなかったものでございます。しか

し、地元では農道として利用されており、前後

の農道整備で舗装された箇所はガードレールが

設置されていましたので、その後、地元から通

行に危険であるとの要望もあったことから、平

成23年度に県に要望しましてガードレールを設

置していただいたところでございます。

　ただし、当時、県単独事業による工事で設置

していただいたのですが、工法が変わったため

に予算が不足することになり、恵比須谷側が延

長14メーター、大浜側全線の延長140メートルが

未整備となったままになっているようでござい

ます。

　この箇所は、隣接する住宅地との高低差もあ

るため危険な箇所でございますので、市としま

しては、県に対して、砂防施設内の未着手区間

について早期整備を強く要望しているところで

ございます。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　私は一括方式で質問してみた

いと思います。

　まず、水産業の振興について、課長のほうか

ら御説明がありました。

今の状況は全体的にちょっと上向きに養殖業は

なってきておるわけですけれども、苦しい状況

は市民みんなが知っていることだろうと思いま
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す。最低の600円という価格まで落ちまして、も

う全体的にこれはだめだろうと思われていたわ

けですけれども、現在におきましては徐々に値

上がりをしております。しかしながら、また値

上がりをしたといたしましても、それに見合っ

たサイズの魚がいないということで、まだまだ

厳しい状況が続くのではないかと思います。

垂水は、最初ブリに始まりまして、現在、垂水

市漁協はカンパチに入れかわっているわけです

けれども、これはきのうの新聞に、ちょうどよ

かったなと思ったんですけれども、出ておりま

したが、ブリとカンパチの件ですけれども、県

内の養殖ブリの生産量というのは昨年で５万8,

000トンで、愛媛県が２位の２万8,000トンとい

うことで、20年連続で全国のトップであるとい

うことです。現在ではブリとカンパチが半々で

拮抗しているという状況の鹿児島県の養殖の状

況です。

　こういった中なんですけれども、ごらんのよ

うに魚の値段が安いと、それに餌も高いと、そ

してまた原油も上がっているというようなこと

で厳しい状況の中なんですけれども、魚が値段

が上がってきたということで、一部、光が見え

てきたんですけれども、しかしながら、さっき

も言いましたように円安の傾向で、餌のほうも

不足しているというような状況です。今まで円

高に推移していましたので、垂水市漁協のほう

も中国産の魚を輸入しておって、それにどうに

か採算に合うようにしてきたんですけれども、

最近は円安ということでそれもなかなか仕入れ

が難しくなったというようなことのようです。

先日も漁協のほうで協議会がありまして、銚子

沖の魚が餌として使えないかということで協議

いたしまして、各漁協は銚子の魚を使っておっ

たんですけれども、垂水市漁協は、原発の関係

がございまして一時、最後までそこの魚は使わ

ないと、垂水のカンパチには使わないというこ

とにしたけれども、餌が少ないということで、

今回銚子の餌も仕入れるという状況になったよ

うです。

　そういったことでなかなか厳しい養殖業なん

ですけれども、これはやっぱり幾らかの支援が

私は大事じゃないかと考えます。今、国・県の

ほうで、借り換え資金ということで金利の低減

等の制度があるわけですけれども、そこら辺も

今後、どんなふうに利用できるかというのがあ

りますけれども、この件について、ひとつ課長

のほうでわかっておりましたら状況を説明して

いただきたいと思います。

　それと、起業支援事業についてです。

これは、本会議の当初のとき持留議員も質問さ

れまして、大変いい事業が導入されるんだなと

私は考えております。特に、課長のほうで説明

がございましたように、県下でも一番トップを

走っているこの事業を、13という事業を取り入

れていただいているというようなことで、垂水

市としては一生懸命、私は頑張っているなとい

う感じを受けます。この中にも、ちょっとお聞

きしたんですけれども、４つの事業の中で水産

業にも取り入れていただいているというような

ことで、ありがたいなと思う反面、頑張ってい

るなという気持ちもいたします。今後、これで

想定される事業の効果についてはどうなのかを

少しお知らせいただきたいと思います。

　次に、中山間の総合整備事業についてお尋ね

をいたします。

　補正予算で２億7,688万円、繰り越し事業とし

て今年度予定をされておって、また当初でも予

算化されまして、３億2,000～3,000万円のこの

事業費が垂水市に県の主体で起こされるわけで

すけれども、急にというんじゃなくて、これだ

けの大きな事業が、お金が垂水市で使われるわ

けですけれども、これだけのお金を、事業を私

は使いこなせるかなと心配もしております。

この事業は、国が55％で、市が15％から20％の

持ち出しというようなことで大変、それができ
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れば、各地区においては大変待ちに待った事業

がこんなに一気にできるのかなという気がして、

うれしいんですけれども、最終的には９億円近

い事業費になるというようなことで、財政の少

ない垂水市においては大変いい事業を取り入れ

ていただいていると思っております。この中で、

取り組み状況については説明を受けましたけれ

ども、24年度、25年度の整備の実施の状況、こ

れをお知らせしていただきたいと思います。

　道路整備について。

　鉄道跡地についてですけれども、鉄道跡地に

ついてもいろいろ市のほうでも取り組んでいた

だいて、我々協和のほうも、中俣の鉄道跡地、

海潟の鉄道跡地としても、道路としてしっかり

とした事業をしていただいております。その中

でガードレールがちょっと不足しているという

ようなことで、去年、おととしでしたかね、お

願いをしたんですけれども、県の事業というよ

うなことであって、ぜひこれを実現していただ

きたいと。積極的にまた課長のほうでも県のほ

うにお願いしていただきたいと思います。

　その中で、道路の整備についてということで、

今、中俣の浦谷から海潟の協和小学校までの林

道が整備されておりまして、そのほかに今度は

牛根麓線につないで整備がされているわけです

けれども、最初この道路がつくられた状況で、

海潟の三角の山のほうで崖崩れが起こったこと

がございます。そこのところは馬の背みたいに

なっておりまして、狭い道路になっておりまし

て、最初ちょっと工事に苦労されたようなこと

で、橋の状況で道路をつくってあるようですけ

れども、ここがまた再度危ないのじゃないかと

いう地域の住民の声がありまして、この排水を、

普通は飛岡川のほうのため池に落ちるんですけ

れども、三角のほうに落ちる可能性があるんじ

ゃないかというようなことがありますので、こ

こをしっかりとして、また崖崩れが起こらない

ように整備していただきたいと思うんですけれ

ども、そこら辺はどうなのか、お答えいただき

たいと思います。

　以上で、２回を終わります。

〇水産商工観光課長（山口親志）川畑議員の

２回目の御質問にお答えいたします。

　まず、制度の借り換え資金の説明であります

が、先ほど申されたとおり、借り換え資金につ

いては、負債やら運営資金の低利・低減等のた

めの資金でありまして、このあたりの制度の取

り組みを少し御報告をさせていただきたいと思

います。

　借り換え資金については、垂水市漁協に少し

特化しておりますが、国のほうも、垂水市漁協

に水産庁の水産振興課長並びに国の予算課長に

お越しいただきまして、国と県とあわせまして、

私もその席に同席しておりまして、今、漁協の

現状の把握やら、それから協議・要望をいたし

ました。

　また、この借り換え資金についても、枠拡大

や延長のお願いを両漁協と一緒にしてまいりま

したが、やはり信連との関係、今までの負債の、

ちょっと大きな負債の関係、それから借り換え

資金の現状の枠の配分等、相当お力をいただい

てきておりますが、まだまだ借り換え資金の執

行に至っておりません。

ただ、現在でも、まだその枠の中での借り換え

資金の制度の調整はずっと今もしているところ

ですので、このあたりは精いっぱい漁協と一緒

に、組合と一緒に制度に向けて頑張ってまいり

たいと思います。

　また、新たな単価の補償制度の積立ぷらすの

制度を期待しているところでありますが、この

あたりは組合で漁業者に加入推進に努めてまい

りまして、単価の補償制度の推進をしてまいり

たいという、積立ぷらすの御報告をいただいて

おります。

　ただただ、先ほども言いました借り換え資金

のことやら含めまして、水産業の厳しさは垂水
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市だけではありません。先ほども言われました

県内カンパチそれからブリの養殖業者はたくさ

んいらっしゃいます。借り換え資金の枠の配分

等の厳しさはありますが、さまざまな制度もこ

のほかに県の事業等もありますので、そのあた

りも含みながら、現状の中、精いっぱい努力さ

れておりますので、その制度に向けまして市の

ほうも関係機関と調整を行いながら、依頼を行

っているところです。借り換え資金についての、

両組合の借り換え資金に対しての期待度は非常

に大きいんですが、現状はそのような形で、枠

等で厳しい状況にあることを回答させていただ

きます。

　それから、起業支援についての想定される事

業効果について、質問に対してお答えいたしま

す。

　先ほど申し上げました本市での申請が多かっ

た理由としまして、先ほども説明しましたとお

り、事業の取り組み、スキームが、本市が推進

している観光振興と産業の６次化といった命題

と同じであったことと、雇用を拡大し、販売の

強化等を行った事業を大きくしていこうとする

比較的若い民間企業や、新分野への進出しよう

としていた企業が多かったことが挙げられます。

特に、水産関係では４つの事業を想定しており

ます。このうち３つは、市内の民間水産業者が

対象となっております。想定している事業費は

6,500万円で、これによる新規雇用者は18人にな

る予定です。募集する企業は、販売を海外に求

めたり、新たな加工施設をつくろうとする企業

を想定しており、事業の活用により、人件費や

販路拡大のための旅費、宣伝費などの経費への

活用が見込まれるところであります。

　以上であります。

〇農林課長（池松　烈）それでは、平成24年

度及び25年度の整備状況についてでございます

が、国の平成24年度の景気対策のための大型補

正によりまして、24年度及び25年度ともに大幅

に事業費の増額を行うことになったところでご

ざいます。

　それではまず、24年度の実施状況でございま

すが、農業生産基盤整備の農道整備３路線、後

平１農道、後平３農道、池田農道の測量設計委

託と、地質調査の支持力調査８カ所を実施して

いるところでございます。

　25年度の予定でございますが、農業生産基盤

整備の農業用用排水施設整備、ため池１カ所、

団地１カ所、用水路３路線、排水路２路線、農

道整備12路線の整備の実施を予定しているとこ

ろでございまして、そのほか、今申し上げまし

た整備予定箇所の事業の進捗状況を見ながら、

圃場整備１団地の農地の一筆測量を予定に入れ

ていきたいとの大隅地域振興局の担当者のお話

でございました。

　また、事業費の大幅増額によりまして、事業

実施の御心配をいただいているわけでございま

すが、本市の役割でもあります調査・調整及び

用地交渉等の環境整備を、土地改良区を初めと

しました本市の関係機関と連携を図りながら、

事業推進を図っていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）福岡浦谷線の排水に

ついて、お答えいたします。

　御質問の箇所は、林道で整備された道路で、

馬の背になっているところでございますが、道

路勾配も一番低い箇所であるため、水が集まっ

てくる箇所でもございます。この箇所の下側は、

東側に飛岡新ため池、西側に岡の三角ため池が

ございますが、ここには道路横断側溝が設置し

てあります。この排水の流末は飛岡新ため池の

ほうに流れる構造になっていますが、一部灰が

たまっているようですので、これも除去するな

り、対策もとりたいと思います。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　水産業の振興でございます。
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　国・県の借り換え資金についても、課長のほ

うでもいろいろ御支援をいただきたいと思いま

す。

　今、両漁協が垂水市のほうから振興資金を借

りております。両漁協も、普通であれば損失補

償をしていただきたいと、何回も要望をしたわ

けですけれども、このやっぱり損失補償につい

てはなかなか実現が難しいというような状況で、

できないというような状況だったと思いますけ

れども、そこで、この振興資金を両漁協に１億

円ずつ貸していただいて事業運営をしているわ

けですけれども、これが今、ちょっと少なくな

りまして、垂水市漁協は9,000万円という状況に

なっているんですけれども、今のこの状況の中

で、今後、少なくなる状況が想定してあるんで

すけれども、この水産業の苦しい状況の中で、

それでいいのかと私は思います。

　できたら、この１億円、最初借りたわけです

から、損失補償もできないのであれば、垂水市

の漁業の振興のためにも、私は枠をかえって拡

大していただきたいというのが、一番の私のお

願いです。そういうことを想定しながら、9,000

万円というのは維持しながら、それをできたら

上乗せしていただければなというのが私のお願

いですけれども、そしてまた、一応期間も決ま

っておりますので、期間の延長とかというよう

なことを考えていただければありがたいんです

けれども、新しいそういう制度があればいいん

ですけれども、今の状況はなかなか、資金が必

要だという漁業の今の状況です。これはもう市

長も課長もよく知っていらっしゃると私は思い

ますので、ここで助けてやらんと両漁協もなか

なか苦しいという状況ですので、市長、ここで

市長の、そういった漁業者の声をどうにか私は

反映していただきたいという気持ちですので、

そこら辺をひとつ市長のお気持ちをお聞かせい

ただきたいと思います。

　中山間総合整備事業ですけれども、今、課長

のほうでいろいろ説明していただきまして、本

当に大きな路線が今後、予定されております。

３億幾らの予算化なんですけれども、なかなか

事業が全部できればいいんですけれども、でき

たらそれが全部消化できるように、ひとつ地権

者とのまた交渉もあるでしょうけれども、ひと

つ農林課のほうも、土地改良区がありますので、

地域の代表の方々と一生懸命折衝をしながら、

地域のためになる事業ですので、ひとつ実現を

するようにお願いしたいと思います。

　私たちの協和地区のほうも、米山のため池と

鶴田地区の、鶴田地区というのは脇登のトンネ

ルのところなんですけれども、ここのパイプラ

イン化をお願いしているわけです。それと飛岡

地区の耕地整理なんですけれども、みんな期待

をしているんですけれども、この進捗状況はわ

かっておったらお知らせいただきたいと思いま

す。

　道路の整備については、ひとつ現場を見てい

ただいたと思うんですけれども、よろしくお願

いします。海潟のほうで、降灰がひどかった地

域でロードスイーパーがとれなかったとか、と

り残した分を、人力で市のほうでとっていらっ

しゃるようです。私も現場を見て、きれいにさ

れているわけですけれども、この事業の状況、

これはどういった状況でこうしてとり行ってい

られるのか。地域の人は大変喜んでいらっしゃ

います。これを全体的にまた広げていただけれ

ばいいんですけれども、ここら辺をひとつお教

えいただきたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）水産振興についてのただ

いまの質問にお答えをいたします。

　先ほど担当課長が申し上げましたとおり、経

営は両漁協とも非常に厳しい状況にあるという

ことは認識をしております。しかし、水産業は

農業と同時に、１次産業の中心でもありますし、

若い後継者も多くおられますことから、組織経

営に垂水市も対応、援助していかなければなら
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ないのはそのとおりであるというふうに思って

おります。

　しかし、損失補償を行う環境、条件が十分に

整っておらず、現状では市の損失補償は考えて

おりません。しかし、何らかの支援が必要であ

るのは、先ほどもお話ししましたけれども、そ

のとおりでございまして、現在行っております

振興資金については、損失補償のかわりに、現

状をしっかり把握して要望等をお聞きして、9,

000万円から7,000万円、さらに5,000万円という

協定はございますけれども、現状の危機的状況

を考慮しますと、水産業振興のためには、期間

の延長や額の据え置き、拡大等も含めて、支援

が必要であるというふうに思います。しっかり

と議会の皆様に提案をして、協議をお願いした

いと思っております。また、そのことは担当課

長にも指示しております。加えまして、県や国

に対しても、効果的な施策の具現化をお願いし

ているところでございます。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）それでは、実施予定

地区の協和地区の中の米山ため池、鶴田団地、

飛岡団地の進捗の状況について、報告させてい

ただきます。

　まずもって、この地区の事業計画策定に向け

ての準備段階におきましては、同意を初めとし

ました意見調整等に多大な御協力をいただいた

ことに感謝いたします。

　２回目の答弁と一部重複するところはござい

ますが、御理解いただきたいと思います。

　まず、米山ため池でございますが、施設の老

朽化が激しく、調節板を人力で引き上げなけれ

ばならない状況のため多大な労力を費やしてい

る状況でございましたが、今年度の事業実施に

よりまして、維持管理労力の節減と計画的な用

水確保を図ることが可能になります。

　次に、鶴田団地でございますが、近年、施設

野菜や転作などによります複合的な営農形態が

進行しつつある中、用水を山からの水やため池

の利用等、用水の確保に苦慮されている状況で

ございましたが、今年度の事業実施によりまし

て、用水の有効利用を図るためのパイプライン

化が図られます。

　最後に、飛岡団地でございますが、山と川に

挟まれた水田地帯であり、未整備に加え、不整

形な小区画であるため、農作業時の作業効率が

極めて悪く、多大な労力を費やしている状況で

ございましたが、区画整理を行うことで大型農

業車両並びに大型機械の導入を図り、農業所得

の向上と近代化農業の確立を目指していくこと

ができると考えられております。

　今年度は、他の整備予定箇所の事業の進捗状

況を見ながら、農地の一筆測量を予定に入れて

いきたいという担当者のお話でございました。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）集落内の降灰除去に

ついて、お答えいたします。

　道路降灰除去は、桜島が噴火し、降灰があっ

た後、現場の状況を確認し、除去の必要があれ

ば出動を依頼することになっていますが、４月

以降は降灰量は激減しているところであり、補

助基準になる降灰もないため出動もかけていな

いところでございます。

　しかし、今まで降っていた灰や風によって飛

ばされてきた灰が、風の吹きだまりになる道路

にはかなりたまっているところも見受けられて

いたため、市内の状況を確認に行きまして、今

現在契約している業者に、その区間内にある集

落道や農道の降灰除去を、これは市の単独費を

使いましてお願いしているところでございます。

また、５月末に爆発した降灰は牛根側に流れた

ようでございまして、二川地区にはかなりの降

灰があったため、県道垂水大崎線は大隅地域振

興局に依頼し除去していただき、市道につきま

しては環境整備班で除去したところでございま

す。
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　以上でございます。

〇川畑三郎議員　ありがとうございます。それ

ぞれいろいろ頑張っていてもらって、ありがた

く思います。

　水産業の振興については、市長も御存じだと

思いますので、ひとつ両漁協に温かい支援を伸

べていただきたいと思います。

　課長も４月にかわられまして、一生懸命、今、

頑張っていられるようです。ですから、ちょい

ちょい両漁協に足を運んでいただきまして、状

況を把握しながら支援をしていただきたいとい

うことをお願いしておきます。

　起業支援の事業については、今後のスケジュー

ル等についてお聞きしたかったんですけれども、

これは１年間だけの事業ということのようです

ので、これが引き続き実施できればいいなとは

思うんですけれども、そこら辺をしっかりと把

握して、この事業で支援をしていただきたいと

要望していきたいと思います。

　中山間総合整備事業については、本当に大き

な事業がたくさんありますので、ひとつ地域の

方々と一緒になって取り組んで、事業をしっか

りとやり遂げていただきたいということをお願

いいたしたいと思います。

　道路整備について、一番私も喜んだのが、今、

単独で降灰をとっているという状況を私も見る

んですけれども、特に、海潟のほうは、やっぱ

り状況が多いわけですけれども、とった後を見

ますと灰がひとつも残っていないという状況で、

灰が降らなくなってから私も言われました。私

と話しした２日ぐらい後に、もうとったもんで

すから、私としてはですね、「おまんさあが言

うたな、おまえが力は大きいなあ」ということ

も言われましたけれども、私は「うんうん」と

それだけでした。それだけ頑張って、私はもう

土木課長も一生懸命だと知っていますので、そ

んなふうに取り組んでいただいたというのは本

当にありがたいなと思います。こういうことを

また続けて、特にまた市道、そういう道路では

なくて農道もそういう状況が私はたくさんある

と思いますので、大きい車を出して、そこら辺

も今後ひとつ頑張ってきれいにしていただきた

いと、もうこれは要望にしておきますので、ひ

とつよろしくお願いいたします。

　そういったことで、私の質問を終わります。

〇議長（森　正勝）次に、10番池山節夫議員

の質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　それでは、議長に発言の許可

をいただきましたので、さきに通告しておきま

した順に従いまして質問をしてまいります。

　まず、市政運営について、６項目質問通告を

しておりましたが、３番目のふるさと納税につ

いては、川越議員の質問で理解をいたしました

ので割愛をいたします。

　九州電力値上げの影響と対策について。九電

は、大口向け電気料金を４月から値上げをいた

しましたが、値上げ以降の垂水市の公共施設の

電気料金の負担増加分、それと節電対策につい

て、伺います。

　来年４月にパソコンの基本ソフト、ウィンド

ウズＸＰのサポート期間が終了しますが、鹿児

島市では、行政で使用する約2,700台を、リース

時期に合わせて2012年までに全て更新をしてお

ります。鹿児島大学でも、職員が使う800台のう

ち約500台のＸＰを、今年度中にパソコンの買い

かえとか、基本ソフトのアップグレードで対応

するようです。垂水市での対応について、教え

てください。

　「魅力ある観光」、これに「地」を入れてく

ださい、観光地事業として、観光振興と６次産

業化については、３月議会において数人の同僚

議員から質問がありましたが、３月議会以降の

動きと今後の活性化対策について、伺います。

　図書館運営については、時間延長や休館日の

問題などこれまでも質問がありましたが、佐賀
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県武雄市では、ＴＳＵＴＡＹＡの運営会社を指

定管理者にして４月からオープンをいたしまし

た。開館時間は午前９時から午後９時までで年

中無休でありましたが、来館者がふえて午後11

時までに延長したそうです。樋渡市長は、これ

からの図書館には大衆化が必要で、これまで図

書館に来なかった人にいかにリーチするか、そ

れが公共施設としての図書館の役割だと言いま

す。図書館運営のあり方について、考えをお聞

かせください。

　教育再生に向けて、教育委員会制度改革の提

言がまとめられました。教育長の責任・権限一

元化について、市長と教育長に現時点での考え

を伺います。

　学校教育について。

　体力テストと学力テストについて、鹿児島県

と垂水市の現状をお聞かせください。

　学校を週６日制にという議論がありますが、

既に月２回から３回、土曜日の授業を行ってい

る自治体があります。小学校英語の正式教科問

題とあわせて、今後の課題や対応について、伺

います。

　学校の防災訓練について。神奈川県鎌倉市で

は昨年８月、津波が発生した際に高台の避難所

まで徒歩で何分かかるか、色分けをした「逃げ

地図」を作成をいたしました。桜島の海底噴火

による津波は、北側噴火の場合、垂水市では牛

根だと思いますが、垂水市では5.82メートル、

北東側の場合、7.68メートルと想定されており

ます。東日本大震災が発生したとき、岩手県釜

石市では地震直後に子供たちが逃げ始め、大津

波の中、幼稚園児や高齢者を助けながら、市内

の小・中学生約3,000人のほとんどが無事で、こ

れは釜石市の奇跡と呼ばれております。川越議

員の質問で、学校からはすぐ裏山に逃げるとい

う答弁がありましたが、訓練について伺います。

　給食アレルギーについて。給食でアレルギー

の原因食材を口に入れ、治療を受けるケースが

増加傾向にあり、対策の徹底が急務だと言われ

ます。小学生の食物アレルギーの６割は、それ

までアレルギー症状を起こしたことのない児童

に起きており、繰り返さないためには、献立表

を事前に確認し、給食の食材を１回は家庭で食

べさせて様子を見たりする必要があるようです。

取り組みについて、教えてください。

　学校図書館について。新しい学習指導要領に

なって教科書で紹介される本がふえ、学校図書

館を利用する授業がふえているそうです。学校

図書館を、学習情報センターとしての役割を充

実させるために、国は、新学校図書館図書整備

５か年計画で、蔵書数の更新に単年度で200億円、

教材として活用する新聞の配備のための費用と

して年間15億円を予算措置しております。これ

は交付税の中に含まれていてはっきりしない金

額になっているんですが、垂水市の小・中学校

の図書館について、伺います。

　就学援助は、８月から引き下げる方針が決ま

った生活保護の基準額が適用の目安になってお

り、対象から外れる子供が出るおそれがありま

す。市町村によって、援助の範囲や制度の周知

方法にはばらつきがあるようです。垂水市での

対応について、お聞かせください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇財政課長（野妻正美）池山議員の九電の料

金値上げによる影響と対策について、お答えい

たします。

　九電は、契約電力50キロワット以上の高圧受

電の企業向け電気料金を４月から契約更改時に

平均11.94％、家庭向け電気料金を５月から平均

6.23％の値上げを実施しています。本市の市役

所庁舎を初め、学校、文化会館、公民館、堆肥

センター等の公共施設における平成24年度の電

気消費量を申しますと、約406万キロワットで、

電気料金は8,730万円ほどとなっております。

公共施設には、高圧または低圧で受電している

施設が混在しており、また、値上げ率も施設に
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よりそれぞれ異なり、電気料金の値上げの影響

額を算定するには難しいものがありますが、九

電からの資料等を参考にその影響額を試算して

みますと、施設全体での平均値上げ率は８％ほ

どとなる見込みで、金額にしますと700万円ほど

高くなると思われます。

　今までも節電には全庁挙げて取り組んできて

おりますが、値上げ分の影響を緩和するために

は、これまで以上に各施設での節電に対する取

り組みが必要であると考えております。現在の

取り組みとしまして、クールビズ・ウォームビ

ズの実施、空調機の温度設定、照明の分電や間

引き、昼休み等の消灯及びＯＡ機器のシャット

ダウン、グリーンカーテン等を実施していると

ころでございます。

　今後も、小さな積み重ねではございますが、

職員一人一人が意識を持ち、全庁的に電力消費

量の軽減ができるよう取り組みの強化を図って

まいります。

　以上でございます。

〇生活環境課長（村山芳秀）電力の値上げに

関連しまして、生活環境課での取り組み及び対

策について、補足して御説明申し上げます。

　電力を初めとする温室効果ガスの排出削減に

向けた取り組みについて、平成19年７月に垂水

市地球温暖化対策実行計画を策定し、約６年が

経過し、この実行計画に基づいて、消防を含め

て市役所全体で取り組んでいるところでござい

ます。

　取り組み等につきましては先ほど財政課長の

ほうからありましたので省略いたしますが、こ

の実行計画は、平成27年度までに６％の温室効

果ガス排出量の削減を目指すもので、先月、こ

れまでの実績、評価及び今後の方策について中

間報告を行い、市のホームページへも掲載した

ところでございます。

　具体的には、毎年、電気を初め、灯油、重油、

ガソリン、軽油及びＬＰガスの使用量を各課か

ら提出していただき、年間のエネルギー消費量

を算定いたしまして国に報告をしております。

また、職員の責務としまして、要綱の中で温室

効果ガスの排出削減に取り組むよう明記されて

おり、この実行計画に基づく評価や改善点、そ

して方向性につきましては、全課長で組織をし

ております垂水市地球温暖化対策実行計画推進

本部で協議・確認をすることとしております。

　今後とも、点検・見直し・実行のサイクルに

より節電に取り組んでまいりますとともに、そ

のほか、ガソリン等の燃料の節減につきまして

も一層の取り組みを進めるよう各課へ呼びかけ

ていく方針でございます。

　以上でございます。

〇企画課長（前木場強也）ウィンドウズＸＰ

のサポート終了について、お答えいたします。

　ＩＴ業界においては、パソコンの基本ソフト

「ウィンドウズＸＰ」の延長サポートが2014年

４月８日をもって終了するため、社会的問題と

して新聞等でも取り上げられていますが、本市

における基本ソフトの現状は、今年度４月現在

の台数を申し上げますと、庁内ネットワークに

接続されたパソコンは、学校や地区公民館など

を含め698台存在します。そのうち、ウィンドウ

ズＸＰを基本ソフトとするパソコンは662台、ウ

ィンドウズビスタが２台、ウィンドウズ７が34

台存在します。一般的に延長サポートを終了し

たパソコンをサポート期限以降に使用すること

は、ウイルスやサイバー攻撃などの危険性が増

す機器となりますが、数年前からサポート終了

は想定しておりましたので、ほかにさまざまな

対策をとっております。

　セキュリティーの観点から、対策の具体的な

内容は差し控えますが、かいつまんで申し上げ

ますと、インターネット接続やメールを受信す

るに当たり、パソコン側で閲覧する前にウイル

ススキャンをし、対処できる仕組みや、外部か

らの攻撃に対しても、ネットワークの通信状況
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を常に監視し、不審な通信を検出すると自動的

に遮断できる仕組みなどを構築しております。

さらに、庁内ネットワークが安全性の確保され

た環境であるか否かを判断するために、財団法

人地方自治情報センターに委託し、第三者的な

目線で庁内ネットワーク環境を月１回のペース

で調査をしていただいており、現在のところ、

改善点の指摘はありません。

　このようなことから、ウィンドウズＸＰを基

本ソフトとするパソコンは、庁内のネットワー

ク内で使用することを限定しますと、サポート

終了と同時に危険性が増すわけではないという

ふうに認識しております。

　662台のパソコンを更新するには、予算規模と

して１億円程度の費用が必要とされるため、基

本ソフトのリリースサイクル、次世代システム

の動向及び使用年数などを考慮し、適切な時期

に更新できるように計画してまいりたいという

ふうに考えております。

　以上でございます。

〇水産商工観光課長（山口親志）魅力ある観

光地づくり事業について、お答えいたします。

　魅力ある観光地づくり事業は、鹿児島県が、

九州新幹線全線開業により本県を訪れた観光客

の受け入れ体制の充実を行うため、平成20年度

より、街並み整備、錦江湾岸の景観整備、沿道

修景や案内標識の整備等により、個性的で潤い

のある街並み景観や良好な道路空間・沿道環境

等の整備や、にぎわい回廊整備事業として、地

域の特性・個性・伝統文化等を生かした良好な

街並み景観の形成、観光地や観光資源等へのア

クセスする良好な道路空間や沿道環境の形成、

錦江湾岸の魅力ある景観形成、観光客に的確な

情報を提供するためのわかりやすい案内標識等

の整備、自然環境の保全及び自然とのふれあい

を推進する登山道等の整備などを行っている事

業であります。

　本市は、にぎわい回廊整備事業、錦江湾しお

かぜ街道景観整備事業でありますが、にぎわい

回廊整備事業としまして、平成20年度に道の駅

のボードウォークを整備していただき、21年度

には、鹿児島湾に映えるアコウ並木で有名な宮

脇公園の芝張り、ベンチや外灯、駐車場、トイ

レなどの整備を行っております。

　22年度には、海潟漁港に隣接する垂水市漁協

の土地、桜公園に、漁業体験や修学旅行生を対

象とした大型の駐車場やトイレの整備、海潟漁

港から荒崎に至る沿岸の景観整備を行っており

ます。また、小浜の旧道の海岸部分の景観整備

やベンチの整備を行っております。

　平成23年度には、たるみず千本イチョウ園の

駐車場の整備を行い、御存じのとおり、その年

から千本イチョウが大ブームになったところで

ございます。また、牛根麓地区にありました埋

没鳥居の展望所としての整備を行い、牛根埋没

鳥居展望公園として話題となったところです。

　24年度は、猿ヶ城渓谷、森の駅に隣接する約

2,000平米の市有地に、ベンチやあずまや、手洗

所、駐車スペース案内板を備えた多目的駐車場

の整備、牛根麓地区における宇喜多秀家公の潜

居地跡を、周辺の皆様の御協力をいただき、遊

歩道の整備や観光案内板、駐車場の整備などを

行ったところです。

　この５年間で９カ所を、約３億円以上の事業

費を使って整備していただいたところでありま

す。

　今後の予定といたしましては、本年度は、こ

れまでの事業の継続事業としまして、海潟地区

の護岸の整備や、猿ヶ城渓谷の旧キャンプ場と

森の駅たるみずを結ぶ遊歩道の整備、牛根麓地

区における歴史遺産、陵や宇喜多秀家潜居地の

展望所等の観光資源としての整備、千本イチョ

ウ園展望所整備事業等を行っていただく予定で

あります。

　次に、産業の６次化につきましては、先ほど

も川畑議員の質問の中でお答えしましたが、今
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回補正予算としまして計上させていただいた起

業支援事業により、民間企業による漁業・農業

の加工事業の拡大や、販売強化による販売拡大、

新商品の開発などを目的とした事業実施を予定

しており、雇用の確保とあわせて、加工を中心

とした農水産業の６次化の進展が図られるもの

と期待しております。このことが、観光振興と

６次産業化にもつながっていくんじゃないかと

思っているところであります。

　以上であります。

〇市長（尾脇雅弥）池山議員の市政運営につ

いての５番目、図書館の運営について、お答え

をいたします。

　武雄市の図書館は、新聞報道等によりますと、

池山議員のお示しのとおり、蔦屋書店の運営会

社であるＣＣＣ、カルチュア・コンビニエンス・

クラブが指定管理業者として参画し、全国的に

も例を見ない斬新な企業形態を持った市立図書

館として本年４月にオープンし、館内では書籍・

雑誌の販売や、ＤＶＤレンタル、また、コーヒー

チェーン「スターバックス」が出店をし、オー

プン以来２カ月間の来館者数が20万人を超えた

などの報道がなされました。

　垂水市立図書館の場合においては、現在、兼

務の図書館長、司書がおりますが、通常は臨時

職員が２名から３名で対応しております。

　本市における指定管理者制度導入につきまし

ては、平成20年度に調査・検討がなされた結果、

指定管理にはなじまないとの決定がなされ、直

営のままで現在に至っております。

　指定管理になじまない理由といたしましては、

既に臨時職員のみで運営しており、指定管理に

するより効率的であること、住民サービス向上

の利点を見出すことが困難であること、市内の

指定管理の受け皿となる団体が育っていないな

どのような理由があります。

　このような調査・検討結果や、武雄市のよう

に企業と一体となった運営をする場合、現在の

市立図書館では十分なスペースもないことから、

武雄市と同じような形態は難しい面があります。

　しかしながら、今回の例は官と民とが融合し

た成功例でございますので、今後、市政を進め

る上で学ぶべきものは学んで、活用できるもの

は活用してまいりたいと考えております。

　本市の市立図書館は、垂水市民にとっての知

識と情報を得るための重要な施設であることか

ら、今後とも、市民のニーズに沿っていろいろ

な事業を展開し、市民の親しみやすい施設とな

るよう、また多くの市民の方々に利用していた

だけるよう、御指摘いただきました考え方も参

考に努めてまいりたいと考えております。

　次に、教育問題の質問にお答えをいたします。

　地方自治体における行政責任は、その多くを

首長が負っているわけでありますけれども、教

育に関する事務については、主に首長から独立

した教育委員会が責任を負っております。教育

長は本来、教育委員会の指揮監督を受けて、教

育委員会の事務局を統括する役割を担い、教育

長以外の教育委員は非常勤であることから、い

ろいろな問題について誰が責任をとるのか明確

でないとの指摘が以前からあったところでござ

います。

　このような中、近年、県外において発生した

中学生のいじめ問題での教育委員会の後手後手

の対応が批判され、そのことが引き金となり、

教育委員会制度の見直しが進められていると認

識をしております。

　議員の発言のとおり、本年４月15日に、首相

の諮問機関であります教育再生実行会議におい

て、教育長を地方教育の最高責任者と位置づけ、

首長が任命する内容の提言がなされました。今

回の制度改革案の目的に、教育行政の責任体制

を明確にすることが挙げられており、このこと

は重要なことであると考えております。

　現行の教育委員会制度は、教育の中立性や継

続性、安定性を確保するため独立した合議制執
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行機関として設けられたものでありますが、議

会には条例や予算の議決権、及び教育委員の任

命に係る同意権が付与されております。また、

市長は、教育委員会及び市長部局など各執行機

関の行政機能の一体性を確保すべく、地方公共

団体の長としての地位にあることから、教育行

政についても、議会との連携のもと、総合的・

一体的な運営が行われるよう努めているところ

であります。

　このように、現段階において、現行制度は基

本的な部分においてすぐれた制度であることか

ら、市長部局と教育委員会が緊密な連携を図り

ながら本市の教育行政に努力することで、目的

が達成できると考えております。

　今後、文部科学大臣の諮問機関であります中

央教育審議会において、教育委員会制度のあり

方について審議されることになっておりますが、

いずれにしましても、児童生徒の存在を念頭に

置いた制度設計がなされることが重要であると

考えております。今後、国の推移を見守りたい

と考えております。

〇教育長（長濱重光）国の教育委員会制度改

革が行われれば、教育長は理念どおり教育行政

を行えるが、批判を受けることになる。過渡期

にその職にある教育長の思いについての池山議

員の御質問でございます。

　お答えいたします。

　政府の教育再生実行会議における教育委員会

制度改革についての提言は、これまでの教育委

員の中から教育長を選ぶことをやめて、常勤職

として教育行政の責任者に位置づけた上で、首

長に任命権を与えるとの内容になっております。

これは、教育長を教育行政の責任者と位置づけ、

責任と権限を一元化することを目的としている

ものと理解しております。

　この教育委員会制度改革論議の背景の１つに

は、今、市長も答弁されましたように、ここ数

年、他県において、いじめ問題が原因となり、

中学生がみずから命を絶つなどの事案が発生し

た際の教育委員会の対応がしばしば後手に回り、

事態の掌握力や学校現場への指導力不足、及び

指導のあり方に批判が強まったこと、２つ目に

は、現行の教育委員会制度は、合議制の執行機

関である教育委員会とその代表者である教育委

員長、そして事務局の統括者である教育長の間

での責任の所在が不明確であること、さらには、

教育委員会の形骸化や危機管理能力の不足とい

った課題などが背景にあると認識いたしており

ます。

　このような背景や現行の教育委員会制度の中、

私は、昨年11月に議会の同意をいただいた後、

教育委員の互選によりまして教育長に就任いた

しましたが、今日まで、常に教育委員会事務局

の責任者として、自覚と責任感を持って教育行

政を進めてまいりました。

　今後、仮に国におきまして、教育長を常勤職

とし、教育行政の責任者に位置づける法整備が

なされた場合、今まで以上に責任が重くなりま

すことから、さらに強い責任感を持ち、教育行

政に携わる覚悟が必要であると考えております。

　以上でございます。

〇学校教育課長（牧　浩寿）それでは、池山

議員の体力テスト及び学力テストについての御

質問にお答えいたします。

　垂水市では、全国及び県で実施されておりま

す調査等に基づき、体力面では、小学２・４・

５・６年生と中学１・２年生を対象に体力・運

動能力調査を実施しております。また学力面で

は、小学６年生と中学３年生を対象にした全国

学力・学習状況調査、小学５年生と中学１・２

年生を対象にした基礎・基本定着度調査を実施

しております。さらには、市が予算化して市内

の全小・中学校で、小学１年生を除く全学年を

対象に標準学力検査ＮＲＴを実施しております。

そこで、これらの調査結果をもとに、本市児童

生徒の体力と学力の現状について御説明いたし
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ます。

　まず、体力につきましては、昨年度実施した

体力・運動能力調査において、学年や性別によ

って違いはございますが、長座体前屈は多くの

学年で全国平均を上回っているものの、握力・

上体起こし・反復横跳び・20メートルシャトル

ラン・50メートル走・立ち幅跳び・ソフトボー

ル投げの種目は、全体的に全国平均を下回って

おります。

　次に、学力につきましては、本年度実施され

た全国学力・学習状況調査及び標準学力検査Ｎ

ＲＴの結果がまだ出ておりませんので、一番新

しいデータとして、本年１月に実施された県の

基礎・基本定着度調査の結果について御説明い

たします。

　この調査におきまして、県は、通過率70％以

上をおおむね良好であると捉えておりますが、

小学５年生におきまして、国語・社会・算数・

理科の全教科において通過率70％を超えました。

中学１・２年生におきましては、通過率70％を

超えなかった教科もありましたが、中学１年生

の英語は通過率80％を超えております。

また、県平均と比較してみますと、小学５年生

は、算数だけが0.9ポイント下回りましたが、他

の教科は全て県平均を上回りました。中学１・

２年生は、県平均に及ばなかった教科もありま

したが、教科によっては、地区平均を上回って

おります。

　以上、本市児童生徒の体力と学力の現状につ

いて御説明いたしましたが、多くの課題が残る

のも事実でございます。したがいまして、本年

度は学力及び体力・運動能力の向上を重点課題

として位置づけ、諸施策を展開しながら、課題

の解決に努めてまいります。

　続きまして、週５日制についての御質問にお

答えいたします。

〇議長（森　正勝）週６日制。

〇学校教育課長（牧　浩寿）大変失礼いたし

ました。週５日制は現在でございます。週６日

制についての御質問にお答えいたします。

　御存じのとおり、現行の完全学校週５日制が

始まりまして10年余りが経過いたしました。昨

今、教育再生実行会議で学校教育に係るさまざ

まな問題点等の議論がなされており、その中の

１つに、御質問の週６日制のことがございます。

　現在、全国的に見ますと、毎日新聞の調査で

は、土曜授業を実施している12都府県のうち、

東京都、京都府など６都府県が、月２回を上限

に土曜授業を実施しているようであります。鹿

児島県におきましては、私立の一部の学校にお

いて週６日制を導入しているようですが、公立

の学校におきましては週６日制を導入している

学校はございません。

　週６日制に踏み込めない理由の１つに、学校

週５日制の狙いが十分に定着し、土曜日に例え

ばスポーツ少年団の活動や地域の行事、またさ

まざまな体験活動等が実施されているという背

景があります。文部科学省では、現在、具体的

な制度設計を検討中ということであり、今後の

国の動向や県の対応策等を踏まえ、対処してま

いりたいと考えております。

　引き続きまして、小学校の英語の正式教科化

についての御質問にお答えいたします。

　小学校では、平成20年の学習指導要領の改訂

に伴い、平成23年度から小学５・６年生を対象

に、各学年、年間35時間の外国語活動の授業が

行われております。この学習では、外国語を通

じて言語や文化について体験的な理解を深め、

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態

度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現

に慣れ親しませながら、コミュニケーション能

力の素地を養うことを目標にしております。ま

た、取り扱う外国語は原則として英語となって

おります。

　これらのことを踏まえ、現在、垂水市を初め

全国の小学校では、外国語活動の目標を達成す
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るためにさまざまな英語の学習が行われている

ところでございますが、本年５月に教育再生実

行会議が、これからの大学教育等のあり方につ

いての提言を行いました。その中で、小学校の

英語学習の抜本的拡充として、実施学年の早期

化や指導時間の増加、教科化などが提言されて

おります。

　今後、文部科学省では、この提言を受けて、

小学校の外国語活動のあり方を見直すことにな

ると思いますが、具体的な改訂は早くても４～

５年後が予想されます。したがいまして、垂水

市教育委員会といたしましては、国の動向を注

視しながら、本市における小学校外国語活動の

充実が図られるよう指導・支援してまいりたい

と考えております。

　続きまして、学校の防災訓練についての御質

問にお答えいたします。

　市内の各小・中学校におきましては、さきの

東日本大震災を受け、地震・津波発生時対応マ

ニュアルを全小・中学校が作成し、各学校では、

これに基づいて年に２回から３回、災害に備え

た避難行動についての訓練を実施しております。

　避難場所につきましては、校舎裏の高台、校

舎の屋上、定住促進住宅など、各学校の実態に

応じた場所を確保し、抜き打ちで訓練を行った

り、地域の方々も参加しての緊急事態を想定し

た訓練を実施しているところでございます。

　議員が懸念しておられる、緊急時に児童生徒

が自主的に避難できる体制づくりにつきまして

は、日ごろから自然災害に対する危機意識を持

ち、自分の命は自分で守るということや、いざ

というときにきちんとした対応をとることがで

きるように判断力を身につけさせるなど、実効

性のある訓練をすることが大切であると考えて

おります。

　しかしながら、桜島の大噴火、それに伴う海

底地震や大津波の発生につきましては、さまざ

まな研究者の提言等もございますことから、そ

れらの考え等も十分に踏まえながら、常に危機

意識を持ち、より実効性のある訓練のあり方に

ついて各学校への指導を充実させてまいりたい

と考えております。

　続きまして、給食アレルギーについての御質

問にお答えいたします。

　本市の食物アレルギー対応給食実施基準にお

ける実態調査では、本年６月現在、小学校５人、

中学校３人の児童生徒が食物アレルギーである

と確認されており、いずれも医師の診断による

ものでございます。

　現在のところ、アナフィラキシーショック症

状により、アドレナリン製剤、通称エピペンを

使用しなければならない児童生徒は本市にはお

りません。しかしながら、東京都調布市の事例

に見られますように、食物アレルギーによる事

故は学校で発生する場合が多いことから、事故

を防止する手だてといたしまして、学校、栄養

教諭、保護者との連携のもと、学校給食センター

におきまして除去食や代替食による対応を図っ

ているところでございます。

　市教育委員会といたしましては、給食センター

所長、栄養教諭、行政担当者から成るアレルギー

対応食検討委員会を随時開催し、保護者からの

申請書類をもとに、当該児童生徒へのきめ細か

な対応を図っているところでございます。

　さらに、現在、保健主任研修会、養護教諭等

研修会、管理職研修会におきまして、エピペン

の取り扱いを含めた食物アレルギー対応マニュ

アルに基づく取り組みを行うように指導してい

るところでございます。

　今後とも、学校給食担当者の連携を強化する

とともに、食物アレルギーの児童生徒がいる学

校におきましては、全教職員が情報を共有し、

子供の安全を第一に考えた学校給食運営の充実

を図ってまいりたいと考えております。

　続きまして、学校図書館についての御質問に

お答えいたします。
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　まず、各小・中学校の学校図書館蔵書の充足

率についてでございますが、文部科学省が示し

ております学校図書館図書標準によりますと、

平成25年３月の時点で、新城小学校103.3％、垂

水小学校114.3％、水之上小学校70.1％、柊原小

学校119.4％、協和小学校114.4％、牛根小学校

81.9％、松ヶ崎小学校86.3％、境小学校98.7％、

垂水中央中学校108.4％となっております。各学

校で充足率にばらつきがございますのは、一般

の方々からの蔵書やＰＴＡからの寄附があった

り、また、購入計画に違いがあったりするため

でございます。

　次に、学校図書館の図書整備に関する予算措

置についてでございますが、平成24年度は、小

学校費で165万5,000円、中学校費で85万円の交

付税算入額に対し、小学校費は158万7,000円で

95.9％、中学校費は75万円で88.2％の予算額と

なっております。したがいまして、地方財政措

置に見合った予算は確保できていないところで

ございます。

　しかしながら、議員も御承知のとおり、地方

交付税に算入されているものの、補助金のよう

に対象事業が限定され交付されるものではござ

いませんので、予算措置は難しい面もございま

す。

　このような状況の中、学校図書の充実を図る

ため、図書の充足率に応じた予算を学校ごとに

配分し、その予算の中で図書購入の工夫に努め

るとともに、市立図書館との連携による移動図

書館の活用を図るなど、さまざまな取り組みを

行っているところでございます。

　続きまして、就学援助についての御質問にお

答えいたします。

　平成25年度の就学援助費の当初認定分につき

ましては、生活扶助基準の見直し以前の基準を

もとに定めている本市の認定基準に基づいて認

定しておりまして、議員御指摘の、外れる可能

性がある対象者はないものと考えております。

また、今後、年度途中に申請があった場合、国

は、今回の生活扶助基準の見直しに伴う他の制

度への影響については、それぞれの制度の趣旨

や目的、実態を考慮しながら、できる限りその

影響が及ばないよう対応することを基本的考え

方とする旨の対応方針を示しており、本市にお

きましても、当初認定同様に、影響のないよう

対応してまいりたいと考えております。

　なお、次年度以降につきましては、どの程度

の影響があるのか現時点では明確にお答えでき

ませんが、今後、国の対応を見守りつつ、必要

に応じて対応を検討してまいりたいと考えてお

ります。

　以上でございます。

〇議長（森　正勝）ここで、答弁漏れがあり

ますので、水産商工観光課長から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。

〇水産商工観光課長（山口親志）申しわけあ

りません。先ほど、魅力ある観光地づくり事業

の中で、垂水市の新港の駐輪場の整備事業の報

告をしておりませんでしたので、追加で報告を

させてください。

　平成23年度事業で実施されました垂水市新港

の駐輪場の整備も、魅力ある観光地づくり事業

で整備をしております。したがいまして、先ほ

ど５年間で９カ所を約４億円以上の事業費と申

し上げましたが、５年間で10カ所の３億2,000万

円以上の事業費ということで訂正をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

〇池山節夫議員　大体いいでしょう。ただ、ち

ょっとだけ、じゃ、２回目、質問をいたします。

　九電のこれ、値上げ、700万円ぐらい影響があ

るということですけど、財政課長、これ個々に

契約するんじゃなくて、北九州だったかな、電

気料金を垂水の公共施設全体をまとめて見積も

って、一括で契約すれば安くなる。北九州市は

そうしようかなと、そうすれば大分安くなると

いうようなのがあったんだけど、その辺のこと
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については検討されてないのか。

　あと、以前も言ったんですけど、ＬＥＤに、

値段が高いけどＬＥＤに順にかえていったら節

電になるんだけどという話も、質問の中でして

いるんですけど、その辺については検討はどん

なふうになっているのか、その２点、教えてく

ださい。

　それから企画課長、ウィンドウズのＸＰに関

しては、庁内ＬＡＮの中に全部ＸＰが接続して

いるから、庁内のでかいサーバーというのかな、

それで全部シャットアウトするから大丈夫なん

だということなんですよね。それでいいのかな

とは思うんですけどね。それでいいんだったら、

鹿児島市なんかも同じようになっているんじゃ

ないかなと私は思うんですよ。

　それで、鹿児島市なんかも、もし同じく、私

は調べてはいないけど、鹿児島市なんかもやっ

ぱり同じように、でかいのがあって、それに庁

内のそういう端末が全部そこへ行っていて、そ

このでかいやつで全部シャットアウトすると、

ウイルスも全部シャットアウトする。同じよう

なシステムにもしなっていて、例えば鹿児島市

とか鹿大なんかが全部入れかえようとしていた

としたら、やっぱりかえる意義があるんじゃな

いかなとは思うんだけど、その辺のことに関し

ては、大丈夫だろうとは思うんですけど、その

辺のことに関してはどうなのかな。その点につ

いて教えてください。

　それと、庁内のこいつに接続していないのが、

やっぱりぱらぱらっとあったりして、それは個々

人で何というのかな、インターネットに接続す

るから、それは関係ない。庁内の情報が抜ける

とか、ウイルスに感染するという危険はその１

台だけになるわけだから、それはそれでいいん

だろうけど、そういう庁内のに接続してなくて、

何か情報が個々にあるようなところがあって、

それで情報が漏れる、抜けるようなことはあり

得ないのか、その点についても、わかったら教

えてください。

　あと、さっき観光振興のところで千本イチョ

ウの展望事業というのがあったけど、その内容

について、どんなことをするのか詳しく教えて

いただけませんかね。

　あと、図書館の運営については、規模が違う

からそんなもんでしょう。武雄市とは違うから

な。提案として、どんなもんかな、やりように

よっては小さな図書館でもやっていけるのかな

と思って質問してみたんですけどね、難しいと

ころはあると思いますね。

　あと、教育長、さっきの答弁で大体いいんで

す。ただ、教育委員会制度がやっぱり変わると。

ちょうどそのときに教育長として職務にあられ

る。そのことについて、どんなふうなのかなと

思って教育長に伺ったんですけどね、やっぱり

今さっきからあるように、市長は選挙で、私は

垂水の行政に関してはこうこう、教育に関して

はこうこうというのをやっぱり訴えて市長にな

っているわけですよ。そういう市長から任命さ

れるんだけど、された途端にやっぱり教育行政

として独立するわけですね。だけど、そこに予

算に関する何というのかな、権限みたいな、予

算配分というかな、その権限に関しては教育長

にはないわけだ。

　その辺のことに関してですね、やっぱり、だ

から予算の権限がないというのと、その教育委

員会の、その非常勤の教育委員会があって、そ

れでそこから選ばれて教育長がいるという変な

組織なもんだから、教育委員会の長は教育委員

長だと、そこから選ばれた教育長が教育の事務

全般を取り仕切っていると。それで、何かあっ

たらまた教育委員会で議論すると。こういう変

な組織だから、何かどこに責任があるのかわか

らないという今の現状なんですよね。

　ただ、私がさっき質問して、教育長、答えら

れたけど、やっぱり、もしこういう改革がある

と、教育長の責任、権限も重くなるけど、責任
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も重くなる。

　それで、教育委員会から独立した教育長にな

るもんだから、教育委員会が、教育長がちゃん

と自分が言ったような、自分が目指した教育行

政を全うしているかどうかの監視をするような

組織になってきて、それがよく働けばいいけど、

悪く言えば今度は欠点をあげつらうような教育

委員会になる可能性もあるわけだ。だから、聞

いたんですけどね。

　それで、学校教育というか、教育委員会の実

績が、実績がというか、ちゃんと評価されない

と、市長が罷免する権限も出てくると。その辺

に関して、権限も強くなる割に責任も重くなっ

て、その責任を問われることも出てくると。そ

の辺のことをちょっと聞いてみたくて聞いたん

ですけど、今もそういうふうな気持ちでやって

いるし、これからもしそうなってもそういうつ

もりでやっていくという答弁でしたから、まあ

いいとは思いますね。聞くまでもなかったよう

な気もするけど、やっぱりここは覚悟の問題で、

一応教育長にこの辺のことをちょっと聞いてみ

たかったんです。

　この点については、先ほどの答弁でよしとし

ます。

　あと、学校教育について種々伺いましたけど、

大体わかりました。

　１つ聞きたいのが、週６日制についてちょっ

と聞いたんですけど、何で週６日制の議論が出

てきているかというと、新しい学習指導要領で

脱ゆとり教育を目指したと。そうするとやっぱ

り授業時間がふえて、小学校低学年でも６時間

の授業があったりすると。そのことを、もうそ

れなら、小学校のもう本当に小さい子に６時間

は大変だろうと、だから、５時間にして土曜日

に回したほうがいいんじゃないかというのが１

つの議論の根本にあると思うんですよ。その辺

のことについての見解をちょっと聞きたいとい

うのと、英語に関しては５～６年先だというか

ら、これとリンクすることはないのかな、ある

のかなと思って聞いたんですけど、そのことに

関してはないですね、今のところは。

　ただ、英語をもうこれから先、国がそう思っ

ているのに、やっぱり英語の教育というのが大

事になってくるとは思うんですよ。そのことに

ついて、英語教育を垂水市の教育行政に重きを

置くとするならば、やはり授業時間の関係から

週６日制の導入というのが必要になってくるん

じゃないかなと思うんだけど、その辺に関して、

難しい面もあるかもしれないけど、考え方を聞

かせてください。

　それから、防災訓練についてはわかりました。

　給食アレルギーなんですけどね、これまでに

食べたことがあったのに急になると、なったり

するんだと。それとか、余りないんだろうけど、

うちでは余り、例えば親が何かを嫌いだから、

これは嫌いだと、例えば何でもいいんですけど、

ピーマンでも何でもいいんだけど、これはもう

親が例えば嫌いだったから、ほとんど食事には

出さなかったと。そうしたら学校給食で混ざっ

ていて、それでアレルギーになるという可能性

だってあるわけですよね。で、初めて食べたと、

うちでは口にしないんだけど、学校で初めて口

にして、それでアレルギーになった。そういう

ことが小学生になって結構あるというので、こ

の質問なんですけど、この辺については、さっ

きもちょっとあったんだけど、学校と家庭との

連絡というか、その辺のことについては十分な

のかなというのが１点と。

　あと、さっきエピペンという注射の話が出た

んですけどね、私は、この注射をしなくて、ど

こだったかな、京都かどっかの子供が、先生が

注射をすれば間に合っていたのに、その注射を

ためらったのが一因じゃないかというようなの

が新聞報道であったんですよね。それで、垂水

市でもそういうことがあり得るのかなと思って

聞いたんだけど、垂水のアレルギーがある子供
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では、そのエピペンを必要とする子供はいない

という答弁だったから、まあいいんですけど、

これから先、もしそういう子が、例えば注射を

必要とする子があらわれたとした場合に、学校

の先生が、お医者さんじゃないのに、アレルギー

症状を起こしたら学校の先生が打たなきゃいけ

ないと。

　それで、さっきの新聞報道では、先生が注射

を打つことをやっぱり医療行為と思ってためら

った。私も打ちたくない、あなたも打ちたくな

いと、もし間違ったらと思うから。それで、や

っぱり結局おくれて、その発作をとめられなか

ったと。この辺のことに対して、もしそういう

子供が出てきたら、学校の先生に対する教育と

いうか、注射を間違いなく打てと、どこでも打

てじゃないんだけど、どこにどう打つんだと、

そういう教育に関して考え方を聞かせてくださ

い。それだけですね。

　あと、就学援助に関しては、生活保護に準拠

するけど、今年度に関しては問題ないというこ

とですから、そういうことでいいでしょう。

　今の点について教えてください。

〇財政課長（野妻正美）池山議員の九電の値

上げの関係の御質問にお答えします。

　具体的には、実際、契約の一本化ということ

で検討はしておりません。今、私が知る限り、

実際、大きな都会のほうでは新電力の供給とい

うのもあるようでございます。そのために入札

にもなじむものと。ただ、こういう地方では、

まだ電力会社が、こちらで言えば九電、ほかの

供給会社自体がまだありませんので、実態とし

てもなじまないのではないかと考えております。

　ただ、公共施設も、もう議員御承知のとおり

40年から50年たっておりまして、老築化してお

り、今後、その維持管理にも多額の費用がかか

ります。そのために、本年度、施設白書を作成

することとしております。先ほど御質問もあり

ましたが、ＬＥＤ化、そういうものについても

電力消費量の削減には大いに貢献するものと考

えております。そのため、施設白書を作成し、

その後、本市の公共施設につきまして、廃止・

延命化・統合等、何が最善なのかを検討する中

で総合的に考えていきたいと考えております。

　以上でございます。

〇企画課長（前木場強也）他市の状況とか、

団体の状況については今のところちょっと不明

なんですが、本市につきましては、行政ネット

ワークにおいては、ＵＳＢメモリーなどへの書

き込み、個人パソコンのネットワークへの接続

も制限しております。加えて、官公庁を除く宛

先へのメールのファイルの添付も禁止しており、

これらの仕組みによって、電子データによる情

報の流出はある程度防止できていると考えてお

ります。

　また、これらの記録媒体を使用しなくなった

ことで、コンピューターウイルスの発生件数も

激減しており、平成25年３月にはコンピューター

ウイルスの発生件数がゼロとなっている状況で

す。

　加えて、先ほどサイバー攻撃の可能性につい

てお答えいたしましたが、サイバー攻撃とは、

コンピューターシステムやインターネットなど

を利用して標的のネットワークに不正に侵入し

て、データの破壊や改ざんなどを行ったり、ア

クセスを集中させて標的のシステムを機能不全

に陥らせたりする攻撃のことをいいますが、身

近なところでは、昨年度、桜島フェリーのホー

ムページも改ざんされております。

　本市においても同様の攻撃が発生しておりま

すが、平成25年４月の不審な通信に伴うブロッ

ク件数が117件、平成25年５月には316件発生し

ております。

　現在のところ、ホームページの改ざんや侵入

された形跡はありませんが、市民の大切な個人

情報を取り扱っているため、継続して侵入を防

止するためにも、二重三重に常時監視する体制

― 65  ―



で臨んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

　以上でございます。

〇水産商工観光課長（山口親志）千本イチョ

ウ園の展望所整備事業について、お答えいたし

ます。

　これは個人の所有の土地ですが、園内の散策

しておる道路が、現在、土のままですので、そ

れを散策道路として、どの整備に、どんな形で

工事でしていくかは決定しておりませんが、散

策道路の整備を、歩きやすいように整備をする

事業であります。

〇学校教育課長（牧　浩寿）それでは初めに、

週６日制の問題でございます。

　先ほども述べましたように、具体的な制度に

つきましては、今、文科省が制度を検討中とい

うことでございますので、これは、新しい制度、

つまり週６日制に踏み込める国の制度がきちん

と固まるであろうと考えます。

　御指摘のとおり、授業時数がふえてきて低学

年の授業時間が多くなる、その分については土

曜日のほうへという考え方が適正な考え方であ

ろうと思います。ただし、現状におきましては、

５日制ができたときに、社会のいろんな整備が

できていなかった状態で５日制が始まった。そ

のときにそういうようなのが、土曜日・日曜日

の過ごし方をどうしようかということで、社会

教育の制度と施設も含めて整備がなされて、そ

れが今、十分に定着してしまっている状態であ

るという、逆の面があることもまた御理解いた

だきたいと思います。

　それから、２番目の英語教育でございますが、

これも全くもって今からの日本にとって大事な

教育です。これについての課題、垂水市ではＡ

ＬＴをやっておりますが、これは本来、中学校

だけの活用の目的でございましたが、各小学校

へもニーズに応じて、本当に英語の教育を充実

させようと、あらゆる手を使ってやっておりま

す。課題は、英語ができる教員の育成、これが

もう国が一番指摘している問題でございます。

　最後のアレルギーの問題でございますけれど

も、学校と家庭との連携はもう十分に図ってお

りますし、今後もこの連携は強化してまいりま

す。

　あと、エピペンでございますが、これも私も

いろいろ調べたんですが、このエピペンという

のは、その子その子に応じて医者が処方して、

その子が首から下げて持っているものだそうで

す。そして、注射針ではなくて押しピンのよう

なもので、じゅわーっと刺すんだそうです。

　先ほどの御指摘の事案は、その子がエピペン

を持っていることを周りの担任が知らなかった

というふうに私は聞いておりますが、ただ、そ

こらあたりは事実確認をして、あと、医療行為

云々のことにつきましてはまた今後も研究して

まいります。

　エピペンの使用、あり方については、養護教

諭研修会、保健主任研修会、管理職研修会で今

後、取り扱ってまいります。

　以上でございます。（池山節夫議員「はい、

終わります」と呼ぶ）

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、３時10分から再開します。

　　　　　午後２時56分休憩

　　　　　午後３時10分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　７番田平輝也議員の質問を許可します。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん、御苦労さまです。

　農家にとりましては春の収穫も終わり、田植

えの時期となってまいりました。そしていよい

よ梅雨に入り、災害が心配される時期にもなっ

てきましたが、災害のないことを願っておりま

す。
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　それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問させていただ

きます。また、同僚議員と重複するところは割

愛など御了承ください。

　今、県などが佐多岬の整備を進めておられ、

大隅半島の観光振興を強く言われておられます。

そして、本市は大隅の玄関口として今後、大き

なメリットが期待されます。本市の道の駅や高

峠などの来客数などにつきましては、４月から

のゴールデンウイークの来客数が、道の駅たる

みずに約６万人、そして高峠１万人、猿ヶ城森

の駅に3,000人、そして垂水漁港のカンパチ祭に

約１万人の来客数との報告を聞き、すばらしい

ことだと思っております。

　道の駅たるみずにつきましては、大隅半島の

中でも、また垂水市の北部の観光拠点となって

おります。数年前までは日本一長い足湯として

市内外から多く来られ、今でも足湯を楽しみに

来られる方々も多いようです。

　現在、株式会社芙蓉商事を指定管理者として

経営を委託されておられ、経営の内容も以前よ

り改善されているとお聞きしますが、ここ１年

間の来客数の状況、また、ここ数年間の経営の

推移などをお聞かせください。

　次に、国民健康保険税率改定の説明会につい

てですが、本市の国民健康保険は、少子高齢化

や生活習慣病の増加など、そして税収の低下に

より、厳しい財政状況とのことでございました。

そのような中、本市の国民健康保険の財源を維

持するために、税率などの改定は避けて通れな

いとのことでございました。国民健康保険税率

の改定につきましては、議会でも、また市民の

中でもいろいろの意見がある中、さきの臨時議

会で税率引き上げの条例が議決されました。

　これらを踏まえて、市民課の職員の方々など

で、市民の方々に理解をしていただくために、

５月27日より、夜７時から市内全域で国民健康

保険税率改定の説明会が実施されたようですが、

これらの説明会に市民の方々がどれぐらい出席

されたのか、校区ごとの出席人員をまずお聞か

せください。

　次に、農水産業の支援対策についてですが、

本市の農水産物は価格の低迷が続いて大変だと、

よく話などを聞かされます。漁業につきまして

は、市長がトップセールスとして海外などに出

向かれ、本市のブリ・カンパチ魚の販売などに

努力をされておられます。漁業の経営も、価格

の低迷や餌、そして燃料の高騰で大変だとよく

聞きます。一方、農業の経営も、ことしは特に

農産物の価格の低迷、そして生産資材などの高

騰が続き、経営を圧迫していると聞かされます。

　本市の１次産業の農水産業者の経営の安定に

向けて、いろいろ国や県などの補助金を含め、

本市はどのような支援をされておられるのか、

それらの内容などをお聞かせください。　また、

水産関係につきましては、先ほどの川畑議員へ

の回答で十分にわかりましたので割愛いたしま

す。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇水産商工観光課長（山口親志）田平議員の

道の駅たるみずの来客数、経営の推移について、

お答えいたします。

　道の駅たるみずのここ数年の来館者に関しま

しては、平成22年度が76万1,232名、平成23年度

が74万4,671名、平成24年度が74万7,181名とな

っております。また、ここ数年の売り上げに関

しては、22年度が４億4,630万7,000円、23年度

が４億3,247万7,000円、24年度が４億6,314万5

,000円となっております。

　23年度には３月に東日本大震災がありまして、

観光産業全体に大きな打撃を受けたことから、

来館者、売り上げとも前年度を下回りましたが、

指摘のとおり、株式会社芙蓉商事及び薩摩おご

じょとの共同企業体に23年10月から指定管理者

として経営の委託をしておりますが、24年度は、

報告しましたとおり、来館者、売り上げに関し
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ても前年度を上回っております。特に、売り上

げに関しては震災前の22年度も上回っておりま

す。

　以上が、ここ数年の道の駅たるみずの状況で

あります。

〇市民課長（白木修文）田平議員の御質問に

お答えします。

　今回実施しました国保税率改正住民説明会に

つきまして、９カ所の各地区公民館での出席者

数は、次のとおりでした。５月27日大野地区公

民館３名、５月29日水之上地区公民館10名、５

月31日垂水市民館20名、６月３日柊原地区公民

館６名、６月５日新城地区公民館３名、６月６

日協和地区公民館３名、６月10日境地区公民館

６名、６月12日牛根地区公民館13名、６月13日

松ヶ崎地区公民館９名、合計73名でした。

　また、市長からは、都合のつかなかった２会

場を除いた７会場で御挨拶をいただきました。

　以上です。

〇農林課長（池松　烈）田平議員の農水産業

への支援対策につきまして、農林課所管の分に

つきまして答えさせていただきます。数が非常

に多くなりますので、主なものを述べさせてい

ただきます。

　まず、農業振興費から、米の生産調整推進に

係る事業補助金、農業者の経営所得安定対策推

進に係る事業補助金、農業・農村活性化推進施

設等の整備に係る事業補助金、市農林技術協会

補助金、各種資金の利子助成・補給金、青年農

業給付金、農業用水源確保対策に係る事業補助

金、農地集積に係る協力金、経営体育成支援に

係る事業補助金がございます。そのほかに、各

種振興会及び協議会等の負担金がございます。

農村振興費には、中山間地域直接支払交付金が

ございます。防災営農対策事業費でございます

が、活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金

がございます。

　畜産業費には、優良牛導入保留対策に係る事

業補助金、各種資金の利子助成・補給金、肉用

牛地域内一貫経営促進に係る補助金、また畜産

振興資金に係る貸付金もございます。そのほか、

各種協議会等の負担金がございます。

　農地費には、農地・水保全管理に係る支払交

付金、垂水市土地改良区補助金、各種協議会等

の負担金があるところでございます。

〇田平輝也議員　それでは、一問一答でお願い

します。

　まず、道の駅温泉についてですが、現在は灯

油ですか、などを熱源として使って運営をされ

ているようですが、灯油などの高騰などで、今

後は木材のチップを原料として風呂などに利用

されるということでございました。

　そこでお聞きしますが、現在の灯油価格とチ

ップボイラーの比較、また見通しについて、現

在までの進捗状況、それと、チップボイラーへ

の切りかえ時期はいつごろなのか。現在は温泉

ではありませんけれども、入浴者などから苦情

や問題はないのか。そして、原料のチップは今

後も十分に確保できるのか、お聞かせください。

　また、観光客で足湯の利用者は多いかと思い

ますが、風呂の入浴者は１日平均で、市内の人

と観光客の人との利用状況や売り上げ内容など

お伺いいたします。

〇水産商工観光課長（山口親志）２回目の道

の駅たるみずの温泉施設及びバイオマスチップ

ボイラーに関しての質問にお答えいたします。

　現在、道の駅たるみずで使用しておりますボ

イラーは灯油ボイラーでありまして、灯油の値

段・使用量に関してはその月で変化があります

ので、年間を通じた平均値でお答えいたします。

　平成23年度で灯油の使用量が約12万6,509リッ

ター、月平均が１万542リッターであります。灯

油単価は平均しますとリッター88円であり、年

間の使用料は約1,169万2,000円となっておりま

す。24年度は、灯油の使用量が約14万2,982リッ

ター、月平均で１万1,915リッターであります。

― 68  ―



灯油単価は平均しましてリッター84円であり、

年間の使用料は約1,374万3,000円となっており

ます。

　24年度12月より、温泉への入浴時間の短縮を

行うなど経費削減に取り組んでまいりましたが、

営業時間が短いとの苦情がありましたので、25

年４月より営業時間の延長を行ったところ、４

月で１万4,002リッター、５月で１万4,461リッ

ターと、昨年度の同月をそれぞれ3,811リッター、

5,283リッター増加しており、金額ではここ２カ

月で87万3,000円の増加となっております。

　そこで、バイオマスチップボイラーを導入し

た場合の経費削減は、23年度の灯油使用量を参

考にしますと、約400万円程度の削減効果が見込

まれます。

　バイオマスチップボイラーの進捗状況であり

ますが、現在、県と事業の申請作業を行ってお

り、今後、実施設計を発注し、10月くらいから

工事に入りたいと考えております。年度内にボ

イラー試運転を行いながら、来年４月から正式

に切りかえる予定であります。

　現在は、温泉でないことによる苦情、問題に

ついてですが、昨年４月より鉱泉として井戸水

を使用しておりますが、特にお客様からの苦情

はないようであります。

　ボイラーに使用するチップの確保に関して、

昨年度行いました調査の中で御了解いただきま

した県内の２社の会社に数量・単価の確認をと

っており、安定した供給のための協定書を近日

結ぶ予定であります。

　最後に、温泉の利用者については、平成18年

度の2,384万7,000円をピークに、昨年度は1,578

万8,000円の売り上げで、減少の傾向にあります。

入浴者については、平成23年度５万6,189人、平

成24年度は５万2,221人で、市内、市外の割合は、

半々か、若干市外の割合が多いようであります。

　以上であります。

〇田平輝也議員　ちょっとあれですが、現在、

佐多岬の開発で県も大隅半島の観光開発に取り

組んでおられます。そして今後は恐らく、垂水

の道の駅たるみず、かのやばら園の観光ルート

が大きく期待されます。そういう中で、新城宮

脇公園も既に県で整備されておりますが、南部

地区の中学校跡地への物産館の計画はその後ど

のように検討されておられるのか、伺います。

　以上です。

〇水産商工観光課長（山口親志）３回目の旧

垂水南中学校跡地を利用した物産館の建設計画

の進捗状況について、お答えいたします。

　旧垂水南中学校跡地を利用した物産館等の建

設につきましては、昨年度、整備方針や施設規

模、概算工事について検討しておりますので、

報告いたします。

　施設のイメージは、建設予定地の旧垂水南中

学校廃校跡地が、現在注目されつつある佐多岬

と中央駅とを結ぶほぼ中間点にあることや、前

面に鹿児島湾や開聞岳が見える景勝地であるこ

となどから、観光客に対した施設の形態をとり

ながら、１日の車両通行量が１万1,000台と、道

の駅たるみずの通行量の３倍と非常に多いこと

から、こうしたニーズを考慮しながら、地域の

農畜産物や水産物の加工・販売施設、これらを

生かした食事の提供を行うレストランなどを活

用した店舗づくりを行っていきたいと考えてお

ります。

　調査の結果としましては、建設場所は旧垂水

南中学校の校庭を予定をしておりまして、施設

規模としましては、農水産物の直売施設・加工

施設の面積が200平米、レストランが50席で約120

平米、トイレを40平米、駐車場台数を30台を想

定しておりまして、ただいまから整備に進めて

まいりたいと思っております。

　以上であります。

〇田平輝也議員　あとは、４回目に入りました

ので要望いたしたいと思います。

　私どもの垂水市は、先ほどありました道の駅
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たるみず、そしてツツジの高峠、そして猿ヶ城

の森の駅ですか、そして千本イチョウなどの観

光地があり、市内・市外からの観光客が来られ

ております。その中でも、垂水の北部にありま

す道の駅は年間を通して多くの観光客が来られ

ておるようでございます。道の駅からの桜島の

景観がすばらしいと、よく県外の方々が言われ

ているようです。

　今、県などが大隅半島の観光開発のために、

佐多岬の整備をされておられます。今後は、垂

水・道の駅、鹿屋のばら園、そして佐多岬への

観光ルートが想定されます。

　そのような中で、垂水市南部のアコウの木の

ある宮脇公園も、県が既に整備をされておられ

ます。そして、南中学校跡地にもし物産館など

が整備された場合は、そこからの錦江湾、薩摩

半島の開聞岳の景観がすばらしいと、来られる

観光客の方なども感動されると私は思っており

ます。また、先ほどもありましたが、車の交通

量も非常に、垂水市では一番多いというところ

でございます。将来、垂水南部の観光拠点とし

てすばらしい計画をされることを要望いたした

いと思います。

　次に、国保税につきましてですけど、私も説

明会を聞きに出席しました。出席者の少ないの

に少しがっかりしましたが、出席された方は、

課長さんや説明の資料でよくわかったと言われ

ておられました。国保税率改定については各校

区でもいろいろな意見があったと思いますが、

どのような意見があったのか。また、出席者が

少なかった原因などについてどのように考えて

おられるのか、お聞かせください。

　以上です。

〇市民課長（白木修文）田平議員の２回目の

御質問にお答えします。

　国保税率改定そのものについての意見はあり

ませんでしたが、説明会での主な意見としまし

て次のような意見が出ました。

　本来なら福祉、土木等で使われるはずの一般

会計からの繰り入れについて、どう思われるの

か。ジェネリック医薬品で医者が嫌な顔をした

りするが、病院へは推奨しているのか。医療費

を抑えるために延命治療は必要ないのでは。安

心ノートの活用を図ったら。垂水市の税金は高

いほうなのか。滞納者対策についてどんな対策

をとっているのか。全国的に税率は上がるほう

へだが、県と国などでの広域化等は考えていな

いのか。介護納付金は、我々65歳以上の者は二

重払いになっているのでは。自分の体は自分で

コントロールしなければならない、特定健診を

受けるべきである。他の皆さんにもこの説明会

の話を聞いてほしかったなど、いろいろな意見

が出されました。

　また、参加人数が少なかった原因についてど

う考えているかとのことですが、いろいろ原因

は考えられますが、これまで、住民の方に対し

まして、国保の医療費や財政状況について、毎

年国保だより等でお知らせしてきており、また、

本市が平成17年に国保税の引き上げを行ってか

ら７年間も据え置いたままだったこと、さらに、

引き上げ幅について、運営協議会の答申を尊重

して１桁台に低く抑えたこともあり、今回の引

き上げに対して御理解をいただいたのではない

かと考えております。

　以上です。

〇田平輝也議員　私も、先ほどの市民からの質

問に対して、各地区からの質問などに対しても、

こういうのが出ましたということで課長がわか

りやすく回答をされておられました。ただ、私

が、今回の説明会が夜７時からの開催であり、

既に改定も決定された後であり、また、高齢者

の多い中では集まりも大変だと思っております。

　説明会は大変必要なことではありますが、今

回の説明会の出席者数につきましては余り過度

に期待されずに、今後は市民のためになるよう

間違いのない政策を実行されることが基本であ
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るかと思っております。今後とも、国保税に対

しての御尽力を要望いたしまして、国保税率改

定の質問を終わりたいと思います。

　次に、農業振興でございます。

　先ほどの回答で、国や県などの関連の補助金

や、また負担金などが多いようでございました。

農業の経営についても、中山間事業や、また桜

島降灰対策事業などでのハウス施設建設の補助

事業などもあり、それぞれ成果が出ております。

　一方、農家は、本市の基幹産業でありますイ

ンゲン、キヌサヤ、バレイショ、そしてタマネ

ギなどの価格の低迷で経営が圧迫されて、年々

経営が大変だとよく話を聞きます。ことしは農

産物価格が安かったと聞きますが、市はそれら

の原因などをどのように把握されておられるの

か、お聞かせください。

　農産物はできても、販売は市内の転送業者さ

ん、あるいはまたＪＡ農協が主でございますが、

売り先も限界もあるかと思います。全国の市町

村の中でも、市町村が農家や農協なども一緒に

なり、地元でできる農産物の販売宣伝をされて、

成果を上げていらっしゃるところの報道を聞い

たりしますが、本市は、農産物の販路拡大に向

けて何かそういうことで検討されたことなどは

あるのか、お聞きします。

　また、以前は、降灰対策事業でハウス事業施

設の建設に対しまして、現在、国から、県から、

75％の補助でございますが、ほかにも本市独自

で10％の補助をされておりました。企業を含め、

農業の活性化のために、再度せめて５％でも、

あるいは３％でも助成はできないのか、お聞き

いたします。

　今、国でも、国内の農業経営者の所得向上を

強く言われております。ただ農地集約だけでは

なく、できた農産物が安定した価格で販売でき

る体制づくりが必要だと思っております。今後

の考え方などをお聞きします。

　また、本市の農業振興を図るために農家の方々

は集まって、例えば垂水野菜振興会や畜産振興

会などいろいろの部会をつくっておられます。

以前は市からも、本市農業の振興のために助成

金など協力されておられましたが、現在のいろ

いろの部会や振興会に対して市からどのような

助成をされておられるのか、お聞かせください。

　以上です。

〇農林課長（池松　烈）ことしの農産物価格

が安かったが、それらの原因などをどのように

把握されているのかとのことでございますが、

本市の公設市場及び各振興会等を通じて、状況

は入ってきているところでございます。大きく

とらえたところでは、天候のよしあしや、出荷

量でいうところの需要と供給のバランス調整が

うまくいかなかったことなどが挙げられるよう

でございます。

　出荷される側、取り扱われる側の事情もあろ

うかと思われますので、農産物の特定はできま

せんが、幾つかの農産物につきまして、概略述

べさせていただきます。

　ある農産物につきましては、出だしから、あ

る程度堅調な価格で推移してきておりましたが、

一時期、大変高騰いたしました。ここで、取り

扱われる側の市場価格との調整をしようとの動

きがあり、大幅に安くなり、一時期盛り返した

時期もございましたが、その後は、大まか安価

で推移してきたところでございます。

　また、ある農産物は、天候にも大きく左右さ

れることなく、また早くからの出荷が可能とな

り、他の主産地が天候の影響を受けていたこと

などから、市場ではいい価格で推移していまし

たが、取り扱われる側が、農家の方々のことを

考え、出荷先とシーズンを通しての一定価格で

の取引を行っていたことから、農家の方々への

反映ができなかったことなどがあったようでご

ざいます。

　農産物の販路拡大や、農産物の安定価格での

販売体制づくり等の検討はされているかとのこ
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とですが、実は、鹿児島の農林水産物認証制度

の認証を受け、かごしまブランド産地の指定を

受けられるよう、まずはキヌサヤとインゲンか

ら頑張ってみてはと、そうすることにより、販

路拡大や安定価格での販売体制づくりの基礎が

でき上がっていき、その後、他の農産物も同様

に頑張っていけばいいのではとアドバイスをい

ただきました。

　そこで、課内でも協議をし、また大隅地域振

興局の農政普及課にも相談に行きました。しか

しながら、御存じのとおり、本市の農産物につ

きましては大まか、農協を初めとしまして、市

内にあります14の青果業者の方々が出荷に携わ

ってくださっています。長年のつき合いと、栽

培から出荷までの一貫した指導など、体制もし

っかりでき上がっているようでございます。ま

た、キヌサヤやインゲンにおきましては、パッ

ク詰めなどの家庭でもできる作業も確立され、

本市の所得向上に貢献していただいているとこ

ろでございます。このようなことから、将来に

向けての課題として、長い時間をかけて検討を

重ねていったほうが良策ではないかとの結論に

達したところでございます。

　ただ、幾つかの企業農業の方々が、まだわず

かではありますが、契約栽培や新しい販路を求

めて頑張っていらっしゃいますので、この方々

が、今後に向けてさらに拡大していけるお手伝

いや、相談等には乗っていけるような体制を本

課でもしっかりとつくり上げていきたいと思い

ます。

　農業の活性化のために再度幾らかの助成は、

また、いろいろな部会や各振興会に対して市か

らの助成はどのようにされているかとのことで

すが、御存じのとおり、平成16年10月に策定し

ました垂水市新行政改革大綱及び垂水市財政改

革プログラムによりまして、ほとんどの課が同

じように助成をしないという約束事がございま

す。農政を預かる者としましては非常に面映ゆ

いことではあるんですが、本市の財政状況を考

えるときに、本課だけではといかないようでご

ざいます。いつか、全庁的に前向きな協議がで

きるようになってくれればと考えるところでご

ざいます。

　ただ、上乗せ助成につきましては、さらに高

率の補助事業や、あるいは組み合わせることで

農家の方々の負担が少なくなる事業はないかな

ど、情報収集のためのアンテナを高く掲げてい

きたいと思います。

　また、各部会や振興会につきましては、上部

の肝属地区、大隅地区、また県と負担金等を負

担しておりますので、事業の実施等に当たりま

しては、本市にできるだけ有利になるよう進め

ていけたらと考えているところでございます。

　以上です。

〇田平輝也議員　今先ほど、本市にある農家が

集まって野菜部会とか振興会ですね、それに対

しまして今は全然助成はしていないということ

でございます。農業の振興は、本市にとりまし

ても大事な基幹産業であり、そして、いろいろ

な会の中でも農水産業の振興をよく市長も話を

されておられます。

　農業者も高齢化が進展する中、部会や振興会

の会員になって農業経営の技術指導などを受け

ることは、今後、私は大変大事なことだと思っ

ております。今後の農業の振興を図るためにも、

本市にある部会や振興会などの組織の充実のた

めにも、市からの助成金などをすべきではと考

えます。

　農業振興のために以前のように助成はできな

いのか。また、それら農家の代表者などから市

に対して要望など全くないものなのか。あれば、

それらの要望内容をお聞きします。

　余談になりますけど、ちなみに現在、ちょっ

と調べたんですが、垂水野菜振興会に今現在、

農協が100万円、果樹部会に10万円、畜産振興会

に対して18万円、ビワ振興会に10万円助成をし
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て、市からは、先ほど言いましたとおり、助成

金は今ありません。

　そして、これらの助成金を元手にしまして、

先進地の研修をしたり、販路拡大のために名古

屋市場などに研修・視察などをされております。

できるなら、こういうところに本市の農林課で

すか、そこら辺も一緒に参加をしていただきた

いと考えます。

　また、東串良町におきましてはハウスの施設

園芸が盛んで、今はピーマンがブランド品とな

っております。そして、数年前の灯油や重油が

高騰したときには、ハウス園芸農家などに対し

まして東串良町が反当たり約３万1,000円、そし

て漁船や畜産農家の飼料高騰などにも東串良町

では総額で3,000万円を助成しているとのことで

ございました。

　これらを踏まえまして、市長のお考えをお伺

いいたします。

〇市長（尾脇雅弥）田平議員の御質問にお答

えをいたします。

　まず、部会や振興会への助成金はについて、

お答えをいたします。

　部会や振興会などの組織の充実のための市か

らの助成金はとのことでございますが、先ほど

も農林課長から説明がありましたが、行財政改

革の中での今までの経緯や財政状況等もあるよ

うでございますので、現段階では厳しいものと

御理解いただきたいと思います。

　ただ、農林課長が説明しましたように、各部

会や振興会につきましては、上部の肝属地区、

大隅地区、また県と負担金等を負担しておりま

すので、計画事業の実施等に当たりましては、

本市にできるだけ有利になりますよう、また、

各協議会等が開催いたします技術研修会等の開

催に当たりましては、本市会場での開催など、

農林課には頑張っていただきたいと思っており

ます。

　次に、農業振興のための助成は、農家の代表

からの要望や要望内容はについて、お答えをい

たします。

　農業の振興のために以前のような助成は、ま

た、農家の代表者などのからの要望はないのか、

そしてその内容はということでございますが、

助成につきましては、今申し上げましたように

行財政改革の中での経緯や財政状況等もあるよ

うでございますので、現段階では厳しいものと

御理解をしていただきたいと思います。

　ただ、時期を失ってはいけない案件や、緊急

を要する案件につきましては、先ほど各市町村

の例を述べていただきましたように、随時しっ

かりとした対応を図っていきたいというふうに

思っております。

　次に、要望についてでございますが、私も各

種会合に出席しておりますので、いろんな場所

でいろんなお願いがございます。口頭ではござ

いますけれども、よくありますのが、防災営農

対策事業補助金の上乗せ補助金が多いようでご

ざいます。また、市長室に直接お見えになられ

たところでは、ビワ振興会屠畜産振興会等がご

ざいました。例えばビワ振興会ですと、防寒対

策、生産資材、鳥獣被害対策用の防鳥ネットの

助成など、畜産振興会ですと、畜産振興資金の

無利子化、畜産経営安定のための更新対策や防

疫対策、担い手対策の充実・強化などでござい

ます。これらの案件につきましては、予算の関

係等もあるかとは思いますが、国・県にお願い

をするもの、また農林課で対応できるもの、峻

別した上で早目の対応を農林課に指示している

ところでございます。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　上部団体への負担金とよく言

われますけど、何といいましても、地元の垂水

市内の農家に対してのそういう対策を考えてい

ただきたいというふうに思っております。

　今後は多くの企業が農業に参入することが予

想されます。それによって雇用が生まれること
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は本市にとっても大きなメリットがあります。

しかし、できた作物が売れなければなりません。

農産物の６次産業の取り組みなど、さらに今後

推進して、また検討していただきたいと思って

おります。

　農産物が安定した価格で販売できることが、

企業農業や一般農家も大事です。そのことが本

市の税収の増加にもつながると考えております。

参入する企業農家などに対して、独自の販路を

つくるなどの研修会も、市が中心になって今後

は指導していくことが大きな課題と考えますが、

どうでしょうか。再度市長、お願いします。

〇市長（尾脇雅弥）垂水市主催の販路開拓等の

研修会や指導の充実はということでございます

けれども、現在、農林課及び農業委員会では、

個々の企業農業の方々のさまざまな案件に個々

での対応を実施しているようでございます。確

かに、研修会を開催をし、一堂に会してもらい、

農地拡大に向けて課題など、それぞれの課題ま

た現状報告をお互いに交わせていただけるだけ

でも、本市にとりましてはいい効果が生まれて

くると思います。

　また、本市も、この企業農業につきましては

行き届かない部分が多いところでございますの

で、いい提案をいただきましたので、農林課、

農業委員会、また関係課でしっかりとした連携

をとって進めていけたらと思っております。

　また、指導につきましては、やはり難しい問

題もあることでしょうから、県を初めとした関

係機関ともしっかりとした連携を図って進める

よう指示をしてまいりたいと思います。

　以上でございます。

〇議長（森　正勝）次に、４番感王寺耕造議

員の質問を許可します。

　　　［感王寺耕造議員登壇］

〇感王寺耕造議員　皆さん、お疲れさまでござ

います。傍聴席を見渡しますと、地元肝属の新

聞社さん、記者さん１人だけと、大変寂しい状

況でございます。また、私、本日７番目の登壇

ということで、皆様お疲れでございましょうけ

れども、持ち時間１時間しか、最長ございませ

ん。１時間一生懸命頑張りますので、よろしく

おつき合いのほどお願い申し上げます。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

早速質問に入らせていただきます。

　まず、新城南萩ヶ峯の林地開発について、質

問いたします。

　この問題については再三再四申し入れをし、

議会でも質問してまいりました。県の指導もそ

の都度なされ、開発業者さんも土地の修復・整

備に努めておられることは理解しております。

しかしながら、地域住民は、何の工事なのか、

どういう状況なのか全く知らされておらず、災

害が発生しないかと心配されております。

　そこで、再度質問いたします。開発業者は、

ソーラーシステム建設を目的として工事に着手

しましたが、諸事情で断念されました。しかし

ながら、九州電力の高圧線路線変更によりソー

ラーシステム建設が具体化したと聞いておりま

すが、担当課は認識しているのか、伺います。

　また、現在どのような県の指導がなされてい

るのか、お知らせください。

　以上２点、農林課長にお願いいたします。

　次に、自主財源確保の対策について、質問い

たします。

　さきの議会の国保税値上げの反対討論でも指

摘いたしました。農業者の白色申告につきまし

ては、以前は作目ごとに単位面積の所得標準が

設定されており、それを基準として課税がなさ

れておりました。そのため税務課職員は、どの

農地に何が作付されているか、市内全域一筆調

査をされていたと記憶しております。この当時

は、ある程度の農業者の売上高は把握されてお

りました。しかし、農業者の白色申告も現在で

は収支計算方式となっており、青色申告と同様

に個人事業者の申告で課税がなされております。
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農業者の売上高の捕捉がなされているのか疑問

です。

　売上高、所得の捕捉は十分行われているのか、

自主財源確保のため何らかの対策はとれないの

か、税務課長に伺います。

　次に、教育委員会のあり方について、質問い

たします。

　橋下徹氏率いる大阪維新の会は、教育におけ

る政治主導の明確化として、2012年３月に大阪

府で大阪府教育行政基本条例、2012年５月に大

阪市教育行政基本条例を制定されました。教育

委員会と首長、政治のかかわり方についてどう

あるべきなのか、考えさせられました。市長、

教育長の見解を伺います。

　教育長は、平成24年第４回定例会で、知・徳・

体の教育を進めるとみずからの熱い思いを語ら

れました。熱い思いの論旨については十分理解

いたしましたので、具体的な取り組み、事業等

について、お聞かせください。

　最後に、地籍調査のあり方について、土木課

長に伺います。

　まず、地籍調査に入る前の事前準備はきちん

となされているのか、また、赤線、青線の解釈

についてお知らせください。

　以上で、１回目の質問を終わります。簡潔明

瞭な答弁をお願いいたします。

〇農林課長（池松　烈）感王寺議員の林地開

発について、お答えさせていただきたいと思い

ます。

　九州電力の高圧路線網の変更による状況の変

化があったのではとのことですが、まず、今ま

での状況について少し報告させていただきます。

　開発者につきましては、当初計画していまし

た開発地近隣の高圧線が、容量不足や老朽化に

より、ソーラーで発電した電力を提供できる状

態ではなかったことから、３億円近くの自費投

入での高圧線等との変更を余儀なくされ、一時

期、開発地の売買等も視野に入れられておられ

ました。

　そこで、本市では、対策工事の重要性・必要

性に鑑み、工事を中途で投げ出すことのないよ

う指導の実施を行う必要があり、大隅地域振興

局農林水産部林務水産課との連携を図りながら、

指導をやってきたところでございます。

　そして先月、今後のことも含め、開発者、林

務水産課及び本市で協議を行いましたところ、

１万6,000平方メートル程度の太陽光発電施設を

整備したい旨の話がございました。買い取りに

なるのか借地になるのか、今後のことになりま

すが、今後の工事については、東京のトランク

ルーム等の経営を行っております倉庫会社が実

施していくとのことでございました。

　ただ、今後予定されております九州電力の高

圧線路網変更でございますが、先日本市にも、

市有地の借り上げ等発生を見越し、説明に見え

られました。状況としましては、６万6,000ボル

ト特別高圧送電線、本城川分岐線新設工事を実

施するということで、平成25年５月下旬から12

月まで調査・測量、平成27年１月から工事着工、

平成28年６月から運用開始の予定であるとのこ

とでした。

　その説明の中で、土地等の買い上げや借り上

げについてお話がありましたが、近年の土地の

売買や借り上げ等を実施する中で、相続登記等

の手続がうまくいっていないものが大変多く、

特に山林、田畑等は厳しいものがあるとのこと

で、土地等の買い上げや借り上げに関しまして

は、特定地を設けず、状況に応じられるよう、

また小字単位での路網予定でやっていくとのこ

とでございました。

　このようなことから、確かに、スポンサーと

いいますか、協力者がいらっしゃるようになっ

たわけではございますが、不透明な部分がまだ

まだあるようでございますので、もちろん災害

対策も含めて、大隅地域振興局農林水産部林務

水産課との連携を図りながら、開発者ともしっ
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かりした協議を通じ、対応を図っていきたいと

思います。

　また、県の指導についてでございますが、確

かに、現在までの経緯から懸念される状況がご

ざいますので、大隅地域振興局農林水産部林務

水産課との連携を図りながら、開発者ともしっ

かりした協議を通じ、対応を図っていきたいと

考えております。

　現在の状況でございますが、東側入り口及び

通路は、仮でありますが、アスファルトの簡易

舗装、西側及び南側斜面の整備は実施されてお

りますが、北側斜面部の芝張りの不十分、沈砂

池の不十分等、まだまだ課題がございます

　また、議員の懸念されております貯水池の容

量の問題、沈砂池による上澄みだけの排水の効

果、土地改良区の取水口である塩入川への排水、

これが一番懸念しているわけでございますが、

これらもしっかりした対応を求められておりま

す。

　また、地域の方々への説明会の開催、開発者

及び協力者につきましては難しいところもある

かと思いますので、今後も大隅地域振興局への

開催をお願いをしていきたいと考えております。

　以上でございます。

〇税務課長（北迫睦男）所得の捕捉について

の御質問にお答えします。

　税務課では、適正な課税のためにさまざまな

賦課資料収集を行っております。土地収用の関

係は国土交通省と大隅地域振興局へ、子牛・育

成牛の売却に関しては肝属中央家畜市場へ出向

いております。そのほか、九州農政局・日本郵

政公社株式会社・きもつき農協・各生命保険会

社・森林組合・シルバー人材センター・道の駅

等への文書による依頼で、外交員報酬や賃金、

出荷額などの資料もいただいております。また、

国税・県税・市税の三税共同で、工事請負費や

補助金交付などの資料収集にも努めております。

　御質問の農業所得に関しましては、ハウスな

どの現地調査は現在は行っておりません。現地

調査は数年前に実施した経緯もありますが、申

告に結びつかず、成果が得られなかったことか

ら、中断している状況でございます。

　農業所得につきましては、以前は、申告手続

の便宜を図るため農業所得標準を作成し、開示

された標準に申告された作付面積を掛けて算出

する方法でございました。しかし、個々の農家

の実態に応じた適正な課税を図る必要があるこ

とから、平成18年度より、国税庁の通達に基づ

く収支計算方式になり、市申告においても、収

入、必要経費のわかる帳簿か収支内訳書・領収

書・出荷証明書を提示していただき、所得額を

決める自主申告の方法となっております。

　このような自主申告制度であり、さまざまな

賦課資料収集は継続してまいりますが、農業所

得の把握は難しい問題がございます。御理解を

いただけるようお願いいたします。

〇教育長（長濱重光）感王寺議員の御質問に

お答えいたします。

　御存じのとおり、教育の基本事項に関して定

められました法律は、教育基本法と地方教育行

政の組織及び運営に関する法律、いわゆる地方

教育行政法でございます。議員御紹介の大阪府

教育行政基本条例と大阪市教育行政基本条例を

見てみますと、大阪府条例の市町村教育委員会

に対する指導、教職員の資質及び能力の向上、

及び教職員の任命権の維持を除けば、ほぼ同じ

内容となっております。

　その内容につきまして、教育行政研究の学者

が違法性を指摘しておりますが、その１つ目に、

地方教育行政法では、教育委員会は毎年、教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況について、点検及び評価を行うことを定めて

いますが、両方の条例では、教育振興基本計画

の進捗を市長と共同で点検及び評価するよう義

務づけていること、また２つ目は、市長は、教

育委員が行う点検及び評価の結果に基づいて、
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教育委員の罷免事由に該当するかどうかを判断

するなどの内容であります。

　現行の教育委員会制度の意義は、戦前の全体

主義的な教育の反省を踏まえ、個人的な価値判

断や特定の党派的影響力から中立性を確保する

政治的中立性の確保や、継続性・安定性の確保、

及び地域住民の意向の反映でありまして、また、

一方で、首長への権限の集中を防止し、中立的・

専門的な行政運営を担保する、首長からの独立

性や合議制、及び住民による意思決定、いわゆ

るレーマンコントロールが特性として挙げられ

ております。

　このように、現行制度は基本的な部分におき

ましてすぐれた制度でありますことから、市長

部局と教育委員会が緊密な連携を図りながら、

本市の教育行政の推進に努力することで、目標

は達成できると考えております。

　なお、本市におきましては、本年度から、会

議や会議録の積極的公開など情報発信に取り組

んでおります。また、今後、地域に出向いて会

議を行います移動教育委員会の開催、さらには、

教育委員と地域住民代表者との意見交換会を計

画しております。このような活動を通して、市

民の意向を把握し、市民の声を教育行政に反映

させてまいりたいと考えております。今後とも、

現行制度のもと、教育委員会の充実に努めてま

いります。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）感王寺議員の質問にお答

えをいたします。

　大阪府教育行政基本条例、大阪市教育行政基

本条例につきましては、ただいま教育長が具体

例を挙げて、現行の教育関係法令との関係を答

弁いたしましたが、政治的中立性の確保などの

関係からも、議論があるところでございます。

　現行の教育委員会制度は、教育の中立性や継

続性・安定性を確保するため、独立した合議制

執行機関として設けられたものでありますが、

議会には、条例や予算の議決権及び教育委員の

任命に係る同意権が付与されております。

　また、市長は、教育委員会を含む各執行機関

の行政機能の一体性を確保すべく、地方公共団

体の長としての地位にあることから、教育行政

についても、議会との連携のもと、総合的・一

体的な運営が行われていくよう努めているとこ

ろでございます。

　私は、公約の１つに教育の充実を掲げて、市

長に当選させていただいておりますので、現状

では、現行制度のもと、市長部局と教育委員会

が緊密な連携を図りながら、本市の教育の目標

の実現に努力してまいりたいと考えております。

　御存じのとおり、本年４月に教育再生実行会

議において、教育長を地方教育の最高責任者と

位置づけ、首長が任命する内容の提言がなされ

ました。教育行政の責任体制を明確にするとい

う目的からすると、このことは重要なことであ

ると考えております。今後の中央教育審議会の

審議など、国の推移を見守りたいと思います。

　以上でございます。

〇教育長（長濱重光）知・徳・体の教育を進

める上での具体的な中身についての議員の御質

問にお答えいたします。

　私は、知・徳・体の調和のとれた教育を推進

することが、現在の厳しい時代をたくましく生

きていく子供たちを育成することにつながると

確信しております。このことから、教育行政の

推進に当たりましては、知・徳・体のバランス

を考えながら、各施策の具体策を立案、実施し

てまいりました。

　まず、知につきましては、何といいましても

確かな学力を定着させることが重要であると考

えておりまして、そのために学校では、「考え

る・わかる・力をつける」という授業モデルの

確実な実践を図り、教師一人一人の授業力の向

上に努めてまいりました。また、管理職研修会

におきましては、管理職が本気になって取り組
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むよう意識改革に努めるとともに、より実践的

な研修会になるよう工夫・改善をいたしました。

　このようにさまざまな工夫・改善を図ること

によりまして、管理職を初め、教職員の学力向

上に対する意識の変容が見られつつございます。

その結果、ことし１月に実施されました基礎・

基本定着度調査におきましては、小学校では昨

年度の通過率を全教科で上回るとともに、県が

目標としております通過率70％も上回り、中学

校におきましては、県平均に及ばなかった教科

もございましたが、教科によっては地区平均を

上回っております。

　また、今年度の新規事業といたしまして、「あ

つまれわんぱく！夏の勉強会」を立ち上げ、夏

休みの８月22日に、小学校の４年生・５年生・

６年生の希望者を対象に、垂水中央中学校にお

きまして勉強会を行います。垂水市内の教職員

がボランティアで指導し、子供たちの算数に対

する苦手意識の改善に努め、１人でも多くの子

供たちが、できなかったことができるようにな

り、わからなかったことがわかるようになり、

勉強への意欲化につながればと考えております。

　次に、徳につきましては、心の教育の充実を

図ることが重要であると考えております。その

ために、児童生徒の豊かな感性、いわゆる価値

あるものに気づく心を育む教育活動の推進や道

徳教育の充実に努めてまいりました。また、平

成21年から実施されております垂水さわやかあ

いさつ運動の推進にも取り組んでまいりました

が、その結果、各学校では落ちついた学校運営

が展開され、生徒指導上の大きな問題も発生し

ておりません。また、これまで多いときに10人

近くおりました不登校の児童生徒も、今では関

係者各位の努力によりまして、３人から４人ま

で減少してきているところでございます。

　最後の体につきましては、体力・運動能力の

向上、健康教育の充実を図ることが重要である

と考えております。そのために、体力づくりの

計画的な推進、とりわけ小学校では、「チャレ

ンジかごしま」への積極的な参加を指導してま

いりました。また、１校１運動の充実と、自主

的体力づくりを推奨したり、健康診断や健康相

談の推進を図ったりしてまいりました。その結

果、体力づくりに取り組もうとする学校がふえ

るとともに、健康教育に対する教職員の意識も

積極的な姿へと変容しつつあるところでござい

ます。

　このようにいたしまして、知・徳・体のバラ

ンスを考えながら、各施策の具体策を立案、実

践してまいりましたけれども、結果、実績がす

ぐにあらわれるものと、そうでないものがござ

います。「教育は、流水に文字を書くような果

てないわざ」であるとも言われます。しかしな

がら、私ども教育行政にかかわる者が正しい先

見の明をもって教育に携わることにより、真の

生きる力を備えた子供たちを育てることができ

るものと私は考えております。今後も、垂水の

子供たちに大いなる夢を与えるべく、魅力ある

教育行政を展開してまいりたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）地籍調査のあり方に

ついて、まず、地籍調査に入る前の事前準備に

ついて、お答えいたします。

　本市の地籍調査は平成元年から事業着手をし

ておりますが、その実施につきましては、国土

調査法や関係法令等に基づいて行われていると

ころでございます。

　御質問の事前準備につきましても、地籍調査

作業規程準則等の規定に従い、実施していると

ころでございまして、具体的に御説明しますと、

事業計画の調査地区の登記事項要約書及び字図

を法務局で交付していただき、一筆地ごとの土

地の所有者の氏名及び名称、地番、地目などを

把握した上で、事業実施の通知を所有者各位に

行っているところでございます。
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その中の私有地につきましては、相続による移

転登記の未登記や、過去に売買があったにもか

かわらず移転登記がされていないなどの理由に

より、現所有者の把握に困難を要する事例が発

生することもございますが、その際は、登記人

の戸籍を追跡し、相続人の確認や、登記人及び

相続人の申し出から買い受け人の把握を行うな

どしているところでございます。

　また、公用地につきましては、おのおのの関

係機関との事前協議を実施し、地籍調査時の留

意点の確認を行っております。これらの事項を

確認の上で、調査に必要な調査図素図、調査図

一覧図及び地籍調査票を準備し、さらに調査事

業実施前に地元説明会を開催し、地籍事業への

理解と協力をお願いしているところでございま

す。

　地元説明会は昼間に振興会の公民館で開催し、

仕事などの理由で昼の部に参加できなかった方

を対象に、夜に地区公民館にて説明会を実施し

ております。説明会は主に、国土調査係で作成

しました地籍調査のしおりに基づき説明を行い、

説明会の最後には質疑応答を設けまして、御自

身の土地の所在を把握されていない方などに調

査図一覧図を開示し、情報交換及び収集に努め

ているところでございます。

　次に、赤線、青線の解釈について、お答えい

たします。

　道路法、河川法等が適用されない法定外公共

物、いわゆる赤線は里道と、青線は水路と称さ

れているところでございます。地籍調査時にお

ける筆界確認につきましては、これらの里道・

水路の実態はさまざまでございますが、公図に

表示してあり、現地にその形跡が存在しない状

態であったとしても、関係機関の里道・水路と

しての用途廃止の手続がなされていない以上、

地籍調査事務処理としては、当該地区に里道・

水路があるものとして、地籍調査の成果に従前

の公図の表示等を参考としながら表示するよう

にしているところでございます。

　当市におきましては、関係機関との事前協議

におきまして現地立ち会いを実施しまして、調

査時に遺漏がないように準備しているところで

ございます。

　具体的には、現況の水路や道路があっても、

現況どおりの幅員を確保していただくように隣

接地権者と協議するほか、現況が確認できない

状態であれば、法務局に相談の上、里道幅員を

120センチメートル以上、水路幅員を90センチメー

トル以上は確保するようにしているところでご

ざいます。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　それでは、一問一答方式に

よりまして再度質問していきます。

　まず、南萩ヶ峯の林地開発についてですけれ

ども、今回で３回目の質問だと思います。大変

くどいようですが、住民の方も非常に心配して

いるもんですからまたお聞きしたということで

す。

　農林課長の説明で一応は理解したんですけれ

ども、高圧線路線の変更をこの部分、平成27年

の１月から着工ですね、また平成28年の６月の

運用実施ということで、まだ先が長いんですよ

ね。売電価格との絡みがあると思います。実際、

開発業者さんに大きい会社がつきまして、資金

面では心配ないかなとは思っているんですが、

ただ、先が長いもんですから、どのように変化

していくか大変心配なところでございます。

　企画課長にこれからちょっと２回目の質問を

したいと思いますけれども、国の新エネルギー

政策に基づいて、県の新エネルギー政策も立て

られていると思うんですけれども、この点につ

いて県の基本方針についてと、あともう１点、

今回の問題について私は再三、昨年の６月です

か、4,900平米ぐらいで伐採届が本市の農林課林

務係に出されたと。

ただ、私が７月に確認したところ、もう伐採が
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終わって、２ヘクタールぐらいはもう整地済み

だったという部分が実際ございます。開発業者

さんが県の担当の部分に行きましたところ、手

続は必要ないと言われたとか云々とか、あと、

うちの林務の対応が悪かったですとか、いろい

ろな部分がありました。

　私としては、その時点でやはり森林法に基づ

く林地開発の届け出、また県の土地利用要綱、

また本市におきます急傾斜地の条例、要綱の部

分について、問題があるんじゃないかという部

分を指摘し続けてきたわけですけれども、事こ

こになって、なかなか先へ進まなかったという

ことだと思います。その点は思うんですが、ど

っかでかとめられたのに、とめられなかったと

いう部分では残念ですけれども、こういう事例

という部分がいろいろ出てくると思うんですよ、

企画課長。例えば農地法の部分でも、きちっと

決まっていない部分がありますし、ソーラーの

問題についてはですね。それで、あともう１点

が、開発するに当たっての資金証明の部分とか、

県の開発業者と住民との衝突という部分が実際

起こっているような状況も多々聞いております。

　そういった中で、国の新エネルギー政策に基

づいているんですけれども、県の部分は、そう

いう住民と開発業者との摩擦、またいろんな法

的な問題点、この部分についてどう考えておら

れるのか、何か情報があればお知らせください。

　あと、農林課長については、一応、道路の舗

装、この部分はアスファルトの舗装ということ

で、振興局の林務係ですか、農林水産係のほう

できちっとやっていただいておりまして、道路

は舗装してあります。芝張りが一部不十分と。

あと、側溝についても、まだ土側溝が残ってお

りまして、ちょっと懸念しております。

　先ほど農林課長から答弁ありましたとおり、

いかんせん末端貯水池が小さ過ぎるんですね、

末端貯水池がですね。だから、この部分、土地

もある程度買収していただければ貯水池をつく

るような箇所はありますので、大きい貯水槽を

つくっていただいて、上澄みだけ流すと。また、

沈砂池が満杯になったら、その都度やっぱり対

処していただくという方策がベストであると考

えます。

　やはり塩入川の部分への土砂の流入、また田

畑への流入という部分はこれは食いとめていた

だかないとしょうがないですから、住民怒っち

ゃいますから、私も怒っているんですけど。こ

の点について、きちっとまた県の林務水産課を

通じて要望していただきたいと思います。この

点については要望にとどめますので、よろしく

お願いします。

〇企画課長（前木場強也）ソーラーシステム

の建設について、国・県の推進計画はどのよう

になっているかという御質問にお答えいたしま

す。

　国におきましては、エネルギー基本計画の中

で、エネルギー政策の基本は、エネルギーの安

定供給の確保、環境への適合及びこれらを十分

考慮した上での市場機能を活用した経済効率性

の実現を図ることとしており、原子力及び太陽

光発電を含む再生可能エネルギーの比率を2030

年には約70％とするとしております。

　また、再生エネルギーにつきましては、現時

点ではコストや供給安定性の面で課題はあるも

のの、環境負荷が小さく、多くが国内で調達可

能なエネルギーであるとし、エネルギー源の多

様化や新たな市場、雇用機会の創出といった効

果も期待できることから、積極的な利用拡大を

図るとしております。

　なお、このエネルギー基本計画につきまして

は、東日本大震災及び原発事故を受けて、現在、

白紙から見直すこととしておるということで、

現在作業中のようでございます。

　また、県におきましては、平成23年３月に策

定されました新エネルギー導入ビジョンにおき

まして、2020年度の太陽光発電の導入目標を59
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万2,000キロワットと設定しております。しかし

ながら、この導入目標は、国と同じく東日本大

震災前に検討された数値であることから、県で

も国と同様に、今後見直す方向であると聞いて

おります。

　それと、もう１点の質問なんですが、企画課

が総じて窓口になれないかということだと思い

ますが、企画課が現在担当しているメガソーラー

につきましては、市有地に設置する、それと立

地企業であるという点から、担当課としてかか

わっているというものでございます。民間の事

業者が民有地にソーラーシステムを建設するこ

とに際しましては、許認可の関係は存在いたし

ませんので、企画課としては指導・助言できる

立場ではございません。そのため、なかなか窓

口として対応できないのではないかというふう

に考えております。

　それとあと、このメガソーラーを含む太陽光

発電につきましては、発電設備が経済産業省の

認定を受けることで設置可能であり、県への申

請及び報告等の必要もないということですので、

その付近につきましても、チェックとか指導と

か、それがなかなか難しいというふうに考えて

おります。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　今、企画課長から説明を受

けました。国の新エネルギー政策ですね、県の

新エネルギー政策、見直しもあるという話なん

ですけれども、私が一番聞きたかった部分は、

確かに民と民との契約ということでなかなか入

れないと、経産省云々の話もありましたけれど

も、ただ、実際にメガソーラー、大きいものに

ついてはそれなりのやっぱり土地を利用してい

くわけですよね。やっぱり２ヘクタールとか３

ヘクタールぐらいの土地を利用していきます。

そうしますと、開発業者さんにつきましても玉

石混交です、これはですね。メガソーラーの業

者さんについても玉石混交です。また、実際上、

メガソーラーを盾にして、詐欺の部分のそんな

違法行為も起こっているような状況でございま

す。

　経産省にはないと、どこの部分でも法的縛り

がないということであれば、うちは末端の行政

機関なんでしょうけれども、でも、その部分は

政策提言をきちっと行っていただきたいと思う

んですよ。工事に着手したはいいが、そのまま

ほっておかれると、それによって災害が起こる

という事態も十分考えられるわけです。そうい

った部分ではきちっと、県・国の部分で対応を

きちっとつくってくれと、法の部分で網をかけ

てくれと。せめて、開発の部分で申請が来たら、

資金証明書の部分をきちっと出しなさいよと。

それぐらいしていただかないと、業者さんが開

発したはいいが、そのままほっておかれたら地

域住民は困っちゃいます。この点について、市

長どうお考えなのか、ちょっとお聞かせくださ

い。

〇市長（尾脇雅弥）現状に関しては、今、担

当課長が説明をしたとおりであります。事業に

対して、誰がどういう法令に従って、どういう

責任を負うべきかというのが基本であるとは思

います。ただ、今、感王寺議員がおっしゃるよ

うな現実的に課題があるとするならば、何らか

の方法で相談したり、検討すべきだと思います

ので、そのことは今後、少し検討させていただ

きたいと思います。

〇感王寺耕造議員　最後は要望にとどめますけ

れども、結局、現行の国の法の部分、県・市の

部分でも、法令、条例の部分で予想されないこ

とが現場で起こっているんだということは事実

でございますので、市長におかれましては市長

会で、また企画課長、農林課長、実際の行政の

現場でも、このソーラーシステムの問題につい

てはさまざまな問題が近隣市町村の部分でも起

こっていると思うんですね。そういう声を１つ

にしてぜひとも県のほうを動かしてください。
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県が動いたら国も動いてくれるかもしれません

ので、その部分はよろしくお願い申し上げます。

　次に移ります。

　自主財源確保の対策について税務課長から懇

切丁寧に説明を受けました。平成18年までは実

際調査をなされていたんですが、結局、収支計

算になった後をやられたわけですね、その部分

を18年まで続けられたと、効果が上がらなかっ

たということなんですけれども、情報収集につ

いては、先ほど国交省ですね、私の専門分野で

ある育成、牛の部分ですね、この部分とか、あ

と農協さんですね、またあと公設市場の部分で

すね、また農林課の部分の中山間の部分だった

りとか、旧所得補償の部分ですね、ありとあら

ゆるところで網を張られているということにつ

いては、当然のことをなさっているわけですけ

れども、それでいいのかなと思っております。

　ただ、私が１点だけ気にしている部分がある

んですよ。なぜ、私も農業者ですから、農業者

をいじめるような発言をしているのかと同業者

から言われると困るんですけれども、やはり所

得申告の部分でいろいろ行かれると、その中で

農業者の場合は減価償却の部分ですね、必要経

費、減価償却を引いた後に、その部分で所得税、

市県民税、国保税が決定されてきますから、そ

うしますと、つくってないという、余り私、こ

ういうことを言いたくないんですけどね、そう

いう話を聞くんですよ。農業者の場合は、所得

税は発生しないかもしれないけれども、市民税、

国民健康保険税はきちっとやっぱり公平に負担

すべきだよという、実際にそういう個人事業者

の声を聞きます。私はきちっとやっているんだ

けど、やってない人もいるみたいじゃないと、

私もばからしいわ、申告するのというですね、

そういう声も実際に私、聞いているんです。そ

ういう部分があるから、こういう嫌な質問をし

ているわけです。

　18年度まで実施されて、効果がなかったとい

うことですけれども、実際上、なかなか難しい

んでしょうけれども、申告の現場ではですね。

Ａさん、あなたはこれをつくっていらっしゃい

ますよねと、申告がなかった場合は誘導できる

わけですよ。それくらいやっぱりきちっとやっ

たほうがいいと思うんですね。

　あと、もう１点大きい部分が、先ほどの農林

課長の、どの議員の部分でしたかね、ちょっと

聞いたんですが、田平先輩の質問でしたかね、

市内14業者、青果業者があるということですね。

この分の所得というか、売り上げの部分の捕捉

ができているのかなという部分をちょっと疑問

に思います。14業者さんに御相談して、国民健

康保険税もこうなんだよと、市税の分もこんな

形で減っているんだよという部分で協力をお願

いして、という部分の方策も私はとれると思う

んですけれども、以上２点について、説明を求

めます。

〇税務課長（北迫睦男）先ほども少し申し上

げましたけれども、農業所得の把握は非常に難

しいということを申し上げましたが、昔から捕

捉率の言葉でクロヨンとか、トーゴーサンとか

言われておりました。本市の実態調査につきま

しても、実際調査した作付状況を申告の際に申

し上げますと、自分は今つくっていない、貸し

ているとか、つくったけれども収穫に結びつか

なかったとか、いろいろなそういった言葉等も

ございまして、なかなか所得アップにつながら

なかった経緯がございます。

　今後の対応としましては、青果市場とか青果

業者さんの販売実績等についても協力の要請を

してまいりたいと思います。さらには、関係機

関、関係課との連携でも協力をいただきながら、

適正な申告につながるように努力してまいりた

いと思います。

　それと、もう１点は、平成25年度の税制改正

におきまして、記帳義務及び記録保存義務が平

成26年１月１日から全ての個人業者に、事業所
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に拡大されることになっております。記帳は税

の申告のためだけでなく経営管理にも資するも

のでございますので、事業活動を行う限り必要

なものであります。これらについても周知徹底

を行うことで、より公正・公平な申告、課税に

つなげていけるように努力したいと思います。

〇感王寺耕造議員　きょうはちょっと時間に余

裕があるみたいですので、市長にちょっと振っ

てみたいと思いますけれども、今までの議論を

踏まえられて、市長、今まで徴税の部分につい

ては、以前は徴税対策室をつくったりとか、そ

れで課員の方々も一生懸命徴税の部分について

はなさっております。ただし、その徴税の前の

部分ですね、申告の部分についてはちょっと何

らかの対策もとられていないというのが現状で

す。この分について改善の余地はないのか、市

長のお考えを聞かせてください。

〇市長（尾脇雅弥）現状は今、担当課長が話

をしたようなことだと思います。具体的個別に

関しては、今、感王寺議員のほうからこういう

事例もあるんだよというようなことで、内々あ

るだろうと思いますが、やはり税金というのは

公平・公正でなきゃいけないと、一生懸命働い

て、正しく納めるというのが基本でありますか

ら、そういうような形態がとれるような体制づ

くりというのは必要であると思いますので、そ

のことは再度また課内で協議をしたいというふ

うに思っております。

〇感王寺耕造議員　それでは、議長、教育委員

会のあり方について２度目の質問に入らせてい

ただきます。

　教育長も市長も明確に答弁していただきまし

た。現行の教育委員会制度を守るかということ

であったかと思います。旧教育基本法の部分で、

戦後民主主義というやつがきちっと担保された

という部分を御両名ともきちっと認識なさって

いるということで、安心いたしました。

　余談ではございますが、この教育基本条例に

ついては大変な問題がございます。教育長の部

分で、憲法違反だ、法律違反だという言葉もあ

りましたですね、法律学者からはそういう部分

があったということですね。

　まず、概要をちょっとお話ししますと、当然

御承知でしょうけれども、教育目標を首長が教

育委員会と協議して決定し、首長が委員会と意

見が一致しない場合は、委員会の反対意見を付

す形で首長の教育目標を議会に提案できる。ま

た、教育委員に関する、教育目標に関する自己

評価に基づき、地域教育行政法第７条１項に規

定する罷免事由に該当するかを首長が判断する

こと、また、教育委員会の評価に保護者や生徒

の意見を反映すること。また、大阪府の基本条

例につきましては、府費負担教職員任命権の市

町村への移譲なども規定されております。

　これは私、極めて大きい問題を持っていると

思ったもんですから御両名に質問したんですけ

れども、御両名ともそのようなことであったの

で安心しております。ただ、後日、この部分に

ついても先ほど、どなたかの質問でしたかね、

池山議員の質問でしたか、この部分で気になっ

た部分が、教育長への責任及び権限の一元化に

ついてという問題がございました。この部分に

ついてちょっと引っかかったわけですけれども、

いじめ問題を発端にして、教育委員会のあり方

という部分が教育行政再生実行会議で議論され

ていると。それで、首長が教育長を任命する。

常勤にし、教育行政の責任者とするという部分

ですね。また、この問題については今後、中央

教育審議会でもんでいくということです。

　参院選の動向もあるんでしょうけれども、多

分このような形で決定していくのかなと私は危

惧しております。そうなった場合、この部分は、

やっぱり教育委員会のあり方についても国の部

分で議論がまた進んでいくのかなと、この部分

が終わった後に来るんじゃないかという危機感

を持っているもんですから、こういう質問をし
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ました。

　いじめの問題については、私が考える部分は、

教育の部分だけの問題じゃないと思うんですよ。

やはり戦後の高度経済成長が終わった後に、社

会の閉塞感という部分がございます。また、橋

本内閣の後、新自由主義に基づく、新資本主義

に基づく経済改革、行財政改革が行われてきま

した。その結果としてどうなったか。派遣法も

改正されてしまった。高校を卒業しても、大学

を卒業しても正職員にはなれない。大企業は内

部留保だけで、正規職員すらも終年雇用も守ら

れない。いつ首を切られるかわからないという

部分で、いじめ問題が発生してきました。これ

を、教育行政の部分を、委員会制度の部分をか

えるよりも、そういった部分の政治の豊かさと

いう部分を、国民が安心して暮らせるような担

保をすることが私は第一だと考えます。

　また、この教育委員会制度につきましては、

いじめの問題を、改革の問題はいじめの問題と

いう部分が端緒にあったという市長の話にあっ

たんですけど、これについては、警察関係者、

あと教育心理学の先生方とか、さまざまな方々

でいじめ問題の常任委員会ですね、こういう部

分を各行政単位で設けられているところもござ

います。この部分についても御提案差し上げま

した。だから、大もとの教育委員会のあり方の

部分を変えるんじゃなくて、そういうような対

症療法といいますか、そういうほうが私はベス

トであると思いますし、この教育委員会制度の

部分については、いじっていただきたくないと

いうことでございました。長くなりまして済み

ません。

　教育長の熱い思い、知・徳・体という部分を

聞きました。体については、先ほどの池山議員

の部分で、ちょっと劣っているのかなと。私は

逆に、田舎ですので、体力があり余っているの

かなと思いましたら、やっぱり今、インターネ

ットであるとか、ゲームとかありますね。

こういう部分、まず体が基本ですので、市長、

教育長には財源の部分で当然ございませんので、

小学校の遊具等、大変老朽化している部分もご

ざいます。ＰＴＡのＰの部分ですね、また地域

社会の部分でそろえている部分もありますけれ

ども、小学校の遊具程度はきちっとそろえるべ

きではないかと思いますが、市長の見解を伺い

ます。

〇市長（尾脇雅弥）今、小学校の遊具に限ら

ず、いろんな建物が老朽化して、更新のタイミ

ングがあります。そういった中で、特に教育行

政に関してのいろんな予算というのは、かなり

予算措置ができているのではないかなと思いま

すが、まだまだ及ばないところもありますので、

再度点検をして、安心・安全上にかかわる問題

であれば早急に対応しなきゃいけないというふ

うに考えております。

〇感王寺耕造議員　体の部分で、遊具だけでは

なくて、そのほか足りない部分はきちっとやっ

ていただくということですので、市長、やはり

子供は我が地域の宝です。きちっとやっぱり、

市長も先ほど申されたとおり、教育の充実です

ね、また、幼児・学童の部分をきちっと市議の

時代からやっておられました。そういう部分で

当選されたと思うわけですけれども、子供たち

を大切に市民全体で育てて、予算も出していた

だくということですので、また、よそへ出て学

んでいただいて、本市へ帰っていただいて、優

秀な人材となって帰ってくることを期待してお

ります。ぜひとも予算執行のほうをお願いいた

します。

　また、さきに戻りますけれども、知というこ

とを、確かな学力ということで、先ほど学校教

育課長のほうから池山さんのほうに、学力のほ

うもきちっと担保しているよということでござ

います。しかし、私、知という部分、この部分

について考えますと、暗記の学力ではなくて、

分析して判断できる力ですね、社会情勢を読ん
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だり、人が何を言おうとという部分が必要だと

思うんですよ。また、徳という部分についても、

まずおのれを大切にすると、おのれを大切にし

ないと、人も大切にできない、国のことも思え

ない。そういうようなことが道徳教育だと私は

考えております。

　そういった部分では、やはり今いろんな学校

教育の部分でも、例えば新聞協会の部分ですね、

新聞を活用した教育とか、あと証券会社の部分

では、私は余りこの部分は好きではないんです

けれども、マネーゲームですよね、実際、お金

をあれして、そして資産運用をしていくという

部分ですね。あと複利の計算ですね、今18.5％

ですか、この部分で複利で計算したら、300万円

の銭を借りたら１年間でどれだけの金利になる

か、そういったような社会性を持った勉強とい

うやつも必要だと思うんですね。また、日本人

はなかなかディベート能力が低いと言われてい

ます。この辺を伸ばす方策という部分は、他機

関の、先ほどは新聞協会を挙げましたけど、そ

ういうことは考えておられないのか、１点だけ、

学校教育課長でも教育長でも結構ですのでお願

いいたします。

〇教育長（長濱重光）感王寺議員のただいま

の質問は、総括的に子供たちに消費生活といい

ますか、いろんなものを、教育を進めるべきで

はないかということではないかと思うんですけ

れども、複利の関係とか、いろいろ利率の関係

とかありましたけれども、消費生活に関する教

育といいますのは、子供たちが大人になってい

く上でとても大切なことだと考えております。

そういう中で小学校でも中学校でも、金銭感覚

を養うとか、そしてまた中学校におきましても

技術家庭の中で、商品の購入の仕方とか、支払

いの方法とか、チラシの見方、トラブルの対処

法などの学習を実施しております。

　また、高等学校の話になりますけれども、高

校におきましては、クレジットカードの安易な

使用による多重債務、また、自己破産が社会問

題化していることを理解させ、金融トラブルの

未然防止や事後対策等についての指導も行われ

ております。そしてまた高校の多くは、鹿児島

県に消費生活センターというのがございますけ

れども、ここの県職員を外部講師として招いて

出前講座を実施しております。この中で、クレ

ジットカードの正しい使い方とか、それから社

会に出てから、よく言われております若者に多

い消費者のトラブルの実例などについても学ん

でおります。私は、こういうことは非常に大事

なことと思っておりますので、今後、まずは中

学校におきまして、こういった出前講座の活用

に向けた取り組みを実施してまいりたいと考え

ております。

　冒頭に述べましたように、議員御指摘の消費

生活を含めたこういった教育というのは非常に

大事でございますので、今後とも適切な指導を

行ってまいりたいというふうに考えております。

　特に、仰せの徳育の部分ですね、これはもう

子供たちが将来の社会、厳しい社会を生きるた

めには特に必要なことでございますので、その

徳育の部分につきましてはさらなる取り組みを

推進していきたいというふうに思っております。

このことにつきましては、私どもも今、来年度

のことに向けましてもいろいろ、いろんな角度

から検討をいたしておりますので、また皆様方

にも御相談しながら、実現に向けて取り組んで

まいりたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　最後の質問といいますか、

１つ、言い忘れたことがございました。ネット

の問題ですね、ネットに関するいじめですね、

この部分もあります。時間がないので差し控え

ますけれども、この対策もきちっととって、現

在もとっておられると思うんですけどね、これ

もきちっとやっていただきたいということと、

また、教育長におかれましては、さきの議会で
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川越議員の質問の部分で、子供たちがみずから

考え、判断し、たくましく生き抜いていく力を

醸成する教育を進めることが重要であると認識

しておりまして、とございます。ぜひとも頑張

っていただきたいと思います。

　最後の質問、先ほど答弁があったんですけれ

ども、「あつまれわんぱく！夏の勉強会」とい

うことで、先生方がボランティアでやっていた

だくと、大変感謝申し上げます。世間の人たち

は、夏休みなど、先生たちは休みが多くていい

なという話もありますけれども、私の弟も某学

校で教頭をしておりますので、夏休みも忙しい

です。そういう中にあって一生懸命やっていた

だくことに感謝申し上げますけれども、具体的

に、１日何時間ぐらいやられるのか、そしてま

た何日ぐらいやられるのか、いい答弁でしたの

で、ぜひとも紹介してください、お願いします。

〇学校教育課長（牧　浩寿）今、御質問がご

ざいました「あつまれわんぱく！夏の勉強会」

でございますが、とにかく子供たち、勉強は苦

手意識を持っている子供たちが多数おります。

その子供たちを何とか教育長の理念のもとに育

てたいと。今回初めてのことでございますので

試行錯誤です。

　開催は１日、子供たちは弁当を持ってきまし

て、会場でございますけれども、どこがいいか

な、やはりいずれ行くであろう中学校、これを

会場にいたしまして、きれいな場所で、それで

スクールバスを走らせます。北と南に走らせて、

そして子供たちが４年生・５年生・６年生、そ

れぞれに自分が苦手とする、今回は算数をやり

ますけど、苦手とする部分を事前に申告をさせ

ます。そして、先生方もボランティアで何人集

まるかわかりませんが、先生方には、これに申

し込まない先生は、いわば教師としての資質を

試されるよね、そんなふうな話もしているとこ

ろでございます。そして、それぞれの課題に応

じてそれぞれの教室で、子供たちが個々に抱え

ている問題をできるだけ個別に対応して、自信

を持たせて２学期を迎えさせたい。

　ただ、つけ加えになりますけれども、そうい

った苦手意識を持っている子供たちだけではな

くて、今度はもっともっとやる気を持っている

子供たちもおりますので、この子供たちにはチ

ャレンジコーナーを設けて、例えばですけれど

も、ラサール中学校にこの問題は出るような問

題だよとか、そういった発展的なチャレンジす

るコーナーも設けて、それにも対応させていき

たい。

　いずれにしましても初めての試みで、これを

もとにして、来年度以降はもっともっと発展さ

せていきたいとそのように考えております。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　あと３分程度ですかね。

　地籍調査の問題ですけれども、調査に入る前、

きちっと法にのっとった部分ですね、要綱の部

分に沿ってやっているということなんですね。

ただし、法務局の登記、字図で出た部分は相続

登記だけじゃないんですよね。例えば開拓農協

財産ですね、あと、昔はミカン山ですね、パイ

ロット事業という部分がございましたですね、

新城の部分にもございます。この部分について

は筆界の確定については、地籍調査以外につい

ては土地家屋調査士さんの持ち分ですけれども、

とにかく面積が広いと筆界もたくさん出てくる

ということで膨大なお金がかかります。だから、

開拓農協、パイロット事業等については、実際、

現況の部分でやっているわけですね。そうしま

すと、現況で配分しているんだけれども、死ん

だ人も出てきちゃったと、わからなくなってい

るんですよ。

　そういった、だから世間一般でいう公図云々

じゃなくて、もうちょっと開拓農協に資料はな

いのか、あと農業委員会等に残っていないのか、

土地改良区に残っていないのか、そういう結局、

あくまでもこういう図面については当然法務局
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の公図、登記のほうが、字図のほうが上級です

から、ただ、わかっていない、わからない部分

が現況としてはありますので、そういうような

参考になる部分も集めていただきたいというこ

とで思っております。

　また、青線、赤線につきましては、一応青線、

赤線がないところについてはきちっと決めなき

ゃいけないと、これは私も当然わかっておりま

す。赤線については１メーター20ですね、青線

については90と。ただ、現況主義でいくのかど

うなのかという問題はちょっと私、以前申し入

れしました。現況主義でいくんだと、これは筆

界関係者の部分で決めることですから、現況主

義でいくということで安心しましたけれども、

できれば地籍調査の課員の人たちも、やっぱり

市民の大切な財産が確定する部分ですから、筆

界が確定するわけですから、大変な業務だとは

わかっております。ただ、将来の公共事業、あ

と農業政策の部分ですね、それからまた防災上

とかそういった問題もございますので、現況主

義の部分をきちっとお願いしていただくと。

〇議長（森　正勝）時間を超えていますので、

速やかに質問願います。

〇感王寺耕造議員　よろしくお願い申し上げま

す。申しわけございません。どうも失礼しまし

た。

〇議長（森　正勝）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（森　正勝）次は、明日午後９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（森　正勝）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後４時51分散会
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平成25年６月19日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、きのうに引き続き一般質

問であります。

　　　△一般質問

〇議長（森　正勝）それでは、通告に従って

順次質問を許可します。

　最初に、８番持留良一議員の質問を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　それでは、早速質問に入ります。

　今回の質問の中心は、１つは交付金の振り替

え分や年少者控除等の廃止等による増収分の原

資を有効に活用し、市民の切実な要望にどのよ

うに応えていくのか、行政のあり方についてさ

まざまな問題点を挙げながら、ただしていきた

いと思います。

　もう１点は、実効ある施策で市民の生活の安

定と地域経済の活性化を求める質問であります。

　本題に入る前に、まず最初に、市長の政治姿

勢について伺います。

　先般、新聞で県下の市町村長の憲法に関する

アンケート調査結果が報道されました。憲法問

題については今後さらに議論の場があると思い

ますので、そのときにまた議論したいと思いま

すが、今回は、結果が報道・公表されたことで、

市長としての市民への説明責任があるという点

と基本的認識について、以下の２点について見

解を伺います。

　最初は、憲法の何が問題と考えておられるの

か、まずお聞かせください。

　近代の立憲主義において、憲法というのは主

権者である国民が国家権力を縛るという考え方

に基づいてつくられています。国家権力の乱用

から国民の自由を守る、これが憲法であり、立

憲主義の立場です。そのため憲法改定の要件も、

時の権力者たちが憲法を改正することが難しい

ようにされています。これは立憲主義の要請と

言われていますが、立憲主義と96条との関係を

どのように捉えているのか、２点目について伺

います。

　次に、地域元気臨時交付金の活用で、既に計

上予算の財源振り替えを行うことで一般財源が

確保されることが３月議会、そして６月議会で

も明確にされ、活用していくことも明らかにさ

れました。私は、その一般財源を有効に活用し

て市民の要望に応えていくべきだということを

主張してまいりました。

　そこで、当面の問題点として３つの課題につ

いて質問をいたします。

　１点目は、３月議会でも生活保護法の改定で、

特に保護基準の引き下げによる影響での対策の

必要性を求めましたが、参議院での可決が濃厚

な中、改めて市としての対策を求めたいと思い

ます。

　私は特に、法の改正の中で、一般国民の生活

水準まで負の連鎖を生み出す生活扶助基準の切

り下げは断じて許されるものではないというこ

とを、強く改めて訴えたいというふうに思いま

す。自治体でのこの負の連鎖を食いとめること

を本気に考えればできることです。

　そこで質問ですが、生活保護費をもとにして

いる減免・給付等の基準の変更に伴う支援策を、

市民の命と暮らしを守る立場からどのように検

討されているのか、伺います。

　改めてお聞きしますけれども、１点目は、市

独自の対応が必要な減免・給付制度はどのよう

なものがあるか、お聞かせください。対策につ

いては３月議会以降どのように議論・検討され

たのか、お聞かせいただきたいと思います。
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　２番目は、教育の機会均等の保障と、教育支

援のための就学援助制度対策の必要性と制度の

充実を、子供の貧困対策に視点を置きながら質

問いたします。

　１点目は、昨日、池山議員のところで出まし

たので割愛をしていきたいというふうに思いま

す。

　厚生労働省の調査でも、子供の相対的貧困率

が2007年で14.2％、2009年では15.7％、２年間

で1.5％上昇していることがわかり、政府として

も見逃すことができない状況と指摘もしていま

す。相対的貧困とは、御存じのように標準的な

所得の半分以下のことです。私たちは、子供の

貧困を放置することはできないし、しっかりと

対策をとるのが政治や教育行政の責任と考えま

す。12月議会でも、就学援助制度で一般財源化

されたことでの問題点を指摘しました。また、

一般財源化で自治体間の格差も生まれているこ

とも紹介いたしました。

　私は、この制度について、ことしもさまざま

な相談をこの３月、４月受けました。改めて教

育の機会均等の保障と教育支援のための就学援

助制度の対策の必要性と、制度の充実が政治の

責任として求められていることを痛感しました。

　この問題は、この時点における経済的格差の

縮小効果だけでなく、垂水の長期的人材育成、

人的資本の蓄積に貢献する可能性が大いにある

と考えます。このような点から、改めて、政府

が新たに加えたＰＴＡ会費・生徒会費・クラブ

活動費を加え、教育の機会均等の保障と教育支

援の充実を求めますが、見解を伺います。

　次に、年少扶養控除の廃止等に伴う財政の増

収分を、特に医療制度の充実に有効に活用すべ

きじゃないかという点を質問いたします。

　年少者扶養控除等の廃止等は、子ども手当を

めぐって廃止されました。結果、子ども手当も

なくなり、増税だけが残ったことになるのでは

ないでしょうか。そうであるならば、増収分を

子供を中心とした支援策に還元することが基本

だと考えます。

　まず、使途について国の見解はどうなってい

るのか、伺います。

　次に、市の考え、そして廃止に伴う増収はど

のくらいだったのか、伺います。

　私は、これらを原資に子供の医療費制度の支

援策を求めたいと思います。

　そこで、県内の自己負担ゼロの自治体の動向

について教えてください。

　制度として枠は広がっても、基本問題、自己

負担の問題は解決をしていません。この制度は

少子化対策の柱にもなっていくものです。そこ

で、改めて自己負担の減額を求めますが、見解

をお聞かせください。

　次は、アベノミクスによる急激な円安が燃油

高騰等を招いている問題について、対策を伺い

ます。

　解決の基本は、急激な円安は国策による問題

であり、政府の責任として対応すべきものであ

るということをまず訴えたいというふうに思い

ます。

　そこで、現状の問題として、2008年度の燃油

高騰のときの対策としての漁業経営セーフティー

ネットがありますが、実態として間に合わない

のが現状のようです。国は新たな対策案を示し

ましたが、県、関係者にとってもハードルが高

く、実態に合った対策が求められています。漁

業関係者においても経営努力は求められていま

すが、燃油等の問題は、実態との関係からも何

らかの対策は市独自の施策として求められてい

ますが、見解を伺います。

　そこで、水産業の実態の把握はどうなってい

るか、国の支援策はどうなっているか、そして

市独自の支援策の必要性はないのか、伺います。

　また、円安に伴う魚価への影響と問題につい

て伺います。

　2010年度、養殖配合飼料の価格高騰対策とし
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て、漁業経営セーフティーネット構築事業は創

設されました。価格高騰には補填金が支払いが

ありますが、価格どまりになると基金が乏しく

なり、補填されない問題点があります。養殖業

は飼料単価で経営収支を大きく左右される問題

がありますが、本市での影響や対策等について

伺います。

　次に、建設労働者の賃上げにつながる実効あ

る施策を求めることについて、質問をいたしま

す。

　この４月から国土交通省は、公共事業に従事

する建設労働者・職人の労務の算定根拠になる

設計労務単価を全国で15.1％、県内で13.4％引

き上げました。今回の設計労務単価の引き上げ

が、確実に下請代金や賃上げにつながる実効あ

る施策が必要です。それは、厚生労働省の2012

年賃金構造基本統計調査によると、県内建設業

の現金給与は、全産業の平均より10万円も低い

というふうになっています。ゆえに、建設労働

者の暮らしの保障と地域経済の活性化のために

も、賃上げにつながる実効ある施策が求められ

ています。

　そこで、この間の動向と特徴はどうだったか、

本年度の引き上げの内容について、まず伺いま

す。

　２番目は、実効ある施策の必要性について伺

います。

　１つは、県の指導文書はどのような内容だっ

たのか、市としてどのように業者に採用された

のか。

　３番目に、確実に賃金を引き上げる仕組みづ

くりは市としても検討する必要がありますが、

考えをお聞かせください。

　４番目は、建設労働者の労働条件の抜本的な

改善のために、公共事業に従事する労働者の最

低賃金を取り決め、元請の受注のその遵守を義

務づけることを内容とした公契約条例の制定の

必要性を改めて問いますが、その後の議論・研

究、そして方向性、具体化についての見解をお

聞かせください。

　最後に、重度心身障害者医療制度について伺

います。

　現在、鹿児島県では３つの医療費、乳幼児医

療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療の

助成を行っています。いずれも償還払いになっ

ているため、お金がなければ病院にかかること

ができない現状の問題も出てきています。

　そんな中、特に重度心身障害者を取り巻く環

境は経済的にも厳しく、いつでも安心して必要

な医療を受けられるような施策が求められてい

ます。そこで、後から助成分が戻ってくるので

あれば、窓口で助成を行う現物給付にすれば安

心して必要な医療を受けることができるように

なります。

　そこで伺いますが、１点目は、現物給付問題

での全国の状況、県の動向はどうなっているか。

　２点目は、現物給付制度の課題と可能性につ

いて伺います。

　障害者にとっては、申請は大変な重労働です。

このような実態等を考慮して県へ要望していく

考えはないか、お聞かせください。

　次に、助成金の申請問題については、申請は

どのような状況か、市の対策はどうなっている

かお聞かせいただきたいと思います。そして、

申請窓口の改善の必要性はないか伺います。

　以上で質問を終わりますけれども、問題点が

あれば再質問をさせていただきたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）皆さん、おはようござい

ます。

　それでは、私に関しての憲法アンケートに関

連しての御質問にお答えをいたします。主義主

張はそれぞれありますので、私の考えとしてお

話をいたします。

　現憲法は、日本が連合軍の支配下にあったと

きに、マッカーサーが部下に命じてわずか１週

間で作成させ、当時の日本政府並びに国会に承
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認させた経緯があると聞いております。

　仮に、現憲法がそのような経緯で作成、可決

されたものでなかったとしても、時代の経過や

社会情勢などの変化によって、その時代にそぐ

わない部分が出てくるのは当たり前であると思

います。憲法に限らず、あらゆる物事、システ

ムについて、常によりよい方向、よりよい内容、

よりよいものに改良・改善を重ねていくことは

当然のことだと思います。

　日本国憲法が世界的に見ても改憲しにくい憲

法になっているとの意見が多くあるのは、事実

そのとおりだと思います。さまざまに変化する

時代の中で、主権者である日本国民が、日本国

民の意思として決定していくための法整備は必

要であると考えております。

　次に、立憲主義ということは、国家権力の正

当性を憲法が明示すること、違憲審査の対象に

ならない統治行為が憲法原理に基づいて行われ

ているかを監視し続けることとあります。

　また、96条との関係では、現行法では、憲法

改正には、国会が発議し、国民投票の手続が必

要であります。現行法では、衆参両議院の３分

の２以上の賛成が必要で、さらに、国民投票に

よって過半数の賛成が必要であります。

　改正は慎重丁寧でなくてはならないと思いま

すけれども、現行法では、主権者である国民が

必要に応じ意思表示する前のハードルが高過ぎ

ると考えております。社会情勢が変化する中で

世界平和を維持していくためにも、必要に応じ

て改正できる環境を考えるべきだというふうに

思っております。

　次に、生活保護費をもとにしている減免・給

付制度の基準変更に伴う支援対策を、命と暮ら

しを守る立場からどのように考えておられるか

の御質問にお答えをいたします。

　本市におきまして、生活扶助基準をもとにし

ている減免制度につきましては、市民税の減免

及び国民健康保険における一部負担金の減免制

度があります。今般、平成25年８月１日から適

用されます改正後の基準額が示されました。今

回の生活扶助基準額の見直しでは、年齢層によ

って基準額が増額になったり減額になったりし

ておりますが、平成25年８月から平成27年度ま

で３年程度かけて段階的に基準額に到達するよ

う、市民生活への影響を考慮して激変緩和措置

もとられております。

　また、今回の生活扶助基準の見直しに伴う、

ほかの制度への影響については、国から、この

趣旨を理解した上で、各地方自治体において適

切に判断・対応していただくようにとの要請も

来ておりますので、今後、他市の動向を調査し

て検討してまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇教育長（長濱重光）就学援助費の支給項目

に、ＰＴＡ会費・生徒会費・クラブ活動費を加

え、教育の機会均等の保障と教育支援の充実を

との御質問にお答えいたします。

　御承知のとおり、就学援助制度につきまして

は、平成17年度以降、国の補助事業から単独事

業となりまして、その実施主体であります市町

村で支給基準を定めることとなっております。

現在、ＰＴＡ会費並びに生徒会費等を支給して

いる市は、県内19市のうち出水市だけとなって

おります。

　この就学援助費の財源の一部は地方交付税に

算入されているところでございますが、平成24

年度の本市における就学援助費の支出額1,058万

8,000円に対しまして、交付税算入額は245万9,

000円となっておりまして、支出額の４分の１に

満たない23.2％程度の交付税しか交付されてい

ないのが実情でございます。今後、国によりま

す十分な財源措置が望まれるところでございま

す。

　また、ＰＴＡ会費等を支給した場合の試算に

ついてでございますが、平成24年度の認定実績

に基づきまして、国が示しました補助積算単価
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を乗じて算出しましたところ、小・中学校合わ

せまして総額で約389万円となります。

　このような現状を踏まえますと、ＰＴＡ会費

や生徒会費等を新たに支給項目に追加すること

につきましては、慎重な対応をとらざるを得な

いものと考えております。

　以上でございます。

〇水産商工観光課長（山口親志）急激な円高

についての交付金対応の質問にお答えいたしま

す。

　昨日も川畑議員の質問にお答えしましたが、

水産業の実態と把握については、４月から水産

の課長としまして両漁協とも連携を深め、実態

の把握に努めてまいり、対応・対策について協

議をしてまいっております。

　今回の急激な円高もですが、今までの負債等

の経緯をも含めて、非常に厳しい状況であるこ

とは昨日もお答えいたしました。

　しかしながら、両漁協とも、現状を踏まえて、

あらゆる対策、努力をされ、平成25年度をスター

トされております。その中で、今回、急激な円

高対策が生じてまいりました。対策としまして

は、国の燃料のセーフティーネット等もありま

す。両漁協ともセーフティーネットについては

メリットがないようで、この制度に加入はされ

ておられないようであります。

　このことでは、逆に餌代の高騰が懸念されま

すが、今回、６月議会には間に合いませんでし

たが、市長から、両漁協との協議を含め、円安

対策の指示を受けておりますので、今後、必要

があればしっかりとした対策を議会の皆様に提

案しながら、支援をしてまいりたいと思ってお

ります。

　また、円安に伴う魚価の影響については、魚

価の価格が思うように伸びてまいっておりませ

んので、経費がかさみ、水産業者への影響はか

なりあると思われます。国と県等とも連携しな

がら、支援のための施策をお願いしてまいりた

いと思っております。

〇財政課長（野妻正美）おはようございます。

　年少扶養控除の廃止等に伴う財政の増収分に

ついての（１）（２）、使途についての国の見

解と本市の考え方についてお答えいたします。

　平成25年度、地方財政計画において、住民税

の年少扶養控除廃止等による平成25年度におけ

る追加増収分等の取り扱いについては、子宮頸

がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金、

妊婦健康診査臨時特例交付金の国庫補助金の一

般財源化に活用するものとされております。

住民税の年少扶養控除廃止による増収分は、も

ともと子ども手当の財源に充てるためでありま

したが、そのほかに、この増収分を見込んで平

成24年度より児童手当に係る地方特例交付金が

廃止されております。また、同じく平成24年度

より、子育て支援交付金、その他の交付金等も、

一般財源化という名のもとで縮小または廃止さ

れております。

　平成24年度普通交付税は、平成23年度に比べ

て3,500万円程度減額となっており、住民税の年

少扶養控除廃止等による増収分がそのまま市財

政の増収となるわけではないと思われます。

　以上でございます。

〇税務課長（北迫睦男）年少扶養控除の廃止

等に伴う増収についての御質問にお答えします。

　扶養控除の見直しにつきましては、平成22年

度の税制改正により、子ども手当の創設と相ま

って年少扶養控除が廃止され、また、特定扶養

控除の上乗せ部分の廃止は、高校実質無償化に

伴い改正されたものでございますが、所得税は

平成23年分から、住民税は平成24年度分から適

用されたものでございます。

　市民税の影響額につきましては、改正前の控

除を適用された場合として試算いたしましたが、

３つの区分に対して、平成24年度、25年度の２

カ年分についてお答えします。

　まず、年少扶養控除対象者のみがいる世帯に

― 94  ―



おける増収額でございますが、平成24年度が1,

971万3,840円、平成25年度が1,680万1,500円。

特定扶養控除対象者のみがいる世帯の増収額は、

平成24年度が98万9,100円、平成25年度が99万1

,440円。次に、年少扶養控除及び特定扶養控除

の両方の対象者がいる世帯の見直しに伴う増収

額は、平成24年度が384万9,120円、平成25年度

が288万3,600円、合計で平成24年度が2,455万2

,060円、平成25年度が2,067万6,540円でござい

ます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）子供医療費制度

についての御質問にお答えいたします。

　少子化時代を迎え、子育て世代が安心して子

供を産み育てることができるように、子育てし

やすい環境を整えることは重要課題の１つであ

ります。

　そこで、県内の動向でありますが、県下の19

市におきましては、自己負担がないところです

が、この中で６歳までが５市、９歳までが１市、

小学校卒業までが１市、中学校卒業までが７市、

計14市が全額助成をしているということでござ

います。

　垂水市におきましては、県下でもいち早く平

成21年４月より、中学校卒業まで非課税世帯は

全額助成、それから課税世帯は月額3,000円を超

える額を助成するという制度拡充を実施してき

ております。

　課税世帯の方々の月額3,000円の負担を限りな

く０円に近く減額をということは、子育て中の

親にとりまして経済的負担を少しでも軽減でき、

大変ありがたい制度改正であるかとは思います

が、自己負担の減額となりますと、多受診、薬

の重複投与に歯どめがきかなくなるおそれが多

分にあると思われます。

　市の単独事業での制度拡充となりますと、市

の財政負担の増大につながると考えております。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）持留議員の建設労働

者の賃上げにつながる実効のある施策をの中で、

建設労働者、職人の労務費の算定根拠になる設

計労務単価問題についての御質問につきまして、

お答えいたします。

　設計労務単価につきましては、県土木部が制

定する公共事業設計単価表を適用いたしており

ます。形成されております設計労務単価につき

ましては、農林水産省・国土交通省の２省が所

管する公共事業等に従事した建設労働者の賃金

等の実態を調査し、決定されたものでございま

す。

　この設計労務単価の最近の動向、５年間の推

移でございますが、普通作業員について申し上

げますと、平成21年度から平成24年度の４年間

は、前年度に比べマイナス2.3％からマイナス0

.8％の範囲で推移してきておりました。しかし

ながら、平成25年度につきましては、前年度と

比べ約11％の上昇となっております。

　本年度の引き上げの内容についてでございま

すが、この背景には建設労働者の高齢化や人手

不足、特に若者の建設業離れを少しでも解消で

きるよう、国土交通省が考慮した結果であると

思われます。また、建設労働者の福利厚生を確

保するため、労働者の加入に必要な社会保険料

が勘案されているとのことでございます。

　続きまして、実効ある施策の必要性について

の御質問にお答えいたします。

　初めに、県の指導文書の内容についてお答え

いたします。

　この文書は、土木部長からの「平成25年度公

共工事設計労務単価について」の運用に係る特

例措置についての通知文でございます。

　内容は、県公共４部、環境林務部・商工労働

水産部・農政部・土木部が発注する工事及び維

持管理委託において、国に準じて特例措置を講

じることとした旨の内容であり、その特例措置

とは、平成25年４月１日以降に契約を行う対象

工事等のうち旧労務単価を適用して予定価格を
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積算している工事については、新労務単価によ

り積算された設計額をもとに変更契約できる旨

の内容となっております。

　次に、市としての対応はという御質問でござ

いますが、本市の場合、土木課発注の降灰除去

事業等10件が対象となりますので、当該工事に

ついては、国や県に準じまして、請負業者から

の申し出がありましたら、変更契約の対象とし

たいと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇財政課長（野妻正美）ウの確実に賃金を引

き上げる仕組みづくりを市としても検討する必

要があるが、考えはについてお答えいたします。

　公共工事の適正な施工を確保するためには、

技能レベルが確保された労働者による施工が不

可欠であり、こうした技能者の確保・育成には、

適切な水準の賃金の支払いが重要であります。

そのため、これまで最低制限価格制度を導入し、

低入札対策を講じてきたところですが、さらに、

７月からは、国に準じ、最低制限価格の算定率

の引き上げを行うこととしております。今後は、

国や県からの通知に基づき、適切な賃金水準の

確保についての要請と建設業者への協力のお願

いをしていきたいと考えております。

　エの公契約条例の制定の必要性についてお答

えいたします。

　近年、地方自治体では、公共事業の作業員の

賃金を条例や要綱で守ろうという動きもあるよ

うですが、まだ全国的には少数にとどまってお

り、九州管内では佐賀市が初めて、5,000万円以

上の建設工事を対象として、賃金の最低額を定

める制度をこの６月から始めたようでございま

す。

　公契約条例には、賃金確保等のメリットもあ

りますが、一方では、労働条件に対し、条例に

による介入の可否、最小の経費で最大の効果を

上げることが求められている地方自治法との整

合性等課題もあり、各自治体で慎重な議論がな

されているのも事実でございます。

　したがいまして、公契約条例の制定について

は、今後も、国や他自治体等の情報を収集し、

まずはメリット・デメリットの検証や課題の整

理を行いたいと考えております。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（篠原輝義）重度心身障害者

医療費助成制度における全国の状況でございま

すが、この制度は全都道府県で実施されている

わけですが、助成の方法については、償還払い

方式、自動償還払い方式、現物給付方式とあり

ますが、鹿児島県は償還払い方式を採用してい

るところであります。

　現物給付方式の課題と可能性についてでござ

いますが、鹿児島県は平成24年９月定例会にお

いて、仮に現物給付方式を導入した場合、他県

の導入例から、医療費の増嵩が見込まれること

や、市町村の国民健康保険に対する国庫負担金

が減額されるため、県だけでなく市町村及び国

保保険者への多大な影響が予想されることから、

現物給付方式での対応については現時点では考

えていないと答弁されております。

　本市におきましても、財政面、制度運営上か

ら見て、本市単独にて検討、取り組むことは困

難であり、国・県主導による制度検討、または

統一の動きを待って、県内自治体と足並みをそ

ろえて対応を図っていくべき課題と考えており

ます。

　助成金の申請に関しましては、これまで、手

帳交付時に対象障害者に対し、申請手続と受給

者証の交付と助成手続に係る説明、申請書の配

布を行ってきておりますが、制度上、申請主義

に基づき事務を行っておりますので、申請され

た分だけが助成対象となっているところでござ

います。

　未申請の方への申請干渉、また制度周知につ

きましては、市報や市ホームページの情報掲載

を行ってきており、施設利用中の方や、窓口へ
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のお越しが困難な方につきましては、郵送や介

護者の方などからの申請も受け付けております。

今後も引き続き制度周知に努めてまいります。

　以上でございます。

〇持留良一議員　それでは、問題点について再

質問をしていきたいと思います。

　憲法問題については、市長が言われたとおり、

それぞれ主義主張もあるということは当然です

けれども、やはり市長が最初、憲法問題、私は

何が問題なのかと、どの点が問題なのかという

ことをお聞きしているので、改正ということは、

改正の必要性があるということは当然、その問

題点がどこにあるのか、そのことを本人自身が

認識していないと、その改正の必要性というの

は当然生まれてこないというふうに思うんです

よね。そういう点では、この場はちょっと時間

がないので十分な議論はできませんけれども、

やはりその点を明らかにしてほしかったなとい

う点が１点あります。

　もう１つはやはり、そのような憲法がつくら

れた過程というのは聞いておりますと、非常に

ある意味では客観的な形ですけれども、やっぱ

り主体的にこの問題を考えるべき問題としては、

一体どういう形で憲法がつくられてきたのかと

いうことはしっかり私、認識していかなきゃい

けないと思うんですよ。この点については、い

ろいろな文献やまた映画化もされて、いかに日

本人がこの点にかかわってきたかということも

明らかになっていますので、ぜひこの点につい

ては改めてまた認識を深めていただきたいとい

うふうに思います。

　96条との関係の問題では、ここの点をちょっ

と紹介してこの問題の整理をしたいと思うんで

すが、１つは、皆さん御存じのとおり、古賀元

自民党幹事長ですね、この方が96条の改憲には

大反対ということを言われています。今、96条

を変えて憲法改正手続のハードルを下げるとい

うことが出ていますが、私は認めることはでき

ませんと、絶対にやるべきではないと。憲法は

我が国の最高法規です。他の法規を扱う基準と

違うのは当然でしょうと。一般の法規が過半数

以上ということなら、憲法改正発議が総議員の

３分の２以上の賛成という現在の規定は当然だ

と。諸外国を見ても、憲法改正のハードルは高

くなっているんじゃないですかということも言

われています。

　それとあと、憲法を改正したいと、特に９条

を改正したいと言われている慶応大学の小林教

授は、改憲の発議を、要件を緩和することは憲

法の破壊につながると、こんなことを言われて、

やはりこれは問題だということを指摘をされて

います。

　そういう意味でも、やはりこの96条の問題と

いうのは、私たちは、憲法がどういう立場にあ

るのか、それと、ましてや立憲主義的なそうい

う立場から考えても、この問題をしっかりと私

たち自身も受け取っていかなきゃならない問題

だと、そのことを指摘して、この問題について

は改めて、また機会がありましたら議論をさせ

ていただきたいと思います。

　次に、生活保護問題に関する市の対策につい

てですけれども、先ほど出ました、３月議会で

もいろいろ給付と基準等の関係、減免との関係

でですね、対象があるんだということを言われ

ていました。

　私、ちょっと再確認したいんですけれども、

市長にとっては主体的な問題として、この問題

を考えなきゃならない問題として、さっき言わ

れたとおり、他市を調査し、検討するというふ

うに言われました。これだと本当に、私は市長

が、市民に責任を負う政治を負っていらっしゃ

るのか、このように考えます。

　というのは、鹿児島市はもう対策はとります

ということも、私たちの議員の質問で言われて

います。それだけ、この生活保護に関係ない方々

が結果として影響をこうむるという問題が引き
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起こってくるわけなんですよね。そういう意味

では、やはり市長としてもこの問題に対しては

きっちりと対策をとっていくんだということを、

私は、市長の責任として、責任ある立場として

言うべき内容だと思いますが、再度、この点に

ついて質問いたします。

〇市長（尾脇雅弥）他市の動向を見てという

のは、だからしないということではありません。

やっぱりいろんなものを参考にしながら総合的

に判断をして、必要に応じて対策を講じるとい

う意味合いがあります。

〇持留良一議員　はい、わかりました。じゃ、

その点を、対策をとるんだということを確認を

して、次に移りたいと思います。

　次は、就学援助制度の問題について、改めて

これは私は提案をしたんですけれども、先ほど

金額の問題も出ました。それで、12月議会で私

は、この一般財源化されていたことでの問題点

も指摘をいたしました。自治体の運用の格差が

拡大したということと、運用に対して財政力に

及ぼす影響が強まったということで、先ほど教

育長のほうでもその実態を報告していただいた

というふうに思います。だからといって、じゃ、

政治の責任、教育の責任というのは免れるのか

という問題だと思うんですよ。

　ここに南日本新聞の社説があります。子供の

貧困を中心としながら、この就学援助の問題も

取り上げていますけれども、また奨学金の問題

も一方では取り上げているんですが、特に就学

援助の問題では、対象となる児童生徒は年々ふ

え続け、11年度は過去最高の約157万人に上った

と。公立小学校は７人に１人以上が利用すると

いう。運用面や認定基準は自治体の判断になる

が、こうした子供たちに平等な教育機会均等が

与えられるように柔軟に対応してほしいという

ことを言っているんです。

　この子供たちをめぐる問題では、いろいろ社

説等でも出されています。特に、子供等の貧困

の問題、いわゆる負の連鎖が起きてきていると

いう問題も言われています。先ほど扶養控除の

問題を言いましたけれども、これについても、

毎日でも、これでも子供たちの貧困はふえるば

かりだと、政治は少し冷た過ぎるんじゃないか

と、子供の現実を見詰めてみよう、この国の未

来がそこに映っているんだと。

　私も先ほど言いましたとおり、経済格差を縮

小するだけでなく、垂水の長期的な人材育成、

そのためにも人的資本の蓄積に貢献する可能性

が大きいんだと、そういう意味で子供たちの機

会均等の保障、また、負の連鎖をどっかで食い

とめなきゃいけないわけですよね。それがこの

就学援助という大きな役割があるというふうに

思います。

　そこで、お聞きしたいんですけれども、この

必要性という点については、教育長はどのよう

に感じていらっしゃるんでしょうか。

〇教育長（長濱重光）私も、子供たちが家庭

の経済事情によって教育における権利というも

のを左右されるということは、それはあっては

ならないというのは重々承知いたしております。

そしてまた、憲法に保障されております教育の

機会均等を政治の責任においてそれを全うする

ことも、これは当然のことと思っております。

　しかしながら、先ほど申し上げましたように、

この就学援助費の地方交付税につきましては、

御案内のとおり、国の補助金から地方交付税に

なりました。私自身は、そういうことであるな

らば、私はこれは補助金とか地方交付税ではな

くて、やはり国において負担金として、やはり

私はきちっとした形で制度化するのが当たり前

だというふうに思っています。

　それから、先ほど私は地方交付税の割合を申

し上げました。最近の３年間、22年度から24年

度の本市における地方交付税の割合を見ますと、

22％から23％はキープいたしております。とこ

ろが、20年度が16.3％、21年度は14％なんです。
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そういう中で、新聞紙上等を見ましても、この

就学援助に関する地方交付税のみならず、今、

政府におきましては地方交付税の見直しがささ

やかれております。

　そうしましたときに、私としましては、今23

.2％でしたか、これが今後どれだけ維持される

のか、現状維持されるのか、やはりそういった

ことを含めて、新たなその就学援助に加えるも

のについてはやはり慎重にならざるを得ないと

いうのが、私の気持ちでございます。

　以上でございます。

〇持留良一議員　確かにそうだというふうに思

いますけれども、しかし、私たちが国を変える

ためにはどうするのかという点が、もう１点あ

ると思うんですよ。そのためには、やっぱり自

治体がそれだけ頑張っている姿勢、取り組みを

見せていかないと、結果、この間に子供たちは

どんどんどんどん貧困という中で教育が保障さ

れなかったり、また、貧困がさらにそのことに

輪をかけてさまざまな問題を引き起こしていく

という可能性も出てくると思うんですよね。

　だからこそ、やっぱり自治体としてしっかり

とこの問題に対しては、国がそういう問題があ

るのであれば、やはり国に物を申していくと、

そして具体的にはやっぱりこれを実践化してい

くと、実行していくと、このことが自治体の今、

求められている姿勢だと思うんです。そうでな

ければやっぱり、自治体とは一体何なのかと、

一体子供たちを誰が守っていくのかという問題

があると思うんです。（発言する者あり）その

ためにはやっぱり、議長、ちょっと注意勧告し

てください。

〇議長（森　正勝）静粛にお願いします。

〇持留良一議員　議会運営をよろしくお願いい

たします。

　そういう意味でも、私はここに自治体の役割

があると思うんです。確かにもうこれは平行線

になろうかと思いますけれども、やはりそうい

う方向での取り組み、そして何よりも、きのう

からの議論もありましたとおり、教育長の役割・

責任、教育委員会の役割というのはやっぱり重

要になってきます。そういう意味でのやっぱり

教育行政の重要な点というのは、環境を整えて

いく問題だと思うんですよ。その中で子供たち

は伸び伸びと、子供たちが学び、また体力的に

も、また文化的にも育っていくと思うんですよ。

それが保障されない限り、相変わらずこの問題

で格差は広がっていくというふうに思うんです。

　ぜひその点については、これはやっぱり教育

長は予算権がありませんので大変なんですけれ

ども、ぜひこれは市長にも強く要望していただ

いて、自治体でやっぱりしっかりこの問題に取

り組んでいこうという姿勢をぜひ見せていただ

きたいんですけれども、決意について再度お聞

きしたいと思います。

〇教育長（長濱重光）繰り返しになりますけ

れども、私も、子供たちが安心して学べる教育

環境を整えるというのは、これは私どもの役割

だと思っております。いろんなことを考えなが

ら今後、対応してまいりたいというふうに思い

ます。

〇持留良一議員　はい、ありがとうございます。

　ぜひ、今の言葉を聞いて、市長も来年度へ向

けてこの問題についてはぜひ、そういう点に問

題があるんだということを認識していただいて、

この点での改善策をぜひとっていただきたいと

いうふうに思います。

　次には、円安対策の問題で漁業問題について

伺います。

　きのう川畑議員のところでいろいろ意見も出

て、また市の対策も出ましたので、改めて私が

云々ということはないんですが、確かに国がセー

フティーネットをつくって、それにはやっぱり

それぞれ負担があるということで、本市は入っ

ていないと、また実際上メリットがないという

ことがあったんですけれども、資料等において
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は一定の役割をこの事業が果たすのかなという

ふうに思うんですが、しかし、高どまりになる

と基金が乏しくなって、それ自体の制度が機能

しないという問題点もあると思います、今日で

すね。

　そうすると、やっぱり補填されない場合には、

別途の収入安定対策の対応が必要だというふう

に思うんですが、２点お聞きしたいんですけれ

ども、１つは、特に燃油問題については今、国

が示しているのは95円ということで、ハードル

が余りにも高過ぎるということで、実態として

やっぱり90円が妥当じゃないかという意見もあ

るんですね。そうしますと、市独自でのそこの

点をカバーするということが必要になっていく

かと思いますけど、どういう支援策を、これか

らなのか、実際今、そういう現状を踏まえて一

定の構想があるのか、お聞かせいただきたいと

思います。

　それと飼料問題について、これは本当に経営

を左右する大きな今、問題になっているわけな

んですけれども、国に対しても含めて、別途、

収入安定対策の必要性が私はあると思うんです

が、そのあたりについてやっぱり国に対して働

きかけていく考えとか、また、本市が独自にこ

れをやるというのは非常に難しいし、また、一

方では経営者の努力も今、盛んにされている中

で、一定程度やっぱり国がこの問題で円安を起

こしているわけですので、国自体がそういう収

入の安定策をしっかりとっていく対策が必要だ

と思いますが、国に対してそういう考え方を持

っていく考えはあるのかどうなのか、私は当然

やるべきだと思うんですが、これは市長、それ

とも担当課長ですか、はい、お願いします。

〇水産商工観光課長（山口親志）２回目の質

問にお答えいたします。

　先ほどから申し上げております、４月に両漁

協と話をする中では、どちらかといいますと、

この急激な円安の対策はまだ起きておりません

でした。ですから、その当時から、４月からず

っと両漁協と話をしたのは、25年度のスタート

のための経営をどうするか、それから、大きな

負債を、スタートをするための借換資金の対応

をどうするかという話でずっと対応をしてまい

りました。これが実情であります。

　そうした中で、円安対策が生じてまいりまし

たが、このあたりの協議を進めるのに、６月議

会に間に合わなかったということで、ただ、燃

料費の垂水市独自の支援、それから餌代の支援

になってくれば相当な市の負担が出てきますの

で、そのあたりは厳しいということはきちっと

両組合には言っておりますので、ただ、そうし

た中で、垂水市がまず独自の支援が何ができる

のかということで、市長の指示をいただいて、

両組合には今、投げかけておりますので、です

からこれがことしいっぱい続くのかどうかわか

りませんが、今、とりあえずは頑張っていくと

いうスタートを切っておりますので、６月議会

に間に合わなかったということだけです。ただ、

情報はたくさん入れながら、きちっとした施策

を議会の皆様に提案して、予算もつけていかな

いといけませんので、そのあたりを今、詰めて

いるところです。

　餌代に関しても、円安の対策についても、両

組合とも全国大会にも出席しまして、反対それ

から支援の対策も練ったという情報もいただい

ております。そのあたりで市ができるバックア

ップというのがありましたらということで、両

組合にも言っておりますので、そのあたりはき

ちっと整理をしまして、また対応をしてまいり

たいと思っております。ですから、予算的には

きちっと整理をしてから皆様には御提案をした

いと思っているところです。

〇持留良一議員　ぜひ市長においても、全国市

長会とかそういう場で、この特に収入安定対策

というのが非常に今、重要になってきています。

ましてやこれは先ほど言いましたとおり、国の
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政策によって円安が起きて、そのことによって

さらに餌については問題が起きていますので、

ぜひそういう機会において、そういう問題点を

国に向けて発信していただきたいんですけれど

も、決意についてお聞かせください。

〇市長（尾脇雅弥）昨日も川畑議員の質問に

もお答えをいたしましたけれども、さまざまな

支援が必要であるというふうに理解をしており

ますけれども、ただ現状では、きのうお話した

ような損失補償に関してはなかなか支援できる

環境にないというふうに思っております。

　ただ、水産業は我々にとって非常に大事な産

業でありますし、ただいま担当課長がお話をし

たようなことで、両漁協と膝を突き合わせてい

ろんな形で意見交換をしながら、どういったこ

とが課題でどういうふうにして対応していけば

いいのかということを調整をさせていただいて

いるところであります。

　また、国においても、今お話がありましたけ

れども、市長会はもちろんですけれども、地元

選出の国会議員の先生方とも、とりわけ農林水

産関係の役職についておられる方が多いですの

で、そういう現状を踏まえて要望もしています

し、十分そのことは理解をして、どういう対策

が一番いいのかということで今、検討している

ところであります。

〇持留良一議員　ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

　また、議会も必要であれば意見書等を上げて、

国に対して現状を訴えていくと、そうこうこと

もぜひ取り組んでいきたいというふうに思いま

す。

　次に、３番目の問題、年少者扶養控除等の関

係と子供医療費の関係です。

　先ほど、数字とか考え方をお示しいただきま

した。国においては、児童手当における地方負

担の増加や、地方の自由度の拡大に合わせた子

育て関係事業の一般財源化の実施に充てるべき

だと、こんな見解も示しているようであります。

　私なんかもそういうことを考えたときに、先

ほど増額じゃないというふうな見解も示されま

したけれども、しかし実際としてはそのような

形で増額になってきているということ、逆に税

の負担がふえたということですけれども、一方

ではそのことをきちっと子育て関係も含めた事

業に充てる、これが当然の立場ではないかなと、

そういうことでこの問題を取り上げたわけです。

　そこで、先ほど子供医療費の問題が出ました

けれども、今、大隅を見ましても、曽於市、志

布志市、錦江町、東串良が中学校３年までで、

またゼロというような状況になっています。市

としてはもう垂水だけが自己負担は、鹿屋もあ

るんですけれども、その枠が低いと、幅が就学

前までですか、小学校かな、そこまでだという

ことで、ちょっと単純な基準にはなりませんけ

れども、しかし自己負担はゼロというふうにな

っています。

　きのうの議論でも少子化対策問題が大変議論

されましたですよね、どうしていくのかという

意味でさまざまな議論があったと思います。特

にやっぱり市長が、また担当も含めて今、そう

いう議論になっているんでしょうけれども、自

治体間の差別化を図っていくんだと、特徴ある

事業を展開し、そういう意味での少子化対策に

つなげていくんだということを言われています。

　私はこの子供医療費の問題というのは、基本

は自己負担をなくして、いつでもどこでも安心

して医療が受けられる、そういう制度にしてい

くと。命と健康を守る、こういうことで、命を

なくしてはならないと、病院にかかれないこと

があってはならないと。そんなことが１つ大き

な理念、そしてまた背景にあってこの制度が運

用されてきたと思うんですよね。

　しかし、先ほど言われたとおり受診抑制につ

ながっていく、そういう形での自己負担の額だ

とかいろいろ言われました。しかし、実際とし
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ては県下では28、約65％がもう自己負担なしの、

枠はさまざまありますけれども、実際になって

いるんですね。１つの子育て支援の大きな流れ

になってきているというふうに思います。

　毎日新聞を先ほど紹介しましたけれども、琉

球日報ではやはり５月30日に、「子供の貧困、

連鎖を断つのは政治の義務だ」ということで、

こんなふうに書かれています。

　病気やけがをしても、医療費の自己負担を恐

れて病院に行けず、保健室で済ませてしまう。

学級でただ１人修学旅行に行けない。給食が唯

一のちゃんとした食事だから、夏休みの間にや

せてしまうと、いろいろ今の貧困におけるさま

ざまな子供たちの問題を言っています。特に医

療費の問題では、自己負担を恐れて病院に行か

ないと、保健室で済ませてしまう、そういう事

例もあるんだということを言っています。

　私はやっぱりこういう事態を避ける点でも、

子供たちの命というのは本当に大切であり、ま

してや垂水の将来を担う子供たちなんですよね、

そういう子供たちにとっては不平等があっては

ならないし、ましてや、やっぱり安心して病院

にかかれる、いつでもどこでも夜中でも病院に

かかれる体制が必要だと思うんですよね。

　そういう意味から、改めて私はこの問題を、

財政の問題を確保しながらきちっとそこをそう

いう形で制度化して、もっと子育てのお父さん

お母さんたちが安心してそんな形で子育てがで

きるような環境にしていくことが大事じゃない

かなというふうに思ったんですが、そこでお聞

きしたいんですけれども、この基本的な問題を

どのように解決していくのか、この点について

市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。

〇市長（尾脇雅弥）反問権を行使いたします。

〇議長（森　正勝）反問権を行使したいとい

う申し出がございましたので、許可いたします。

〇市長（尾脇雅弥）済みません、基本的な問

題とおっしゃいました、そのことを。

〇議長（森　正勝）反問権に対するお答えを

お願いします。

〇持留良一議員　自己負担の問題です。

〇市長（尾脇雅弥）今、持留議員のほうから

いろいろお話がありまして、子育て支援にしっ

かり力を入れるということはそのとおりである

と思います。

　そういった中で、私も25年度の政策の３番目

の挑戦の中で、基本的な趣旨は前年度と変わら

ないんですが、子育て支援と高齢者対策とあえ

て分けて表記をしております。そのことはそう

いった意味合いもあります。

　その中で25年度、具体的に予算化するときに、

どのような政策が必要かというふうに考えまし

たので、現場のお母さん方と話をさせていただ

きました。この医療費の無料化ももちろんその

中でもお話をさせていただいて、いろんなケー

スで相談をさせていただきましたけれども、結

果として今年度の要望の中にあるような形の支

援のほうが望ましいというお母さん方の御意見

がありましたので、現状のところはこのような

形で対応させていただいているところです。

　もちろん必要に応じて医療費ができるだけか

からないようにしていくというのは、そのとお

り目指したいと思いますけれども、今、先ほど

担当課長が答えたような課題もやはり残ってお

りますので、その辺をよく整理して、今後どう

していくのかというのは検討していきたいとい

うふうに思っております。

〇持留良一議員　はい、ありがとうございます。

　今、担当課長が言われた医療費の云々という

ことですけれども、これは群馬県なんかでは逆

に早期発見・早期治療という立場で、早く病院

にかかれるという点で非常に効果を発揮してい

ると、だからこれはある意味では考え方だとか、

その後の取り組みだと思うんですよね。そうい

う意味では、やっぱり実態としてそういう問題

も一方で起きているということも頭に入れてい
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ただいて、この問題を今後ぜひ検討課題にして

いただきたいというふうに思います。

　次に移りたいというふうに思います。

　建設労働者の賃上げにつながる実効ある施策

をということです。

　皆さんももう新聞でも見られたかと思うんで

すが、この前、フォローアップ鹿児島経済とい

うことで、そこのところに書かれたと思うんで

すけれども、労務単価のアップということで労

働者の労務単価の大幅引き上げが実現し、経営

環境や労働環境の改善に大きく寄与するという

問題、そしてまた先ほど言われたとおり、作業

のきついに加えて、こうした厳しい労働条件が

若者の建設離れとつながっていると、これを改

善するためにこういう形でもぜひ引き上げてい

くと、社長の談話も載っていますけれども、ぜ

ひこの問題では、先ほど佐賀市が実行をしたと

いうことでありますので、前回この問題は２回

ほど取り上げてきたと思うんです。やはり積極

的にこの問題は取り上げ、調査研究を続けてい

ただきたいというふうに思います。

　札幌市で取り上げた中身では、市長の考え方

として、制定した理由として、労働意欲の低下

や、技能や経験を有する人材の確保、こういう

ことをし、何よりも地域経済の健全が阻害され

ないように、こういうことでこういう最低賃金

を設けてきちっと労働者の暮らしや経済を守っ

ていく、そういう立場で公契約をつくっていま

すので、ぜひこの点については研究をして、さ

らに実りあるものをつくって、今回引き上げら

れましたので、それが具体的に賃金に反映され

るような仕組みにぜひ取り組んでいただきたい

というふうに思います。

　最後の問題として、重度心身障害者の医療制

度の問題についていきたいというふうに思いま

す。

　全国でも22近い県がやっているということと、

やはりその変化というのは、そこで働く、受給

されている方々の生活の問題、そして何よりも

医療を受けているという点で安心して病院にか

かれると、これもやっぱり同じような立場だと

思うんですが、そういう点でこんなふうになっ

てきています。ましてや今、２割が未申請とい

う状態の報告をされていますので、この問題に

ついてはぜひとも県に対してそういういろんな

声を上げていただきたいんですけれども、最後

にこの点を市長にお聞きして、私の質問を終わ

りますけれども、とにかく今度の質問は、地域

の暮らしや経済の問題、私たちの生活の安定の

問題、子供たちを守る問題をさまざまな点から

言いましたけれども、ぜひこのことは市民の利

益を守ることにつながりますので、ぜひそうい

う立場で今後も取り組んでいただきたいと思い

ます。

　そのことを最後にして、質問を終わります。

〇市長（尾脇雅弥）おっしゃったことをよく

理解して、必要に応じて申請をしていきたいと

思います。（持留良一議員「ありがとうござい

ました」と呼ぶ）

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時45分から再開します。

　　　　　午前10時32分休憩

　　　　　午前10時45分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　６番堀添國尚議員の質問を許可します。

　　　［堀添國尚議員登壇］

〇堀添國尚議員　議長の許可をいただきました。

早速質問に入ります。

　まず最初に、財政調整基金等の推移について

伺います。

　前市長水迫市政発足時の財政調整基金及び地

方債残高はどのようなものであったか、そして

前水迫市政から現尾脇市政にバトンされたとき、

そして現在、両残高の推移をわかる範囲で説明
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をお願いいたします。

　次に、牛根麓―海潟間の林道についてお尋ね

します。

　開通はいつごろになるか。雨水対策はどのよ

うな対策が必要になると思うか。今後、周辺に

は有用な山林があるが、周辺山林が生かされる

よう支線の開設がぜひとも必要と思うが、どの

ように考えているか。

　次に、市道、農道、河川及び公園の保守管理

についてお伺いします。

　ビワの収穫も終わりました。次の作業に取り

かかります。また田植えも始まり、多忙な農繁

期に入りました。雨期の最中でもあります。夏

休みも近くなりました。お盆も来ます。このよ

うなことから、各課が所管する市道、農道、河

川及び公園の保守管理はどうなっているか伺い

ます。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇財政課長（野妻正美）財政調整基金等の推

移についての御質問にお答えします。

　基金残高等につきましては、市長は平成23年

１月就任でございますので、市長就任前である

平成21年度末と、平成24年度末時点との比較で

お答えいたします。

　まず、財政調整基金でございますが、平成21

年度末の６億1,086万3,000円に対しまして、平

成24年度末は13億573万7,000円となる見込みで、

差し引き６億9,487万4,000円の増となっており

ます。減債基金や市有施設整備基金等のその他

特定目的基金を含む積立基金全体では、平成21

年度末の７億4,719万8,000円に対しまして、平

成24年度末は21億9,060万9,000円となる見込み

で、差し引き14億4,341万1,000円の増となって

おります。

　また、市の借金である市債残高は、平成21年

度末の106億58万5,000円に対しまして、平成24

年度末は96億646万9,000円になる見込みで、差

し引き９億9,411万6,000円の減となっておりま

す。

　したがいまして、市長の就任前と就任後では

財政調整基金の増額分と市債残高の減額分の合

計で、16億8,899万円の改善となっております。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）堀添議員の牛根麓―

海潟間の林道についてお答えさせていただきた

いと思います。

　まずもって、議員が昨年の県議会議員との懇

談会におきまして、この林道の早期完成及び雨

水対策に関し、提案・要望していただきました

ことに感謝申し上げます。

　開通は何年ごろになるかとのことですが、さ

きの平成25年度森林土木事業担当者会議におき

まして、平成27年度完成予定との報告がござい

ましたので、開通につきましてはその後になっ

てくると思います。

　それと、雨水対策につきまして、まずこの林

道開設に当たりまして、この林道開設によりま

す雨水の対策のみの調査委託等を実施されたの

か、担当者にお尋ねしましたところ、それのみ

の調査委託等は実施されていないとのことであ

り、調査、測量、設計及び施工の中で対応を図

っていると理解していただきたいとのことでご

ざいました。

　対策としまして、現場の地形状況等を考慮し、

雨水が１カ所に集中することがなく分散するよ

うに、小まめに横断側溝を設置したり、また横

断溝の流水にふとんかご工などを施し周囲に飛

散させ、水の集中によります表土の洗掘を防ぐ

対策等を行っているところでございます。

　次に、周辺山林への支線開設の計画は今後、

考えられるかとのことでございますが、担当者

に相談を申し上げましたところ、しっかりした

目的、支線開設予定地となるところの所有者の

方々の同意等がそろいさえすれば、計画変更を

かけてできないことはないとのことでございま

した。ただ、相談を申し上げる中で、この林道
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開設が長期間にわたっていることなどを考え合

わせますと、本線の開通を先に考えたほうがベ

ターではとのことでございました。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）堀添議員の質問に、

土木課所管につきましてお答えいたします。

　まず、市道や集落道につきましては、集落内

の草払いは振興会や地域のボランティアで実施

していただいて、感謝しているところでござい

ます。

　また、集落間の市道や山間部の市道において

は、平成22年度から緊急雇用創出事業や市単独

事業を活用しまして、草が生い茂る６月から冬

期までの工期で集中的に実施しているところで

ございます。

　公園につきましては、土木課で所管しており

ます都市公園13カ所と、よく利用されているそ

の他の５カ所の公園につきましては、７月上旬

には委託契約をしまして、計画的に除草や樹木

の剪定を実施する計画でございます。

　次に、河川でございますが、本年度の要望で

特に生い茂っていた４河川につきましては既に

実施したところでございます。今後も、住宅地

域の隣接する河川につきましては適宜対応して

いきたいと考えているところでございます。

なお、２級河川や砂防指定になっている準用河

川につきましても、県にお願いして整備してい

ただくように要望もしているところでございま

す。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）農道の保守管理等に

つきまして答えさせていただきたいと思います。

　農道及び河川の保守管理の実施時期について

の御質問かと思いますが、本課におきましては、

梅雨時期や田植え時期でもございますし、農繁

期にもなりますので、農家の皆さんや関係の方々

の安心・安全確保のために、梅雨前には一通り

の保守管理ができるように努めているところで

ございます。

　実施状況を述べさせていただきますと、農地

費関係でございますが、使用料及び賃借料、重

機借上料によりまして、河川の寄り州等土砂除

去。原材料費、維持補修用材料によりましてト

ラフや生コンの提供。農道整備事業費関係でご

ざいますが、委託料、維持管理等委託によりま

して農道の除草等の維持管理を。使用料及び賃

借料、重機借上料によりまして、側溝土砂除去、

道路のり面保護、道路のり面復旧、道路洗掘防

止等を実施しているところでございます。

　また、今後につきましては、事業効果や緊急

性を考慮しながら予算の枠内、予算の範囲内に

おきまして進めますとともに、土木課環境整備

班によります作業で対応してまいりたいと考え

ております。さらに、農家の皆様の御理解をい

ただきながら、中山間直接支払制度や農地・水

保全管理支払交付金等を活用し、地元農家等の

御協力をいただきながら行っていきたいと考え

ております。

〇社会教育課長（瀬角龍平）堀添議員の３、

市道、農道、河川及び公園の保守管理について

のうち、社会教育課所管の垂水市中央運動公園

の保守管理についてお答えをいたします。

　垂水市中央運動公園には野球場や陸上競技場

及びテニスコート、キララドームなどの施設が

あり、多くの市民に利用され、体力の向上や健

康増進等が図られているところでございます。

　この中央運動公園につきましては、垂水市公

営施設管理公社職員の４名と臨時職員２名によ

り保守管理を行っておりますが、ツツジなどの

生け垣の剪定作業については、年１回７月を目

途に作業を行っており、雑草などの除草につき

ましては、繁茂する時期を見きわめて作業を行

いながら、利用者に気持ちよく、そしてかつ安

全に利用していただくことを努めております。

　しかし、昨年は特に雑草の伸びが早く、利用

者の方々に大変御迷惑をおかけしましたので、
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今年度はその反省に立ちまして、梅雨時期や夏

休み前などには計画的な除草や草刈りなどの一

層適切な管理に努めてまいりたいと考えており

ます。

　また、運動公園内の施設、遊具及び高木等の

管理につきましては、運動公園の作業とあわせ

てその状況を把握をしながら、土木課等と連絡

をとって、利用者の安全に努めてまいりたいと

考えております。

　以上でございます。

〇水産商工観光課長（山口親志）公園の保守

管理について、水産商工観光課所管の高峠公園

については、緊急雇用で１年間森林組合と委託

契約をしまして、状況に応じまして指示し、主

に除草作業をお願いして公園管理に努めており

ます。

　その他の公園については、除草作業、環境整

備を含めまして随時行っているところでありま

す。また、南海郵船所有地の町田一平翁記念碑

の記念碑場所については、職員ボランティアの

協力をいただきまして、ロータリー周辺の除草

作業を行う除草作業時に一緒に行ってもらって

おります。年２～３回実施してもらっておりま

すが、その他は職員で行っているところであり

ます。

　以上であります。

〇堀添國尚議員　それでは、１番目の財政調整

基金とか地方債残高のことについて。

　合併ができなかった大きな原因というのは財

政に問題があったというようなことで、垂水は

単独の道を選んで、それこそ死に物狂いで財政

改革に取り組んだわけですけれども、市民全体

の理解、御協力、とりわけ私が思うのは、やっ

ぱり市の職員、この非常に大きな被害を受けた

であろうと思っております。こういうふうにし

て大事に、借金も約27億から減って、そして貯

金が13億もできたということは、これは本当に

すごいことだと思います。

　ですが、今後、昨日来同僚議員がいろいろな

観点から要望があったり指摘があったり、提案

があったりしたわけですけど、今後このままず

っと貯金にしながらいくのか、あるいはここら

あたりで一息ついて、後ろを振り返り、市長が

挑戦の形で市長になられて、そしてまた水迫市

政の「住んでよかった垂水」という理念を引き

継いで、それで挑戦という形で現在、頑張って

おられるわけです。今後、どのような形で市長

は自分の思いを政策として具現化されていかれ

るのか、そこらあたりちょっとお話をしていた

だきたいと思います。

　それと、市道とか公園とかいうこれはおおむ

ねわかります。ただ、具体的に私が実際に市内

の市道、公園等を見て回ったところで、今後、

除草などについては計画されているというふう

な答弁だったと思うんですが、具体的に指摘を

しながら、そこの場所をどうするのかをお尋ね

してみたいと思います。

　牛根の林道、海潟間の林道については、実際

に海潟のほうからも上がってみました。もうす

ぐそこまでというふうに見えているけど、本来

はこれは計画からするともう終わっている事業

ですよね。だから、あと１キロから２キロだと

思うんですが、今の調子でいくと300メートルぐ

らいずつの前進だということを考えると、まだ

長期間かかるんじゃないかなというふうに思い

ます。

　そこで、先ほど課長がおっしゃったように、

勾配の関係のときに県会議員との話のやりとり

がありましたので、そのとき、もうちょっと早

くできないかと、予算を確保して早くしてくれ

ということはお願いをしておきましたところ、

我が市の県会議員である堀之内議員から積極的

なそこでの答弁があったわけです。なかなかそ

ういう思うとおりにはいかないだろうというふ

うに思います。

　ただ、でき上がった場合、以外とあれは早崎
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とかけ離れたところを通るんですね。そうする

と、早崎の根っこのあたりは非常に優良な山林

がございます。だから、今すぐ計画ということ

じゃないんですけど、でき上がった時点でそん

な、今のあれは４～５メートルの林道でしょう。

そういう大きな林道でなくてもいいと思うんで

すが、１トン車ぐらいが通るような、しかも、

要所要所を舗装していただければ、平地はやっ

ぱり砂利道のほうがかえって雨水対策上もいい

んじゃないかとこのように思いますので、課長

もそこらあたりを考えていただいて、今後のこ

ととしてこれを取り組んでいただけたらと思い

ます。これはもう答弁は要りません。

　それと、雨水対策ですが、前、松ヶ崎の辺田

地区が大災害を受けたことがあったですよね。

あのとき、ちょうど６月の議会中でした。で、

県知事が来られるということで、水迫市長が私

に県知事と会えということで、私は牛根支所で

会ったわけですけど、そのとき県知事は、今ま

での工法をもう考え直さなければならないとい

うふうにおっしゃいました。ということは、最

近はややゲリラ豪雨とか100ミリ以上の雨量のこ

とが忘れられがちなんですけど、もしこれが来

たら、今、課長の説明によると、雨水を分散さ

せて放流するというようなことでしたが、受け

るところは一緒です、分散しても、行き着くと

ころは宮崎小路側に来ます。そうすると、あそ

こはほとんどそういう防災対策はなされていな

いわけですが、そこらあたりの危険性を感じて

いるわけで、地域住民もやはりそういうことに

ついては割と関心はないわけですけど、やっぱ

り立場上そのことは指摘をしておきたいと、こ

ういうふうに思っておりますので、県あたりと

もまたそこらあたりも協議をしていただきなが

ら、今後のことについてやっぱり見通しをつけ

ていただきたいと思います。これはもう答弁は

要りません。

　さっきの公園や市道のこともですが、松尾線、

松尾の集落に入るあの道路、それと、中浜と辺

田のあの樹園地農道、それからこっちへ来て、

桜島口からグローバル・オーシャンあたりまで

の市道、それから市木の農免道路を上がって、

一番上に橋があります。あれから野久妻に出る

ところの部分、それから高峠へ出て、大野原か

ら垂桜へ出るあの市道、そして下へ県道を下っ

てきて、上田神だと思うんですが、バス停から

田神へ出る、あれも市道だと思うんですが、市

道ですね。今、雑草が茂ってやはり手入れをせ

んないかんというふうに思いました、そこらあ

たりですね。

　それと、内ノ野から発電所へ出るあの市道で

すね、発電所のほうからは割と入りやすいです。

内ノ野から入ろうとしたときにカズラが垂れ下

がってきていたりして、最初私は内ノ野のほう

から入ったんだけど、うんにゃ、先はいけんな

っおったろかいという不安がありました。

　あそこは夏休みは森の駅等はにぎやかになる

はずですけど、あの市道はちょっと川もよく見

えるし、非常に散策するにはいいところだと思

うんですよ。ですから、あそこもちょっと手入

れをしたらどうかなというふうに思いました。

道路関係についてはそういうことです。

　ただ、１つきれいだなと思ったのが高野の林

道です。あれから二川へ出る道路は非常にきれ

いに整備されておって、ちょっと前後しますけ

ど、高野のあの鶏舎のある道路、あそこの経営

者やらいろいろ話を聞いたりしてみました。そ

うしたら、今、市道を運ぶ車が集落道の狭い道

を通って曲がりくねって来る。それで実際、側

溝あたりも踏み潰しております。ですから、迷

惑をかけているから、できたら、あの裏のほう

へ回ってこの道路を整備してもらえないのかな

ということと、あれから天球館へ出る道路があ

りますよね、林道になっていますか。あれをや

はり計画的に整備していただけないだろうかと。

というのは、あそこを通ったほうが卵を運ぶの
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に早くて、路面さえしっかりしていたら安全に

速く行けるということで、ぜひ市長のほうでも

現場を１回だけ見ていただいて、早急にはなん

でしょうけど、考えてみていただいたらどうだ

ろうかというふうに思いました。

　道路関係は以上です。

　公園ですけど、公園はさっき答弁があったよ

うに、別に問題ないように思ったけど、土木課

長、どうですか、ミズホ商会の前、近くに公園

がありますよ、海岸公園ですか。あそことかで

すね、白木課長の近くにも何か、昔、福祉が所

管しておって児童公園みたいになっておったけ

ど、あそことか、遊具はあると思うんですが、

夏休みになると公園を利用されたり子供も遊ん

だりするわけですが、遊具の安全というものは

確認されたのか。

　それと、水之上団地の今、工事がされており

ますけど、あそこの公園、桜が植えてあります

ね。もう胸のあたりまでの草丈になっておりま

すね。

　今、申し上げたようなところも時期を得て除

草作業をされるのか、そこらあたりを２回目の

質問でお尋ねします。

〇市長（尾脇雅弥）堀添議員の御質問にお答

えをいたします。

　お金の有効な使い方ということの趣旨の御質

問だろうというふうに思います。

　私も、本年１月で就任から丸２年ということ

でございました。今、３年目に入っているわけ

ですけれども、当時を振り返りますと、景気の

低迷でありますとか、あるいは直後に震災が起

こって、原発問題等々いろいろございました。

　加えまして、民主党政権の「コンクリートか

ら人へ」という政策のもとで、なかなか公共事

業に対しても消極的な状況が続いておりました

ので、加えて、本市も行財政改革の断行中とい

うこともありまして、先ほど話がありましたけ

れども、市民の皆様や議会の皆さんの御理解を

いただいて、先ほどの数字ということで、順調

にそういった意味では改善をしてきたんだと思

います。

　中でも、先ほど堀添議員のほうからもお話が

ありましたけれども、職員の頑張りというのは

非常に大きかったというふうに思っております。

行財政改革、定員適正化計画等がありまして、

この10年間で50名の職員を減らしていくという

改革を今、継続中であります。

　また、地方分権の流れの中で仕事はふえると

いう状況にあります。つまり、人は減って仕事

はふえていくと。加えまして、独自の給与カッ

トもずっと継続をしてやってまいりましたので、

そういった中で、本当に奥歯をしっかりとかみ

しめて頑張ってくれたことの成果が大きかった

のではないかなというふうに思っております。

　そういった中で、これからアベノミクス等々

の流れの中で少し状況も変わってきていると思

います。

　３年目あるいは４年目に向けては、先ほどあ

りましたような市民の皆様の現実的な要望がご

ざいますので、そういったものを流れを見きわ

めて適正に、必要に支出をしていきたいという

ふうに思っておりますので、そういったことで

頑張っていきたいと思います。

　課題もいろいろございますので、３つの挑戦

の部分を基本にしながら、「住んでよかったと

思えるまちづくり」と「元気な垂水」を具現化

するために、議員の皆様と御相談をしながら、

一つ一つ予算をつけて現実的なものにしていき

たいというふうに思います。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）農道の今、中浜樹園

地線なんかの話が出たと思いますが、これにつ

きましては、牛根麓鉄道跡地なんかと一緒に発

注をしているところでございます。また、辺田

のほう等も発注をしているところでございます。

　それと、高野の農道の件が出ましたが、これ
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につきましてはまた、うちの耕地のほうとも現

地等を調査をして状況把握に努めたいと思いま

す。

　あと、先ほど公園の話も出ましたが、本城川

の麓、浜平側にありますすさきシーパレス入り

口の「キヌサヤ生産の碑」につきましては、以

前は本課のほうで年２回ほど除草を行っており

ましたが、現在は市内の国際交流推進の組織で

ございますフロンティアさんの御厚意によりま

して、定期的に除草をしていただいているとこ

ろもあるところでございます。

　以上でございます。

〇土木課長（宮迫章二）堀添議員の２回目の

質問にお答えいたします。

　まず、道路でございますが、今、言われた路

線は市道松尾線、それと桜島牛根麓線、高峠線、

大野原垂桜線、田神線、内ノ野から発電所まで

ですね、内ノ野のちょっとこれ何号線かはっき

りしないんですが、それとあと高野の高野線で

すね。

　この市道の管理につきましては、今年度もほ

とんど予定をしておる路線に入っているわけで

すけど、市道の除草計画には入れております。

実施時期につきましては、住民の地域からの要

望もあるわけですけど、ほとんどがお盆前にし

てくれという要望が多いことから、できるだけ

それに合わせてする方向で検討しております。

路線も多いですのでなかなか全部一緒にという

わけにいきませんけど、緊急の場合は環境整備

班等も活用しまして実施していきたいと思って

おります。

　それと、公園でございますが、公園は海岸公

園、中央公園、水之上団地の公園でございまし

て、先ほどお話ししました都市公園指定をして

いるのが13カ所ありまして、まずその中に海岸

公園、中央公園も入っております。それとあと、

垂水鉄道記念公園、垂水中央運動公園、中州団

地公園、城山団地公園、下福町団地公園、新御

堂公園、沖田団地公園、荒崎団地公園、新城鉄

道記念公園、潮彩公園、中俣公園の13カ所が都

市公園というふうに指定されております。

　それと、そのほかに５つの公園と言いました

けど、宮脇の旧南中の前の宮脇公園です。それ

と城山団地のちょうど公民館のある横の城山団

地の一番下のほうですけど、その公園、それと

岳野の公園ですね。それと牛根境の鉄道記念公

園、それと今さっき言われました水之上団地公

園、この５つの公園と都市公園の13、18公園に

ついては、公園の委託料として除草作業と高木

の剪定を２工区に分けて７月初めには発注する

予定でございます。

　先ほどの海岸公園もそうですけど、中央公園

も含めまして、夏休みにはラジオ体操とか子ど

も会でも活用されておりますね。近くのまた振

興会等もボランティアでしていただいていると

ころでございます。それに間に合わないときに

はまた環境整備班のほうでも対応しております

のでよろしくお願いいたします。

　遊具点検でございますが、遊具点検につきま

しても、土木課の職員で定期的に大体毎月１回

は公園の遊具の点検は回っております。

　以上でございます。

〇堀添國尚議員　市長から力強いお話をいただ

きました。

　それで、財政課長にちょっとお伺いします。

　今の市長の答弁の中で、財政課としてはこれ

を後押しする必要があると思うんですが、そこ

らあたりの決意をしているかということを１点。

　あとは、土木課にはお願いをしておきます。

麓の稲荷公園が文化財に指定されて、そこに行

くまでの過程の市道川内線が何年以来のお願い

を、側溝にふたがないということでお願いをし

ておきました。ちょっと一部分コンクリートの

ふたをしていただいたんですが、あれをすると

きは、もうちょっと美的な立場からも考えて、

観光課とかそこら辺と協議をしながらしてもら
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わないと、ただふたをかぶせればいいというの

じゃ、ちょっと、よそ様の方が来られて、お客

さんが来られるわけですよ。

　私は市立図書館をつくるとき、今の日置市伊

集院町に視察に行きました。そのとき、あそこ

の町はイヌマキが植栽されて整備されて、それ

で歩道の傍らに１メーター20ぐらいの水路が通

っておって、そしてコイが放たれておったんで

すよね。おいげん垂水でこれがでくっどかいと

思ったんです。だからそれはやっぱり、そのと

きの町長も偉いけど、町民も偉い、議会も偉い

というふうに思いました。

　ですから、市長は今後、大きなことをされる

ときに、私は市長のやられることをずっと２年

間見ておりましたけど、全然ぶれないで真っす

ぐ、よく研究されておられます。ですから、市

長のこのことをやっぱり理解する、理解力が私

にはまだちょっと欠けているんじゃないかとい

うふうに思いますので、また勉強しながら、サ

ポートしていきたいというふうに思います。

　それと、今度、宮崎小路側の上にある、山稜

である陵ですね。あそこを観光課長の答弁では

何か、県がまたちょっと手を入れるみたいなこ

とを話されたんですか。多分、道が狭いのでガー

ドレールのことなどもあると思うんですが、あ

そこをされる場合も、結局土木課あたりとも協

議しながら、やっぱり山稜にふさわしいような

形でしていただけたらなというふうに思います。

　２～３日前も30名ほど鹿児島市から来られて、

うちの集落会長である下瀬さんが説明されてお

りました。だからそういうふうに来られるわけ

ですから、やはりいろいろ要望も、議員の皆さ

んからもあるわけだけど、するときはやっぱり

きちっと、しっかりしたやり方でやっていただ

いたら、まちが生きるんじゃないかとこういう

ふうに思います。

　それと、公園のことですが、社会教育課長、

陸上競技場、夏休みになるといろいろな団体が

利用されると思うんですね。そこで、これはお

願いですが、そういう方々が利用されやすいよ

うに減免制度もあるわけですから、そこらあた

りも利用者に対してＰＲしていただいて、取り

組んでいただくようにお願いをしておきます。

　それと、公園のことでもう１点。昔、議員の

皆さんも御存じかどうか知りませんが、一平荘

というのがありました、そこの下のほうにです

ね。一平荘の横のほうに町田一平翁の胸像が建

っているわけです。そして、裏に説明が書いて

あるんですよね、金丸三郎の字体というんです

か。

　町田一平さんは町田四郎のお父さんですよね、

元市長のお父さんですよね。町田一平さんは一

中から一高、東大へ行かれて野球をされておっ

たんですね。そして東大の野球部の方々が、息

子さんの四郎先生が市長時代にあそこの胸像の

ところへお参りに来て、お参りというのかね、

何か来られて、そして市長室へ表敬訪問されて

おられたんです。

　ですので、あれが裏側に書いてあるから、ベ

ンチでもあって、あるいは看板でも説明文でも

設置いただいたら、なおその意味がわかるんじ

ゃないかなというふうに思いましたし、下宮公

園の和田英作の記念碑、あれは説明文が石に刻

んであります。それと瀬戸口藤吉のは何もない

です。裏側も見てみました。裏側も何も書いて

ない。だから、そこらあたりを何か説明板を設

置していただいたら、またお盆なんかになると

市外からのお客さんも多いかと思います。そし

て我々が案内するところはそういうところじゃ

ないですか、垂水市で有名なところと、名所旧

跡に御案内すると。

　それもひとつ、いろいろな規則や規制が横た

わっているかもしれないけど、前向きに検討し

てみていただきたい。以上です。

　財政課長、よろしくお願いします。

〇財政課長（野妻正美）堀添議員の御質問に
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お答えいたします。

　財政課としましては、まだ実際、財調にも積

みたいという気持ちもございます。しかしなが

ら、一方で、もっと市民のニーズや経済対策に

使うべきという意見も存じております。そこで、

総合計画や過疎計画等の計画との整合性も図り

ながら、社会経済情勢も見て、適切な財政運営

を市長の意向に沿った形で進めていきたいと考

えております。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）最後の町田一平翁の関連で

少しお話をしたいと思います。

　今、改めていろんな歴史とか人となりをお聞

かせいただきました。本当に、直接お会いはし

ておりませんけれども、大所高所からいろんな

垂水の未来を考えながら、いろんなことを考え

ておられたんだなということを改めて感じたと

ころでございます。

　垂水には温故創新という言葉がありますので、

先人たちのそういった思いを生かして、知るだ

けではなくて現代に生かしていくということで

あろうと思いますので、なかなか社会情勢等変

わって、全く同じというわけにはいきませんけ

れども、垂水がよりよくなるようにという思い

は先人も我々も同じであると思います。また、

看板の件に関しても、どこでどういう方法がい

いのか検討しながら、対応してまいりたいと思

います。

　以上でございます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）社会教育課所管

の体育施設、運動公園の使用料の減免のことに

ついて触れられましたので、お答え申し上げま

すけれども、今現在……（発言する者あり）今

現在ですね、市の登録のほうの……

〇議長（森　正勝）課長、簡潔にお願いしま

す。

〇社会教育課長（瀬角龍平）そして、高齢者

学級と福祉施設とか福祉団体等が主催するレク

レーション、そういうものに対して減免を行っ

ています。

　夏休み等につきましては、子供たちの利用も

多くなるというふうに思いますけれども、ただ

いま申し上げました規定に基づきながら使用料

の減免がございますので、御相談いただき、た

くさん利用していただきたいというふうに思っ

ております。

　それともう１つ、看板の設置のことでありま

すけれども、教育委員会には「ふるさと垂水を

愛し、誇りにする子ども」そして市民を育成す

ると、そういう基本的な考えがございます。そ

ういう考えに基づいていろいろ看板等も設置を

しておりますけれども、古くなったものとか、

あと字の薄れたもの、そういうものを順次立て

かえをして、書きかえをしていっております。

　御指摘のことにつきましては、瀬戸口藤吉に

つきましては今、そうしんの前に石碑じゃない

ですけれども、小さな石の説明板がございます。

それも含めて御案内していると思いますけれど

も、また必要がございましたらあわせて予算の

範囲内で対応もしたいというふうに考えており

ます。

　以上です。

〇議長（森　正勝）いいですか。

〇堀添國尚議員　はい、いいですよ。

〇議長（森　正勝）じゃ、終わります。

〇堀添國尚議員　はい、終わります。ありがと

うございました。

〇議長（森　正勝）次に、12番川達志議員

の質問を許可します。

　　　［川達志議員登壇］

〇川達志議員　今、鹿児島県が上海への航空

路線のことで大変な物議を醸し出しております。

県民のほとんどは反対と、そしてまた野党の共

産党にしても公明党さんにしてもほとんど野党

は反対という中、執行部と議会、自民党与党の

ほうがどうもそっちの方向にいくのかなという
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感触があります。

　私は皆さん方にも、執行部の皆さんに申し上

げたんですが、執行部が議会なり市民、県民に

提示する場合には、当然のことながら皆さん方

の性善説に基づいて、もめないような議案・政

策を出すべきだと申し上げております。今回の

鹿児島県のあの問題は本当にそうだったのかな

と、もみにもんだのかな、非常に疑問でなりま

せん。

　もともとこの問題は、尖閣をめぐる領土問題

からであります。我々素人からでも、なかなか

この問題は、中国の体制が大きく変わらない以

上、進展するとは思えない。多分鹿銀の頭取で

したかね、一過性のものなら必要はないんだろ

うということも出ております。

　このことは鹿児島県の問題じゃなく、裏には

皆さん方がどう考えていくか、今後。そういっ

たこともあるんだろうと思います。ぜひ性善説

に基づいて、市民が、議会が納得する議案を出

していくことを今回、もう１回肝に銘じていた

だきたい。議会に賛否を委ねる案件というのは、

かなり重大な案件でなければ、議会に委ねるよ

うな執行部ではあってはならない、そのように

思います。

　もう１つだけ、親の責任ということを申し上

げてみたいと思います。

　この前、あるお書物に、いい言葉だなという

ことがありまして、ちょっと書きためておりま

す。慶應義塾大学を創立した福沢諭吉翁の言葉

でありますが、子供たる身の独立自尊、自分を

尊ぶという自尊法は、ただ父母の命によって進

退すべきのみと言い切っております。子供が成

長する過程で、誰の責任でもない親の命によっ

て、責任ということだろうと思います。裏を返

しますと、その家庭の思想なり、時の社会情勢

なり、もう１つは金銭的な問題であり、おのお

のの家庭によって教育は変わっていく、そうい

うことをおっしゃっているんだろうと思います。

　時代が進むというのか、進み過ぎるといろん

な弊害が起きてまいります。例えば学校給食で

あります。なぜ学校給食が始まったか。戦後、

何もないときに米軍の放出物資であります。今、

いつの間にかこれがもう当たり前になっている。

失われたことは、母親のつくる喜び、子供の感

謝の心、もう過去の話になってしまいました。

　学校のとき、冬に弁当を持っていきます。弁

当を温める施設がありました。そのころは肉な

んて、ウインナーなんて全然なかった。匂いが

するのはみそとラッキョウと漬物と、大体それ

が混濁した匂い、すごくいい匂いでした。あれ

も非常にいい思い出なんです。

　今、教育でこういったことが失われつつある。

教育長、市長を初め、やはりそういったことも

念頭において教育行政を進めていただきたいな

と思います。この件については、なるたけ早い

機会に教育長とも論戦をしてみたいというふう

に思っております。

　前置きが長くなりましたけれども、質問に入

らせていただきます。

　まず、行革ですけれども、これについては終

わりはないと、常に行財政改革はしていくのが

当たり前のことであります。私ども議会も御承

知のとおり改革を続けている最中であります。

　そのことを踏まえて、まず、出勤簿でありま

すけれども、私が出勤簿に印鑑をついていたの

は記憶にある限り学生時代、東京の錦糸町の駅

ビルの解体工事にアルバイトに行きました。そ

のとき、縁の欠けた印鑑で出勤簿をつけたこと

を思い出しております。数十年前です。しかる

に、まだ垂水市役所では出勤簿が印鑑でありま

す。皆さん方の中にはスマホですか、これを使

って、我が家ではクーラーがあって非常に文化

的な生活を営んでおられる。このことについて

皆さん方から変えようという言葉が出ない。先

ほど市長は、職員のことをよく頑張ったとおっ

しゃるけれども、時代の流れについていけない
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職員が多いのかな。そういった意味で、総務課

長、現状の出勤簿の管理、それと他市の状況に

ついて、まずお伺いをしたいと思います。

　それから、２点目の参事職についてですけれ

ども、行革が進む中、人がどんどん削られて、

人も少なくなる、そして仕事量はふえている。

そういった中、本当に参事職が必要なのかとい

う疑問があります。そこで、参事職について、

どういう規定があるのか教えていただきたいと

思います。

　２点目ですけれども、土地開発公社、これに

ついては私も廃止をせいということで前も話を

しましたけれども、ナシのつぶて。企画課長、

なぜ土地開発公社が誕生したのか、いつごろ何

の目的で誕生したのか、まずここいらについて

お話を伺いたいと思います。

　３点目ですけれども、これもなかなか前に進

まないようであります。脇田市木線の経過につ

いて、それぞれ関係各課長の今の現状を教えて

いただきたいと思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇総務課長（中谷大潤）まず、冒頭、前置き

でありました、執行部が議会にする提案につき

ましては、まず担当課の中でもんで提案してか

ら、経営会議の中で討議して議会に提案してお

りますので、執行部としては、それぞれの考え

で議員に対しては誠意ある提案をしていると思

っておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。

　それでは、川議員の質問にお答えいたしま

す。

　まず、出勤簿に関する現状と他市の状況でご

ざいますが、職員の出勤状況を確認する方法と

しましては、出勤簿、またタイムカード及び出

勤管理システムなどがありますが、本市におき

ましては、臨時職員も含めまして、職員は朝出

勤したらみずから出勤簿に押印する方法で確認

しております。

　スマホという言葉が出ましたが、ＩＣを活用

した出勤簿につきましては、一般的なタイムカー

ド、これは打刻印刷・表示が主な目的で、勤務

管理システムとは連動していません。もう１つ、

ＩＣカードなどを使用してタイムレコーダーを

パソコンに直結して勤務時間などを一元するシ

ステム、大きくこの２種類に分けられるようで

ございます。

　他市の状況につきましては、県内19市中、シ

ステム管理が鹿児島市、薩摩川内市、阿久根市

の３市、タイムカード式が日置市、曽於市、姶

良市の３市、これらの市は、いずれも市町村合

併により行政区域が広がって、連携の仕組みを

積極的に活用している自治体のようです。その

ほか12市においては、本市と同様、出勤簿によ

る管理となっているようでございます。

　次に、参事職制度についてお答えいたします。

　参事職の職務につきましては、垂水市行政組

織規則におきまして、上司の命を受け、特に指

定された事務を処理すると定めております。課

長級の役職であり、所属する課の所掌事務に関

する重要事項の企画及び立案に参画するなど、

特定の事務を分掌しながら上司の職務を助ける

ことなどが役割でございます。

　しかしながら、本市においては、定員適正化

計画に基づき職員削減を行っているその一方で、

国や県からの権限移譲などもありまして、事務

量が増加して職員への負担が年々大きくなって

いる状況です。職員削減などもあり、特化した

業務ではなく、一担当者として業務に従事して

いただいているのが実情でございます。

〇企画課長（前木場強也）土地開発公社につ

きましては、用地取得において事業資金を機動

的に調達できるとともに、事業のための土地取

得手続を速やかにかつ弾力的に行うことができ

るという目的で設立されたもので、その機能を

生かして都市基盤整備等に必要な公共用地の先

行取得、また住宅団地の開発事業を垂水市にか
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わって行ってまいりました。

　現在の状況につきましてちょっと説明させて

いただきたいと思うんですが、（発言する者あ

り）

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）川議員の脇田市木

線の経過と現状について、本課に関連する分に

つきましてお答えさせていただきたいと思いま

す。

　御存じのとおり、この路線につきましては、

本課が所管しております県営中山間地域総合整

備事業一般型垂水地区の事業の農村生活環境基

盤整備の農業集落道としての整備が計画されて

いるところでございます。

　御存じのとおり、本路線につきましては、第

１条にある農地につながる耕作道路としての役

割を持っておりますが、幅員が狭く道路も湾曲

しているため見通しが悪いなど、通行に支障を

来している状況にありますことから、鉄道跡地

からの新設や既設道路の拡幅等により整備をし

ようとするものでございます。

　事業全体の整備期間は、平成24年度着手の平

成29年度完成予定でございますが、今回の平成

24年度の景気対策のための大型補正によりまし

て、24年度及び25年度ともに大幅に事業費の増

額を行うことになったことから、大隅地域振興

局の担当の方にこの路線の早期着手のお願いを

行ったところでございますが、原則論としまし

て、やはり農業生産基盤整備を優先するとのこ

とでございました。

　ただ、大幅な増額があったことから、着手の

時期は早められるのではとのことでありますの

で、実施状況等の情報把握に努め、大隅地域振

興局の担当の方を初め、地区の方々とも連携を

図っていきたいと思います。

　また、さきに議員からの清掃センターの解体

時期等を見越しての整備は見込んでいないのか

とのアドバイスについてでございますが、生活

環境課、土木課、財政課及び本課の関係課で協

議し、内容等のすり合わせを行ったところでご

ざいます。

　まず、本課としましては、県の主体事業であ

り、現行の予定されております整備以上のこと

はできないと。しかしながら、その他の事業と

の組み合わせについては、事業執行に当たって

は影響はないとのことであるとのことでござい

ます。

　生活環境課におきましては、やはり解体の費

用等が大変大きくなりそうであり、はっきりし

た時期がつかめないと。また、調査の結果、本

課の路線整備計画におきましては、業者さんか

らの情報によりますと、解体に当たっての車両

等の通行は厳しいとのことでございました。ま

だ、解体の実際の実施時期等もありますので、

所管であります生活環境課の呼びかけには関係

課ともども連携を図って進めていきたいと考え

ております。

〇土木課長（宮迫章二）脇田市木線について

お答えいたします。

　この道路は市道でございまして、この路線に

つきましては、平成21年６月に川議員から質

問がございました。そして、平成21年８月には

経済危機臨時交付金事業を活用しまして、オー

バーレイを実施したところでございます。

　平成22年12月には、大薗議員からも御質問が

ございました。

　この路線は、国道入口から台地の上までは急

カーブや急勾配が続き、特に道路幅員の狭い区

間では軽自動車の離合も困難な状況であると認

識しているところでございます。

　台地の上には清掃センター跡地を資源ごみの

再分別一時保管場所として利用されていること

から、資源ごみを持ち込むトラックの通行が多

くなっているところでございます。

　また、台地の上には良好な畑地が広がり、農

業の盛んな土地でもあることから、日ごろから
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農業用車両の通行が多くあり、時間帯によって

は通行に支障を来しているのではないかと推測

されているところでございます。

　そのような中で、この路線の計画につきまし

ては、清掃センター跡があり、将来的にはその

跡地の整備をするためにも大型車両の進入道路

の整備も必要であることから、第４次垂水市総

合計画の後期計画の平成28年度に計上している

ところでございます。

　先ほど農林課長から説明がありましたが、そ

の中山間総合整備事業の計画ともすり合わせを

しまして、整合性をとった計画も立てていかな

ければならないと考えているところでございま

す。

　以上でございます。

〇生活環境課長（村山芳秀）それでは、先ほ

どの農林課長、それから土木課長の答弁に関連

しまして、川議員の旧清掃センターの解体時

期等についてお答えをしたいと思います。

　御承知のとおり、清掃センターがダイオキシ

ン類の対策等によって休止しまして、10年余り

が経過をしております。その後、先ほどありま

したが、資源ごみの保管場所、それから燃えな

いごみ等の分別場所として旧清掃センターを使

用を続けている状態でございます。

　先ほどありましたけど、平成28年度にこの清

掃センターの解体作業に向けた計画を、第４次

総合計画の後期計画の中でお示しをしておりま

す。しかしながら、ダイオキシン対策費を含め

て、その解体の財源を初め、解体作業に必要な

道路の確保にめどが立っていない状況でござい

ます。

　今後につきましては、解体の時期の計画の見

直しも含めて、ことし、平成16年度に策定しま

したごみ処理基本計画の中間見直し作業に着手

する予定でございます。

　この計画は、平成31年度を長期目標とした垂

水市のごみ処理行政に係る基本方針を定めた15

年計画でございますが、ちょうど中間年度を過

ぎまして、また平成20年度の高峠最終処分場の

休止や肝属地区清掃センターへの搬入など、こ

の当初の計画よりも状況が大きく変わっており

ますので、現状に見合う見直し作業を行うとい

うものでございます。この中で、休止しました

清掃センターの解体事業につきましても、一定

の方向が得られるよう関係課と協議をしてまい

りたいと考えております。

　以上でございます。

〇川達志議員　一問一答でお願いをします。

　まず、行革問題ですけれども、今、総務課長

から非常に丁寧な説明がありました。ＩＣカー

ドでということがありましたけれども、私はそ

こいらの知識が非常に疎くて全然わからないん

です。ただ、そういう時代であることは間違い

のないことです。だから、私が言っているのは、

印鑑をやめようやという話です。別に今、ＩＣ

化と言っていない。これをするのは多分庁舎を

建てかえるときとか、そういうときでないとそ

ういう高度なやつは導入はできないんだろうと。

今、できることは何なのか。タイムレコーダー

だけですよ、押すだけ。これだけのことがなぜ

できないのか。

　総務課長、タイムレコーダーを使ったときの

経費はどのくらい、多分、調査はされていない

と思うけれども、本来ならば、タイムレコーダー

１個が幾らで、カードまで入れて幾らなのか、

まずそこからやれば簡単な話です。そういった

ことをやることが、やはり職員の意識改革につ

ながっていくんだろうと思います。いつまでも

自分たちのところは変えない。これじゃ進歩が

ない。少しでも追いつくために。

　先ほど総務課長がおっしゃいましたけれども、

変えているところは合併があった。全くそのと

おり、きっかけがあったんですよ。私がどうこ

う言うことじゃないけれども、私はこういう質

問をしたんだから、これをきっかけとして動か

― 115  ―



ないようじゃ救いはない。なぜ印鑑にこだわる

のか、基本的な話。この話は前から出なきゃい

けない話なんですよ。１回じゃないんですよ、

私は。そのことについてもう１回総務課長。

　それから、参事職ですけれども、参事職につ

いても非常に私が疑問なのは、課長補佐から、

ヒラからでもいいが、課長に上がったときに給

料がどんと上がるはずです。その分が参事職と

ダブるんです。ここが私は問題だと言っている。

行財政改革を言う中で、ここがダブってなきゃ

言わないんですよ。参事職になった方が、もと

の給料に戻れない。これだって簡単な理屈です

よ、しごく当然な理屈。行財政とおっしゃる割

には自分たちのことには手をつけていない。私

はこういうことにいつも苦言を呈するわけだけ

れども。ほとんど遅々として前に進んでいない、

進ませようという気がないから。キャリアの皆

さん方と全く一緒ですよ。市長、この件につい

ては市長の見解を、私の見解に対してどう思わ

れるかお伺いします。

〇総務課長（中谷大潤）まず、出勤簿に関す

るタイムカードのことについてお答えいたしま

す。

　タイムカードとちょっと話が外れますが、現

在の出勤簿による管理からシステム管理へ転換

するとなると、この出勤管理でなく休暇申請や

時間外勤務命令などを含めた人事管理システム

の導入が検討されるところであります。このこ

とは、私も議員と同様に、新庁舎建設の際の課

題として取り組む必要があると考えておるとこ

ろです。

　そこで、先ほど言われましたタイムカード式

の出勤簿につきましては、労働時間の管理がし

やすいメリットがある一方、本市のような小規

模な自治体に見合うのか。また、出先があるこ

とから、費用対効果の調査もあることなどから、

費用については申しわけありませんがまだ調べ

ておりませんが、今後、調査が必要となると感

じているところでございます。

　現在、総務課におきましては、行財政改革に

基づく定員適正化計画を推進しており、新庁舎

を控えて新たな組織編成にも取り組んでいく中、

このタイムカードの導入については行政改革の

１つとして今後、研究してまいりたいと思いま

す。

　それから、続きまして参事職の件ですが、確

かに参事職を配置しますと、先ほど申しました

とおり、参事職は課長級の役職でありますから

給料は変わりません。そして課長補佐級が課長

に昇進しますと、給与体系は課長級に昇格しま

して給料は上がることになります。それで、議

員おっしゃるように、人件費に多大な影響を及

ぼすことになることは事実でございます。

　以上です。

〇市長（尾脇雅弥）川議員の質問にお答え

をいたします。

　先ほど行革の話の中で、議会も頑張っている

というお話をされました。我々市役所職員も、

川さんはなかなかとおっしゃいましたけれど

も、今、一生懸命行革に取り組んでおりまして、

先ほど申しましたような数字的な面でも、人員

削減、給与カットを含めての改革も進んでおり

ます。

　今後、さまざまな課題がありますので、その

ことは御指摘いただいたことを参考にしながら

調整をしていきたいと思います。

　参事制度につきましては、昨年、本年度と課

長を参事にしたということでありますけれども、

一般職にあってはここ２年間で15名の方が退職

が予定をされております。こういった中で、定

員適正化計画に基づくと、６名しか採用できな

いという現状でございます。

　昨年の６月議会において、池之上議員の御質

問に対してだったと思いますけれども、課長職

は１年前は基本的に参事というポストを継続を

していくというふうに申し上げましたけれども、

― 116  ―



病気・休暇の職員等もふえておりますし、さま

ざまな状況も考慮して、職員削減の現状を踏ま

えながら、市民サービスの観点、あるいは課の

統廃合、職員の採用数などを考慮しながら、参

事制度につきましては議員の御指摘を参考にし

ながら、今後、検討してまいりたいというふう

に思っております。

〇川達志議員　出勤簿と参事職について一応、

問題提起を今回しっかりといたしました。あと

は、皆様方がどう動くか、このことにかかわっ

ておる。これは総務課長や市長だけではなく、

ほかの課長の皆さん方はどう思うのか、自分の

こととして考えていただきたい、お一人お一人。

そうすればおのずと見えてくるような気がしま

す。やはり皆さん方がそういう気持ちを持たな

いと、もう１回最初の話に返りますけれども、

伊藤知事は今、裸の王様じゃないのかなと思っ

てしまう。部下が直言しない。自民党が圧勝し

て、参議院選挙で多分今度も勝つでしょう、自

民党が。ここいらにやっぱりちょっと私は危機

感を感じる、私も自民党員ですが。やはりトッ

プを、安倍総理もそうです、トップを裸の王様

にしちゃいけない。市長を裸の王様にしちゃい

けない。タイムカードもそう。参事職もそう。

これについてはもう答弁は要りません。

　それで、総務課長、市長から人員の適正化計

画の話が出ました。あえて質問します。まず、

話を聞いていますと、庁舎内だけの話に聞こえ

る。消防の44名は聖域か。さらには給食センター

は聖域か。給食センターについても田平議員が

しつこく言われて、全然前に進まない。本当か

な、あなたたちはと、市長はさっき職員をかば

うような言い方をされたけれども、我々はずっ

とそういう目で見ております。

　本当の改革というのは、要するに基本は一緒

なんですよ。ところが、皆さん方は基本は全然

言っていない。わかっていないのか、わかって

いて言わないのか。私なんかは皆さん方と比べ

たら行政の素人ですよ。ただ、言えることは、

我がこととして考えているか。私はこういうこ

とを言っても選挙の票にもならないし、皆さん

方の反発が来るだけですよ。何で言わなきゃい

けないのか。何回も適正化計画をおっしゃるか

ら、あえてこの２つの問題について質問します。

　それともう１点、ついでに。

　議事録の作成の話をしました。これは前も申

し上げたとおり、時の政権が自分のために予算

を執行させちゃいかん、そういう思いでありま

す。誰がこういう政策を打ち出したか。このこ

とに歯どめをかけるために私は申し上げたはず

です。ついでにその３点、お願いします。

〇総務課長（中谷大潤）まず、川議員にお

かれましては、ふだんより私ども職員に対して

叱咤激励をされ、御指導を賜っていることにま

ず感謝申し上げます。

　そして、きょうもいろいろな問題をいただき

ました。その中で、いただいた消防職員の一般

職員との人事交流、それから給食センターの聖

域化の問題、これを本当に、我々は問題提起を

受けましたので、定員適正化に向ける中でこの

ことも真剣に討論していきたいと考えます。

　それから、会議録につきましては、本市にお

いては、全庁的な統一した基準・ルールを定め

ておりませんでしたが、平成24年12月議会にお

いて川議員により御指導を受けまして、整備

についての研究を行ってまいりました。

　ちなみに、県内各地において策定しているの

は霧島市と南九州市のみで、いずれも方針また

は規定の名称で策定されております。

　議事録は、会議中の討論の内容、決定事項を

記録しておく文章のことですので、会議の内容

を簡潔にまとめたものであること、後から見て、

どんなことを話し合ったかなどを思い出すため、

会議に参加していなかった人が議事録を見て、

どんなことを決めたのかがわかるようにしてお

く必要があると思います。
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研究を踏まえた今後は、会議録作成に必要な会

議の名称、開催日時・場所、出席・欠席者の氏

名、議題及び決定事項などの記載事項を盛り込

んだ会議録作成要領の策定に取り組んで、垂水

市の政策決定のプロセス化を明確にし、また、

情報公開にも適正に対応できるよう努めてまい

ります。

〇川達志議員　いろいろ厳しいことを言いま

したけれども、いろんな改革というのは、人が

した後を行くのは簡単だし、おもしろくもおか

しくもない。人より先にやることによって、ス

リルもあるだろうし、やったときの達成感は全

然違うんだろうと思います。そこいらが非常に

欠けているような気がします。それは市民のた

めであれば一番先にやっていいんですよ。それ

をするのが皆さん方だと思います。叱咤激励を

して、この件については終わります。

　次に、土地開発公社ですけれども、課長から

いろいろと説明を受けましたけれども、なかな

かそれじゃ、今の説明じゃ市民の皆さんが納得

しないと、わからないんですよ。わかりやすく

言いますと、なぜ土地開発公社ができたか。日

本が高度経済成長に向かうときに土地が非常に

値上がりをする、そういうことが見えています。

ところが自治体は、学校用地、病院、要するに

公共施設をつくるために先行投資をしておかな

いと、そのときになると地価が上がると。その

ときにできたのが土地開発公社なんです。こう

いう説明でないとみんなわからない、これは絶

対間違いないから。

　ところが、今、どうですか。何年か前、塩漬

けの土地というのがあって、企画課長御存じで

すか、塩漬けの土地は無駄なんです。これにつ

いても私は前も言っている。いずれ垂水市とし

て引き受けなきゃいけないんだから。塩漬けの

土地と言われて動いた自治体は、課長わかる、

幾つあるか、土地開発公社を廃止したところが。

もう答弁は要らないよ。

　私が言っていることは、そういったことをし

っかりと本当に必要なのか必要でないのか、将

来に向けて。学校はもう縮まる一方。ほかに公

共施設をつくる予定があるの。この土地開発公

社がなくなることによって、企画課はその分仕

事が減るんですよ。あとは財政に行くんでしょ

う、管財に。こういったことも何で言わなきゃ

いけないのか。スリムになりましょうよ。何回

も言いたくない、すればできること、特に市長

の決断があれば。

　市長、やはりこういった決断をされることが、

次の選挙にもやはり私は大きな影響を与えるだ

ろうと。変えるということ、変えることにため

らっちゃいかん。ただし、責任はあなた方が執

行部ですので、とらなきゃいけない。このまま

置いておくのが一番よくない。そのことで企画

課長、何かあれば。

〇企画課長（前木場強也）土地開発公社では、

市から依頼を受けた用地の先行取得を行うほか、

住宅団地の開発事業を行ってまいりましたが、

現時点において同様の事業実施の予定はありま

せん。

　実態としては、過去に取得した用地の管理が

主な業務となっており、近年、公社の事業の意

義が薄れてきております。今後、土地の価格の

値上がりを背景に、先行取得が有利と判断され

れば、公社の果たす役割が大きくなる可能性が

ありますが、現状としては土地の価格は低迷し

ており、先行取得をする必要性がないのが現状

でございます。そのため、用地の先行取得を必

要とする事業がないとすれば、公社の解散につ

いて今後、考える時期が来ているのではないか

と思っております。

　以上です。

〇川達志議員　企画課長が考える時期に来て

いるということで、非常に私もこれは大きく評

価をしたいと思います。

　今の企画課長の答弁に、多分皆さん方もノー

― 118  ―



ではないと思います。ぜひこういった意見につ

いては、頑張れよという言葉もかけていただき、

そして市長も、みんなで団結した場合にはしっ

かり意見を聞いて、早い機会に議会に提示をし

ていただければありがたいと思います。

　脇田市木線の経過につきましては、るる聞き

ました。皆さん方がしっかりと御努力をいただ

いていること、心から感謝を申し上げ、一刻も

早くできることを願いまして、私の今回の質問

を終わります。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩いたし

ます。

　次は、13時20分から再開します。

　　　　　午前12時９分休憩

　　　　　午後１時21分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　14番徳留邦治議員の質問を許可します。

　　　［徳留邦治議員登壇］

〇徳留邦治議員　初夏の候、皆様方におかれま

してはお変わりなくお過ごしのことと存じます。

また、６月に入り、田植えの準備等で忙しいの

ではないでしょうか。暑い中、熱中症には十分

気をつけて頑張ってください。

　それでは、議長の許可を得ましたので、質問

通告に従いまして４点ほど質問を述べさせてい

ただきますので、市長、関係課長の明確な御答

弁をよろしくお願いいたします。

　１点目、職員の給与削減について。

この点については、昨日の追加議案第51号の議

案説明の中で大分わかりました。その中で、わ

からない点というか、知らないというほうがよ

いのか、また、その点を質問をさせていただき

ます。

　１点目、職員組合と交渉については、もう議

案に出てきたということでしたので、これはも

う納得済みだろうと、組合との妥結はあったと

存じておりますので、割愛させていただきます。

　その中で、交渉対象となる職員は何名いるの

か。また、ボーナス、賞与、管理職手当等はカ

ット対象となっているのかお尋ねいたします。

　わたりについて。わたりについての詳しく説

明を、解釈といいますかね、点をよろしくお願

いいたします。

　２点目、振興会の要望状況について。昨年度

の実績と件数についてはどうなっているのかお

尋ねいたします。

　３点目、鉄道跡地の転換交付金ですが、一般

財源として組み入れて何年になるのか。鉄道跡

地の整備は地域格差を感じますが、また、一般

財源に組み入れた財源を鉄道跡地の整備に回し

ていくということだったんですが、現在高どれ

ぐらいで、どういう計画がなされているのかお

尋ねいたします。

　耕作放棄地について。耕作放棄地については

原因がいろいろとあると思いますが、現在の状

況と今後の対策を質問して、１回目の質問を終

わらせていただきます。

〇総務課長（中谷大潤）それでは、徳留議員

の職員の給与削減についての御質問にお答えし

ます。

　対象者数とボーナス、管理職手当についての

御質問でございますが、対象者数は、職員243名

でございます。ボーナス、いわゆる期末・勤勉

手当につきましては、今回は削減しないことで

同意しております。管理職手当につきましては、

現在30％のカットを継続しておりますので、今

回は上乗せもせずに削減しないということで同

意しております。

　次に、わたりにつきましては、わたりとは、

給与の処遇について国家公務員の職務職責と同

等な地方公務員の職務職責の格付を国家公務員

より上の格付にし、給与の支給をしていること

を指しています。

　以上でございます。
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〇市民相談サービス課長（森下利行）徳留議

員の振興会の要望状況についての御質問にお答

えいたします。

　振興会からの要望につきましては、毎年10月

に振興会長さんに要望書の提出をお願いしまし

て、市民相談サービス課に集約し、次年度の７

月に開催されます行政連絡会において、要望に

対しての回答を行っているところでございます。

　また、振興会からの要望で軽微なものにつき

ましては、各課におきまして早急な対応をして

おり、また、予算を伴う要望等につきましては、

次年度での予算の確保に努め、できる限り要望

に沿うよう鋭意努力しているところでございま

す。

　質問の平成23年度の振興会からの要望件数は、

土木課へ75件、農林課へ９件、市民相談サービ

ス課へ４件、教育総務課へ２件、そして水道課、

総務課、水産商工観光課が各１件で、計93件の

要望があり、そのうち５月末現在対応済みとな

った件数は79件で、進捗率としましては約85％

でございます。

　要望によりましては、市単独で実施できる要

望もありますが、国及び県等にお願いしなけれ

ばならない要望等もありますことから、対応に

期間を要する要望もあります。このように、早

急に対応することができない難しい面もござい

ますので、このような案件につきましては、先

ほど申しましたとおり、行政連絡会時におきま

して振興会長さんに対し、所管課から実情等を

理解してもらうために説明を行っているところ

でございます。

　なお、参考までに、平成24年度における各課

別要望件数を申し上げますと、土木課へ67件、

農林課へ４件、生活環境課へ３件、市民相談サー

ビス課と教育総務課へ各２件で、計78件が提出

されております。

　以上でございます。

〇財政課長（野妻正美）鉄道跡地の転換交付

金についての御質問にお答えいたします。

　国鉄大隅線跡地利用整備事業基金につきまし

ては、昭和62年３月の国鉄大隅線廃止に伴い交

付された特定地方交通線転換交付金を原資に、

昭和62年度に設置されました基金で、市内各地

の鉄道跡地を市道・農道を整備するときの財源

として充当しておりましたが、地方交付税削減

などに伴う財源不足対策として、平成16年４月

１日付で廃止しており、既に９年が経過してお

ります。廃止前の基金残高は4,849万5,000円で、

全額一般財源として一般会計へ繰り入れており

ます。

　牛根地区の鉄道跡地の整備につきましては、

昨年の６月議会でも議員から御質問がありまし

たとおり、ほかの地区に比べて整備がおくれて

いることから、現段階で整備可能な延長1,300メー

トルにつきまして、地域の元気臨時交付金を財

源として、舗装工事等の事業費1,600万円を今議

会に補正予算として計上いたしております。

　残りの区間の整備につきましては、牛根麓地

区で県が建設中の砂防工事の影響などもあり、

具体的な計画策定までは至っておりませんが、

来年度以降も、県事業の導入による整備や市単

独事業の実施について所管課と協議してまいり

たいと考えております。

　以上でございます。

〇農林課長（池松　烈）徳留議員の耕作放棄

地について、お答えさせていただきたいと思い

ます。

　本市の農業について考えますと、少子高齢化

が進み、農家の方々の高齢化、担い手農家及び

新規就農者の減少等、そして遊休農地、耕作放

棄地の増大が進展しているわけでございますが、

それを解消していくことは本市農業の大きな課

題であると認識しているところでございます。

　耕作放棄地の現状の把握につきましては、農

業委員会の委員の方々、各農作物の振興会、そ

して直接農家の方々等からそれに至った原因、

― 120  ―



また状況等を相談いただいたりお聞きしたりし

ているところでございます。どの順番かという

のはございませんが、農地所有者の死亡や市外

在住など不在所有者の増加、台風を初め、大雨

や日照り被害などの自然災害発生によります、

やる気といいますか熱意の消失等、市場相場の

動向によります熱意の消失、病気理由によりま

すもの、農業後継者の育成がうまくいかなかっ

たものなど、地区によりましては農道や圃場整

備のおくれも原因になるもの、また、牛根地区

におきましては、霜害が原因になったもの、有

害鳥獣の被害増加が原因で熱意を消失したもの

などもお聞きしております。

　いい機会を得ましたので、数量的なものにつ

いて御報告させていただきます。

　徳留議員におかれましては、農業委員も兼務

されておりますので、実際調査にも携わってい

ただいているわけでございますが、平成22年か

ら実施しております農地利用状況調査の結果に

ついて報告させていただきます。単位をヘクター

ルで答えさせていただきます。

　平成22年は調査面積約1,012.3ヘクタールに対

しまして、耕作放棄地面積約273.6ヘクタール、

割合にしまして約27.0％。平成23年は調査面積

約1,023.9ヘクタールに対しまして、耕作放棄地

面積約300.2ヘクタール、割合にしまして約29.

3％。平成24年度は調査面積約1,009.3ヘクター

ルに対しまして、耕作放棄地面積約265.5ヘクター

ル。割合にしまして約26.3％となっているとこ

ろでございまして、24年度につきましては幾ら

か減少しているようでございます。

　この24年度の耕作放棄地につきましてさらに

分析してみますと、農地利用状況調査の結果で

は、色で区分をしているわけでございますが、

緑色としまして、人力・農業用機械で草刈り、

耕起、整地を行うことにより、直ちに耕作する

ことが可能な土地が約76.2ヘクタール。黄色で

ございますが、草刈り等では直ちに耕作するこ

とはできないが、基盤整備、例えば区画整理と

か暗渠排水、それから農道整備等を実施して農

業利用すべき土地が約52.7ヘクタール。赤色で

すが、森林・原野化している等、農地に復元し

て利用することが不可能と見込まれる土地のう

ち、農業委員会が耕作放棄地に係る農地法第２

条第１項の農地に該当するか否かの判断基準等

について、農地に該当しないと判断した土地が

約136.5ヘクタールでございました。

　また、この耕作放棄地を地図に落とし込み、

相談に見えた方々に参考資料としまして活用し

ているところでございます。

　今後の対策についてでございますが、今まで

実施してきました事業等も含めますと、第３条

に基づきます権利移動や、第30条の農地利用状

況調査後の是正指導等の実施を初めとしました

農地法に基づきますそれぞれの方策、農業経営

基盤強化促進法第18条第２項で規定しています

利用権設定、農業振興地域の整備に関する法律

第６条に基づきます斡旋事業、また、国の事業

でございますが、平成21年度から実施しており

ます耕作放棄地再生利用緊急対策事業では、昨

年度までに上野台地を初め、延べ17名の方が421

アールの耕作放棄地を復元され、作付を行って

いらっしゃるところでございます。本年度にお

きましても、現在３名の方が104アールの耕作放

棄地を復元される予定でございます。

　この事業につきましては、本年度で終了では

と心配をしておりましたが、26年度以降も新た

な事業としまして継続される見込みのようでご

ざいます。

　また、新規の事業としまして、平成24年度か

ら実施しております地域農業のあり方や新規就

農者を含む地域の中心となる形態を定めた人・

農地プラン、地域農業マスタープランを本市も

昨年９月に策定しておりますが、この農地集積

協力金交付事業がございます。この地域農業マ

スタープランに位置づけられました、地域の中
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心となる経営体に農地を集積するものでありま

して、農地の出し手に対し、0.5ヘクタール以下

が30万円以内、0.5ヘクタール以上2.0ヘクター

ル以下が50万円以内、2.0ヘクタール以上が70万

円以内が交付されるものでございますが、これ

なども耕作放棄地解消に大いに役立ってくるも

のと考えているところでございます。

　また、議員を初めとされます農業委員の方々

は農地に精通されておりますので、今後はなお

一層アドバイス等をいただきながら、耕作放棄

地解消に向けて取り組んでいきたいと考えてお

ります。

〇徳留邦治議員　一問一答式でお願いいたしま

す。

　職員の給与削減については、今、回答をもら

いましたけど、ボーナス等を管理職はもう加算

されないということで認識をしましたけど、わ

たりの該当する職員というのは何名ぐらいいる

のか。それと、休職にある職員、産休それから

病気で休んでおられる職員が何名いるのかをち

ょっとお尋ねをいたしたいと思います。

〇総務課長（中谷大潤）まず、わたりの該当

者ということですが、本市においては、平成25

年４月１日現在、一般行政職のうち４級の主査・

技術主査級で38名、５級の係長などで35名、計

73名が該当することになります。

　続きまして、休職者につきましては、現在本

市における休職者は２名でございます。

〇徳留邦治議員　休職者は２名ということです

が、大体何年の休職が病欠の場合できるのか、

そしてまた、原因はいろいろあるだろうと思い

ますが、答えられたら答えてもらいたいと思い

ます。

　そして、この休職者にも給与は支払われてい

ると思うんですが、この休職者に対しても今度

のこの減額が該当するのかどうかですね。

　そしてまた、73名のわたりに該当する職員が

いるということでしたが、急には難しいだろう

けど、またこのまま引き続き、わたりは使われ

ていくのか、それとも改革されていくのか、そ

の点はちょっと市長にお尋ねをしたい。いいで

すか。

〇市長（尾脇雅弥）今のわたりの件について、

答弁をいたします。

　わたりの廃止の件につきましても、平成25年

の３月に正式に職員組合へ交渉の申し入れを行

っております。ですので、理解を得られるよう

引き続いて協議をしてまいりたいと思います。

〇総務課長（中谷大潤）休職者の休職中の処

遇についてでございますが、休職の期間は３年

を超えない範囲と条例では定められております。

　病気休暇承認後、おおむね90日間を過ぎます

と、１年間は給与が２割減額となり、１年を超

えると無給となりますが、１年と半年間は地方

公務員共済から疾病手当金が支給されます。こ

れは約８割相当額の支給と聞いております。

　以上でございます。

〇徳留邦治議員　ありがとうございます。

　きのうから引き続き、給料の減額については

いろいろ説明やら議員の質問があったりして大

分わかりましたので、これで終わりたいと思い

ます。

　次に、振興会の要望状況についてを２回目の

質問で入りたいと思います。

　振興連、行政連絡会、振興連の協議会とまた

行政連絡会とは趣旨が違うのか一緒なのか、ち

ょっとわかりませんけど、年何回ぐらいされて

いるのかですね。

　それと件数について、積み残した分ですね、

各課長が異動される、いろんな形で異動も１年

とか短い形でされた場合、引き継ぎがうまくな

されているのか、その点をちょっとお尋ねをい

たしたいと思います。

〇市民相談サービス課長（森下利行）まず、

振興連の会議と行政連絡会の開催回数でござい

ますが、振興会長で組織しております振興会長
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連絡協議会につきましては、５月と12月の２回

開催しております。

　それから、行政連絡会におきましては、例年

７月の上旬におきまして、各校区６カ所に分け

まして、午前・午後３日間に分かれまして、各

１回ずつ実施しているところでございます。

　引き継ぎにつきましては、それぞれ私どもの

市民相談サービス課としましては、例年、各振

興会長さんのほうから要望も出てきております

ので、その部分については必ず引き継ぎをしっ

かりしてもらうように、各担当課の課長には申

し伝えているところでございます。

　以上であります。

〇徳留邦治議員　いろんな振興会長さんから苦

言をよく聞きます。もう何年も要望しているが、

全然進歩はないというようなことも多々ありま

す。

　だから、その点では引き継ぎがうまくいって

いないのかなと思ったものだから質問したわけ

で、行政連絡会、また振興連の協議会等では、

注文取りといえば注文取りだろうけど、一つ一

つクリアしていかないと、ずっとそのまま積み

残して忘れてしまって、何年もたってもしない

というような状況になってくる。

　その点で、もうちょっとしっかりとした、振

興会長の連絡協議会等には耳を傾けてもらいた

い。そしてまた、引き継ぎをしっかりとしてい

ってもらいたい。これは要望でいいです。

　次に、鉄道跡地の転換交付金。昭和62年、私

が初めて議員となった、つけ加えれば、１票差

でようやく当選して議員となった年であります。

この年の市長が八木市長で、もう鉄道廃止にな

った時点、それから転換交付金が設置されて、

このお金で各駅だけを当時は買ったように思い

ます。牛根地区においても麓の駅周辺とか、あ

と駅跡をですね、境の駅跡、麓にしては辺田地

区ですかね、市営住宅用地として確保した。そ

してまた、二川については学校用地の一部とし

て鉄道跡地を取得した経緯があります。そして

また、境においては公園という形で取得したよ

うに思っております。

　この金を有効に使って、牛根麓間の辺田地区、

中浜地区、この点では農道として整備をしても

らえるように八木さんのころから要望しまして、

一般質問の中でも何回か要望してまいりました

が、二十数年たっても全然手つかずの状態で、

最近、何とかそういう方向性を見出さないと、

このままじゃちょっと未整備になって地域格差

が出てくるのかなと思ったものだから質問の中

で入れたわけなんですが、計画の中で1,300メー

トル、金額にして約1,600万円、少しでも、１区

画でも整備がなされていくことに大変ありがた

く思っております。

　また、早急に全部の整備がなされるように期

待をしたいんですが、この4,849万円が平成16年、

水迫市政のときに一般財源に繰り入れられると

きに、整備をしていくんですよと、一般財源に

入れてもこの跡地は整備をしていきますという

ことの条件のもとに財源に組み込んだわけです

から、これをまた有効活用して整備をしていっ

てもらいたいと考えております。そうしていく

ことで、また牛根の方々が少しでも農業あるい

はいろんなことに力を入れて頑張ってもらえる

ような気がいたします。今後のこの計画をしっ

かりと実行に移してもらいたいと思います。こ

れはもう回答は要りません。

　それから、耕作放棄地については、今、課長

のほうからいろいろと説明がありましたが、地

域によっても大分この耕作放棄地が、原因が異

なってくると思います。牛根の場合は課長も把

握されて説明されましたように、鳥獣被害によ

る耕作放棄地が大分進んでおります。そして高

齢化ももちろんなんだけど、一番多いのが鳥獣

被害による耕作放棄地ですね。

　私もこれ以上の耕作放棄地は何とかせんない

かんということで取り組んでいるわけなんです
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が、地理的要素も多々あってなかなか大変です。

そのために、いろんな補助制度とか利用してい

ますけど、もうちょっと何らかの手助けはでき

ないのかなと思っているところでありますが、

私も余り農業委員の中でも勉強するほうじゃな

いので、言われたことしかせんというようなほ

うですので、これについて今後、いろんな形の

補助等があればまたお聞かせを願いたいと思い

ます。

〇農林課長（池松　烈）耕作放棄地の原因の

１つの中に、その有害鳥獣の被害もあるんです

よということで私のほうからも報告をしました。

また、徳留議員のほうからも今お話がありまし

たが、実は今回のこのビワの時期に、今までは

ビワが高木であるということでサルしか被害、

サルの被害というのが非常に多かったんですけ

ど、今、低木仕立てということでやっていると

ころがあるんですが、実はそこをサルが行って

いたずらをするのかと思っていたんですけど、

今回、イノシシがちょっと顔を上げてかぶりつ

いたと。状況が余りにもちょっと衝撃だったも

んですから、県の大隅地域振興局のほうの担当

の方にも出向いてもらって、状況写真を撮って

もらったりとかしたところです。

　すぐ相談があった後、うちのほうでも農林課

の所有しております、おりを仕掛けたんですけ

れども、徳留議員も猟友会に入っていただいて

おりますので御存じのとおり、なかなかイノシ

シのほうも学習が進んでいるのか、なかなかお

りにかかるような機会がないというようなこと

でございまして、本市の非常に懸念する材料と

なっているところでございます。

　例えば、県の事業で電気柵等の整備が実施す

るのがあるんですが、そういうこともありまし

て、もう１回念を入れまして県に相談しました

ところ、要件として地区単位、集落単位という

全体的な取り組みが要件となってくるというよ

うなことでございまして、ここらあたりにつき

ましては、また議員のほうでも御相談を受けら

れるかと思いますが、ぜひ地区や集落単位での

取り組みを進めていただけるようにお願いをし

ていただけたらと思いますし、また、うちのほ

うでもそのような対応をしていきたいと思いま

す。

　また、有害鳥獣被害に対する補助のことじゃ

ないかと思うんですが、農家の方々の意欲の消

失の防止、それから農家離れ防止になるのでは

というふうには考えるんですが、被害につきま

しては、台風を初め、大雨、日照り、それから

霜被害などの災害に加えまして、本市には被害

額の一番大きい桜島降灰の影響によります被害

もございますので、有害鳥獣によります被害だ

けの補助あるいは補填というのはなじまないの

ではないかなというふうに考えているところで

ございます。

　うちの担当に調べてもらったところでは、農

業共済等で有害鳥獣によります農作物の減収を

対象にした共済もあるようですので、できれば

農家の方々には、掛金の問題は残るかと思いま

すが、ぜひこちらのほうを利用していただきた

いと、本市としてもお勧めしていきたいという

ふうに考えているところでございます。

〇徳留邦治議員　ありがとうございます。

　農林課長のおっしゃるように、有害鳥獣も学

習能力がありまして、サルなんかは特に、同じ

ところが安全だとわかったらそこばっかり通り

ます。そして危険が迫ったらまたルートを変え

るということですね。イノシシも、それと今、

外来種のハクビシン、こういうものが被害が今、

大きいようでありますので。ハクビシンについ

ては、もう今、カライモを植えたら黒マルチの

上から全部ミミズをほじくるのか、穴が全部あ

いて、マルチの効果がない。もうカライモなん

かは全部引き抜いてというより、鼻で押しのけ

てですね。そういう被害が出されない、言って

も補償がないからですね。だから、ジャガイモ
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にしても、サルの被害に遭ってもうつくらない

という声なんかも、ビワにしてもしかりですけ

ど。補償がないわけですよ、被害があっても。

　だから、その補償制度をどうしたらいいのか

というので今後、詰めていかんとならんと思う

んですけど、共済をおっしゃられましたけど、

共済だけで該当ができるのか、そこらの点を今

後の課題として残していきたいと思います。ま

た、私も農業委員の一員ですので、学習能力を

高めて、それより上をいくようにいきたいと思

います。

　今回は、これで質問を終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。

〇議長（森　正勝）次に、３番大薗藤幸議員

の質問を許可します。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　お疲れさまです。

　私も昼からは眠たいんですが、皆さんもいま

しばらくですので、お時間をいただいて。

　きょうは、同僚、先輩とことぶき食堂で昼食

をとっておりましたけれども、つい開会当日も

同じ食堂でございました。ちょうど座っている

ところから、この庁舎の日の丸が見えておりま

す。先ほど、一緒に食事をいただいていた徳留

先輩がこの話をする予定だったんですけれども、

この日の丸が破けているんじゃないかと、職員

の方に７日の日に先輩議員が注文をつけておら

れました。でも、７日から、もうきょうは19日

なんですね。だから、これぐらいは何とか、13

億も基金があるのに日の丸の１個も買えないの

かよというようなおもしろい話も出ておりまし

たので、ぜひ総務課長、そこら辺は善処してい

ただくように。

　議長の許可をいただいておりますので、早速

質問に入ってまいります。

　一昨日、鹿屋の嶋田市長、２期目に向けて出

馬を表明されました。その中で、産科医療体制

の確立を１番目の課題として取り上げていらっ

しゃいました。現在の大隅半島の産科の状況、

もしくは近い将来の状況を保健福祉課長にお聞

きいたします。

　交通機関を１時間以上乗り継いでも出産する

場所がない。希望する地域に出産施設がない。

お産難民と表現をされています。全国的に産科

医の減少傾向にありますが、1996年から2006年

の10年間で約１割減少。しかし、女性の産科医

は増加傾向であります。30代は半数、20代では

７割を占めております。しかしながら、お産は

24時間体制を強いられ、女性産科医がみずから

出産した後は、なかなか復帰しないのが現状で

あります。

　そこで、国の対応として、リスクのある出産

の診療や緊急受け入れを行った医療機関への医

療費を大幅に増加、医療機関が産科医に支払う

手当に補助金を出す。自治体の対応として、大

学入試の際に産科を選んだ学生に奨学金を出す。

大学の対応として、医学部の入試の際、産科医

に特別枠を設ける。開業医の産科医の対応とし

て、女性医師を支援するためフレキシブルな勤

務体系を導入。以上のような施策により、2010

年度に日本産婦人科学会への新規入会者は、直

近の10年間で最多となった。しかし、産科医の

安定供給には年間500人以上の志望者が必要であ

り、まだまだ不足している。

　ちなみに、2006年、2008年には、奈良県と東

京都で脳出血の妊婦を複数の病院が受け入れを

断る、たらい回し問題も起きております。アメ

リカでは1986年以降、緊急的診療・分娩法とい

う法律があり、病院が義務を負うため、たらい

回しができないそうでございます。

　次のタイトルですね、人口減少対策。

これは昨日、同僚議員からほぼ内容が似通った

質問がございましたが、その中で、５月のこの

広報紙に掲載がされております。内容が、私が

アンダーラインを入れたところと同僚議員の観

点がほぼ一致しております。

― 125  ―



　その中で、重複いたしますけれども、株式会

社鹿児島経済研究所の藤田部長ですかね、人口

減対策は、ほかの地域よりも充実した独自性が

求められる。この点に関して、垂水市は人口規

模の小さな自治体であることが逆に強みである

というふうに記されております。

　この人口減少対策では、今、プロジェクトチー

ムが発足したばかりでございますので、私ども

の質問は時期尚早とは思っておりますけれども、

最終的にはこういう方策がいいであろうと、い

ろいろな観点から施策を検討されるでございま

しょうけれども、ベターじゃなくてベストな施

策をつくり出さなければならない。企画課が所

管の担当課でございますが、職員が全力でつく

り上げた施策に対して、議会も含めて全員が賛

同したならば、思い切った施策を考えなければ、

思い切った措置をとらなければ実行にはなかな

か届かない。全会一致でベストと判断したなら

ば、失敗を恐れずに全力で立ち向かわなければ

実行力のないことになりますので、この件に関

しては企画課長のほうにかいつまんで、昨日の

同僚議員の質問のように詳しく説明をいただか

なくても結構でございますので、かいつまんで

説明をいただきたいと思います。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（篠原輝義）大薗議員の御質

問にお答えをいたします。

　まず、大隅地域の産科医の現状についてでご

ざいますが、平成22年の人口10万人当たりの医

師数は、県平均が242.3人と全国平均を11.9人上

回っていますが、鹿児島地区の医療圏を除き、

他の地区の医療圏はいずれも全国平均を下回っ

ており、地域間の医師の偏在が見られます。

　一方、出生1,000人当たりの県全体の産科医師

数は平均8.9人と、全国平均をわずかに下回って

おりますが、鹿児島医療圏では13.3人、肝属医

療圏は5.9人と、都市部と地方ではかなりの格差

が生じております。大隅地域４市５町では、推

計で年間約2,200人が出生し、妊婦の出産医療機

関は約65％が鹿屋市、約12％が都城市などとな

っているようであります。

　本市におきましては、年間約100人程度が出生

し、約50％が鹿屋市、約25％が鹿児島市、約15

％が霧島市の出産医療機関を利用されているよ

うであります。

　また、鹿屋市の産科の医療機関数は、現在３

開業医と、県民健康プラザ鹿屋医療センターの

４施設のみとなっており、県民健康プラザ鹿屋

医療センターについては、２次救急医療に専念

するため普通分娩は対応しないこととなってお

り、里帰り出産については一部受け入れができ

ていない状況で、３開業医の負担は大きいもの

となってきております。将来的には産科医師の

高齢化を考慮しますと、大隅で出産ができなく

なるおそれが出てくるのではないかと危機感を

抱いているところであります。

　以上でございます。

〇企画課長（前木場強也）ただいま、大薗議

員のほうからベストな対策をとってほしいとい

う御意見がありましたが、企画課のほうとしま

しては、人口減少対策などの策定に当たりまし

ては、市民の声を反映させるのが最も大切であ

るというふうに認識しております。そのため、

作業部会においては、各種データ分析を行いな

がら、多くの方々の意見を反映させることが大

切だと思って、今、作業に当たっております。

　それと、あと財源対策につきましては、昨日

の堀内議員の御質問で市長が答弁いたしました

ように、人口減少対策には財源が必要であり、

大胆かつ有効に使うことが重要であるというふ

うに認識を持っております。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　一問一答でお願いをいたしま

す。

　それでは、２回目の質問に入ります。

　産科医の不足の原因というのがるる考えられ
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ると思いますが、現段階で考えられる原因をお

示しをいただきたいと思います。

〇保健福祉課長（篠原輝義）産科医不足の原

因でございますが、まず考えられることとしま

しては、全国の医師数はふえている中で産科医

は年々減少をしているということで、その要因

としましては、過酷な労働条件や結婚・子育て

などで一時的に離職する女性医師が多いこと、

そして医療事故による訴訟リスクが背景にある

と考えられております。

　以上です。

〇大薗藤幸議員　私も同じような見解でござい

まして、１つにマンパワーの不足、過酷な労働

環境、次に大きな問題、医療訴訟でございます。

このような理由で、ほかにも多々ございましょ

うが、医師の、産科医の減少が起こっていると。

負のスパイラル。スパイラルというのはどこま

でいってもとまるところを知らない、らせん状

のことを表現するわけですね。

　そこで、先般５月７日の大隅４市５町の議員

協議会に前議長にお願いをして提案をしたとこ

ろでございますが、その内容を少し、そう時間

は要しませんので朗読をさせていただきます。

　産科医確保の基金創設について。地域や診療

科間における医師の偏在は全国的にも大きな問

題となっている。とりわけ大隅地域における産

科医の不足は非常に深刻であり、出産を扱う病

院・診療所が減少する中、出産場所の確保も困

難な状況となっており、安心・安全な出産環境

が失われる危機に瀕している。産科医は、夜間・

休日を問わず診療対応が求められる過重な労働

環境にあるばかりでなく、医療訴訟という高い

リスクを負っている現状である。誰もが安心し

て出産できるよう産科医の就業環境の改善を図

り、訴訟対応等の負担軽減を図ることが喫緊の

課題である。

　大隅地域４市５町においても同様の実態であ

ることに鑑み、産科医不足解消のために官民一

体となり、産科医確保のための基金の創設も１

つの方策と考えられる。基金が創設されると、

産科医の確保はもとより雇用の確保や定住者の

増加も見込まれ、地域経済にとってもその効果

ははかり知れないものと推測される。よって、

大隅地域４市５町が連携をして、まずは産科医

確保のための基金の創設を早急に講じるよう提

案いたします。

　これは、３月の産業委員会で、関連がござい

ましたので、市長に当時提案をしております。

よって、市長もそれなりの考え方は整理が終わ

っているものと認識をしておりますので、今の

提案に対して市長のお考えをいただきたいと思

います。

〇市長（尾脇雅弥）大薗議員の質問にお答え

する前に、日の丸の話が出ましたので、破れて

いるということで。実は私も市長席から真正面

に見えますので、そのことには気づいておりま

して、そうしましたところ、国旗日の丸発祥の

地の委員の皆様も同様の視点を持っておられて、

御寄附をくださるというようなことであるよう

でございますので、13億円あるんですけれども、

少しでも支出がないようにそういう方向で検討

させていただきたいというふうに思っておりま

す。

　ただいまの件ですけれども、この件に関しま

しては、私も、鹿屋の嶋田市長初め、関係する

首長にも提案をして意見交換もしております。

共通認識とするところでありまして、きのうで

したかね、６月議会の次期市長選の嶋田市長の

出馬表明の中でも、関連するような意思表示が

あったと思います。

　産科医確保については、重要な課題と認識し

ております。しかしながら、先ほど課長が答弁

を申しましたとおり、本市のみの問題ではあり

ませんで、関係市と広域に連携をとりながら、

また、今、御意見いただいたような意見をしっ

かりといろんな場面で話し合いをしながら、基
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金の創設なども含めて大隅総合開発期成会で提

案をしていきたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇大薗藤幸議員　垂水の３月議会が終わってか

ら、私は鹿屋市役所に出向きましてこの話を差

し上げました。３月の議会で鹿屋市も、保健福

祉課の担当はこの質問にてんやわんやと。議会

からは、産科医がいない、どうするのかという

ような質問でございましょうから、所管の担当

課としては大変だったと思います。

　これはなぜ強く提案を申し上げるかといいま

すと、いろんな面で、メガソーラーであり、猿

ヶ城であり、道の駅であり、垂水には情報発信

をする施設がございます。しかし、本来はこれ

は国がしなきゃならんことなんですよ。しかし、

国も手をこまねいている。県だってそうじゃな

いですか。

　そのために、一番我々の身近で困っている４

市５町がこの方策を早目に決定をして動きます

と、県も黙っているわけにはいかないはずなん

です。だから言っているんです。だから、そう

時間をかけずに市長に頑張っていただきたいと、

こう思っておりますのでよろしくお願いをしま

す。これで、この質問は終わります。

　次に、人口減少対策。これも市長に、最後の

質問にいたします。

〇議長（森　正勝）大薗議員、時間はありま

すので。

〇大薗藤幸議員　最後でなくてよろしいですか。

しかし、昨日しっかり答弁をお聞きしておりま

すので、不必要な質問はいたしません。

〇議長（森　正勝）ありがとうございます。

〇大薗藤幸議員　ごめんなさい。４回目を少し

残していただけませんか、先ほどの４回目を、

追加で。答弁は求めません。

〇議長（森　正勝）答弁は要らないんですよ

ね。

〇大薗藤幸議員　要りません。

〇議長（森　正勝）じゃ、よろしいです。

〇大薗藤幸議員　これは鹿児島県の徳之島です

ね、子宝の島と言われていますね。全国１、２、

３位を占めている。伊仙町、天城・徳之島両町

ですね。合計特殊出生率が伊仙町2.42、天城・

徳之島両町で2.18と全国上位３位ですね。とこ

ろが、ここも産科医がいなくなる。徳之島の町

長は、子宝の島から産科の常勤医がいなくなる

ことがあってはならないと、３町一丸となって

医師確保に全力を尽くすと表明されていらっし

ゃいます。産科の常勤医の不在は、切迫早産な

ど緊急時の対応も課題になる。島外での出産に

は経済的な負担がかかる。精神的な負担も大き

くなります。

　我が垂水でも、私ごとで申しわけございませ

んが、うちの孫も２人とも鹿児島市でございま

した。早産の可能性がございまして、１カ月、

２カ月前に入院をしておりました。これが近い

ところに陸続きの、過程の話でございますが、

鹿屋市にそのような施設があれば、誰かが近く

に、24時間連絡がつくところにおりますのでそ

れなりの対応ができる。しかし、鹿児島市を選

んで鹿児島市でお産をしております。そのよう

なことも踏まえて、この問題には全力で取り組

んでいかなければならないと思います。

　４回目は終わりにしまして、若干関連があり

ますので、人口減少対策、これは最後、今度は

本当に最後になります。市長にお尋ねをします。

　所管の課で、市民の声もしくは団体の声を吸

い上げて政策を練られるということでございま

すし、先ほど申しましたようにベターじゃだめ、

ベストと。ベストな方法を選ばなきゃならない。

そのときに、今の垂水で仮に何らかの幸運な条

件があって、家をお持ちでない方が10軒、移転

をされたとしますね。今、垂水市の市営住宅の

状況はどうなんでしょう。

　つい最近も住宅を探しておられる方がいらっ

しゃいまして、どうかならんか、いろいろ探し
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て、まず公営住宅をお聞きいたしました。ござ

いません。民間も家賃等の条件が合わずになか

なかございません。過去に同僚から、牛根に市

営住宅をつくってもらわなければ人は定住でき

ないよというような意見がやっとわかりました。

　今後、例えばいろんな施策が出てきたときに、

必ず財源が伴うものであろうと思います。居住

地だけあっても無意味に近いわけですが、並行

して雇用も優先的に考えなければならない。住

宅政策も含めて、財源が必要になったときに、

市長の大きな判断が必要になってくるのではな

いか。

　２月をもって政策を決定をするということで

ございますので、新年度予算等にも反映される

べきものなのかなと思いますが、それなりの、

この提案は、市長も３万人構想を出していらっ

しゃいますので、これは桜島の架橋、トンネル

なり交通ネットワークが実現した暁というふう

に私は認識をせざるを得ませんが、やはりその

公約を掲げられた以上、思い切った決断を断行

せざるを得ない時期が２月、３月ではなかろう

かと思いますが、市長、いかがですか、お願い

いたします。

〇市長（尾脇雅弥）大薗議員がおっしゃると

おり、市民も議会も全会一致というのが一番い

いと思いますけれども、今議会においても、い

ろんなものに対してのそれぞれの意見がありま

すから、皆が全てそろうというのはなかなか難

しいかもしれませんけれども、ベストに近い形

でのやっぱり世論形成というのはしていかなき

ゃいけないというふうに思っております。

　それから、３万人構想という話が出ておりま

したけど、３万人構想ということではなくて、

私が公約に申し上げているのは桜島道路の実現

へ向けての挑戦ということで、その中で、いつ

も申し上げていますけれども、錦江湾横断道路

が実現をすれば３万人を目指して頑張りたいと

いう趣旨でございますので、その上で、先ほど

出ました住宅の建設等々は非常に重要な課題で

あるというふうに思っております。

　やはり人をふやしていくためには、働く場で

あったり、そして住む場所ということになりま

すので、その他もろもろあると思いますけれど

も、そういった形でこれはやっていかなきゃい

けないなというふうに思います。

　議員御承知のとおり、減少人口の割合も県内

で南大隅に次いで２番目に低いということでご

ざいますので、そういったことも踏まえて、議

員おっしゃることを参考にしながら、１人でも

多くの方が定住していけるようなまちづくりを

目指していきたいというふうに思っております。

〇大薗藤幸議員　わかりました。

　大分時間も余りましたが、次回にとっておき

たいと思います。

　これで質問を終わります。

　お疲れさまでございました。

〇議長（森　正勝）以上で、一般質問を終わ

ります。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（森　正勝）明20日から27日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、28日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（森　正勝）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後２時28分散会
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平成25年６月28日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（森　正勝）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第46号～議案第51号、陳情第16号

　　　　～陳情第18号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第１、議案第46号か

ら日程第６、議案第51号までの議案６件及び日

程第７、陳情第16号から日程第９、陳情第18号

までの陳情３件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第46号　垂水市新型インフルエンザ等対策

　　　本部条例　案

議案第47号　垂水市税条例の一部を改正する条

　　　例　案

議案第48号　高規格救急自動車・高度救命処置

　　　用資機材購入契約について

議案第49号　平成25年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第１号）案

議案第50号　平成25年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第１号）案

議案第51号　垂水市職員の給与の臨時特例に関

　　　する条例　案

陳情第16号　少人数学級の推進など定数改善、

　　　義務教育費国庫負担制度２分の１復元を

　　　はかるため、2014年度政府予算に係る要

　　　請について

陳情第17号　年金引下げに対する陳情について

陳情第18号　国民健康保険に対する国庫負担の

　　　見直し・増額を求める意見書提出の陳情

　　　について

　　　　

〇議長（森　正勝）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長感王寺耕造議員。

　　　［産業厚生委員長感王寺耕造議員登壇］

〇産業厚生委員長（感王寺耕造）皆さん、お

はようございます。

　それでは、去る６月７日の本会議において産

業厚生委員会付託となりました各案件について、

６月21日に委員会を開き、午前中に付託案件の

審査を行い、午後から内ノ野線改良工事、森の

駅たるみず、堆肥センター、垂水49号線改良工

事、元垂水団地、元垂水原田線改良工事など、

現地視察を実施しました。

　それでは、付託案件について、その審査結果

を報告します。

　最初に、議案第46号垂水市新型インフルエン

ザ等対策本部条例案については、原案のとおり

可決されました。

　次に、議案第49号平成25年度垂水市一般会計

補正予算（第１号）案中の所管費目については、

原案のとおり可決されました。

　次に、議案第50号平成25年度垂水市水道事業

会計補正予算（第１号）案については、原案の

とおり可決されました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（森　正勝）次に、総務文教委員長川

畑三郎議員。

　　　［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］

〇総務文教委員長（川畑三郎）去る６月７日

及び６月18日の本会議において総務文教委員会

付託となりました各案件について、６月24日委

員会を開き、付託案件の審査をいたしましたの

で、その結果を報告します。

　当日は、午前中に、柊原小学校の耐震化等事

業、垂水中央中学校の改修事業、水之上体育館

の雨漏り等の状況、現在使用されていない垂水

高等学校の屋内プール、協和小学校の耐震化等

― 132  ―



事業など、現地視察を実施いたしました。

　それでは、本委員会付託案件の審査につきま

して、御報告いたします。

　最初に、議案第47号垂水市税条例の一部を改

正する条例案につきましては、原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第48号高規格救急自動車・高度救

命処置用資機材購入契約につきましては、原案

のとおり可決されました。

　次に、議案第51号垂水市職員の給与の臨時特

例に関する条例案につきましては、審査の過程

でさまざまな質疑が行われました。

主な質疑について申し上げますと、職員組合と

の協議については、「３回の事務レベルの協議

とあわせ、合計５回の交渉を行い、他市の状況

等を判断した上で妥結した」との答弁があり、

「東日本大震災の復興・復旧の財源については、

本来国がきちっと財源を確保してやるべきこと

であるが、地方自治体に負担を強いるというこ

とは国自身の責任を放棄している」との質問に

対して、「垂水市はこれまでも独自に職員の給

与カットを実施し、財政再建に努力してきた。

東日本大震災の復興に取り組む費用の捻出とい

うことで、職員には大変忍びないことであり、

遺憾には思うが、削減をお願いするしかない」。

さらに、「今後このようなことがないよう、鹿

児島県市長会や全国市長会で強く要請していく」

との答弁がありました。

　意見も出尽くしましたので、質疑は終わり、

議案第51号を原案のとおり決することに異議が

ないか諮ったところ、異議があったため、挙手

による採決を行い、賛成多数で原案のとおり可

決することに決しました。

　次に、議案第49号平成25年度垂水市一般会計

補正予算（第１号）案中の所管費目及び歳入全

款については、原案のとおり可決されました。

　次に、陳情第16号少人数学級の推進など定数

改善、義務教育費国庫負担制度２分の１復元を

図るため2014年度政府予算に係る要請について

は、採択することとし、意見書案を提出するこ

とに意見の一致を見ました。

　次に、陳情第17号年金引下げに対する陳情に

ついては、審議の結果、趣旨採択となりました。

　次に、陳情第18号国民健康保険に対する国庫

負担の見直し・増額を求める意見書提出の陳情

については、採択することとし、意見書案を提

出することに意見の一致を見ました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（森　正勝）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論の通告がありますので、発言を許可しま

す。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。

　議案第51号垂水市職員の給与の臨時特例に関

する条例案について、反対の立場で討論をしま

す。

　政府は、地方公務員の賃金を７月からさらに

7.8％引き下げることを地方自治体に求め、2013

年度予算の地方交付税を減額しました。民間の

賃金も1997年をピークに年間57万円も下がって

おり、働く者の所得は落ち込むばかりです。

　安倍首相は所信表明演説で、国民の所得が失

われていることを経済危機の要因に挙げ、突破

邁進すると言いました。それなら、自治体に公

務員の賃下げを強制し、政府が主導して国民の

所得を奪おうとするやり方は改めるべきもので

す。また、政府は、地方への賃下げの要請やそ

れを前提とした財政措置は行わないと明言して

いることからも許されるものではありません。

　今回の賃下げには２つの狙いが見えてきます。
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１つは、労働者全体の賃金水準を抑え込むこと

です。

　今、デフレ脱却が景気対策の最重要課題です。

安倍首相自身も企業の賃上げを求めていました。

真剣に労働者の賃上げを求めるのなら、全ての

労働者の賃下げにつながる地方公務員の賃下げ

は問題です。総務大臣は、１月に自治体の首長

に賃下げを要請する書簡を出しています。その

内容は、今後、負担増をお願いすることになる

消費税について、国民の理解を得ていくために

は、まず公務員が先頭に立ってさらなる行政改

革に取り組む姿勢を示すことが重要だとしてい

ます。これは、今後、国民への負担増を求めて

いく関係から、露払いとして地方公務員の賃下

げが実施されることになるのではないでしょう

か。

　そこで、問題点として、以下の３点を挙げて

反対をいたします。

　１点目は、地域経済に深刻なダメージを与え

ることにつながることであります。本市では約

4,600万円の削減になるということでした。労働

総研の試算によると、公務員の賃金を10％引き

下げた場合、その影響は626万人に及び、ＧＤＰ

いわゆる国内総生産は約３兆円減少、税収では

5,000億円のマイナスになるとしています。今回

の賃下げは、こうした地域経済への悪影響を本

格的に広げるものと考えます。

　２点目は、地方自治の原則を土足で踏みにじ

るということです。地方公務員の賃金は、自治

体が独自に自主的に条例をつくって決定する。

地方公務員法で定められているのが原則です。

国が一方的に下げ幅を決め、実施を強制する前

提で地方交付税を減額するのは、この原則を踏

みにじる行為であり、明らかに地方自治への介

入です。

　３点目は、政府は地方交付税の削減分の財源

を防災・減災、地域経済活性化事業など、地方

に配分するとしています。しかし、本来、地方

で行われる防災・減災事業や地域経済活性化事

業は、国が責任を持って財源を確保し、地方に

配分すべきものです。その財源を、公務員の人

件費を削って賄えという政府のやり方は、国民

の命と暮らし、安全・安心を守るという国の責

任を自治体に押しつけるものと言わざるを得ま

せん。

　最後に、今後のことからも、政府の予算等に

対して全国市長会や全国議長会など地方六団体

が出した声明である、地方交付税を国の政策目

的を達成するための手段として用いることは、

地方の固有の財源という性格を否定するもので

あり、断じて行うべきではないということを確

認をして、討論を終わります。

〇議長（森　正勝）以上で、通告による討論

は終わりました。

　ほかに討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　御異議がありますので、議案第51号を除き、

各議案を各委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第51号を除き、各議案は各委員

長の報告のとおり決定しました。

　次に、議案第51号は起立により採決いたしま

す。

　委員長の報告は、可決であります。

　委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立を願います。

　　　［賛成者起立］

〇議長（森　正勝）起立多数です。

　よって、議案第51号は委員長の報告のとおり

決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。
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　陳情第16号から陳情第18号までの陳情３件を

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、陳情第16号及び陳情第18号の陳情２

件を採択、陳情第17号を趣旨採択とすることに

決定しました。

　　　△議案第52号上程

〇議長（森　正勝）日程第10、議案第52号平成

25年度垂水市一般会計補正予算（第２号）案を

議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（野妻正美）議案第52号平成25年

度垂水市一般会計補正予算（第２号）案を御説

明申し上げます。

　補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんいただきた

いと思います。

　地域の元気臨時交付金ですが、地域経済の活

性化と雇用の創出を図ることを目的として、地

方公共団体が実施する地方単独事業等の経費に

充てるため創設されたものでございます。

　この交付金の算定は、平成24年度に国の補正

予算第１号で予算措置された追加公共事業の地

方負担額の平均で８割程度が交付されることに

なっております。

　本市におきましては、５月27日に第１次分の

交付限度額が確定し、地方負担額の上限である

９割に近い２億6,246万8,000円の交付額となっ

ております。

　今回の補正は、この交付金の確定に伴い予算

を編成したもので、緊急経済対策という性質上、

早目の予算執行が望まれることから、急ぎで各

課の要求等を集約し、本日の最終本会議に補正

予算として御提案するものでございます。

　それにより、既に予算化しているものを除き、

今回、歳入歳出とも１億8,980万円の増額となり、

補正後の予算総額は93億8,913万6,000円になり

ます。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

の第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとおり

でございます。

　次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。

　まず、５ページをお開きください。

　総務費の１項総務管理費、１目一般管理費の

備品購入費ですが、輪転機の契約期間満了に伴

い、事務の効率化を図るため、高速の印刷機を

購入するものでございます。

　次に、農林水産業費の１項農業費、10目堆肥

センター費の備品購入費ですが、不良堆肥の再

製品化を目的として粉砕機を購入するものでご

ざいます。

　同じく12目農道整備事業費の工事請負費は、

農道の舗装や水路の改修事業９カ所に要する費

用でございます。

　次に、土木費の２項道路橋梁費、１目道路維

持費の工事請負費は、市道の舗装や側溝の改修

事業９カ所に要する費用でございます。

　次に、教育費の２項小学校費、３目小学校施

設整備費は、垂水小学校体育館の屋根防水工事

と、新城小及び牛根小校庭の芝の段差解消工事

でございます。

　同じく教育費の５項社会教育費、５目公民館

費ですが、市民館駐車場の舗装工事と市民館屋

外型キュービクル取りかえ工事等でございます。

　６ページをお開きください。

　教育費の６項保健体育費、２目体育施設費で

すが、水之上体育館の屋根防水工事を当初予算

で一般財源としておりましたが、今回の交付金

へ財源を組み替えるものでございます。

　以上が、歳出の主なものでございますが、こ

れらに対する歳入は、前に戻っていただきまし

て、３ページの事項別明細書の総括表及び４ペー
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ジの歳入明細にお示ししてありますように、地

域の元気臨時交付金である国庫支出金を充て、

繰越金により収支の均衡を図るものでございま

す。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（森　正勝）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室において全員協議

会を開きますので、ただいまの議案を持って御

参集願います。

　　　　　午前10時20分休憩

　　　　　午前10時55分開議

〇議長（森　正勝）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　２点、先ほど説明の中で備品

関係も建設地方債の対象であるということで確

認ができたのがわかりましたけれども、特に今

回の場合は、地域経済の活性化対策ということ

でこの元気交付金が決定しているわけですけれ

ども、特に今、地方の公共事業関係、いわゆる

建設業の方々が大変な状況にあるということは

共通の認識だと思うんですが、この関係で入札

等の工夫というか、そのあたりの関係ではどん

なふうに、入札においては、活性化のために本

市ができる１つの大きな手だてとして入札の方

法があると思うんですが、この点についてはど

んなふうにされるのかということと、あと一般

財源分ですね、地方単独建設事業の一般財源分

が生まれるわけですけれども、この額がどのく

らいなのか。私はこの新たな財源を使った形で

のソフト事業及び必要なハード事業もあるかと

思うんですけれども、特にやっぱりソフト事業

について今回、一般質問でも行ったんですが、

そのあたりについての考え方は３月議会でも一

般質問でも確認しましたけど、市長もそういう

財源については活用していきたいという方向だ

ったんですが、その点についてはどんな方針な

り、計画なのかについてお聞きをしたいと思い

ます。

　２点です。

〇財政課長（野妻正美）１点目の入札の考え

方について、お答えいたします。

　特殊な備品を除きまして、事業費ベースで90

％以上を市内業者への発注ができるものと考え

ております。

　緊急経済対策という性質上、早目の予算執行

が望まれることから、できるだけ市内業者への

発注を進め、経済対策が十分に効果を発揮でき

るよう迅速に取り組んでまいります。

　済みません、２点目につきまして、反問権を

行使してよろしいでしょうか。

〇議長（森　正勝）反問権を許可します。

〇財政課長（野妻正美）済みません、ちょっ

と確認なんですけど、これは以前御質問された、

国の補正予算１号にかかわる補正予算債なんか

の一般財源に対する御質問ですかね。今回のと

ころでは、交付金に対する事業として計上して

いるんですけど、補正は。

〇議長（森　正勝）反問権に対するお答えを

お願いします。

〇持留良一議員　本来であれば、国の事業があ

って一般財源がありますよね、こういう形で財

源構成がされていきますよね。今回の場合、元

気交付金によって、その一般財源部分が新たな

財源として生み出されてくると、この財源をど

う生かすのかということで３月議会では先ほど

言ったような形の中身であります。

〇財政課長（野妻正美）今回、選定しました

事業は、主に、計画にある次年度以降の事業を

前倒しして予算化しております。そのため、単

年度で予算が残るのではなく、中期的に見て財

源が浮くものと考えております。それで、後年
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度の負担が減るものと思われます。前倒しして

本年度事業実施する分につきましては、来年度

以降においてその分、市民のために予算を有効

に活用できるものと考えております。

　以上です。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

〇持留良一議員　入札においては、特に道路関

係においては距離的にはそんな長いものはない

と言われましたけれども、しかし、中身によっ

てはそれを分離分割とか、そういうことも検討

はされているのか、その点について。

〇土木課長（宮迫章二）基本的には路線ごと

の金額による指名をしたいと考えますが、工区

分けができるところについてはそのように、件

数をふやして対応したいと考えております。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

〇持留良一議員　はい。

〇感王寺耕造議員　１点だけお聞きいたします。

　元気臨時交付金を活用して現在まで各課とも

懸案の事業、この部分が進んでいくと、そうい

うことでは評価いたしますけれども、よかった

と思っております。ただ、事業の継続性の上で、

どういった位置づけで予算化されたのかという

部分がちょっと疑問がありましたので、１点だ

け質問します。

　６款の農林水産業費の中の10目堆肥センター

費ですね。破砕機の部分の購入で、今まで生ご

みの部分が塊になっていた部分をまた再度利用

すると、またそのことによってバックヤードの

確保、また良質堆肥の生産ということで寄与さ

れるとは思うんですね。

　ただ、この堆肥センターにつきましては、私

だけではなくて各議員ともいろいろ今までやり

とりしております。その中で、やっぱりにおい

の問題ですね、においがやっぱり残っていると

いう問題ですね。この部分がきちっとした良質

堆肥ができていないんじゃないかという部分も

ありますし、今回も破砕機だけですけれども、

だから、抜本的な部分でやっぱり改革していく

べきだと思うんですよね。そういった部分での

方向性の中で、今回の破砕機の位置づけはどう

なのかという部分だけ、まず１点だけをお聞き

します。

〇農林課長（池松　烈）堆肥センターの備品

購入の件についてでございますが、今、におい

の件も出ました。においの件につきまして、今、

カナディアンフミンということで、そのにおい

を削減するものを使っているところでございま

す。またあと１つ、不良堆肥といいますか、こ

れまで固まってしまって製品化できなかったも

のを、それが積み置きされておったというよう

なことで、先に廃棄処分を、半分ほど処分でき

たんですけれども、そういうことをやって、そ

のにおい対策等にも貢献できていくんじゃない

かというふうに考えております。

〇感王寺耕造議員　わかりました。

　１点だけ、市長に確認させていただきたいん

ですけれども、この堆肥センターの位置づけを

どういう形で位置づけられておられるのか、そ

の部分の確認と、あともう１点、私の考えをち

ょっと申し述べさせていただきますと、生ごみ

の部分ですね、肝属一廃へ持って行きますとお

金がかかりますので、その部分で計算していき

ますと、費用対効果の分も十分出ていると思い

ます。

　また、片方、良質堆肥の供給という部分も１

つの役割としてあるんですけれども、この部分

がきちっとできていないわけですね、つくられ

てから。この部分についてはどういうような改

善策、もう即やっていただかないと困ると思う

んですけれども、その辺まで含めて一言いただ

ければと思います。

〇市長（尾脇雅弥）これまで感王寺議員初め

多くの方から、堆肥センターのあり方というこ

とでさまざまな御意見があります。１次産業の

中で農業というのは非常に重要な分野でありま
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すので、その辺の兼ね合いも含めて、今回、こ

ういった形で臨時交付金の対策はありますけれ

ども、おっしゃることも踏まえて、しっかりと

課内で対応していきたいというふうに思ってお

ります。

〇議長（森　正勝）よろしいですか。

　ほかに質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　議案第52号を原案のとおり決することに御異

議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、議案第52号は原案のとおり可決され

ました。

　　　△意見書案第13号上程

〇議長（森　正勝）日程第11、意見書案第13

号少人数学級の推進など定数改善、義務教育費

国庫負担制度２分の１復元に係る意見書案を議

題とします。

　案文は配付いたしておりますので、朗読を省

略いたします。

　　　

　　少人数学級の推進など定数改善、義務教育

　　費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書

　　（案）

　35人以下学級について、昨年義務標準法が改

正され小学校１年生の基礎定数化がはかられた

ものの、今年度小学校２学年については加配措

置に留まっています。

　日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当た

りの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数

が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁

寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規

模を引き下げる必要があります。文部科学省が

実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関

する国民からの意見募集」では、約６割が「小

中学校の望ましい学級規模」として、26人～30

人を挙げています。このように、保護者も30人

以下学級を望んでいることは明らかであります。

　また、鹿児島県においては２学年の子どもが

一つの教室で学ぶ複式学級も多く、単式学級で

学ぶ子どもたちと比較したとき、教育の機会均

等が保障されているとは言えません。子どもの

教育の機会均等と学びの保障の観点から、複式

学級の解消は、極めて重要な課題です。

　社会状況等の変化により学校は、一人ひとり

の子どもに対するきめ細やかな対応必要となっ

ています。また、新しい学習指導要領が本格的

に始まり、授業時数や指導内容が増加していま

す。日本語指導など特別な支援を必要とする子

どもたちの増加や障害のある児童生徒の対応等

が課題となっています。不登校、いじめ等生徒

指導の課題も深刻化しています。こうしたこと

から、学級規模縮減以外の様々な定数改善も必

要です。

　子どもたちが全国どこに住んでいても、機会

均等に一定水準の教育を受けられることが憲法

上の要請です。しかし、教育予算について、Ｇ

ＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ加盟国

（28カ国）の中で日本は最下位となっています。

また、三位一体改革により、義務教育費国庫負

担制度の国負担割合は２分の１から３分の１に

引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、

非正規雇用者の増大などにみられるように教育

条件格差も生じています。

　将来を担い、社会の基盤づくりに繋がる子ど
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もたちへの教育は極めて重要です。未来への先

行投資として、子どもや若者の学びを切れめな

く支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡

大につなげる必要があります。こうした観点か

ら、政府予算編成において下記事項の実現につ

いて、国の関係機関への働きかけを要請します。

記

１、少人数学級を推進すること。具体的学級　

　規模は、ＯＥＣＤ諸国並みのゆたかな教育環

　境を整備するため、30人以下学級とすること

２、教育の機会均等と水準の維持向上をはかる

　ため、義務教育費国庫負担制度の国負担割合

　を２分の１に復元すること

３、全国どこにいても教育の機会均等を保障す

　るため、複式学級の解消をはかること。

資　料　教育条件の国際比較（ＯＥＣＤ　図表

で見る教育2011年版）

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。

　平成25年６月28日

鹿児島県垂水市議会議長　森　正勝

内閣総理大臣　安倍　晋三　殿

内閣官房長官　菅　　義偉　殿

文部科学大臣　下村　博文　殿

財 務 大 臣　麻生　太郎　殿

総 務 大 臣　新藤　義孝　殿

〇議長（森　正勝）お諮りします。

　ただいまの意見書案は、提出者の説明及び委

員会付託を省略したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで、質疑を終わります。

　お諮りします。

　意見書案第13号を原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第13号少人数学級の推進な

ど定数改善、義務教育費国庫負担制度２分の１

復元に係る意見書案は、原案のとおり可決され

ました。

　　　△意見書案第14号上程

〇議長（森　正勝）日程第12、意見書案第14

号国民健康保険に対する国庫負担の見直し・増

額を求める意見書案を議題とします。

　案文は配布いたしておりますので、朗読を省

略いたします。

　　国民健康保険に対する国庫負担の見直し･増

　　額を求める意見書（案）

　国民健康保険は1958年の国民健康保険法によ

って、健康で文化的な最低限度の生活を保障す

る日本国憲法第25条を医療面で具体化し、国民

皆保険制度を実現するものとして制度化された。

　現在、国民健康保険加入者の状況は、高齢者

が増え、さらに低所得者も多く、無職や不安定

雇用の加入も増えてきている。ゆえに、医療費

がかさむにもかかわらず、保険税負担能力が低

いことから、財政基盤がさらに脆弱になってき
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１学級当た りの児

童生徒数

教員１人あた り

の児童生徒数

日本
小学校２８．０人　

中学校３２．９人

小学校１８．６人　

中学校１４．５人

ＯＥＣＤ平均
小学校２１．４人　

中学校２３．５人

小学校１６．０人　

中学校１３．５人



ている。さらに、加入者の所得が低下している

にもかかわらず、保険税を支払うのが困難にな

っている世帯が増えてきている。

　加入者の殆どが低所得者のため、国保会計は

もともと保険税負担でまかなう制度設計にはな

っていなかった。ゆえに、被用者保険の事業主

負担にあたるものがないため、国が国庫負担を

定めている。

　保険税が高くなった原因は、医療費の増加と

ともに、国が国庫負担率を引き下げたことが大

きく影響してきている。1983年までは全体の約

60％を国庫支出金が占めていたが、1984年から

国庫負担率が低下し、現在は25％程度にしか過

ぎない現状になっている。垂水市では平成24年

度見込みではあるが25.1％まで減っている。

　よって国におかれては、国民健康保険を真に

社会保障として存続させ、加入者が安心して必

要な医療が受けられるようにするため、国庫負

担を見直し、増額されるように強く要望する。

　以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。

　平成25年６月28日

鹿児島県垂水市議会議長　森　正勝

内閣総理大臣　安倍　晋三　殿

総 務 大 臣　新藤　義孝　殿

〇議長（森　正勝）お諮りします。

　ただいまの意見書案は、提出者の説明及び委

員会付託を省略したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　意見書案第14号を原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第14号国民健康保険に対す

る国庫負担の見直し・増額を求める意見書案は、

原案のとおり可決されました。

　　　△議案第53号・議案第54号一括上程

〇議長（森　正勝）日程第13、議案第53号及び

日程第14、議案第54号の議案２件を一括議題と

します。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第53号　平成24年度垂水市水道事業会計剰

　　　余金の処分及び決算の認定について

議案第54号　平成24年度垂水市病院事業会計決

　　　算の認定について

〇議長（森　正勝）両決算については、７人

の委員をもって構成する公営企業決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、両決算については、７人の委員をも

って構成する公営企業決算特別委員会を設置し、

これに付託の上、閉会中の継続審査とすること

に決定しました。

　お諮りします。

　ただいま設置されました公営企業決算特別委

員会の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、川達志議員、池山節夫議員、

北方貞明議員、堀添國尚議員、池之上誠議員、

川畑三郎議員、田平輝也議員、以上７名を指名

したいと思います。
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　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、ただいま指名いたしました７人を、

公営企業決算特別委員会委員に選任することに

決定しました。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（森　正勝）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定しまし

た。

　　　△閉　　会

〇議長（森　正勝）これをもちまして、平成

25年第２回垂水市議会定例会を閉会します。

　　　　　午前11時08分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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